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　　令和５年　   熊本県議会２月定例会会議録    　　　第１号

令和５年２月定例会　熊本県議会会議録　第１号（２月 17 日）

令和５年２月17日(金曜日)

　　 ―――――――――――――――――

　　　議事日程　第１号

　　令和５年２月17日(金曜日)午前10時開会

　第１　議席の一部変更の件

　第２　会議録署名議員の指名

　第３　会期決定の件

　第４　知事提出議案の上程(第１号から第72号

　　まで)

　第５　知事の提案理由説明

　第６　人事委員会の意見(第54号及び第65号)

　第７　議案等に対する質疑(第１号から第32号

　　まで)

　第８　知事提出議案の委員会付託(第１号から

　　第32号まで)

　第９　休会の件

　　 ―――――――――――――――――

本日の会議に付した事件

　日程第１　議席の一部変更の件

　日程第２　会議録署名議員の指名

　日程第３　会期決定の件

　日程第４　知事提出議案の上程(第１号から第

　　72号まで)

　日程第５　知事の提案理由説明

　日程第６　人事委員会の意見(第54号及び第65

　　号)

　日程第７　議案等に対する質疑(第１号から第

　　32号まで)

　日程第８　知事提出議案の委員会付託(第１号

　　から第32号まで)

　日程第９　休会の件

　　　　 ――――――――――――

出席議員氏名(47人)

　　　　　　　　　　　　堤　　　泰　之　君

　　　　　　　　　　　　前　田　敬　介　君

　　　　　　　　　　　　城　戸　　　淳　君

　　　　　　　　　　　　本　田　雄　三　君

　　　　　　　　　　　　南　部　隼　平　君

　　　　　　　　　　　　坂　梨　剛　昭　君

　　　　　　　　　　　　荒　川　知　章　君

　　　　　　　　　　　　西　村　尚　武　君

　　　　　　　　　　　　山　本　伸　裕　君

　　　　　　　　　　　　岩　田　智　子　君

　　　　　　　　　　　　島　田　　　稔　君

　　　　　　　　　　　　池　永　幸　生　君

　　　　　　　　　　　　竹　﨑　和　虎　君

　　　　　　　　　　　　吉　田　孝　平　君

　　　　　　　　　　　　中　村　亮　彦　君

　　　　　　　　　　　　大　平　雄　一　君

　　　　　　　　　　　　髙　島　和　男　君

　　　　　　　　　　　　末　松　直　洋　君

　　　　　　　　　　　　松　村　秀　逸　君

　　　　　　　　　　　　岩　本　浩　治　君

　　　　　　　　　　　　西　山　宗　孝　君

　　　　　　　　　　　　　　田　大　造　君

　　　　　　　　　　　　前　田　憲　秀　君

　　　　　　　　　　　　磯　田　　　毅　君

　　　　　　　　　　　　河　津　修　司　君

　　　　　　　　　　　　楠　本　千　秋　君

　　　　　　　　　　　　橋　口　海　平　君

　　　　　　　　　　　　緒　方　勇　二　君

　　　　　　　　　　　　増　永　慎一郎　君

　　　　　　　　　　　　髙　木　健　次　君

　　　　　　　　　　　　髙　野　洋　介　君
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　　　　　　　　　　　　内　野　幸　喜　君

　　　　　　　　　　　　山　口　　　裕　君

　　　　　　　　　　　　渕　上　陽　一　君

　　　　　　　　　　　　田　代　国　広　君

　　　　　　　　　　　　城　下　広　作　君

　　　　　　　　　　　　西　　　聖　一　君

　　　　　　　　　　　　鎌　田　　　聡　君

　　　　　　　　　　　　坂　田　孝　志　君

　　　　　　　　　　　　溝　口　幸　治　君

　　　　　　　　　　　　小早川　宗　弘　君

　　　　　　　　　　　　池　田　和　貴　君

　　　　　　　　　　　　吉　永　和　世　君

　　　　　　　　　　　　松　田　三　郎　君

　　　　　　　　　　　　藤　川　隆　夫　君

　　　　　　　　　　　　岩　下　栄　一　君

　　　　　　　　　　　　前　川　　　收　君

欠席議員氏名(なし)

　　 ―――――――――――――――――

説明のため出席した者の職氏名

　　　　　　知　　　　事　蒲　島　郁　夫　君

　　　　　　副　知　事　田　嶋　　　徹　君

　　　　　　副　知　事　木　村　　　敬　君

　　　　　　知事公室長　小　牧　裕　明　君

　　　　　　総 務 部 長　平　井　宏　英　君

　　　　　　企画振興部長　高　橋　太　朗　君

　　　　　　理 　 　 事　水　谷　孝　司　君

　　　　　　理 　 　 事　小金丸　　　健　君

　　　　　　健康福祉部長　沼　川　敦　彦　君

　　　　　　環境生活部長　小　原　雅　之　君

　　　　　　商工労働部長　三　輪　孝　之　君

　　　　　　観光戦略部長　原　山　明　博　君

　　　　　　農林水産部長　竹　内　信　義　君

　　　　　　土 木 部 長　亀　崎　直　隆　君

　　　　　　会計管理者　野　尾　晴一朗　君

　　　　　　企 業 局 長　竹　田　尚　史　君

　　　　　　　　　　　　渡　辺　克　淑　君

　　　　　　教 育 長　白　石　伸　一　君

　　　　　　警察本部長　山　口　寛　峰　君

　　　　　　　　　　　　出　田　孝　一　君

　　　　　　監 査 委 員　藤　井　一　恵　君

　　 ―――――――――――――――――

事務局職員出席者

　　　　　　事 務 局 長　手　島　伸　介

　　　　　　　　　　　　村　田　竜　二

　　　　　　議 事 課 長　富　田　博　英

　　　　　　　　　　　　濱　田　浩　史

　　　　 ――――――――――――

　　午前10時開会　開議

○議長(溝口幸治君)　ただいまから令和５年２月

熊本県議会定例会を開会いたします。

　これより本日の会議を開きます。

　　　　 ――――――――――――

　諸般の報告

○議長(溝口幸治君)　まず、閉会中における諸般

の報告をいたします。

　内容については、議席に配付のとおりでありま

す。

　　〔諸般の報告は付録に掲載〕

　　　　 ――――――――――――

　日程第１　議席の一部変更の件

○議長(溝口幸治君)　次に、日程に従いまして、

日程第１、議席の一部変更の件を議題といたしま

す。

　お諮りいたします。

　井手順雄君の議員辞職に伴い、会議規則第４条

第３項の規定により、議席の一部を議席に配付の

議席表のとおり変更いたしたいと思います。これ

に御異議ありませんか。

　　〔｢異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(溝口幸治君)　御異議なしと認めます。よ

病 院 事 業
管 理 者

人事委員会
委  員  長

事務局次長
兼総務課長

審 議 員 兼
議事課長補佐
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って、議席の一部を議席表のとおり変更すること

に決定いたしました。

　　〔議席表は巻頭に掲載〕

　　　　 ――――――――――――

　日程第２　会議録署名議員の指名

○議長(溝口幸治君)　次に、日程第２、会議録署

名議員の指名を行います。

　会議録署名議員は、会議規則第121条の規定に

より、西村尚武君、荒川知章君、　田大造君、以

上３人を指名いたします。

　　　　 ――――――――――――

　日程第３　会期決定の件

○議長(溝口幸治君)　次に、日程第３、会期決定

の件を議題といたします。

　お諮りいたします。

　今期定例会の会期は、本日から３月17日までの

29日間といたしたいと思います。これに御異議あ

りませんか。

　　〔｢異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(溝口幸治君)　御異議なしと認めます。よ

って、会期は本日から３月17日までの29日間とす

ることに決定いたしました。

　　　　 ――――――――――――

　日程第４　知事提出議案の上程(第１号から第

　　72号まで)

○議長(溝口幸治君)　次に、日程第４、知事提出

議案第１号から第72号までが提出されましたの

で、これを一括して議題といたします。

　　 ―――――――――――――――――

　第１号　令和４年度熊本県一般会計補正予算

(第1(第11号)

　第２号　令和４年度熊本県中小企業振興資金特

　　別会計補正予算(第１号)

　第３号　令和４年度熊本県収入証紙特別会計補

　　正予算(第１号)

　第４号　令和４年度熊本県立高等学校実習資金  

　　特別会計補正予算(第１号)

　第５号　令和４年度熊本県港湾整備事業特別会

　　計補正予算(第４号)

　第６号　令和４年度熊本県育英資金等貸与特別

　　会計補正予算(第１号)

　第７号　令和４年度熊本県林業改善資金特別会

　　計補正予算(第１号)

　第８号　令和４年度熊本県沿岸漁業改善資金特

　　別会計補正予算(第１号)

　第９号　令和４年度熊本県市町村振興資金貸付

　　事業特別会計補正予算(第１号)

　第10号　令和４年度熊本県高度技術研究開発基

　　盤整備事業等特別会計補正予算(第１号)

　第11号　令和４年度熊本県公債管理特別会計補

　　正予算(第１号)

　第12号　令和４年度熊本県国民健康保険事業特

　　別会計補正予算(第１号)

　第13号　令和４年度熊本県流域下水道事業会計

　　補正予算(第３号)

　第14号　令和４年度熊本県電気事業会計補正予

　　算(第３号)

　第15号　令和４年度熊本県工業用水道事業会計

　　補正予算(第２号)

　第16号　令和４年度熊本県有料駐車場事業会計

　　補正予算(第２号)

　第17号　令和４年度熊本県病院事業会計補正予

　　算(第３号)

　第18号　熊本県国民健康保険広域化等支援基金

　　条例を廃止する条例の制定について

　第19号　熊本県新型コロナウイルス感染症対応

　　金融支援基金条例の一部を改正する条例の制

　　定について

　第20号　財産の取得について

　第21号　財産の取得について
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　第22号　工事請負契約の変更について

　第23号　工事請負契約の締結について

　第24号　工事請負契約の締結について

　第25号　工事請負契約の変更について

　第26号　工事請負契約の締結について

　第27号　専決処分の報告及び承認について

　第28号　専決処分の報告及び承認について

　第29号　専決処分の報告及び承認について

　第30号　専決処分の報告及び承認について

　第31号　専決処分の報告及び承認について

　第32号　専決処分の報告及び承認について

　第33号　令和５年度熊本県一般会計予算

　第34号　令和５年度熊本県中小企業振興資金特

　　別会計予算

　第35号　令和５年度熊本県母子父子寡婦福祉資

　　金特別会計予算

　第36号　令和５年度熊本県収入証紙特別会計予

　　算

　第37号　令和５年度熊本県立高等学校実習資金

　　特別会計予算

　第38号　令和５年度熊本県港湾整備事業特別会

　　計予算

　第39号　令和５年度熊本県臨海工業用地造成事

　　業特別会計予算

　第40号　令和５年度熊本県用地先行取得事業特

　　別会計予算

　第41号　令和５年度熊本県育英資金等貸与特別

　　会計予算

　第42号　令和５年度熊本県林業改善資金特別会

　　計予算

　第43号　令和５年度熊本県沿岸漁業改善資金特

　　別会計予算

　第44号　令和５年度熊本県市町村振興資金貸付

　　事業特別会計予算

　第45号　令和５年度熊本県高度技術研究開発基

　　盤整備事業等特別会計予算

　第46号　令和５年度熊本県のチッソ株式会社に

　　対する貸付けに係る県債償還等特別会計予算

　第47号　令和５年度熊本県公債管理特別会計予

　　算

　第48号　令和５年度熊本県国民健康保険事業特

　　別会計予算

　第49号　令和５年度熊本県流域下水道事業会計

　　予算

　第50号　令和５年度熊本県電気事業会計予算

　第51号　令和５年度熊本県工業用水道事業会計

　　予算

　第52号　令和５年度熊本県有料駐車場事業会計

　　予算

　第53号　令和５年度熊本県病院事業会計予算

　第54号　熊本県職員の退職管理に関する条例の

　　一部を改正する条例の制定について

　第55号　熊本県手数料条例の一部を改正する条

　　例の制定について

　第56号　熊本県住民基本台帳法施行条例の一部

　　を改正する条例の制定について

　第57号　熊本県税災害減免条例の一部を改正す

　　る条例の制定について

　第58号　熊本県児童福祉施設の設備及び運営の

　　基準に関する条例等の一部を改正する条例の

　　制定について

　第59号　熊本県看護師等修学資金貸与条例等の

　　一部を改正する条例の制定について

　第60号　熊本県立自然公園条例の一部を改正す

　　る条例の制定について

　第61号　熊本県立技術短期大学校条例の一部を

　　改正する条例の制定について

　第62号　熊本県産業技術センター条例の一部を

　　改正する条例の制定について

　第63号　熊本県立美術館条例の一部を改正する
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　　条例の制定について

　第64号　熊本県こどもの読書環境整備基金条例

　　の制定について

　第65号　熊本県警察の職員の特殊勤務手当に関

　　する条例の一部を改正する条例の制定につい

　　て

　第66号　熊本県暴力団排除条例及び熊本県風俗

　　案内業の規制に関する条例の一部を改正する

　　条例の制定について

　第67号　熊本県風俗営業等の規制及び業務の適

　　正化等に関する法律施行条例の一部を改正す

　　る条例の制定について

　第68号　包括外部監査契約の締結について

　第69号　負担付寄附の受納について

　第70号　権利の放棄について

　第71号　権利の放棄について

　第72号　指定管理者の指定について

　報告第１号　専決処分の報告について

　報告第２号　専決処分の報告について

　報告第３号　一般社団法人熊本県果実生産出荷

　　安定基金協会の経営状況を説明する書類の提

　　出について

　　　　 ――――――――――――

　日程第５　知事の提案理由説明

○議長(溝口幸治君)　次に、日程第５、ただいま

議題といたしました議案に対する知事の説明を求

めます。

　知事蒲島郁夫君。

　　〔知事蒲島郁夫君登壇〕

○知事(蒲島郁夫君)　まず、先月24日の暴風雪に

よるノリ被害への対応について御報告申し上げま

す。

　県では、被災後直ちに、熊本県漁業協同組合連

合会とともに現地調査を行うなど、状況把握を続

けており、養殖施設の被害額は、今月14日までの

速報値で３億6,000万円となっています。

　被災した養殖施設を速やかに撤去しなければ、

被害を受けなかったノリや海域環境にも悪影響を

及ぼします。そのため、早急な対応が必要であ

り、被災養殖施設の撤去を県において支援するこ

とといたしました。

　今後とも、漁業者や関係市町と連携し、しっか

りと取り組んでまいります。

　続きまして、今回の定例会に提出しております

議案の説明に先立ち、県政運営に対する私の所信

の一端を申し述べます。

　県南地域を中心に甚大な被害をもたらした令和

２年７月豪雨災害から２年半が経過しました。県

では、緑の流域治水の理念の下、国や市町村と連

携し、球磨川流域における創造的復興に向けた取

組を進めています。

　治水対策については、この理念を盛り込んだ球

磨川水系河川整備計画を昨年策定し、国、県がそ

れぞれ計画に基づいた取組を進めています。

　新たな流水型ダムについては、事業の方向性や

進捗を確認する仕組みの第１回会議を昨年12月に

開催し、ダムの構造や環境影響の最小化に向けた

検討状況などについて、流域住民の皆様と確認を

行いました。

　また、球磨村神瀬地区では、明後日、豪雨災害

後初となる宅地かさ上げ事業の着工式が開催され

ます。

　一方、長年ダム問題に翻弄されてきた五木村に

ついては、昨年12月定例会において、議員提案に

より、五木村振興推進条例が改正されました。

　この条例改正を踏まえ、先月21日に五木村を訪

問し、五木村の新たな振興計画の策定に向け、五

木村及び村議会の皆様と意見交換をさせていただ

きました。その中で、五木村の振興にかける県の

責任と覚悟として、中長期的な財政支援の枠組み
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と方向性を村にお伝えいたしました。

　あわせて、ダム建設予定地である相良村につい

ては、昨年いただいた振興策に関する村からの御

提案を踏まえ、県としての支援策を今年度中に取

りまとめてまいります。

　人吉市の土地区画整理事業のうち、県が事業主

体となる青井地区は、今月７日に国から事業認可

を受けました。市が事業主体となる中心市街地

は、年度内の事業認可に向け、法的手続が着実に

進められています。

　ＪＲ肥薩線については、鉄道での復旧に向け、

関係者による協議を鋭意進めているところです。

私の任期中に復旧の道筋をつけることができるよ

う、国、ＪＲ九州、地元市町村との協議をしっか

りと進めてまいります。

　また、部分運行を再開しているくま川鉄道につ

いては、最大の被災箇所である球磨川第４橋梁の

架け替え工事に先月着手しました。令和７年度中

の全線復旧に向けて、国の御支援をいただきなが

ら、くま川鉄道株式会社や地元市町村と一体とな

って取組を進めてまいります。

　被災された方々の住まいの再建については、仮

設住宅の供用期間の延長について、昨年末、国の

同意があり、やむを得ない事情がある世帯につい

ては、引き続き、仮設住宅で生活していただくこ

とが可能となりました。来年度にかけて災害公営

住宅も順次完成し、併せて木造仮設住宅を被災者

の方々の住まいの再建先として活用することも検

討されています。

　引き続き、関係市町村と連携しながら、被災さ

れた世帯それぞれの御意向を踏まえた住まいの再

建が一日も早く実現できるよう取り組んでまいり

ます。

　次に、発生から７年を迎える熊本地震からの創

造的復興についてです。

　これまでに、熊本城の天守閣復旧や阿蘇へのア

クセスルートの回復など、着実に取組の成果が現

れてきました。

　来月23日には、創造的復興のシンボルである阿

蘇くまもと空港の新旅客ターミナルビルが開業し

ます。この新ビルの開業に合わせたチャイナエア

ラインのチャーター便運航も決定しており、これ

は、熊本―台北線の定期便化につながるものであ

ります。このチャンスをしっかりと活用し、台湾

からの誘客、台湾への送客双方の需要創出、相互

交流の拡大に取り組んでまいります。

　今年の夏には、南阿蘇鉄道が全線運転再開さ

れ、これに合わせ、ＪＲ肥後大津駅への直通乗り

入れも実現する見通しであります。通勤通学の足

として、さらには阿蘇観光の活性化の起爆剤とな

ることを期待しています。

　また、熊本地震の経験や教訓を後世に伝える震

災ミュージアムについても、中核拠点である旧東

海大学阿蘇キャンパスに体験・展示施設がオープ

ンします。

　創造的復興の総仕上げとして進めている空港ア

クセス鉄道については、昨年12月定例会におい

て、肥後大津ルートとすることを決断いたしまし

た。今後、事業化に向けた取組をさらに加速化す

るとともに、空港周辺地域のさらなる発展を目指

すＵＸプロジェクトなども併せて、大空港構想の

実現に向け、取り組んでまいります。

　残された課題である住まいの再建については、

被災者の方々がこれまでどおり安心して生活でき

るよう、最後のお一人が再建を果たされるまで、

寄り添って支援してまいります。

　また、益城町の復興まちづくりについては、土

地区画整理事業の区域内で新しい家々が建ち始

め、来月には益城町役場新庁舎が完成します。加

えて、熊本高森線の４車線化でも、昨年末の町中
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心部の木山交差点の暫定供用により、目に見えて

まちづくりが進んできました。災害に強いまちづ

くりに向け、引き続き取り組んでまいります。

　次に、新型コロナウイルス感染症への対応につ

いてです。

　新型コロナウイルスが県内で初めて確認されて

から、間もなく３年となります。

　大幅に感染が拡大し、病床使用率も過去最大と

なった第８波についても、現在は、感染者数が減

少し、落ち着きを取り戻しつつあります。

　国は、感染症法の位置づけを、特段の事情が生

じない限り、５月８日に、現行の２類相当から季

節性インフルエンザと同じ５類へ変更することを

決定しています。位置づけ変更後の医療費の公的

支援や医療提供体制などの具体的な内容は、来月

上旬をめどに国から示される見込みです。

　本県としても、大きな混乱が生じないよう、国

からの情報収集を行い、市町村や県民の皆様に対

する情報提供を細かに行いながら、しっかりと準

備を進めてまいりたいと考えています。

　位置づけの変更により、社会経済活動の正常化

に向けた動きが、新たなステージに進んだと感じ

ています。

　県では、新型コロナウイルスの影響を受けた中

小企業や農林水産業者の施設整備等に対する助成

や商店街等が行う町なかのにぎわい回復に資する

取組に対する助成など、独自の支援策を実施して

まいります。

　今後も、県民の皆様の生命と健康を第一に、感

染拡大防止と社会経済活動の両立を目指して取り

組んでまいります。

　熊本地震、令和２年７月豪雨災害、新型コロナ

ウイルス感染症の３つの困難を乗り越えた先にあ

る地方創生の姿として、私は、熊本が持つ強みを

最大限に生かし、日本の５つの安全保障に貢献す

る姿を描いています。

　特に、経済の安全保障に関しては、一昨年11月

のＴＳＭＣの本県進出決定直後から、半導体産業

集積強化推進本部を設置し、様々な課題解決に向

けた取組を進めています。

　先月の経済団体との訪台により、ＴＳＭＣをは

じめとする台湾の経済界と信頼関係を構築するこ

とができました。今後も、県庁のみならず、関係

機関と一丸となって、受入れ環境の整備などに取

り組んでまいります。

　人材育成については、県立技術短期大学校にお

いて、令和６年度からの半導体産業の需要に応え

る新学科設置に向けて、準備を進めています。

　渋滞・交通アクセス対策については、県道大津

植木線の多車線化や中九州横断道路へのアクセス

道路を整備するとともに、通勤バスの実証事業を

実施します。

　外国籍駐在員の子供たちの教育環境整備につい

ては、公私立の教育機関が行う受入れ環境の整備

を支援します。　

　また、熊本の宝である地下水の保全のため、河

川等の未利用水の利活用を検討するとともに、企

業による地下水涵養を促進し、新たな観測井戸の

設置、涵養効果等のシミュレーションなどにも取

り組みます。

　さらに、県では、くまもと半導体産業推進ビジ

ョンの年度内の策定に向け、昨日、有識者懇話会

を開催いたしました。ＴＳＭＣ進出の効果を県内

全域に波及させるため、日本を代表する有識者の

方々から幅広い御意見をいただきながら検討を進

めてまいります。

　また、災害の安全保障に関しては、今春、新た

な防災センターが完成します。平時には、これま

での災害の経験や対応ノウハウを全国に発信する

拠点として、災害時には、県内はもとより、九州
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を支える広域防災拠点として、しっかりとその機

能を発揮してまいります。

　今年は、蒲島県政４期目の集大成となる極めて

重要な年です。熊本地震、令和２年７月豪雨災

害、新型コロナウイルス感染症の３つの困難を乗

り越え、熊本の輝かしい未来に向け、全庁一丸と

なって取り組み、県民の総幸福量の最大化を目指

してまいります。

　続いて、今定例会に提案しております議案につ

いて御説明申し上げます。

　まず、令和４年度２月補正予算についてです。

　12月補正予算に引き続き、昨年12月２日に成立

した国の第２次補正予算に基づく経済対策への対

応や県独自の地域活性化対策など、332億円を計

上しています。あわせて、今後の執行見込みの精

査による減額など、必要な補正を行っています。

　これらにより、一般会計は120億円の増額補正

となり、補正後の現計予算額は１兆77億円となり

ます。

　次に、令和５年度当初予算について御説明いた

します。

　今回の予算は、蒲島県政４期目の総仕上げとし

て、熊本地震及び令和２年７月豪雨からの創造的

復興を成し遂げ、新型コロナウイルス感染症によ

る危機を克服できるよう、これらへの対応を最優

先に編成しました。

　さらには、将来の熊本の発展につなげるため、

半導体産業のさらなる集積に向けた取組やＤＸ、

いわゆるデジタルトランスフォーメーション、移

住、定住の推進などの事業についても計上してい

ます。

　この結果、一般会計予算の総額は、２年連続で

県政史上最大を更新し、9,136億円となりまし

た。

　続いて、歳出予算の主な内容について、新しい

くまもと創造に向けた基本方針の４つの柱に沿っ

て説明いたします。

　第１に、令和２年７月豪雨からの創造的復興に

ついてです。

　まず、球磨川流域復興基金を活用し、災害公営

住宅などにおけるコミュニティー形成や復興まち

づくりの拠点整備を支援してまいります。

　また、公共土木施設の災害復旧事業、農地や農

業用施設などの社会インフラの復旧に必要な経費

を計上しています。

　次に、災害に強い郷土づくりに向けて、九州の

縦軸、横軸の交通の多重性を確保するため、幹線

道路ネットワークの整備を進めます。特に、九州

中央自動車道は、来年度中に、山都中島西イン

ターから山都通潤橋インター間が開通予定です。

　第２に、新型コロナウイルス感染症を踏まえた

対応についてです。

　まず、感染症の影響により、生活の悪化が懸念

される独り親家庭や障害者、生活困窮者など、厳

しい状況に置かれている方々への支援や増加して

いる自殺を防ぐための相談体制の強化を実施して

まいります。

　また、コロナ禍による社会の変容を好機と捉

え、県内におけるＤＸの取組を推進するため、デ

ジタル社会の実現に向けて必須となる県内共通の

エリア・データ連携基盤を構築してまいります。

　さらに、コロナ禍において地方への関心が高ま

っており、県外から本県に移住して就農する中高

年の方に対する県独自の支援を新たに実施しま

す。

　第３に、熊本地震からの創造的復興についてで

す。

　熊本地震等からの創造的復興は、産業分野にお

いても着実に進んでおります。半導体産業のさら

なる集積など、本県産業の現在の姿を発信する博
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覧会を開催し、国内のみならず、世界に向け、熊

本をアピールしてまいります。

　また、世界文化遺産への登録を目指す阿蘇は、

国の世界遺産暫定一覧表入りの実現を目指し、引

き続き、学術的検討や周知啓発などに取り組んで

まいります。

　さらに、ＴＳＭＣの進出に伴い、半導体をはじ

めとした国際航空貨物輸送のニーズが高まる中、

阿蘇くまもと空港で実証事業を行い、恒常的な輸

送体制の実現を目指します。

　第４に、将来に向けた地方創生の取組について

です。

　まず、次世代を担う人材の育成については、本

年４月に、公立では全国初となるマンガ学科を設

置する高森高校において、今後の生徒数の増加が

見込まれるため、教室や実習室の整備を行うな

ど、地域に根差した特色のある教育を進めます。

　次に、安全、安心な社会の実現については、県

全体の子ども・子育て施策を強化するため、子供

医療費助成に取り組む市町村への助成を拡充し、

市町村が施策の充実強化を図る環境を整えます。

　また、世界的な建築家である安藤忠雄氏から本

県に寄贈いただくこども図書館については、令和

６年春の開館に向けて準備を進めています。

　なお、県民参加型で、個人や企業からの寄附金

を募って、図書購入や図書館の運営などに活用す

るための基金条例を今定例会に提案しておりま

す。

　さらに、一昨年の２月定例会で採択された熊本

県の交通安全水準のさらなる向上に関する宣言決

議を踏まえ、交通安全に資する取組をハード、ソ

フトの両面から強化し、特に摩耗した区画線の引

き直しについては、県内全域で集中的に取り組ん

でまいります。

　次に、魅力ある地域づくりについては、喫緊の

課題である熊本都市圏の渋滞緩和のため、熊本県

新広域道路交通計画に位置づけた新たな高規格道

路３路線の実現に向け、国や熊本市と連携し、住

民参加型の道路計画検討に着手します。

　また、来年度は、スポーツを通じた交流人口の

拡大や地域の活性化を図るため、ラグビー日本代

表国際試合やツール・ド・九州2023、そして県内

初となる国際バドミントン大会を官民一体となっ

て開催します。

　次に、水俣病問題への対応についてです。

　公健法に基づく認定業務については、新型コロ

ナウイルスの感染防止対策を徹底した上で、申請

者の個々の事情に可能な限り丁寧に対応しなが

ら、認定審査を着実に進めてまいります。

　また、胎児性・小児性患者の方々には、御本人

や御家族の希望を丁寧にお伺いしながら、日常生

活を支援してまいります。

　あわせて、水俣・芦北地域の振興についても、

第七次水俣・芦北地域振興計画の目標が達成され

るよう、地元市町と一体となって、着実に取組を

進めてまいります。

　以上、予算案について御説明申し上げました。

　このほか、今定例会には、各種条例案件や工事

関係、専決処分の報告・承認案件なども併せて提

案しております。

　これらの議案について、よろしく御審議くださ

るようお願い申し上げます。

　　　　 ――――――――――――

　日程第６　人事委員会の意見(第54号及び第65

　　号)

○議長(溝口幸治君)　次に、日程第６、ただいま

議題といたしました議案のうち、第54号及び第65

号につきましては、職員に関する条例案であり、

地方公務員法第５条第２項の規定により、人事委

員会の意見を聴く必要がありますので、ただいま
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から人事委員会の意見を求めます。

　人事委員会委員長出田孝一君。

　　〔人事委員会委員長出田孝一君登壇〕

○人事委員会委員長(出田孝一君)　本議会に提案

されました議案第54号及び議案第65号について、

地方公務員法第５条第２項の規定に基づき、人事

委員会の意見を申し述べます。

　議案第54号については、警察法の一部改正に伴

う関係規定の引用条項を整理するものであり、適

当であると考えます。

　次に、議案第65号については、特殊勤務手当に

関する国の財政措置等を踏まえ、本県警察職員の

処遇を改善するため、特殊勤務手当の関係規定を

整備するものであり、適当であると考えます。

　　　　 ――――――――――――

　日程第７　議案等に対する質疑(第１号から第     

　　32号まで)

○議長(溝口幸治君)　次に、日程第７、議案第１

号から第32号まで等につきましては、いずれも先

議の必要がありますので、まずこれを一括して議

題とし、これに対する質疑を行いますが、ただい

ままで通告はありません。よって、質疑なしと認

めます。

　　　　 ――――――――――――

　日程第８　知事提出議案の委員会付託(第１号

　　から第32号まで）

○議長(溝口幸治君)　次に、日程第８、ただいま

議題といたしました議案第１号から第32号までに

つきましては、これを各常任委員会に付託して審

査いたしたいと思います。これに御異議ありませ

んか。

　　〔｢異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(溝口幸治君)　御異議なしと認めます。よ

って、議案第１号から第32号までにつきまして

は、各常任委員会に付託して審査することに決定

いたしました。

　各付託議案は、さきに配付の令和５年２月熊本

県議会定例会議案各委員会別一覧表(令和４年度

２月補正関係)のとおり、それぞれ所管の常任委

員会に付託して審査することといたします。

　　〔各委員会別一覧表は付録に掲載〕

　　　　 ――――――――――――

　日程第９　休会の件

○議長(溝口幸治君)　次に、日程第９、休会の件

を議題といたします。

　お諮りいたします。

　20日及び21日は、議案調査のため、22日及び24

日は、各常任委員会開会のため、27日は、議事整

理のため、それぞれ休会いたしたいと思います。

これに御異議ありませんか。

　　〔｢異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(溝口幸治君)　御異議なしと認めます。よ

って、20日から22日まで、24日及び27日は、休会

することに決定いたしました。

　なお、明18日、19日、23日、25日及び26日は、

県の休日のため、休会であります。

　　　　 ――――――――――――

○議長(溝口幸治君)　以上で本日の日程は全部終

了いたしました。

　次の会議は、来る28日午前10時から開きます。

　日程は、議席に配付の議事日程第２号のとおり

といたします。

　本日は、これをもって散会いたします。

　　午前10時28分散会
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令和５年２月28日(火曜日)

　　 ―――――――――――――――――

　　　議事日程　第２号

　　令和５年２月28日(火曜日)午前10時開議

　第１　各常任委員長報告　質疑　討論　議決

　第２　休会の件

　　 ―――――――――――――――――

本日の会議に付した事件

　日程第１　各常任委員長報告　質疑　討論　議

　　決

　日程第２　休会の件

　　　　 ――――――――――――

出席議員氏名(47人)

　　　　　　　　　　　　堤　　　泰　之　君

　　　　　　　　　　　　前　田　敬　介　君

　　　　　　　　　　　　城　戸　　　淳　君

　　　　　　　　　　　　本　田　雄　三　君

　　　　　　　　　　　　南　部　隼　平　君

　　　　　　　　　　　　坂　梨　剛　昭　君

　　　　　　　　　　　　荒　川　知　章　君

　　　　　　　　　　　　西　村　尚　武　君

　　　　　　　　　　　　山　本　伸　裕　君

　　　　　　　　　　　　岩　田　智　子　君

　　　　　　　　　　　　島　田　　　稔　君

　　　　　　　　　　　　池　永　幸　生　君

　　　　　　　　　　　　竹　﨑　和　虎　君

　　　　　　　　　　　　吉　田　孝　平　君

　　　　　　　　　　　　中　村　亮　彦　君

　　　　　　　　　　　　大　平　雄　一　君

　　　　　　　　　　　　髙　島　和　男　君

　　　　　　　　　　　　末　松　直　洋　君

　　　　　　　　　　　　松　村　秀　逸　君

　　　　　　　　　　　　岩　本　浩　治　君

　　　　　　　　　　　　西　山　宗　孝　君

　　　　　　　　　　　　　　田　大　造　君

　　　　　　　　　　　　前　田　憲　秀　君

　　　　　　　　　　　　磯　田　　　毅　君

　　　　　　　　　　　　河　津　修　司　君

　　　　　　　　　　　　楠　本　千　秋　君

　　　　　　　　　　　　橋　口　海　平　君

　　　　　　　　　　　　緒　方　勇　二　君

　　　　　　　　　　　　増　永　慎一郎　君

　　　　　　　　　　　　髙　木　健　次　君

　　　　　　　　　　　　髙　野　洋　介　君

　　　　　　　　　　　　内　野　幸　喜　君

　　　　　　　　　　　　山　口　　　裕　君

　　　　　　　　　　　　渕　上　陽　一　君

　　　　　　　　　　　　田　代　国　広　君

　　　　　　　　　　　　城　下　広　作　君

　　　　　　　　　　　　西　　　聖　一　君

　　　　　　　　　　　　鎌　田　　　聡　君

　　　　　　　　　　　　坂　田　孝　志　君

　　　　　　　　　　　　溝　口　幸　治　君

　　　　　　　　　　　　小早川　宗　弘　君

　　　　　　　　　　　　池　田　和　貴　君

　　　　　　　　　　　　吉　永　和　世　君

　　　　　　　　　　　　松　田　三　郎　君

　　　　　　　　　　　　藤　川　隆　夫　君

　　　　　　　　　　　　岩　下　栄　一　君

　　　　　　　　　　　　前　川　　　收　君

欠席議員氏名(なし)

　　 ―――――――――――――――――

説明のため出席した者の職氏名

　　　　　　副 知 事　田　嶋　　　徹　君
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　　　　　　副 知 事　木　村　　　敬　君

　　　　　　知事公室長　小　牧　裕　明　君

　　　　　　総 務 部 長　平　井　宏　英　君

　　　　　　企画振興部長　高　橋　太　朗　君

　　　　　　理 　 　 事　水　谷　孝　司　君

　　　　　　理 　 　 事　小金丸　　　健　君

　　　　　　健康福祉部長　沼　川　敦　彦　君

　　　　　　環境生活部長　小　原　雅　之　君

　　　　　　商工労働部長　三　輪　孝　之　君

　　　　　　観光戦略部長　原　山　明　博　君

　　　　　　農林水産部長　竹　内　信　義　君

　　　　　　土 木 部 長　亀　崎　直　隆　君

　　　　　　会計管理者　野　尾　晴一朗　君

　　　　　　企 業 局 長　竹　田　尚　史　君

　　　　　　　　　　　　渡　辺　克　淑　君

　　　　　　教 育 長　白　石　伸　一　君

　　　　　　警察本部長　山　口　寛　峰　君

　　　　　　　　　　　　西　尾　浩　明　君

　　　　　　監 査 委 員　藤　井　一　恵　君

　　 ―――――――――――――――――

事務局職員出席者

　　　　　　事 務 局 長　手　島　伸　介

　　　　　　　　　　　　村　田　竜　二

　　　　　　議 事 課 長　富　田　博　英

　　　　　　　　　　　　濱　田　浩　史

　　　　 ――――――――――――

　　午前10時開議

○議長(溝口幸治君)　おはようございます。

　これより本日の会議を開きます。

　　　　 ――――――――――――

　日程第１　各常任委員長報告

○議長(溝口幸治君)　日程に従いまして、日程第

１、去る17日の会議において審査を付託いたしま

した議案第１号から第32号までについて、各常任

委員長から審査結果の報告があっておりますの

で、これを一括して議題といたします。

　ただいまから、各常任委員会における審査の経

過並びに結果について、各常任委員長の報告を求

めます。

　まず、厚生常任委員長の報告を求めます。

　南部隼平君。

　　〔南部隼平君登壇〕

○南部隼平君　厚生常任委員会に付託されました

案件につきまして、委員会における審査の経過並

びに結果を御報告申し上げます。

　本委員会に付託されました案件は、予算関係３

議案、条例等関係１議案であります。

　まず、予算関係議案の概要について申し上げま

す。

　今回提出された健康福祉部の２月補正予算は、

新型コロナウイルス感染症の入院患者受入れのた

めの病床確保やコロナ特例貸付けの対象者等への

継続的なフォローアップに要する経費等の増額、

事業の執行見込みの精査等による減額で、総額64

億9,300万円余の増額補正であり、補正後の予算

総額は、一般会計、特別会計合わせて4,482億

9,800万円余であります。

　病院局の２月補正予算は、収益的収支におい

て、給与費の減等で5,600万円余の減額補正、資

本的収支において、企業債の確定に伴う償還金の

増で200万円余の増額補正であり、補正後の予算

総額は、収益的収支と資本的収支を合わせて24億

3,800万円余であります。

　あわせまして、健康福祉部、病院局関係の繰越

明許費の追加等及び債務負担行為の追加等であり

ます。

　次に、条例等関係議案についてでありますが、

熊本県国民健康保険広域化等支援基金条例を廃止

する条例の制定についてであります。

　議案の審査の過程において論議されました主な

病 院 事 業
管 理 者

人事委員会
事 務 局 長

事務局次長
兼総務課長

審 議 員 兼
議事課長補佐
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ものを要約して御報告申し上げます。

　まず、委員から、新型コロナワクチンの接種に

ついては、重症化の予防や流行の抑制の面から必

要と考えられるが、５回目接種における接種率が

極めて低い状況が続いている、接種率を伸ばして

いくための対応やワクチン廃棄の状況について教

えてほしいとの質疑があり、執行部から、ワクチ

ン接種については、希望される方全てが年度内に

接種できるよう、様々な広報媒体を通じて呼びか

けている、県民広域接種センターの利用数も予定

より少ないが、本県の20歳から40歳代の接種率は

全国平均よりも1.5倍ほど高く、平日夜間や休日

にしか接種できない方への役割は果たしていると

考えている、ワクチンの廃棄状況については、市

町村の廃棄量は把握できていないが、県民広域接

種センターでは廃棄の実績はないとの答弁があり

ました。

　次に、委員から、新型コロナ感染症に罹患した

後の後遺症について、県の窓口への相談の状況は

どうなっているかとの質疑があり、執行部から、

罹患後の後遺症、いわゆる罹患後症状に関する相

談については、新型コロナの専用相談窓口におい

て、一般的な相談と併せて受け付けており、全体

の相談件数が月3,000から4,000あるうち、罹患後

症状に関する相談件数は30件以下である、罹患後

症状には様々な症状があるため、まずは、かかり

つけ医に相談した上で、専門医療機関に相談いた

だくよう案内をしているとの答弁がありました。

　次に、委員から、感染症予防費の減額に関連し

て、梅毒等の感染者が若い人を中心に非常に増え

ていると聞くが、県内の感染状況等を教えてほし

いとの質疑があり、執行部から、梅毒の感染者数

は、令和３年の131件から令和４年は過去最多の

197件と増加傾向にある、県としては、まず、梅

毒などの性感染症について詳しく知っていただく

ことが必要と考え、医療機関と連携して、症状を

詳しく紹介する動画を作成する等の取組を進めて

おり、今後、若い世代へ行き届くよう、予防の啓

発をしっかり進めていくとの答弁がありました。

　次に、委員から、公衆衛生獣医師確保育成事業

について、本県でも、他県との競争となりなが

ら、県の採用試験の対象年齢を定年退職の前年ま

で引き上げるなどして、獣医師の確保に努めてい

ると思うが、来年度入庁予定の獣医師の採用は目

標どおりできているのかとの質疑があり、執行部

から、来年度の採用予定19人に対して、受験者は

４人で、採用内定は３人だったが、既に１人から

の内定辞退があり、最終的に２人を採用する見込

みで、目標の達成は厳しい状況であるとの答弁が

ありました。

　さらに、委員から、公衆衛生獣医師として行政

に入る人は、全国的に少ないと聞いている、県庁

の獣医師の仕事の魅力を伝えていくとともに、こ

のような育成事業も拡充するなどしながら、獣医

師の確保について抜本的に考えていくべきではな

いかとの質疑があり、執行部から、現在、大学へ

のリクルート活動、臨床の獣医師の方向けの雑誌

への求人掲載等の取組を進めており、また、受験

機会の拡大についても検討している、さらに昨年

４月から初任給調整手当も引き上げており、この

ようなことと併せて、公衆衛生獣医師の仕事の魅

力についてもしっかりとアピールをしながら、採

用につなげていきたいとの答弁がありました。

　以上が論議されました主な内容でありますが、

本委員会に付託されました議案については、全員

賛成をもって原案のとおり可決することに決定い

たしました。

　議員各位におかれましては、本委員会の決定の

とおりよろしく御賛同賜りますようお願い申し上

げまして、厚生常任委員長の報告を終わります。
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○議長(溝口幸治君)　次に、経済環境常任委員長

の報告を求めます。

　荒川知章君。

　　〔荒川知章君登壇〕

○荒川知章君　経済環境常任委員会に付託されま

した案件につきまして、委員会における審査の経

過並びに結果を御報告申し上げます。

　本委員会に付託されました案件は、予算関係６

議案、条例等関係２議案であります。

　まず、予算関係議案の概要について申し上げま

す。

　今回提出された環境生活部の２月補正予算は、

国立公園等における国際化・老朽化対策等整備交

付金事業等に係る増額、水俣病総合対策費等扶助

費が当初の見込みを下回ったこと等による減額

で、総額１億6,900万円余の減額補正であり、補

正後の予算総額は、一般会計、特別会計合わせて

178億800万円余であります。

　商工労働部の２月補正予算は、一般会計で、令

和２年７月豪雨で被災した中小企業のなりわい再

建のための支援に要する経費等の増額、事業復活

おうえん給付金の実績額確定等に伴う減額で、総

額66億7,300万円余の増額補正、特別会計で、中

小企業振興資金特別会計の執行見込みの精査に伴

う減額、高度技術研究開発基盤整備事業等特別会

計の所要見込みの増額等で、総額20億7,800万円

余の増額補正であり、補正後の予算総額は、一般

会計、特別会計合わせて974億6,500万円余であり

ます。

　観光戦略部の２月補正予算は、宿泊事業者に対

する省エネ設備等の導入助成に要する経費等の増

額、事業の執行見込みの精査等に伴う減額で、総

額16億9,700万円余の増額補正であり、補正後の

予算総額は、95億5,700万円余であります。

　企業局の２月補正予算は、緑川発電所リニュー

アル関連工事の完了に伴う工事費等の減額、物価

高騰に伴うコンセッション方式の運営権者が行う

施設、設備の維持管理費等の増額、職員給与費の

確定に伴う補正等で、総額３億5,100万円余の減

額補正であり、補正後の電気、工業用水道、有料

駐車場の３事業の支出予算総額は、収益的収支及

び資本的収支合わせて80億300万円余でありま

す。

　労働委員会の２月補正予算は、新型コロナウイ

ルス感染症の影響等に伴う運営費、委員報酬の執

行見込みの精査による減額や職員給与費の確定に

伴う補正で、総額1,600万円余の増額補正であ

り、補正後の予算総額は、１億900万円余であり

ます。

　あわせまして、各部局等関係の繰越明許費の追

加等及び債務負担行為の追加等であります。

　次に、条例等関係議案についてでありますが、

熊本県新型コロナウイルス感染症対応金融支援基

金条例の一部を改正する条例の制定について外１

議案であります。

　議案の審査の過程において論議されました主な

ものを要約して御報告申し上げます。

　まず、委員から、ウクライナからの避難民受入

支援事業に関連して、戦況がさらに長引くようで

あれば、就労支援も必要ではないかとの質疑があ

り、執行部から、県内にウクライナから避難され

た16人のうち、１人は受入れ団体で手厚い支援を

受け、就労も兼ねて他県に転出している、残り15

人についても、一部の方は就労しており、今後も

これら避難民の方々の意向も伺いながら、必要な

支援を行っていきたいとの答弁がありました。

　さらに、委員から、ウクライナ侵攻は終わりの

見えない状況であり、引き続き、精神面も含めた

サポートをお願いしたいとの要望がありました。

　次に、委員から、企業局の今年度の電気事業会
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計について、当初予算では黒字と見込んでいたと

ころ、最終的には赤字となっている、今後、黒字

を維持していくとの話を聞いていた中での赤字で

あり、経営計画の見直しを考えているのかとの質

疑があり、執行部から、今年度は、緑川発電所に

おいてＦＩＴ単価での発電を見込んでいたが、単

価適用の手続に時間を要し、単価の適用時期がず

れ込んだことで赤字となった、ただ、ＦＩＴ単価

が適用される期間に変わりはないため、得られる

総収入は変わらないことになるとの答弁がありま

した。

　さらに、委員から、消費者の支払う電気料金は

上昇しており、電気料金とバランスの取れた売電

価格となるよう、電力事業者としっかり話をしな

がら進めてもらいたいとの要望がありました。

　次に、委員から、ＴＳＭＣ進出に関連して、熊

本は世界から注目されており、今後企業の集積が

加速すると見込まれている、現在計画している工

業団地の増設で対応できるのか、計画の見直し等

を検討しているのかとの質疑があり、執行部か

ら、工業団地の増設は、県営で合志市と菊池市の

２か所に計画しているほか、市町村でも準備をし

ている、また、必要に応じて民間の土地も活用し

ながら、熊本に多くの企業が集積できるよう努め

ていきたいとの答弁がありました。

　次に、委員から、ＴＳＭＣ進出に関連して、経

済界からは、人材が集まる企業、集まらない企業

があり、企業間で偏りがあるという話や、人材不

足の中で、技能実習生など外国人材を活用してい

く必要があるとの話を聞く、これら人材確保の面

での課題について、それぞれの点からバランスを

取っていく必要があると考えるが、業種ごとに状

況は異なるため、現状どのように取り組んでいる

のかとの質疑があり、執行部から、半導体人材の

確保については、半導体人材育成会議を通じて、

産業界や熊本大学、高等専門学校などと意見交換

し、どのような人材が必要か協議しているとの答

弁がありました。

　さらに、委員から、ＴＳＭＣ進出関連だけでは

なく、中小零細企業、地場企業についてもしっか

り対応してほしいとの要望がありました。

　以上が論議されました主な内容でありますが、

本委員会に付託されました議案については、全員

賛成をもって原案のとおり可決することに決定い

たしました。

　議員各位におかれましては、本委員会の決定の

とおりよろしく御賛同賜りますようお願い申し上

げまして、経済環境常任委員長の報告を終わりま

す。

○議長(溝口幸治君)　次に、農林水産常任委員長

の報告を求めます。

　島田稔君。

　　〔島田稔君登壇〕

○島田稔君　農林水産常任委員会に付託されまし

た案件につきまして、委員会における審査の経過

並びに結果を御報告申し上げます。

　本委員会に付託されました案件は、予算関係３

議案、条例等関係４議案及び報告１件でありま

す。

　まず、予算関係議案の概要について申し上げま

す。

　今回提出された農林水産部の２月補正予算は、

国の総合的なＴＰＰ等関連政策大綱や防災・減

災、国土強靱化のための５か年加速化対策に基づ

く施策のほか、物価・原油価格高騰の影響を受け

ている農林水産業者への支援に要する経費等の増

額、事業費の確定等に伴う減額で、総額68億

1,800万円余の減額補正であり、補正後の予算総

額は、一般会計、特別会計合わせて860億9,500万

円余であります。
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　あわせまして、繰越明許費の変更及び債務負担

行為の追加等であります。

　次に、条例等関係議案についてでありますが、

工事請負契約の締結について外３議案でありま

す。

　議案等の審査の過程において論議されました主

なものを要約して御報告申し上げます。

　まず、委員から、収入保険加入緊急支援事業に

ついて、本県の収入保険への加入経営体数は、ほ

ぼ目標を達成しているということであるが、これ

は、本県が保険に加入する際の一時金の助成を行

ったことで加入促進が図られた結果だと考えてい

るので、本県独自の取組の効果を検証して国へ伝

え、令和６年度の制度改正に反映させてほしいと

の要望がありました。

　次に、委員から、飼料高騰対策について、現在

の国際情勢を考えると、飼料価格が下がる見通し

が立たない、今後どのように自給飼料の増産に取

り組んでいくのか、また、飼料価格がこのまま高

止まりしてしまうことになると、配合飼料価格安

定制度の見直しが必要ではないかとの質疑があ

り、執行部から、自給飼料の増産については、子

実用トウモロコシ等の積極的生産、コントラクタ

ーなど外部組織の強化等に取り組んでいきたい、

また、配合飼料価格安定制度については、激変緩

和措置であるため、補塡金は減っていく見込みで

あるが、国は、今年度末まで支援措置を続けるも

のと思われる、今後の国の対応については、引き

続き情報収集を行っていきたいとの答弁がありま

した。

　さらに、委員から、養豚業も配合飼料を使って

いるが、穀物飼料の国内生産は、費用対効果の面

で考えれば現実的ではない、また、今のところ若

干豚の値段が高いが、養豚業者の経営が厳しいの

は確かなので、飼料高騰に対する支援を検討して

ほしいとの要望がありました。

　次に、委員から、中山間地域の棚田における農

業生産基盤整備事業について、基盤整備を行う場

合のＢ／Ｃには、受益者と関係ない埋蔵文化財の

調査費がコストとして含まれたり、今よりも生産

性を上げることが求められているが、将来にわた

り中山間地域の農地を守っていくためには、生産

性の向上だけではなく、農地を維持していくとい

う観点からの基盤整備も必要ではないかとの質疑

があり、執行部から、埋蔵文化財の調査費用の取

扱いについては国に要望している、また、基盤整

備事業による効果については、作物生産効果だけ

ではなく、多面的機能も効果として評価してお

り、引き続き、農業効果と多面的機能の双方を合

わせた価値を適切に評価していきたいとの答弁が

ありました。

　次に、委員から、県産アサリ熊本モデル周知業

務について、アサリの偽装問題については、偽装

根絶とアサリの資源回復に一生懸命取り組まれて

いると思うが、今後も偽装防止を徹底し、熊本ブ

ランドの品質向上を図ってほしいとの要望があり

ました。

　次に、委員から、暴風雪によるノリ養殖被害に

ついて、ノリ網等の撤去は県が、処分は関係する

市町が対応すると聞いているが、ノリ養殖業者が

既に撤去したものも県の支援対象となるのかとの

質疑があり、執行部から、被災直後から撤去した

ものも対象となる、なお、県では、本年１月24日

の被害発生後、直ちに現状確認調査を行ってお

り、ノリ網等の撤去、処分について、関係市町と

連携して支援することとしているとの答弁があり

ました。

　以上が論議されました主な内容でありますが、

本委員会に付託されました議案については、全員

賛成をもって原案のとおり可決または承認するこ
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とに決定をいたしました。

　議員各位におかれましては、本委員会の決定の

とおりよろしく御賛同賜りますようお願い申し上

げまして、農林水産常任委員長の報告を終わりま

す。

○議長(溝口幸治君)　次に、建設常任委員長の報

告を求めます。

　西村尚武君。

　　〔西村尚武君登壇〕

○西村尚武君　建設常任委員会に付託されました

案件につきまして、委員会における審査の経過並

びに結果を御報告申し上げます。

　本委員会に付託されました案件は、予算関係３

議案、条例等関係６議案及び報告１件でありま

す。

　まず、予算関係議案の概要について申し上げま

す。

　今回提出された土木部の２月補正予算は、国の

補正予算への対応に伴う国直轄事業負担金の増等

による増額、国庫内示による事業費確定等に伴う

減額で、総額12億3,600万円余の増額補正であ

り、補正後の予算総額は、一般会計、特別会計等

合わせて1,397億7,800万円余であります。

　あわせまして、繰越明許費の変更及び債務負担

行為の追加等であります。

　次に、条例等関係議案についてでありますが、

工事請負契約の締結について外５議案でありま

す。

　議案等の審査の過程において論議されました主

なものを要約して御報告申し上げます。

　まず、委員から、県道熊本高森線の４車線化事

業について、県の対応が遅いとの意見があるが、

実際のところ事業は遅れているのかとの質疑があ

り、執行部から、熊本高森線４車線化について

は、令和７年度全線供用という目標を立て、現

在、収用申請等を行いながら、遅れが出ないよう

事業を進めている、令和５年度には、益城町惣領

交差点までの供用を、それ以降も順次供用を図り

ながら進めてまいりたいとの答弁がありました。

　さらに、委員から、益城町木山地区の土地区画

整理事業についても、予定どおり進んでいるのか

との質疑があり、執行部から、土地区画整理事業

については、令和９年度の供用に向け、現在、仮

換地指定が８割を超え、宅地引渡しが約３割終わ

ったところである、今後も、計画的に仮換地指定

や工事を進め、遅れが出ないように事業を進めて

いきたいとの答弁がありました。

　さらに、委員から、県においては、事業が順調

に進んでいることをきちんとアピールしてほしい

との要望がありました。

　次に、委員から、管理瑕疵の専決処分に関連し

て、倒木や落ち枝による事故の議案が毎回提出さ

れている、県として対策を講じているのは承知し

ているが、道路に覆いかぶさっている樹木が散見

されるため、もう少し低木にするなど、何か対応

を考えているのかとの質疑があり、執行部から、

今回の事故は、街路樹ではなく、のり面に生え、

大きく成長した樹木による事故であるが、来年度

は、倒木関係、除草関係の予算を提案しており、

それによりしっかり対応できるのではと思ってい

る、あわせて通常のパトロールもしっかり行って

いきたいとの答弁がありました。

　関連して、委員から、民有地からの倒木による

事故の場合の責任の所在はどうなるのか、道路管

理者にも責任はあるのかとの質疑があり、執行部

から、ケース・バイ・ケースではあるが、民有地

からの倒木でも、道路管理者である熊本市に責任

の一部を問う判決が昨年12月に確定しており、道

路管理者の責任が問われる場合があると認識して

いるとの答弁がありました。
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　さらに、委員から、そのような例があるのであ

れば、そういった事故が起きないよう、道路管理

者としての責任をしっかり果たしてほしいとの要

望がありました。

　関連して、委員から、業者への道路維持管理の

委託は、路線ごとに行っているのか、複数の路線

をまとめて行っているのかとの質疑があり、執行

部から、出先機関により様々であるが、大体１つ

の業者が複数の路線を管理していることが多いと

の答弁がありました。

　さらに、委員から、予算を均等に配分しても、

道路の使用頻度などで対応が必要な程度は違って

くる、例えば県道益城矢部線では、落ち葉が多い

場所の維持管理に通常の委託料では足りず、別枠

で予算が必要になったと聞いている、また、業者

の対応も様々であるため、路線ごとの状況も踏ま

え、予算の配分を変えるなど見直しは考えられな

いのかとの質疑があり、執行部から、毎年、市町

村等からの要望を踏まえ、出先機関と話し合っ

て、路線ごとの予算を配分している、なお、突発

的な事案については、その都度、出先機関からの

要望を踏まえ、内容を吟味し予算を配分してお

り、できる限り臨機応変に対応していきたいとの

答弁がありました。

　次に、委員から、今回の２月補正予算は、例年

に比べ減額幅が縮小されたと感じている、これ

は、執行率が上がり、国からの財源も確保された

ということで、努力の成果の現れではないかと感

じている、これからも、減額幅が縮小していくよ

う、県内の交通インフラ整備に取り組んでほしい

が、土木部長の所感を伺いたいとの質疑があり、

執行部から、今回、国の補正予算の配分額は、九

州で２位、全国でも10位という結果になり、県議

会議員や国会議員の方々も含めて、チーム熊本と

して最大限頑張ってきた成果の一つだと思ってい

る、さらに来年度当初予算でも、昨年度より増額

した予算を提案しており、災害からの復旧、復

興、ＴＳＭＣ関連、幹線道路ネットワーク整備等

々の課題がある中で、県民の皆様が安全で豊かで

暮らしやすい生活を送ることができるよう、精い

っぱい頑張っていきたいとの答弁がありました。

　さらに、委員から、様々な課題が山積している

が、今後とも精いっぱい取り組んでほしいとの要

望がありました。

　以上が論議されました主な内容でありますが、

本委員会に付託されました議案については、全員

賛成をもって原案のとおり可決または承認するこ

とに決定いたしました。

　議員各位におかれましては、本委員会の決定の

とおりよろしく御賛同賜りますようお願い申し上

げまして、建設常任委員長の報告を終わります。

○議長(溝口幸治君)　次に、教育警察常任委員長

の報告を求めます。

　池永幸生君。

　　〔池永幸生君登壇〕

○池永幸生君　教育警察常任委員会に付託されま

した案件につきまして、委員会における審査の経

過並びに結果を御報告申し上げます。

　本委員会に付託されました案件は、予算関係３

議案及び報告１件であります。

　まず、予算関係議案の概要について申し上げま

す。

　今回提出された教育委員会の２月補正予算は、

国の補正予算を活用した特別支援学校のトイレ改

修工事及び県立学校における物品購入等の新型コ

ロナウイルス感染症対策に要する経費等の増額、

今後の執行見込みの精査等による減額で、総額32

億9,200万円余の減額補正であり、補正後の予算

総額は、一般会計、特別会計合わせて1,232億

6,200万円余であります。
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　警察本部の２月補正予算は、国土強靱化に向け

た交通安全施設整備等に要する経費等の増額、今

後の執行見込みの精査等による減額で、総額４億

8,900万円余の増額補正であり、補正後の予算総

額は、411億4,300万円余であります。

　あわせまして、教育委員会、警察本部関係の繰

越明許費の追加等及び債務負担行為の追加等であ

ります。

　議案等の審査の過程において論議されました主

なものを要約して御報告申し上げます。

　まず、委員から、教育長の総括説明の中で、女

子生徒の体に触れるなどの行為を行った中学校教

諭を免職にするなど、３人の教職員の不祥事につ

いての報告があったが、被害に遭われた生徒が、

その後通常どおり学校に行ける状況になっている

のかとの質疑があり、執行部から、いずれの事案

についても、学校の中で被害に遭われた生徒に対

するフォロー体制を取っていることから、事案発

覚後も学校に登校されており、その後の学校生活

で問題があったとは聞いていないとの答弁があり

ました。

　さらに、委員から、議会のたびに不祥事の報告

があっているので、不祥事が発生しないよう全力

で取り組んでいただきたいとの要望がありまし

た。

　次に、委員から、教職員給与費が大きく減額補

正してあるが、これは教員の配置数が定数に満た

ないことが原因と思うが、現状はどうなっている

のかとの質疑があり、執行部から、教員不足を埋

めるべく教員確保に努めているが、完全には埋め

られていない、昨年５月時点で、定数に対して県

全体で97人が不足しており、学校現場から教員不

足で困っているとの声を聞いており、引き続き、

教員の確保に努力していきたいとの答弁がありま

した。

　関連して、委員から、教員不足は、小学校で特

に深刻だと聞くが、その要因は何かとの質疑があ

り、執行部から、小学校教員の不足要因の一つ

は、現在退職者が多くなっていること、もう一つ

は、就職時に教員以外を選択する教育学部の学生

が増えていること、これは、学校現場が多忙で長

時間労働となっていることなどが背景にあると思

われ、学校における働き方改革や教職の魅力発信

を進めていく必要があると考えているとの答弁が

ありました。

　さらに、委員から、小学校は人生における大事

な時期なので、教職の魅力発信などに力を入れて

ほしいとの要望がありました。

　次に、委員から、就学支援金交付等事業費の減

額補正について、どんな事業内容で、何人ぐらい

の利用を想定していたのか、また、所得制限はあ

るのかとの質疑があり、執行部から、この事業

は、高校における授業料の負担軽減を目的とした

ものであり、その事業費は、前年度の生徒数に進

学率や進級率などを乗じて積算している、当初は

２万5,117人の利用を見込んでいたが、実績は２

万3,593人であり、見込みより1,524人下回った、

また、大まかな年収の目安は910万円未満であ

り、昨年度における事業の利用率は84.1％である

との答弁がありました。

　さらに、委員から、高等学校等進学奨励費の奨

学のための給付金事業については、教育振興費全

体の当初予算額が約９億円であるのに対し、約２

億1,300万円の減額補正と大きくなっているが、

当初の利用見込みの人数から実績の見込みが何人

減ったのかとの質疑があり、執行部から、当初見

込みは約5,000人で、実績の見込みは3,657人であ

る、当事業は、低所得世帯の授業料以外の教育費

負担軽減を行うものであり、確実に給付ができる

よう、余裕を持った予算、いわゆる待ち受け予算
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として確保しているため、どうしても執行残が大

きくなってしまうとの答弁がありました。

　さらに、委員から、これらの就学支援金交付等

事業や奨学のための給付金事業は、確実な執行の

ために余裕を持った予算を確保することは理解で

きる、ただ、このように補正での減額が大きい事

業については、執行部はもっと丁寧な説明を行っ

てもらいたい、また、委員会がインターネット中

継され、県民の方でも視聴できるということから

も、その点についてお願いしたいとの要望があり

ました。

　次に、委員から、交通安全施設費における信号

機のＬＥＤ化について、以前の信号機は台風など

で回転して向きが変わったりしていたが、今はＬ

ＥＤ化で軽量になって、そういった影響も少なく

なってきていると思う、どれくらいＬＥＤ化がな

されているのかとの質疑があり、執行部から、令

和４年３月現在、県下に2,836か所の信号機を設

置しており、そのうち1,843か所のＬＥＤ化を進

めており、率にして約65％となっているとの答弁

がありました。

　以上が論議されました主な内容でありますが、

本委員会に付託されました議案については、全員

賛成をもって原案のとおり可決することに決定い

たしました。

　議員各位におかれましては、本委員会の決定の

とおりよろしく御賛同賜りますようお願い申し上

げまして、教育警察常任委員長の報告を終わりま

す。

○議長(溝口幸治君)　最後に、総務常任委員長の

報告を求めます。

　坂梨剛昭君。

　　〔坂梨剛昭君登壇〕

○坂梨剛昭君　総務常任委員会に付託されました

案件につきまして、委員会における審査の経過並

びに結果を御報告申し上げます。

　本委員会に付託されました案件は、予算関係４

議案、条例等関係２議案であります。

　まず、予算関係議案の概要について申し上げま

す。

　今回提出された令和４年度一般会計２月補正予

算は、国の補正予算に対応した災害からの復旧、

防災・減災、国土強靱化等への対応や新型コロナ

ウイルス感染症への対応に要する経費等の増額、

今後の事業執行見込みの精査等による減額で、総

額119億9,700万円余の増額補正であり、補正後の

令和４年度の一般会計の予算総額は、１兆77億

4,100万円余であります。

　あわせまして、繰越明許費の追加等及び債務負

担行為の追加等であります。

　次に、条例等関係議案についてでありますが、

財産の取得について外１議案であります。

　議案の審査の過程において論議されました主な

ものを要約して御報告申し上げます。

　まず、委員から、私学振興助成費について、支

援する対象者が減ったということで、大幅な減額

補正となっているが、その理由は何かとの質疑が

あり、執行部から、これらの支援金等について

は、制度の性格上、年度途中で予算が不足するこ

とを避ける必要があるため、対象生徒数を当初予

算で若干多めに見積もっている、今回、最終的に

学校から申請される対象生徒数を確定するに当た

り、その生徒数が減ったため減額となったとの答

弁がありました。

　次に、委員から、市町村行政維持向上支援事業

について、この事業で市町村の今後の行政体制の

在り方を検討したということだが、どういった方

向で取りまとめるのかとの質疑があり、執行部か

ら、市町村には、今後、人口減少等で地域の支え

手も少なくなっていく中で、どのようにして行政
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サービスを提供していくかという課題があると考

えている、そのため、市町村には、将来の行政需

要等を見込んで、その課題にどう対応していくか

という地域の未来予測を作成していただくことが

重要であり、そうした取組が広がっていくよう働

きかけていきたいと考えているとの答弁がありま

した。

　次に、委員から、物価高騰対応生活者支援交付

金について、対応窓口はどこになるのか、また、

社会福祉協議会でお金を借りていた生活困窮者

も、この交付金で支援することはできるのかとの

質疑があり、執行部から、対応窓口は、物価高騰

に対する事業を行う各市町村の事業担当課とな

る、また、この交付金は、市町村の取組への補助

を想定しており、生活困窮者への支援について

は、市町村がそのような支援事業に取り組むかど

うかによるとの答弁がありました。

　次に、委員から、阿蘇草原再生事業について、

野焼きは、阿蘇の世界遺産登録に向けて大きな要

素になっていると聞いているが、県としてどのよ

うに取り組んでいるのかとの質疑があり、執行部

から、野焼きは、阿蘇の世界遺産登録に向けて重

要な要素であると認識している、最近は、野焼き

を行わない牧野も出てきており、阿蘇グリーンス

トックなどと協力しながら、野焼きの再開の支

援、ＩＣＴを活用した実証事業、野焼きによる森

林火災等への補償に係る損害賠償保険の創設の働

きかけなど、県として様々な取組をしているとの

答弁がありました。

　次に、委員から、球磨川流域復興基金交付金に

ついて、今回減額補正となっているが、基金の活

用が積極的に進むよう柔軟に対応することも一つ

の方策であり、復興の足かせになっているとの評

価につながらないよう、被災地の支援を頑張って

ほしいとの要望がありました。

　関連して、委員から、今回減額補正した分は、

来年度以降も使えるのかとの質疑があり、執行部

から、今回減額した分は、基金から取り崩さず、

基金に残るので、来年度以降も使える、引き続

き、市町村の細やかなニーズを酌み取りながら取

り組んでいきたいとの答弁がありました。

　さらに、委員から、この交付金については、毎

年度検証しながら、メニューを増やしたり、重点

化されたりしていることはありがたい、今後も、

定期的に市町村にこの交付金の積極的な活用を促

すアナウンスをするなど、周知にも力を入れてほ

しいとの要望がありました。

　以上が論議されました主な内容でありますが、

本委員会に付託されました議案については、全員

賛成をもって原案のとおり可決することに決定い

たしました。

　議員各位におかれましては、本委員会の決定の

とおりよろしく御賛同賜りますようお願い申し上

げまして、総務常任委員長の報告を終わります。

○議長(溝口幸治君)　以上で各常任委員長の報告

は終わりました。

　これより質疑に入ります。

　質疑はありませんか。

　　〔｢なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(溝口幸治君)　質疑なしと認めます。

　次に、討論に入りますが、ただいままで通告は

ありません。よって、討論なしと認めます。

　これよりまず、議案第２号から第24号まで及び

第26号から第32号までを一括して採決いたしま

す。

　ただいまの各常任委員長の報告は、各議案とも

原案可決または承認であります。各常任委員長の

報告のとおり原案を可決または承認することに御

異議ありませんか。

　　〔｢異議なし」と呼ぶ者あり〕
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○議長(溝口幸治君)　御異議なしと認めます。よ

って、議案第２号外29件は、原案のとおり可決ま

たは承認いたしました。

　次に、議案第25号を採決いたします。

　この際、議案第25号は、議員に直接の利害関係

のある事件であり、地方自治法第117条の規定に

基づき、除斥が必要でありますので、しばらく橋

口海平君の退場を求めます。

　　〔橋口海平君退場〕

○議長(溝口幸治君)　ただいまの農林水産常任委

員長の報告は、原案可決であります。農林水産常

任委員長の報告のとおり原案を可決することに御

異議ありませんか。

　　〔｢異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(溝口幸治君)　御異議なしと認めます。よ

って、議案第25号は、原案のとおり可決いたしま

した。

　橋口海平君の入場を求めます。

　　〔橋口海平君入場〕

○議長(溝口幸治君)　次に、議案第１号を起立ま

たは挙手により採決いたします。

　ただいまの各常任委員長の報告は、原案可決で

あります。各常任委員長の報告のとおり原案を可

決することに賛成の諸君の起立または挙手を求め

ます。

　　〔賛成者起立または挙手〕

○議長(溝口幸治君)　起立または挙手多数と認め

ます。よって、議案第１号は、原案のとおり可決

いたしました。

　　〔委員会審査報告書は付録に掲載〕

　　　　 ――――――――――――

　日程第２　休会の件

○議長(溝口幸治君)　次に、日程第２、休会の件

を議題といたします。

　お諮りいたします。

　明３月１日及び２日は、議案調査のため、休会

いたしたいと思います。これに御異議ありません

か。

　　〔｢異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(溝口幸治君)　御異議なしと認めます。よ

って、明３月１日及び２日は休会することに決定

いたしました。

　　　　 ――――――――――――

○議長(溝口幸治君)　以上で本日の日程は全部終

了いたしました。

　次の会議は、来る３月３日午前10時から開きま

す。

　日程は、議席に配付の議事日程第３号のとおり

といたします。

　本日は、これをもって散会いたします。

　　午前10時47分散会



第 ３ 号 

（３月３日）
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令和５年３月３日(金曜日)

　　 ―――――――――――――――――

　　　議事日程　第３号

　　令和５年３月３日(金曜日)午前10時開議

　第１　代表質問(議案に対する質疑並びに県の

　　一般事務について)

　　 ―――――――――――――――――

本日の会議に付した事件

　日程第１　代表質問(議案に対する質疑並びに

　　県の一般事務について)

　　　　 ――――――――――――

出席議員氏名(47人)

　　　　　　　　　　　　堤　　　泰　之　君

　　　　　　　　　　　　前　田　敬　介　君

　　　　　　　　　　　　城　戸　　　淳　君

　　　　　　　　　　　　本　田　雄　三　君

　　　　　　　　　　　　南　部　隼　平　君

　　　　　　　　　　　　坂　梨　剛　昭　君

　　　　　　　　　　　　荒　川　知　章　君

　　　　　　　　　　　　西　村　尚　武　君

　　　　　　　　　　　　山　本　伸　裕　君

　　　　　　　　　　　　岩　田　智　子　君

　　　　　　　　　　　　島　田　　　稔　君

　　　　　　　　　　　　池　永　幸　生　君

　　　　　　　　　　　　竹　﨑　和　虎　君

　　　　　　　　　　　　吉　田　孝　平　君

　　　　　　　　　　　　中　村　亮　彦　君

　　　　　　　　　　　　大　平　雄　一　君

　　　　　　　　　　　　髙　島　和　男　君

　　　　　　　　　　　　末　松　直　洋　君

　　　　　　　　　　　　松　村　秀　逸　君

　　　　　　　　　　　　岩　本　浩　治　君

　　　　　　　　　　　　西　山　宗　孝　君

　　　　　　　　　　　　　　田　大　造　君

　　　　　　　　　　　　前　田　憲　秀　君

　　　　　　　　　　　　磯　田　　　毅　君

　　　　　　　　　　　　河　津　修　司　君

　　　　　　　　　　　　楠　本　千　秋　君

　　　　　　　　　　　　橋　口　海　平　君

　　　　　　　　　　　　緒　方　勇　二　君

　　　　　　　　　　　　増　永　慎一郎　君

　　　　　　　　　　　　髙　木　健　次　君

　　　　　　　　　　　　髙　野　洋　介　君

　　　　　　　　　　　　内　野　幸　喜　君

　　　　　　　　　　　　山　口　　　裕　君

　　　　　　　　　　　　渕　上　陽　一　君

　　　　　　　　　　　　田　代　国　広　君

　　　　　　　　　　　　城　下　広　作　君

　　　　　　　　　　　　西　　　聖　一　君

　　　　　　　　　　　　鎌　田　　　聡　君

　　　　　　　　　　　　坂　田　孝　志　君

　　　　　　　　　　　　溝　口　幸　治　君

　　　　　　　　　　　　小早川　宗　弘　君

　　　　　　　　　　　　池　田　和　貴　君

　　　　　　　　　　　　吉　永　和　世　君

　　　　　　　　　　　　松　田　三　郎　君

　　　　　　　　　　　　藤　川　隆　夫　君

　　　　　　　　　　　　岩　下　栄　一　君

　　　　　　　　　　　　前　川　　　收　君

欠席議員氏名(なし)

　　 ―――――――――――――――――

説明のため出席した者の職氏名

　　　　　　副 知 事　田　嶋　　　徹　君

　　　　　　副 知 事　木　村　　　敬　君
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　　　　　　知事公室長　小　牧　裕　明　君

　　　　　　総 務 部 長　平　井　宏　英　君

　　　　　　企画振興部長　高　橋　太　朗　君

　　　　　　理　　　　事　水　谷　孝　司　君

　　　　　　理　　　　事　小金丸　　　健　君

　　　　　　健康福祉部長　沼　川　敦　彦　君

　　　　　　環境生活部長　小　原　雅　之　君

　　　　　　商工労働部長　三　輪　孝　之　君

　　　　　　観光戦略部長　原　山　明　博　君

　　　　　　農林水産部長　竹　内　信　義　君

　　　　　　土 木 部 長　亀　崎　直　隆　君

　　　　　　会計管理者　野　尾　晴一朗　君

　　　　　　企 業 局 長　竹　田　尚　史　君

　　　　　　　　　　　　渡　辺　克　淑　君

　　　　　　教 育 長　白　石　伸　一　君

　　　　　　警察本部長　山　口　寛　峰　君

　　　　　　　　　　　　西　尾　浩　明　君

　　　　　　監 査 委 員　藤　井　一　恵　君

　　 ―――――――――――――――――

事務局職員出席者

　　　　　　事 務 局 長　手　島　伸　介

　　　　　　　　　　　　村　田　竜　二

　　　　　　議 事 課 長　富　田　博　英

　　　　　　　　　　　　濱　田　浩　史

　　　　 ――――――――――――

　　午前10時開議

○議長(溝口幸治君)　これより本日の会議を開き

ます。

　　　　 ――――――――――――

　日程第１　代表質問

○議長(溝口幸治君)　日程に従いまして、日程第

１、代表質問を行います。

　発言の通告があっておりますので、これより順

次質問を許します。

　なお、質問時間は１人100分以内の質疑応答で

ありますので、さよう御承知願います。

　自由民主党小早川宗弘君。

　　〔小早川宗弘君登壇〕(拍手)

○小早川宗弘君　皆様、おはようございます。自

由民主党・八代市・郡選出の小早川宗弘でござい

ます。

　今回、私にとっては２回目の自民党を代表して

の質問というふうなことで、気合を入れて挑みた

いというふうに思いますし、今日は、残念ながら

知事欠席でありますけれども、田嶋副知事が対応

されるかと思いますけれども、知事に成り代わっ

て、思い切った答弁をいただきたいというふうに

思います。

　また、今回は、10問用意をしておりますけれど

も、広く、浅くではなくて、広く、深く、でも簡

単、簡潔な質問にしておりますので、執行部の皆

さん方におかれましても、分かりやすく簡潔に、

そして前向きな答弁をいただきますようにお願い

を申し上げて、発言通告書に従って質問に入らせ

ていただきます。

　１番目の質問は、姉妹提携40周年を迎えたモン

タナ州との交流について質問いたします。

　去年、本県は、米国モンタナ州との姉妹提携40

周年を迎えました。モンタナ州では、40周年を記

念して式典が開催されましたが、知事訪問団とと

もに、県議会からは、溝口議長、池田元議長、そ

して前議長の私が式典に参加をさせていただきま

した。

　モンタナ州は、アメリカ北西部に位置し、州の

西側にはロッキー山脈が縦断している大自然の中

にあり、主要産業は農業と観光で、日本全体とほ

ぼ同じ面積に人口約105万人の人々が暮らしてい

ます。

　今回は、州都のヘレナ、別荘地として有名なボ

ーズマン、学園都市のミズーラの３都市を回りま

病 院 事 業
管 理 者

事務局次長
兼総務課長

審 議 員 兼
議事課長補佐

人事委員会
事 務 局 長
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したが、あいにく大寒波が訪れ、季節外れの大雪

が降る中での滞在となりました。

　バスでの移動においても、地吹雪に見舞われ、

高速道路は一部区間が通行止め、また、横転して

いるトレーラーやスリップしている車などを横目

に見ながら、緊張する場面もありましたが、モン

タナ州政府の方々が万全の準備をされていたこと

もあり、無事に日程をこなすことができました。

モンタナ州の皆様には感謝しかありません。

　また、公式行事としては、モンタナ州知事表敬

訪問やロッキー博物館の視察、農業経営者との意

見交換会、また、ギターで有名なギブソン社への

訪問、マンスフィールドセンター、大学や博物館

主催の昼食会、夕食会など、非常に密度の高い視

察でありました。

　過密的スケジュールを組んでいただきました溝

口議長にも、心から厚く御礼をこの場でさせてい

ただきたいと思います。

　特に、モンタナ州・ジンフォーテ知事との会談

では、ジンフォーテ知事から、姉妹都市の継続や

今後企業なども含めた多くの分野で交流を進めた

いとの挨拶があり、溝口議長からも、モンタナの

起業家、研究機関、大学の皆さんともこれまで以

上に交流を深めて、そしていろいろと研究してい

けるような関係、世界に貢献できるビジネスパー

トナーづくりを考えていきましょうとの提案もな

されたところです。

　また、最終日は、熊本高校の留学生２人にも来

ていただき、交流会が開催されましたが、２人と

も勉学に励み、充実した生活を送っているとのこ

とで、県の留学派遣事業も意義深いものになって

いると感じたところです。

　11月６日から11日まで４泊６日の短い滞在であ

りましたが、様々な分野の方々と交流をすること

ができましたし、今後さらにモンタナとの交流を

加速し、双方にとって有益な交流を進めていくこ

とが極めて重要だと実感したところです。

　とりわけ、モンタナ訪問中は、知事も、流暢な

英語を話され、会議もさることながら、夕食会で

はアルコールも入り、終始上機嫌で熊本をＰＲさ

れていました。

　私は英語は話せませんが、坂口モンタナ州政府

駐日代表や執行部の方々から的確な通訳をいただ

き、言葉の壁はあるものの、心の通う有意義な交

流ができました。

　とにかく、今回の訪問で、より一層、モンタナ

との絆は深まったものと思いますし、今後は、さ

らに多くの県民にもモンタナを訪れ、また、モン

タナからも熊本へ来ていただきたいと思います。

　そこで、40周年を契機に、モンタナ州との新し

い交流を進めなければなりませんが、特に観光、

ビジネス分野での今後の展開、そして教育分野で

は、教員の派遣を含めた留学制度について、今後

どのような取組をしていくのか、今回の視察の成

果を含めて、田嶋副知事に質問いたします。

　　〔副知事田嶋徹君登壇〕

○副知事(田嶋徹君)　モンタナ州との交流につい

てお答えいたします。

　モンタナ州との交流は、1979年、当時の駐日ア

メリカ大使であったマンスフィールド氏の御尽力

により、彼の故郷であるモンタナ州を推薦いただ

いたことに始まります。

　以来、本県とモンタナ州は、延べ86回を数える

相互訪問やモンタナクラブによる民間交流、恐竜

の化石や英語劇を通じた文化交流など、40年もの

長きにわたり、途絶えることなく交流を続けてま

いりました。

　ここ数年、コロナにより海外との往来に制限が

あった中、今回、蒲島知事が直接訪問し、変わら

ぬ友情と絆をお互いに確認できたことは、今後さ



－ 26 －

令和５年２月定例会　熊本県議会会議録　第３号（３月３日）

らなる発展的交流を進めていく上でも、大変意義

深いものとなったと、そのように思います。

　今回のモンタナ州訪問では、県議会からも御参

加いただき、行政のみならず、州議会、また、マ

ンスフィールドセンターとも多角的な意見交換が

できました。今回の訪問をより実りあるものにで

きたことに、溝口議長、池田議員、小早川議員に

大変感謝申し上げます。

　次に、今回の成果を踏まえた今後の交流の充実

と取組の方向性についてお答えします。

　まず、観光分野では、これまで恐竜の化石など

を中心とした交流を行ってまいりましたが、今後

は、さらに博物館の連携に向けて検討を進め、交

流の裾野を広げてまいりたいと考えております。

　具体的には、モンタナ州立大学が開催するイベ

ント等において、伝統芸能や球磨焼酎をはじめ県

産品の紹介をするほか、くまモン・メタバースな

どのデジタル技術を活用し、本県の魅力をモンタ

ナ州へ広くＰＲしてまいります。

　次に、ビジネス分野においてですが、モンタナ

州では、現在、バイオサイエンスや光工学といっ

た分野で関連企業の集積が進んでいると伺ってい

ます。

　今後は、本県が進める半導体関連産業のさらな

る集積やライフサイエンス分野を中心としたＵＸ

プロジェクトなども含め、熊本とモンタナ州の企

業、団体間で技術等の情報共有や企業経営者との

交流を行うなど、ビジネス面の交流促進につなげ

てまいります。

　教育分野では、グローバル人材の育成に向けた

取組の柱の一つがモンタナ州との交流です。県内

の３つの高校と３つの大学が姉妹校提携を結んで

おり、学校単位でお互いの文化理解や友好を深め

る交流を行っています。また、州内の３つの大学

とは、奨学金給付の覚書も締結しています。

　議員お尋ねの留学派遣、交流については、昭和

57年からこれまで延べ800人を超える高校生及び

教員を派遣し、語学研修や現地の人々との触れ合

いなどを深めてまいりました。

　参加した高校生はもとより、教員からも、熊本

の子供たちの未来のために、英語という教科を通

して、夢や元気を与えていきたいなどの感想が多

く寄せられました。

　今後は、これらの取組を充実させるとともに、

コロナで中断していた現地との交流の復活を契機

に、モンタナ州との絆がさらに強固なものとなる

よう、高校生及び教員の派遣や留学制度の充実強

化に努めてまいります。

　本県とモンタナ州とは、これまで育んできた固

い絆を土台とし、これからも、人と人のつながり

をより密にするとともに、お互いの地域の発展に

向け、観光、ビジネス、教育の各分野で交流を深

めてまいります。

　　〔小早川宗弘君登壇〕

○小早川宗弘君　御答弁をいただきましたけれど

も、私も初めてモンタナに行きましたけれども、

本当に大自然に囲まれたところで、すばらしいと

ころでありましたし、40周年を契機に、何か新し

い交流が必要ではないかというふうなことを強く

実感しました。

　やっぱり、実際モンタナに行って、そしていろ

んなものを見て、そして人と会って、そういうこ

とをしていかないと、新しい局面は生まれないの

かなというふうに思いますので、御答弁にありま

した取組以外にも、例えば、１年に１回、熊本空

港から直接チャーター便でモンタナに行く県民モ

ンタナツアーとか、そういうおもしろい企画をさ

れるといいのではないかなというふうに思います

ので、ぜひ御検討をいただきたいと思います。

　それから、モンタナ州知事からは、企業を含め
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た多くの分野で交流を行いたいというふうなこと

を言われておりましたし、また、溝口議長から

も、世界に貢献できるビジネスパートナーづくり

に向けて取り組んでいきましょうというふうな発

言もあっておりますので、答弁では、ライフサイ

エンス、医療や薬品分野での交流を模索していく

というふうなことでありますので、ぜひ新しい視

点でのビジネス交流を実現していただきたいと思

います。

　また、モンタナに研修に行くビジネスマンに対

して旅費の一部を補塡するとか、そういった取組

も有効ではないかなというふうに思っております

ので、そういったことも今後検討してください。

　それから、留学生の派遣でありますけれども、

熊高から留学生の方お二人にお会いしましたけれ

ども、とても優秀で、非常に高い志を持っていら

っしゃる生徒さんでしたし、留学を希望する生徒

さんもかなり多いのではないかなというふうに思

いますので、ぜひ予算を拡大して、この留学派遣

事業をもっと充実させていただきたいと思いま

す。

　また、最近、学校の教師がモンタナを訪れると

いったことがあまりないというふうなことで、ま

ず教師がモンタナのことを知って、そして生徒に

留学のアドバイスをするというふうな流れも、そ

ういったことも大切かと思いますので、そういっ

た施策も充実させていただきたいと思います。

　それでは、次の質問に移ります。

　２番目の質問は、五木村及び相良村の振興につ

いてです。

　令和２年７月豪雨災害から２年８か月が経過し

ようとしています。私の地元である八代市におい

ても、大きな被害を受けた坂本町で輪中堤や宅地

かさ上げが進められ、合志野地区や中津道地区で

は、災害公営住宅が建設されています。

　また、先月は、坂本町中心部の整備方針を定め

た坂本支所等整備基本計画が策定され、新たなま

ちづくりに向けて、今後具体的な取組が行われま

すが、地域住民にとっても、将来への希望が少し

見えてきたのではないかなと思っております。

　交通インフラでは、国道219の本格的な復旧工

事が進んでおりますが、橋梁の復旧についても、

崩壊した10橋のうち５橋の下部工工事が着手さ

れ、抜本的な治水対策についても、球磨川水系流

域治水プロジェクトに沿って、様々な治水対策が

進められています。

　また、新たな流水型ダムについては、去年８月

に策定された球磨川水系河川整備計画に盛り込ま

れ、現在、法と同等の環境アセスメントの手続が

実施されています。

　このように、地元や関係者の方々の御尽力によ

り、少しずつではありますが、豪雨災害からの復

旧、復興が着実に、確実に進んでいるものと感じ

ております。

　しかしながら、決して忘れてはならないのが、

再びダム問題に直面することになった五木村の振

興であります。

　五木村の振興については、去年９月の池田先生

の代表質問で、また、12月には松田先生から一般

質問があり、県議会でも繰り返し議論されてきま

した。

　特に、去年12月定例会においては、立憲民主連

合、公明党、そして我が自由民主党の３会派共同

提案により五木村振興推進条例を改正し、県議会

としても、五木村の振興を県政の最重要課題とし

て、これまで以上に強力に推進していく覚悟を示

したところであります。

　そして、本定例会の冒頭、蒲島知事からも、条

例改正を踏まえ、中長期的な財政支援の枠組みと

方向性を村に伝えたとの説明がありました。これ
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は、五木村の再生にかける知事の決意の表れだと

思っております。

　これまでダム問題に翻弄され続け、そして過疎

化が進み、地域が低迷する五木村の振興を、全力

で進めていくことが極めて重要であります。

　そこで、今回、五木村に対する中長期的な財政

支援の基本的な考え方と今後の五木村の振興の進

め方について、どのように考えているのか。

　また、流水型ダムが建設されるのは相良村です

が、相良村の振興についても力強く進めていく必

要がありますが、今後、相良村の振興をどう考え

ていくのか。

　以上２点、田嶋副知事に質問いたします。

　　〔副知事田嶋徹君登壇〕

○副知事(田嶋徹君)　まず、１点目の五木村に対

する中長期的な財政支援の基本的な考え方と今後

の五木村の振興の進め方についてお答えします。

　半世紀以上にわたり、川辺川ダム問題に翻弄さ

れ続けてきた五木村の振興は、県政の最重要課題

であります。

　本年１月21日に、知事とともに五木村を訪問

し、村及び村議会の皆様と新たな振興計画の策定

に向けて意見交換を行いました。

　その中で、知事から、計画の実効性と継続性を

担保するため、おおむね20年間の中長期的な財政

支援を行うことをお伝えいたしました。

　具体的には、振興計画に基づく村の事業に活用

していただく分と、村から強い要望がある宅地整

備が可能な平場の造成など、国がダム関連事業と

して実施するものに対する県の直轄事業負担金分

を合わせまして、100億円規模の県としての財政

支援の枠組みと方向性をお示しいたしました。

　このうち、村の事業に活用していただく分の50

億円は、県から村に段階的に交付することとして

おり、来年度は、まず、そのうち10億円を一括し

て村に交付したいと考えています。

　県からの交付後は、村の基金に積み立て、村の

判断で基金を取り崩しながら、主体的に計画に基

づく事業に活用していただきたいと考えていま

す。

　県としては、財政支援の枠組みに、今後の五木

村の振興に向けた２つの思いを込めています。

　１つ目は、五木村の皆様に、将来を見据えて、

安心して村の振興に取り組んでいただきたいとい

う思いです。

　人口減少、さらには高齢化が加速し、県内で人

口が最も少ない五木村の振興を図るためには、直

面する課題への対応だけでなく、将来を見据えた

村づくりを進めていく必要があります。

　そのため、中長期的な県としての財政支援の枠

組みを構築することで、安心して振興に取り組ん

でいただく環境を整備したいと考えました。

　２つ目は、今後、新たな振興計画の下、五木村

の皆様が主体となって取り組んでいただきたいと

いう思いです。

　五木村には、美しく雄大な山や谷、清流があ

り、そこから生まれる豊かな恵みもあります。そ

して、新たな村の振興に挑戦する若い人材も活躍

しています。

　今後、五木村の振興に向けては、村の宝を磨き

上げ、若い人材の発想を取り入れながら、村が主

体となって新たな取組を加速させる必要があると

考えています。

　現在、新たな振興計画の策定に向け、国及び村

と最終的な調整を進めています。今月中には、

国、県、村で今後の五木村の振興を協議する場を

設け、新たな振興計画について、３者の合意を得

たいと考えております。

　そして、計画策定後、できる限り早い時期に、

蒲島知事が直接村民の皆様にも御説明する、その
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ような機会を設けていただきたいというふうに思

っております。

　今後も、国と連携しながら、五木村の振興に全

力を挙げて取り組んでまいります。

　次に、２点目の相良村の振興についてお答えし

ます。

　相良村においては、川辺川沿いの集落の多くが

新たな流水型ダムの受益地となる一方、ダム本体

の建設地となる上四浦地区では、60戸が移転を余

儀なくされるなど、これまでダム事業に大きな影

響を受けてこられました。このことについて、県

としても重く受け止めています。

　昨年７月、私自身、知事とともに相良村を訪問

し、村民の皆様に、村が目指す村づくりを積極的

に支援していく考えをお伝えいたしました。

　現在、昨年10月に吉松村長から提案いただいた

村の振興策の実現に向けて、今庁内に設置してお

ります、私が会長を務めております相良村振興推

進会議において、県の支援策を取りまとめてお

り、今月中には村にお示ししたいと、今鋭意作業

を進めています。

　五木村と同じく、相良村の振興も待ったなしの

課題です。そのため、御提案のあった振興策のう

ち、重点項目については、優先的に検討を進め、

その一部は既に着手しております。

　例えば、国道445号については、四浦地区の冠

水箇所の解消のため、道路のかさ上げに向けた設

計に既に着手しております。

　また、農業生産基盤の整備に向けては、村と県

においてプロジェクトチームを立ち上げ、事業化

に向けた課題の整理や来年度の具体的な取組を共

有し、連携して取り組んでおります。

　さらに、交流人口の拡大を目指し、県の補助制

度を活用し、村において、廻り地区の交流拠点の

整備に向けた実証実験、さらには相良茶を活用し

た振興策に係る勉強会など、新たな取組も進めら

れています。

　あわせて、川辺川における国の新たな流水型ダ

ム事業や遊水地の整備とともに、県としても、河

川整備や遊水機能を有する土地の確保、保全に向

けた測量を行うなど、相良村の安全、安心に向け

た取組も進めております。

　このような取組を村民の皆様に丁寧に一つ一つ

説明しながら、村の復興の理念である未来につな

げるむらづくりが実現できるよう、国と連携し、

村と一体となって、力強く相良村の振興に取り組

んでまいります。

　　〔小早川宗弘君登壇〕

○小早川宗弘君　御答弁をいただきましたけれど

も、五木村への財政支援、今回の100億円規模の

支援というのは過去最大で、知事あるいは執行部

の皆さん方の覚悟、決意の表れだろうと思いま

す。

　ぜひ、これまで50年以上ダム問題に翻弄されて

きた五木村には、単にお金だけの支援ではなく

て、村と一緒に地域振興策を成し遂げるというふ

うな熱意を持って、五木村の再生を進めていただ

きたいと思います。

　また、ダムが建設されるのは相良村で、これま

で大変な思いをされてきたのは五木村と同じであ

りますので、御答弁にありますように、今月、振

興推進会議を開催されるというふうなことで、幅

広く村の意見を聴きながら、相良村の振興を進め

ていただきたいと思います。

　なお、相良村の吉松村長からは、五木村のよう

に新聞一面に掲載されるような支援策が相良も欲

しいというふうなことを漏れ聞いておりますの

で、私も同感でありますけれども、ぜひ村の大き

な期待にも応えられるような振興策を進めていた

だきたいと思います。
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　それでは、次の質問に移ります。

　３番目の質問は、熊本都市圏交通の今後の展開

についてであります。

　熊本のさらなる発展を進めていくためには、空

港へのアクセス改善や熊本都市圏の渋滞解消な

ど、都市圏を取り巻く交通問題の解決が不可欠で

あります。

　これらの課題は、本会議の一般質問でも度々取

り上げられ、特別委員会においても様々な議論が

展開されてきました。

　また、空港アクセス鉄道については、12月定例

会において、ＪＲ肥後大津駅からの分岐延伸が発

表され、県議会でも決議がなされたところであり

ますが、鉄道と道路は、どちらも大切で、車の両

輪として整備していくことが重要です。

　また、熊本都市圏の渋滞対策については、令和

３年６月に策定された熊本県新広域道路交通計画

において、熊本都市圏北連絡道路と南連絡道路、

そして空港連絡道路の３つの高規格道路を整備

し、熊本市中心部と高速道路を10分、同じく空港

までを20分で結ぶ10分・20分構想が新たに位置づ

けられました。

　そして、令和３年11月には、私も当時議長とし

て参加しましたが、県・市調整会議において、知

事や大西熊本市長、市議会議長とともに、３連絡

道路の早期実現に向けて、有料道路の検討や県民

の機運醸成などに連携して取り組むことを合意い

たしました。

　この合意に基づき、国の協力を得ながら、ルー

トや構造などの検討が進められ、また、去年８月

に設立された熊本都市圏３連絡道路建設促進協議

会で、県民の機運醸成などが進められておりま

す。

　ちなみに、私が暮らす八代市の住民も、熊本市

中心部を訪れる際は、常に30分から１時間程度の

余裕を持って移動しなければなりません。つま

り、熊本都市圏の渋滞解消は、都市圏だけの問題

ではなく、県全体の課題であり、新たな高規格道

路の整備は、県民の期待も高く、早期に実現化し

ていかなければなりません。

　そこで、熊本都市圏の３連絡道路の早期実現に

向けてどのように取り組まれるのか、田嶋副知事

に質問いたします。

　　〔副知事田嶋徹君登壇〕

○副知事(田嶋徹君)　新たな高規格道路３路線

は、喫緊の課題である熊本都市圏の交通渋滞の解

消に寄与するだけでなく、県民生活の利便性、安

全性の向上など生活面でも、物流の効率化や観光

の活性化など産業面でも、大きな効果が期待でき

ます。

　また、ＴＳＭＣの操業開始や関連企業の進出、

阿蘇くまもと空港の新旅客ターミナルビルの開業

など、熊本を取り巻く環境は、大きく変貌を遂げ

ようとしています。

　このチャンスを、将来にわたって熊本の持続的

な発展につなげていくことが必要です。そして、

この新たな高規格道路の実現は、空港アクセス鉄

道や中九州横断道路と一体となって、県勢発展の

起爆剤となるものと確信しています。

　計画の実現に向けては、県と熊本市がしっかり

とスクラムを組み、ルートや構造など計画の具体

化に向けた取組を進めていかねばなりません。ま

た、県民の皆様の理解促進に努めるとともに、技

術面や財政面などについては、国の最大限の支援

を得ることも不可欠です。

　そのため、蒲島知事が会長を務める熊本都市圏

３連絡道路建設促進協議会では、今年の１月に、

経済界の皆様とともに、国土交通省に強力な支援

を訴えてまいりました。

　国土交通省幹部の皆様も、熊本都市圏の渋滞解
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消の必要性、緊急性については十分に認識されて

おり、特に中心部へのアクセスを高めていくこと

の重要性について言及されております。

　また、大西熊本市長は、さきの市議会で、任期

中に環境影響評価や都市計画の手続着手を目指す

ことを表明されました。県としても、一日も早く

都市計画の手続に着手できるよう、計画の実現に

向けた取組をさらに加速させてまいります。

　そこで、国の計画段階評価に相当する住民参加

型の道路計画検討の着手に必要な予算は、今定例

会に提案しています。

　今後とも、熊本都市圏の新たな高規格道路の早

期実現に向け、国の絶大なる協力をいただきなが

ら、関係自治体や経済界などの皆様と一体となっ

て、全力で取り組んでまいります。

　　〔小早川宗弘君登壇〕

○小早川宗弘君　御答弁をいただきましたけれど

も、熊本都市圏の渋滞問題、ずっと議論されてき

ておりますので、もう実現化に向けて取り組んで

いく時期ではないかなというふうに思っておりま

す。

　特に、10分・20分構想、これは渋滞緩和にはと

ても画期的で、とても有効な手段だというふうに

思いますので、まあ、予算は巨額になるかと思い

ますけれども、渋滞が解消されることで得られる

経済効果というのはかなり莫大ではないかなとい

うふうに思いますし、また、県民の期待も非常に

高いというふうに思いますので、ぜひこれからは

目に見えるような形での都市圏交通の整備に取り

組んでいただきたいと思います。

　それでは、次の質問に移ります。

　４番目の質問は、ＴＳＭＣ進出に関する今後の

対応についてであります。

　ＴＳＭＣの本県進出が公表されました令和３年

11月から１年しか経過していませんが、菊陽町で

は、目をみはる勢いで工場建設が進んでおりま

す。

　知事は、ＴＳＭＣ進出に伴う様々な諸課題に対

応するため、半導体産業集積強化推進本部を立ち

上げられ、部局を横断し、全庁が一丸となって対

応するための体制を整えられました。

　その結果、新工場周辺のインフラ整備や人材確

保、育成など、具体的な動きが見え始めておりま

す。また、子供たちの教育環境については、イン

ターナショナルスクールや私学における受入れ体

制の整備など、行政だけでなく、民間レベルでの

取組も進んでおります。

　そして、１月は、知事や議長が台湾を訪問さ

れ、ＴＳＭＣの幹部と面談されるなど、熊本と台

湾の交流は今後ますます盛んになっていくもの

と、大きな期待をしております。

　現在、新工場の状況を見ますと、今年の夏には

台湾からも従業員が来熊され、12月からは試験製

造に入るなど、いよいよ操業に向けた動きが本格

化すると伺っております。

　そこで、推進本部の設置から１年以上が経過す

る中、全体的に新工場の受入れは順調に進んでい

るのか、また、１月の台湾訪問の成果はどうだっ

たのか、そして今後の取組方針についてどういっ

た考えをお持ちなのか、田嶋副知事に質問いたし

ます。

　　〔副知事田嶋徹君登壇〕

○副知事(田嶋徹君)　まず、新工場の円滑な操業

開始に向けた取組の進捗状況についてお答えしま

す。

　ＴＳＭＣ進出決定以降、県では、半導体産業集

積強化推進本部を中心に、国や関係機関とも連携

し、スピード感を持って、様々な課題の解決に取

り組んでまいりました。

　まず、人材の育成、確保については、県立技術
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短期大学校における半導体関連の新学科設置、熊

本大学における新学部設置に向けて準備が進めら

れているほか、熊本高等専門学校で半導体に係る

講義が開講されるなど、もう既に様々な取組が進

められております。

　渋滞、交通アクセスの対策については、県道大

津植木線の多車線化や中九州横断道路へのアクセ

ス道路など、半導体産業集積の拠点性を高める道

路ネットワークの整備に向けて動き始めておりま

す。

　さらに、台湾からの出向者と御家族の居住環境

や子供たちの教育環境の整備についても、市町村

や不動産会社、さらには教育機関と連携を図りな

がら取組を進めており、新工場の操業開始に向け

た対応は総じて順調に進んでおると、そのように

認識しています。

　次に、台湾訪問の成果についてお答えします。

　蒲島知事をトップとして、ＴＳＭＣの幹部の方

々と面談し、半導体人材の育成や交通インフラ整

備などについて、県が一丸となって取り組んでい

ることをお伝えしてまいりました。

　100年に１度とも言うべきこのビッグプロジェ

クトの成功には、相互の信頼関係が必要不可欠で

あり、今回の訪問で、ＴＳＭＣの幹部の皆様とお

互いの状況や立場について理解を深められたこと

が大きな成果だったと認識しています。

　最後に、今後の取組方針についてお答えしま

す。

　議員御指摘のとおり、今後、台湾から多くの出

向者と御家族が熊本にお越しになるなど、工場の

操業に向けた動きがいよいよ本格化してまいりま

す。

　そのため、これまでの人材育成、確保や供給、

渋滞、交通アクセス対策をはじめ、地下水涵養な

ど地下水保全の取組についても、さらに加速させ

ていきます。

　また、台湾から来られる方々に、安心して熊本

で暮らしていただけるよう、昨年末に設置した生

活サポート部会を中心に、引き続き、市町村や不

動産会社などと連携し、きめ細やかに対応してま

いります。

　さらに、本県への半導体関連企業のさらなる集

積を図るため、台湾企業へのアプローチを強化す

るなど、国内、国外ともに効果的、積極的な企業

誘致を推進してまいります。

　県としては、このＴＳＭＣの進出の波及効果を

最大限高め、その効果が県内の全域に及ぶよう、

さらには50年後、100年後の熊本の発展につなが

るよう、全庁が一丸となって取り組んでまいりま

す。

　　〔小早川宗弘君登壇〕

○小早川宗弘君　御答弁をいただきましたけれど

も、特にセミコンテクノパーク周辺の渋滞対策は

喫緊の課題だというふうに思いますので、しっか

りと対応していただきたいと思います。

　また、台湾訪問については、これはモンタナも

同じでありますけれども、やっぱり実際行ってい

ろんなものを見て、そして人と会って、そういう

ことが信頼関係を深めることにつながるというふ

うに思いますので、これからも積極的に相互交流

をお願いしたいと思います。

　それから、地下水保全についてでありますけれ

ども、ＳＮＳなどでは、地下水が枯渇するとか、

そういった様々なうわさ話が広がっております

し、困惑する方も多いのではないかなというふう

に思いますので、行政の役割としては、正確な情

報を発信し続ける、これが大切だと思いますの

で、ぜひ地域に安心感を与えるような情報発信、

これに努めていただきたいと思います。

　また、今年の夏には、多くの外国の方が熊本に
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来られて生活をされるというふうなことで、答弁

では、生活サポート部会を設置してきめ細やかな

対応をしていくというふうなことでありますの

で、ぜひ、外国の方が熊本に来てよかった、住ん

で楽しいと思っていただけるような支援、サポー

トをお願いしたいと思います。

　それでは、次の質問に移ります。

　５番目の質問は、阿蘇くまもと空港の今後の展

開と地域ビジョンについてで、１点目の阿蘇くま

もと空港の機能強化と空港周辺の地域振興策につ

いて質問をいたします。

　熊本空港は、昭和35年４月、当時の健軍町にあ

った旧軍用飛行場を活用し開港されました。最初

は、何と全日空の１日１便からのスタートだった

ようです。昭和46年４月に現在の場所に移転整備

されましたが、当時の利用者は約50万人という記

録が残っています。

　その後、昭和58年には、国際線ターミナルビル

が供用開始、利用者数は増加の一途をたどり、平

成30年度には、国内線、国際線を合わせて過去最

高の約346万人が利用する空港になりました。

　途中、平成28年には熊本地震が発生し、ターミ

ナルビルも大きな被害を受け、全面建て替えが決

まりましたけれども、令和２年４月から、コンセ

ッション方式での空港運営と建て替え工事が進め

られてきました。そして、いよいよ今月、３月23

日に、新旅客ターミナルビルがオープンする運び

になりました。

　私も、内覧会で施設見学しましたが、非常に洗

練されたデザインで、小国杉をふんだんに使うな

ど、熊本らしさを十分に感じられる見事な空港に

なりました。

　特に、今回の新ターミナルビルは、国内線と国

際線が一体となった施設で、これまでと違って国

内線と国際線を容易に移動でき、利用者にとって

はかなり利便性の高い空港となりました。

　現在、コロナ禍でありますが、行動制限が緩和

され、国内線、国際線も再開し、いよいよ国内外

の旅行需要が本格化してきますが、より一層空港

機能を強化しながら、県経済の復活にもつなげ、

そしてＴＳＭＣの進出という追い風の中、空港周

辺の活性化にも取り組んでいかなければなりませ

ん。

　そこで、今後、空港の機能強化をどう考えてい

るのか、また、空港周辺地域の活性化策をどのよ

うに考えているのか、田嶋副知事に質問いたしま

す。

　　〔副知事田嶋徹君登壇〕

○副知事(田嶋徹君)　蒲島知事は、就任以来、阿

蘇くまもと空港とその周辺地域を一体のものとし

て捉え、地域の可能性を最大化する大空港構想を

提唱し、この構想に沿った取組を推進してきまし

た。

　そして、平成28年熊本地震の後、空港を創造的

復興のシンボルと位置づけ、その効果を産業や暮

らしの分野にまで波及させるため、大空港構想

Next Stageを策定しました。

　この構想の下、熊本国際空港株式会社による運

営が開始されたほか、総合防災航空センターの整

備、益城町の復興まちづくりやＵＸプロジェクト

による新たな産業づくりなど、様々な取組を進め

てまいりました。

　また、昨年12月には、空港アクセス鉄道をＪＲ

豊肥本線の肥後大津駅から分岐する肥後大津ルー

トとすることを決断しました。

　そして、いよいよ今月23日には、阿蘇くまもと

空港の新旅客ターミナルビルがオープンし、50

年、100年先の熊本の礎となる様々な取組が動き

出します。

　阿蘇くまもと空港の機能強化については、今後
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より多くの方に御利用いただくため、隣接する現

在の国際線ビルを解体し、その場所に地域に開か

れた広場を整備して、令和６年夏頃に供用開始す

る予定です。また、これに合わせて空港を訪れる

全ての方が買物やお食事を楽しめる商業ゾーンも

開業する予定であり、空港ににぎわいをつくる計

画となっています。

　さらに、国際航空貨物の輸送実現を目指し、実

証事業に取り組む予算を今定例会で提案してお

り、今後も引き続き、空港のさらなる機能強化を

進めることとしています。

　空港周辺地域の活性化については、ＴＳＭＣの

進出によって、新たな、そしてこれまで想像して

いなかったような大きな環境変化が生じつつあり

ます。このビッグチャンスを追い風として、さら

に取組を加速させるため、現在、大空港構想Next   

 Stageの改定作業を進めています。

　これまで、熊本地震や令和２年７月豪雨の復興

ビジョンの策定に当たって、日本が誇る賢人たち

から哲学を与えていただきました。今回の新たな

大空港構想に対しても、空港機能のさらなる強化

や企業集積とまちづくりといった観点など、大所

高所からの御意見をいただき、その英知を取り込

むための有識者会議を設置したいと考えていま

す。

　現在、有識者の人選を進めており、調整でき次

第公表させていただき、秋頃をめどに新たな構想

を策定する予定です。

　大きな可能性を持つ阿蘇くまもと空港を核とし

て、熊本の輝ける未来につながる構想となるよ

う、しっかりと取り組んでまいります。

　　〔小早川宗弘君登壇〕

○小早川宗弘君　御答弁をいただきました。

　今後、空港機能の強化として、地域に開かれた

広場あるいは商業ゾーンなど、空港機能の強化を

図っていかれるというふうなことで、ぜひ、飛行

機を利用する人だけではなくて、多くの県民が空

港を訪れて、そしてそこで熊本のにぎわい、活気

が感じられるような、そういうふうな拠点性のあ

る空港を造っていただきたいと思います。

　また、空港周辺の活性化策については、現在、

大空港構想Next Stageの改定を始めているという

ふうなことで、そして有識者会議も設けて構想を

つくっていかれるというふうなことですが、すば

らしい活性化策ができるのではないかなというふ

うに期待をしております。ぜひ、ターミナルビル

の開業効果、経済効果、これが県全域に大きく広

がるような構想を目指して策定をしていただきた

いと思います。

　それでは、２点目の質問に移ります。

　２点目の質問は、新しい地域ビジョンの策定に

ついてです。

　少し古い話になりますが、平成23年12月に、政

令指定都市誕生後の県内各地域の将来像、通称地

域ビジョンが策定されました。

　当時２期目だった私でありますが、蒲島知事が

初当選され、県の最上位計画、くまもとの夢４カ

年戦略に基づいて県政運営が行われておりまし

た。しかし、残念ながら、その４カ年戦略には、

圏域ごとの将来像や地域づくりの方向性は全く示

されておりませんでした。つくるべきと思い、平

成21年から平成23年にかけて、３回にわたって地

域ビジョンに関する私なりの質問をさせていただ

きました。

　ちょうど時を同じくして、平成23年に九州新幹

線が全線開通、平成24年には熊本市が政令市に移

行するといった時期で、政令市効果や新幹線効果

を全県に波及させる狙いもあって、そして私のし

つこい質問もあってか、地域ビジョンが策定され

たと記憶をしております。
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　地域ビジョンがどのような役割を果たしてきた

のか、的確に把握することはできませんし、まだ

実現していないこともたくさんありますが、しか

しながら、熊本には将来を見据えた地域のビジョ

ンがあり、そして、個性ある県土の発展が進めら

れているということが対外的にも分かるビジョン

があるというのは、とても重要なことではないか

と思っております。

　また、地域ビジョンを策定するプロセスの中で

も、地域の新たな可能性や気づきも発見でき、そ

の願いや思いも次の世代につなげていけることに

もなります。さらに、市町村においても、まち・

ひと・しごと総合戦略が策定されておりますが、

この地域ビジョンが非常に参考になったというふ

うなことも聞いております。

　地域ビジョンができてからもう10年の歳月が流

れますが、熊本の状況は一変しつつあります。災

害からの復旧、復興、空港新ターミナルビルの完

成、ＴＳＭＣの進出、空港アクセス鉄道など、キ

ーワード一つ取っても大きく前進する熊本のイメ

ージが湧いてきますし、ここで、ＴＳＭＣの経済

効果や空港新ターミナルビルの開業効果を県全体

にどう広げていくのかなど、圏域ごとに課題を整

理し、そして、地域の将来像を定め、10年後、20

年後の熊本の輝かしい姿を県民に示すことも重要

かと思います。

　そこで、夢と希望あふれる熊本づくりを行うた

めにも、新しい地域ビジョンの策定が必要かと思

いますが、どうお考えなのか、田嶋副知事に質問

いたします。

　　〔副知事田嶋徹君登壇〕

○副知事(田嶋徹君)　議員がただいま御紹介いた

だきました政令指定都市誕生後の県内各地域の将

来像、通称地域ビジョン、これは、平成23年３月

の九州新幹線の全線開業やその翌年４月の熊本市

の政令市移行というビッグチャンスを県勢の発展

につなげるため、平成23年12月に策定したもので

す。

　これまで、この地域ビジョンに沿って、地域の

優れた資源を生かしながら、持続的に安心して暮

らせる社会づくりや地域振興に、県と市町村が連

携して取り組んでまいりました。

　その後、熊本地震、新型コロナウイルス感染

症、そして、令和２年７月豪雨災害という３つの

困難に見舞われた本県では、これらの喫緊の課題

に立ち向かい、熊本の発展につなげていくため、

令和３年３月に、第２期まち・ひと・しごと創生

総合戦略を策定いたしました。

　この総合戦略では、３つの困難への対応に加

え、将来に向けた地方創生の取組を４つの柱と

し、地域ビジョンに掲げていたそれまでの各地域

の取組についても、発展的に取り組んでいます。

　現在、この総合戦略に沿って、誰一人取り残さ

ないくまもとづくりに全力で取り組んでいるとこ

ろであり、最終年度である来年度は総仕上げの段

階に入ります。

　このたびのＴＳＭＣの本県進出決定は、本県に

訪れました100年に１度とも言うべきビッグチャ

ンスです。県では、この経済効果や派生する様々

な活力を県内全域に波及させていくため、先月、

担当の企画振興部長を中心に、県内全市町村長と

意見交換を実施いたしました。

　この意見交換を通じて、より具体的な各地域の

課題あるいは振興策が見えてまいりました。

　現時点で新たな地域振興ビジョンを策定するこ

とは考えていませんが、各地域がその特色を生か

した振興策を実践し、地域の浮揚につなげること

ができるよう、引き続き、市町村と積極的に連携

し、その取組を県としてしっかり支援してまいり

ます。
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　　〔小早川宗弘君登壇〕

○小早川宗弘君　御答弁をいただきました。

　現時点では新たな地域ビジョンの策定は考えて

いないと。残念でありますけれども、実は、10年

前、平成23年、この地域ビジョンができた当時、

新幹線が全線開通したときも、そのときも100年

に１度のビッグチャンスと誰もが言っていたんで

すね。そして、10年後の今も、ＴＳＭＣの進出は

100年に１度のビッグチャンスと。つまり、ここ

10年で100年に１度のビックチャンスが２回も巡

ってきたということになります。そういった意味

では、知事、ここにはいらっしゃいませんけれど

も、この10年で知事は200年分の仕事をされた計

算になりますので、知事がいらっしゃればよいし

ょしたんですが、知事の県政運営を高く評価した

いと思います。

　ただし、これからの10年がまた非常に重要な期

間になりますので、そういったことも含めて、新

しい地域ビジョンをつくるべきだと、私は申し上

げたところであります。

　私も、再びここに戻ってきて、再度この質問を

したいと思いますので、前回の地域ビジョン、３

回やりましたので、あと２回ぐらいやれば地域ビ

ジョンをつくってくれるのではないかなというふ

うに思いますが、とにかくそれまでによい答弁が

できるように、地域ビジョンの研究を始めておい

ていただきたいと思います。

　それでは、次の質問に行きます。

　６番目の質問は、不適切な保育の対策について

です。

　去年から、全国の保育施設において、園児への

暴言や暴力など、不適切な保育の実態が相次いで

報道されています。

　例えば、静岡県裾野市の保育施設では、園児の

足をつかみ宙づりにする、バインダーでたたく、

刃物を見せ、脅すなどの行為があったとして、保

育士３人が逮捕されました。また、同じく静岡県

沼津市の保育施設では、０歳児の頰を引っ張った

り、園児の顔に水性ペンで落書きをするといった

こともありましたし、熊本乳児院においても、虐

待と疑われる行為があったとする報道があってお

ります。

　こうした不適切な保育が生じる背景には、保育

士の認識の問題と職場環境の問題があると言われ

ております。どのように子供に関わったほうがよ

いのか、職員が十分に理解していない、また、施

設での職員体制が十分でないなどが不適切な保育

を誘発する原因とされています。

　ある知人の保育士さんからは、私たちは、一生

懸命に愛情を注いで、子供や親御さんのために頑

張っているのに、信じられない事件だということ

をお聞きしましたし、今後は、徹底的に原因を究

明して、その対策を強化してほしいとの御意見も

いただいたところです。

　現在、国においては、全国で相次いでいる不適

切な保育の実態を把握し、虐待を未然に防止でき

るような環境づくりに向け、各都道府県を通じて

実態調査を行っていると聞いています。

　今年４月にはこども基本法が施行され、｢全て

のこどもについて、個人として尊重され、その基

本的人権が保障されるとともに、差別的取扱いを

受けることがないようにすること｡」が基本理念

として掲げられています。より一層、安心して子

供を産み育てられる社会をつくっていかなければ

なりませんし、児童虐待などはあってはならない

ことであります。

　そこでまず、本県における国の実態調査につい

て、本県の保育所等では不適切な保育の実態はあ

ったのかなかったのか、また、調査結果に対する

県の認識はどういったことなのか、さらに今後、
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県として、不適切な保育に対してどう対処してい

くのか、健康福祉部長に質問いたします。

　　〔健康福祉部長沼川敦彦君登壇〕

○健康福祉部長(沼川敦彦君)　子供の安全、安心

が確保されるべき保育所等において、子供の人格

を尊重しない関わりや物事を強要するような関わ

り、脅迫的な言葉がけなどの不適切な保育は、決

してあってはならないと考えております。

　今般、国が全国の自治体に対し、保育所等にお

ける不適切な保育の実態調査を行いました。今

後、調査結果を踏まえ、虐待等を未然に防止する

体制を整備し、保護者等の不安に寄り添えるよう

な支援につなげていくこととされています。

　この調査では、県内の保育所、幼稚園、認定こ

ども園などの幼児教育、保育施設において、昨年

４月から12月までの９か月間に、不適切な保育が

あったと市町村が確認した件数が14件ありまし

た。

　県では、これまで、定期的な保育所等への指導

監査による助言、指導や園児への虐待防止に向け

た保育士等への研修など、職員の意識向上に向け

た取組を行ってきました。

　また、幼児教育、保育の質の向上が求められて

いることや特別な配慮を必要とする子供の増加等

により、現場では保育士一人一人の負担が増加し

ていることから、職場環境の改善のため、国に対

し、職員配置基準の見直しに向けた要望も行って

きました。

　今回の調査で明らかになった不適切な保育の実

態を踏まえ、市町村との連携により、質の高い保

育人材の確保や不適切な保育の防止に関する職員

向け研修のさらなる充実強化、保護者や保育現場

の職員等からのきめ細かな相談対応等に取り組ん

でまいります。

　子供一人一人が健やかに成長し、保護者が安心

して子供を預けることができる教育、保育の体制

づくりにしっかりと取り組んでまいります。

　　〔小早川宗弘君登壇〕

○小早川宗弘君　御答弁をいただきましたけれど

も、不適切な保育と思われる事案、令和４年４月

から12月の９か月間で14件というふうなことで、

少しショッキングなデータでありますけれども、

答弁にもありましたように、子供を傷つける、傷

めつけるということは決してあってはならないこ

とだというふうに思います。こういうことが絶対

に起こらないように、市町村とも連携しながら、

徹底した対策を行っていただきたいと思います。

　また、保育施設に限らず、いろいろ新聞報道で

は、連日のようにニュースが流れておりますが、

他県の例だと、先日は精神病院で患者に暴力を働

いた職員が逮捕されるといった事件、それから、

10日前でしたかね、これも他県でありますが、障

害者施設で虐待行為があったとの報道もあり、保

育施設以外でもこういった犯罪が起こっているの

ではないかと、非常に私は今心配をしているとこ

ろであります。

　ぜひ、県においても、様々な施設において、絶

対に虐待を引き起こさない職場環境づくり、実態

調査も含めてですけれども、あるいは職員研修な

どを十分に行っていただきたいと思います。

　それでは、次の質問に移ります。

　７番目の質問は、八代産アオノリの支援につい

てです。

　八代の特産品といえば、晩白柚、イグサ、トマ

ト、マジャク、ショウガなどなどありますが、

今、私のマイブームは「青のり」であります。

　最近、生産者の方々や物産関係者の方々と意見

交換をする機会がありました。現在、アオノリを

生産する方も減少し、取れる量も以前と比べたら

かなり少なくなったと聞いております。さらに
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は、令和２年７月豪雨災害直後から生育が悪くな

り、特に今年に入ってからは収穫がゼロの生産者

もいて、かなり窮地に立っているとのことであり

ます。

　八代アオノリは、球磨川の恵みによって育ちま

す。養殖は、10月下旬から２月の時期に、まずは

淡水と海水が混ざり合う汽水域において、網にス

ジアオノリの胞子を付着させることから始まり、

そして球磨川河口の養殖場に移動してさらに生育

させ、収穫となります。長いもので２メーター近

くまで育つものもあります。

　また、種類も数種類ありますが、とりわけ八代

で収穫されるアオノリは、スジノリと呼ばれ、美

しい緑色と豊かな香りが特徴的で、海藻類の中で

は高級品と言われています。

　(資料を示す)スクリーンを御覧いただきたいと

思いますが、左側が「八代青のり」で、こういう

ふうにパッケージで売られております。また、右

側は、御当地土産として、アオノリと煎餅を組み

合わせた「八代青のりめんべい」という商品です

が、明太子で有名な福太郎という会社と地元ＤＭ

Ｏとのコラボ商品で、八代では人気商品となって

います。

　さらには、現在、アオノリの希少価値の高さと

おいしさから、全国からも、また、海外からも問

合せが多くなってきています。

　アオノリ養殖は、本県において、河川で養殖さ

れているのは八代のみで、全国では高知県の四万

十川や徳島県の吉野川などの清流でしか収穫され

ず、今やアオノリは、とても貴重な水産資源とな

っています。

　しかしながら、生産者も少なく、個人事業で経

営が成り立っているため、公的支援の枠組みは狭

く、衰退の一途をたどっています。

　生産者からも、同じノリでも有明ノリについて

は様々な支援策があるので、アオノリについて

も、もっと支援策を打ち出してほしいとの声もあ

ります。

　2019年６月に「八代青のり」は、地域団体商標

に登録され「青のり」のブランド化とともに、消

費拡大に向けて全力で取り組んでおられますが、

まだまだ課題は多く、県としても、アオノリ生産

に対する認識を高め、積極的な支援とＰＲが必要

だと考えます。

　そこで、熊本の宝でもある八代産アオノリにつ

いて、どのような認識で、どのような支援策を考

えているのか、田嶋副知事に質問いたします。

　　〔副知事田嶋徹君登壇〕

○副知事(田嶋徹君)　清流球磨川で養殖される八

代産アオノリは、極寒の中、手摘みにこだわって

収穫されており、香りがとても豊かで、品質が良

いと、消費者から高く評価されています。

　このアオノリは、地域の大変貴重な特産品であ

り、八代地域の活性化のために、本県のブランド

品として大切に育てていくことが重要であると考

えています。

　県では、平成27年度から、漁協や八代市と連携

し「八代青のり」として、ブランドの確立に向

け、販売促進のためのパッケージ化やＰＲ動画の

作成を支援し、平成30年度には地域団体商標に登

録することができました。

　これらの取組により、市場における引き合いは

向上しましたが、近年の水温上昇などの養殖環境

の変化により、天然での種つけが不安定であるこ

とや魚や鳥による食害により生産量に波があるこ

とから、需要に十分に応え切れていない状況で

す。

　蒲島県政では、一貫して、農林水産物における

価格、生産量、コスト、いわゆるＰＱＣの最適化

とブランド化を推進してまいりました。
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　｢八代青のり」についても、まず、生産量の向

上とコスト縮減を目指し、試験的に人工種網を導

入するとともに、囲い網による食害対策に取り組

んでいます。

　加えて、価格の向上とブランド化をさらに推進

するためには「八代青のり」の魅力を全国にＰＲ

し、広めていくことが重要です。

　そこで、県としては、くまもと県南フードバレ

ー協議会の事業者間のネットワークを活用した、

県内外での販売機会を創出していきたいと考えて

います。また、商談会への出展やそれに必要とな

るポスターやのぼりといった販促資材の作成な

ど、販路拡大に向けた取組も支援してまいりま

す。

　今後も「八代青のり」が地域の宝としてさらに

発展できるよう、漁協、八代市と連携し、全力で

取り組んでまいります。

　　〔小早川宗弘君登壇〕

○小早川宗弘君　御答弁をいただきましたけれど

も、八代産アオノリについては、生産者ももう10

数軒しかありませんし、生産者からは、私たちの

ような小さな団体の声は行政には届かないんです

よといった御意見もありましたので、どんな小さ

な声にも耳を傾けるのが我が自由民主党の基本的

な姿勢でありますので、今回、代表質問で取り上

げてみました。

　御答弁にありますように、八代産のアオノリへ

の積極的な支援、ＰＲ、どんどんやっていただき

たいと思います。

　それから、令和２年７月豪雨災害以降、アオノ

リが非常に取れにくくなってきている、生育が悪

くなってきているというふうなことで、また、生

産者からは、現在球磨川流域では復旧工事が本格

的になっているということで、その影響で水質が

悪くなっているのではないかというふうな懸念の

声も正直なところありますので、ぜひ、これは国

の意向も聞きながら、球磨川の環境保全の取組

も、県として充実をさせていただきたいと思いま

す。

　それでは、次の質問に移ります。

　８番目の質問は、木材資源の利活用促進につい

てで、１点目、県内における木材資源の現状につ

いて質問します。

　本県は、県土面積の60％以上が森林で、全国４

位の木材産出額を誇る、まさに林業県です。特

に、人工林は、木材としての利用が可能なおおむ

ね50年生以上の森林が多く、いわゆる成熟化が進

んでいる状況で、その資源を有効活用することが

熊本の新しい活性化にもつながります。

　特に、国においては、2050年カーボンニュート

ラルを実現するため、令和３年６月に公共建築物

等木材利用促進法が改正されました。通称都
ま

市
ち

の

木造化推進法と呼ばれております。

　とりわけ、今回の改正では、木材利用の対象

が、公共建築物だけでなくて、民間を含む建築物

全体へと拡大されたのが最大の特徴となっていま

す。また、建築基準法も改正され、木造による高

層建築物も可能となりました。

　これにより、国を挙げて木材を利用しようとい

う機運が高まっておりまして、都市部を中心に続

々と木造高層ビルも建設されていますし、今後さ

らに、商業施設や事務所建築において木造化が進

むのではないかと大きな期待をしているところで

す。

　また、ウッドショックと呼ばれる木材の価格高

騰が続いて、現在、国産材へのニーズが高まって

きておりますが、県産材も高値で取引され、この

価格が維持できれば、林業、木材産業も復活し、

再生できると聞いています。

　しかし、その一方で、木材の需要がどんどん増
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加すれば、材料となる丸太が不足するのではない

か、山林が荒れるのではないかといった懸念の声

もあります。

　そこで、本県における木材資源はどういった状

況か、また、森林を守っていくことも大切です

が、どういった視点で木材資源を利活用していく

のか、農林水産部長に質問いたします。

　　〔農林水産部長竹内信義君登壇〕

○農林水産部長(竹内信義君)　本県の森林は、資

源の成熟が進み、人工林24万ヘクタールの８割以

上が利用できる時期を迎えております。特に、

杉、ヒノキの木材資源量は、年々増加しており、

現在、１億立方メートルの蓄積があります。

　一方、木材生産量は、木材輸出や木質バイオマ

ス発電に係る需要の高まりから増加傾向にありま

すが、資源量１億立方メートルに対し、令和３年

度の生産量は127万立方メートルと、その1.3％程

度であり、今後の需要増加にも十分対応できると

考えております。

　このような中、皆伐面積は、木材生産の増加に

伴い、令和３年度に約2,000ヘクタールと、平成

22年度のおよそ３倍となる一方、そのうち再造林

面積は約４割にとどまっています。地域経済の活

性化や県土の保全、水源涵養等の森林の有する多

面的機能を発揮するためには、森林資源の循環利

用が必要です。

　そこで、県では、確実に森林の再生を図るた

め、事業者による再造林の拡大や担い手確保への

支援などに取り組んでおります。

　地球温暖化対策やＳＤＧｓ推進の観点から、木

材を利用する環境も大きく変化しており、耐震性

や耐火性に優れた木質材料の開発により、高層ビ

ルの木造化が全国各地で進んでおります。

　このような動きを需要拡大の追い風と捉え、新

たな技術や工法の活用事例などを検証し、木材業

界と一丸となって、商業施設なども含め、新たな

木材利用を促進してまいります。

　　〔小早川宗弘君登壇〕

○小早川宗弘君　御答弁をいただきましたけれど

も、現状では、木材資源、かなり豊富にあるとい

うふうなこと、備蓄量が１億立米の備蓄量という

ことで、令和３年度の生産量が127万立米、その

備蓄量の1.3％程度しか使っていないというふう

なことでありますので、まあ、豊富に木材資源は

あるというふうなことが分かりました。

　県産木材をやっぱりどんどん使って、そしてＣ

Ｏ2をよく吸収する新しい木を植林していく、造

林していくということが非常に重要ではないかな

というふうに思いましたし、2050年ＣＯ2排出実

質ゼロを目指す本県にとっては、この木材の利活

用促進こそが目標達成の原動力になると思ってお

りますので、ぜひ、様々な分野でこの県産木材が

使われるように、取組を強化していただきたいと

思います。

　それでは、続いて、県産木材が使われるような

観点から、２番と３番の質問に移ります。

　２点目は、木材の利活用促進、モク活について

であります。

　現在、くまもとアートポリスでは、発足当初か

ら先進的な木造プロジェクトに取り組み、さらに

最近では、木材の利活用を増やすために、木材利

活用を活発にする活動、いわゆるモク活といった

ユニークな建築活動が展開されています。

　特に、去年10月に開催されましたモク活シンポ

ジウム2022では、若手建築士からも木材を駆使し

た設計の発表があり、また、会場には学生も多

く、こういった木材の可能性や大切さを伝える取

組は、非常に意義深いものであると実感したとこ

ろです。

　そこで、今後のモク活の取組について、さらに
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充実した取組にすべきと考えますが、今後どうい

ったことに取り組んでいくのか、土木部長に質問

をいたします。

　続いて、３点目のくまもと型伝統構法を用いた

木造建築物の普及について質問いたします。

　令和２年12月「伝統建築工匠の技：木造建築物

を受け継ぐための伝統技術」が、ユネスコの無形

文化遺産に登録されました。

　伝統構法は、職人が木材の特性を十分に理解

し、長い歴史の中で改良と工夫を重ねながら育ま

れた技術で、我が国独自のとても優れた構法で

す。

　また、本県には、全国で唯一の伝統建築コース

を持つ県立球磨工業高校もあり、伝統構法を支え

る人材が育成されてきました。

　しかしながら、伝統構法による木造建築物に

は、高度な知識や技術が求められ、建築基準法の

制約もあり、なかなか普及しにくいという大きな

課題がありました。

　そのようなことから、本県においては、簡易な

構造計算で、また、手続も簡素化したくまもと型

伝統構法を用いた木造建築物設計指針を、全国に

先駆けて令和２年２月に策定しました。つまり、

この指針に基づいて設計すれば、伝統構法による

木造建築もオーケーということになります。

　この取組は、建築界ではかなり先進的な取組と

して評価され、専門誌にも度々取り上げられ、他

県からも多くの問合せがあると聞いております。

　そこで、本県で全国に先駆けて指針を策定する

ことになった背景やその取組の効果はどうなの

か、また、せっかくつくった指針でありますの

で、伝統構法による木造建築物を普及していくこ

とも大切でありますが、どのような取組を考えて

いるのか、土木部長に質問いたします。

　　〔土木部長亀崎直隆君登壇〕

○土木部長(亀崎直隆君)　まず、２点目のモク活

についてお答えします。

　議員御紹介のとおり、くまもとアートポリスで

は、県内の建築関係者と林業関係者が一緒になっ

て、県産材の利活用促進のため、木造建築物の魅

力を発信する取組をモク活と位置づけ、昨年10月

にモク活シンポジウムを開催しました。

　今回のシンポジウムは、高度な技術が求められ

る大規模木造建築物をテーマに実施し、併せて工

事中のプロジェクトの現場見学会も行いました。

　この中で、一般に流通している県産材を利活用

する設計手法などについての議論が交わされ、木

材の生産や加工から建物の設計や施工まで、関係

者間の連携が必要であることを確認いたしまし

た。

　今後より一層連携を密にして、シンポジウムや

現場見学会を開催するなど、アートポリスの知名

度を生かしながら、様々な建物で県産材が利用さ

れるよう、木造建築物の魅力を県民に広く発信し

てまいります。

　次に、３点目のくまもと型伝統構法を用いた木

造建築物の普及についてお答えします。

　くまもと型伝統構法を用いた木造建築物は、大

工の手刻みによる柱やはりを金物を用いずに接合

し、伝統的な土壁や板壁を使用するなど、地震に

対して粘り強く、倒壊しにくい建物です。また、

ひさしを長くして夏の強い日差しを遮るなど、熊

本の気候風土に適応してございます。

　本県では、伝統構法を学ぶ教育環境は整い、専

門家も活躍されています。その一方で、小規模な

建物でも高度な構造計算が必要なことから、伝統

構法による木造建築物は、近年は減少傾向にあり

ます。

　このため、簡易な方法で設計ができるように、

産学官が連携して実物大の構造実験を行うなど、
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４年間の検討を重ね、くまもと型伝統構法を用い

た木造建築物設計指針を策定いたしました。

　これまで、この指針の講習会や現場見学会に

1,000人を超える参加があり、くまもと型伝統構

法を用いた木造建築物が徐々に建築され始めてお

ります。

　この木造建築物に居住されている方からは、四

季折々の暮らしを楽しんでいるという話を伺って

おります。

　今後も、現場見学会やホームページ等でこの木

造建築物の魅力や支援制度の情報を発信し、くま

もと型伝統構法を用いた木造建築物を普及してま

いります。

　　〔小早川宗弘君登壇〕

○小早川宗弘君　御答弁をいただきましたけれど

も、私らしいマニアックな質問をつくってきまし

た。

　モク活でありますけれども、先生方もモク活は

初めてお聞きになったのではないかなというふう

に思いますし、私も、こういうシンポジウムに参

加して、いいネーミングだなというふうなことを

感じましたので、今日は、御紹介を兼ねて質問し

てみました。

　ぜひ、県におかれましては、今後は熊本はモク

活で林業を活性化するというふうな意識を持って

木材の利活用促進に取り組んでいただきたいと思

います。

　また、くまもと型伝統構法については、これは

本県独自で編み出した設計指針で、先進的な取組

でありますので、なかなか伝統構法で家を建てる

というニーズは多くはないというふうに思います

けれども、そういうチャンスがあるというのは、

伝統技術の継承にもつながりますし、若手職人の

育成にもつながってくると思いますので、少しず

つでもいいので、前へ進めていただきたいと思い

ます。

　それでは、次の質問に移ります。

　９番目の質問は、みどりの食料システム戦略の

認定制度についてです。

　みどりの食料システム戦略につきましては、こ

れまで、渕上先生、末松先生が質問されています

が、今回は、認定制度についての質問をさせてい

ただきます。

　近年、地球温暖化の影響が顕著であり、令和２

年７月豪雨やこれまで経験がないような大型で非

常に強い台風が襲来しています。加えて、私の地

元である八代地域では、トマトの黄変果や梨のミ

ツ症など、春夏の高温による品質低下や収量の低

下も多く見られるなど、その影響は、今後も増加

していくものと思われます。

　これに対し、国では、農林水産業のＣＯ2ゼロ

エミッション化などを掲げたみどりの食料システ

ム戦略を策定し、令和４年７月には、戦略を進め

るための法律が施行されたところであります。

　この法律では、農林水産物の生産から販売ま

で、各段階で環境負荷を低減し、その農林水産物

が広く流通、消費されることが重要であると示さ

れています。

　本県としても、農業が長く引き継がれ、我が国

の食料の安全保障の一翼を担うことができるよ

う、環境負荷を低減した農業に取り組むことが重

要です。

　現在、県では、みどり戦略に取り組むための基

本計画を策定し、今後、この計画を実践する農業

者を認定していくと聞いております。

　そこで、今後、農業者が環境負荷低減に取り組

もうとする意識をどうつくっていくのか、また、

消費者に向けてどのようにアピールし、購入に結

びつけていくのか、農林水産部長に質問いたしま

す。
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　　〔農林水産部長竹内信義君登壇〕

○農林水産部長(竹内信義君)　県では、平成27年

度に地下水と土を育む農業推進条例を制定し、く

まもとグリーン農業を施策の柱と位置づけ、農薬

や化学肥料の削減に取り組んでまいりました。

　このような中、みどりの食料システム法の施行

を受け、県と県内全市町村との共同により、稼げ

る農業のさらなる推進と環境に優しい農業との両

立を目指した基本計画の策定を現在進めており、

週明けの３月６日には決定できる見込みです。

　この計画の実現には、農業者と消費者の意識や

行動の変容が必要となります。

　そこで、まずは農業者に対し、ＪＡの部会での

説明や広報などを通じて、環境負荷低減の取組の

必要性や意義、取り組む際の補助事業などをきめ

細かに周知し、理解と実践を求めてまいります。

　あわせて、農業者の不安を払拭し、環境負荷低

減に資する新たな生産技術を円滑に導入できるよ

う、新技術を実証する展示圃を各地域に設置し、

生育データや費用対効果を明らかにしてまいりま

す。

　今回の法律では、基本計画に沿って環境負荷低

減の取組を実践する農業者を対象とした認定制度

が創設されました。この認定を受けますと、制度

資金の償還期間延長や税制優遇措置、補助事業で

の優先採択などの支援が受けられることとなって

おります。

　県におきましても、この認定制度がより多くの

農業者に活用していただけるよう、来年度から、

環境負荷を低減して生産した農産物に表示できる

県独自の新たなマークを付与したいと考えており

ます。

　このマークは、環境負荷低減に取り組んでいる

農産物を消費者が一目で区別できるようなデザイ

ンとし、あらゆる機会を捉えＰＲすることによ

り、消費拡大につなげてまいります。加えて、ホ

ームページやイベントなどを通した消費者への情

報発信など、消費者自らが環境を守る農業を育ん

でいるという意識を醸成してまいります。

　このような取組を通じて、環境と調和の取れた

熊本らしいみどりの食料システムを確立してまい

ります。

　　〔小早川宗弘君登壇〕

○小早川宗弘君　御答弁をいただきましたけれど

も、この基本計画が３月６日に決定されるという

ふうなことで、これまで以上に環境負荷低減型あ

るいは環境調和型の農業が展開されるのではない

かなというふうに、大きな期待をしているところ

であります。

　何よりもやっぱり重要なのは、農業者への理解

を深めて実践してもらうことが何よりも重要だと

いうふうに思いますので、市町村や、あるいは農

業団体とも連携して、講習会や研修会、そういう

のを活発に行っていただきたいと思います。

　また、認定制度についても、一人でも多くの農

業者が参加することが大切だというふうに思いま

すので、ぜひこの認定制度に対する理解も促して

いくというふうなことをしていただきたいと思い

ます。

　それから、消費者へのＰＲですが、認定マーク

を作られるというふうなことでありますけれど

も、今までもかなりいろんなマークがありますの

で、混乱するのではないかなというふうに思いま

すが、例えば、今回の認定マークを集めるとポイ

ントあるいはマイレージがつくといった特典があ

ると、この取組の認知度が上がるというふうに思

いますので、ぜひそういったアイデアも入れなが

ら、そして、多くの方々をやっぱり巻き込みなが

ら、このみどりの食料システム戦略を展開してい

ただきたいと思います。
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　それでは、次の質問に移ります。

　10番目の質問は、私立学校における教員の確保

対策についてです。

　近年、公立、私立問わず、学校における教員志

願者が減少し、教員の確保が非常に難しくなって

きております。

　例えば、文科省の令和３年度公立学校教員採用

選考試験の実施状況によると、全国的に学校の教

員志願者が減少しており、採用倍率も、令和３年

度は過去最低となっています。

　これは公立学校の調査結果でありますが、県内

の私立学校においても、同様に教員の確保に大変

な御苦労をされていると聞いています。

　教員の志願者が減ってきている主な原因とし

て、学校における授業以外の業務が多く、長時間

労働や休日勤務などといった教員の負担が大きい

ことが指摘されています。また、公立と比べ、私

立では、生徒数に対して教員が少ないというデー

タもあり、公立よりも私立学校の教員のほうが負

担が重いのではないかとも言われております。

　しかし、私立は、その建学の精神により、各校

独自の教育方針を掲げ、特色ある教育を行ってい

ます。例えば、もう学校名は出しませんが、スポ

ーツ分野では、バレーボール、剣道、ボート部な

どが全国優勝を果たしておりますし、また、文化

活動においても、吹奏楽やバトントワリング、そ

してビジネスコンクールなどで最優秀の成績を収

めるなど、多方面で輝かしい実績を上げ、熊本の

教育界に大きな貢献をしています。

　このように、将来にわたり私学の魅力ある学校

運営を続けていかなければなりませんが、そのた

めには、教員不足を解消し、継続的に教員を確保

する環境づくりや体制づくりが必要と考えます。

　まずは、教員を確保するためには、教師になり

たいという志願者を増やすことが大切です。その

ためには、まず、長時間勤務や休日勤務の縮減な

ど、教員の働き方改革をより一層進めていくこと

が重要と考えます。

　そこで、私立学校における教員確保並びに教員

の負担の軽減についてどのような考えなのか、総

務部長に質問いたします。

　　〔総務部長平井宏英君登壇〕

○総務部長(平井宏英君)　私立学校における教員

の確保対策についてお答えいたします。

　私立学校においては、それぞれの学校で、教員

確保のため、新規学卒者の募集を行うだけでな

く、公立学校の退職者などを対象にした採用活動

が行われています。

　また、熊本県私立中学高等学校協会では、教員

求人案内をホームページに掲載し、志願者情報を

取りまとめ、各学校に提供するなど、様々な工夫

を凝らしながら教員の確保に努めておられます。

　また、教員志願者を増やすためには、教師とい

う仕事の魅力をアピールする必要があり、各学校

では、教員の負担軽減など、働き方改革にも取り

組んでおられます。

　例えば、部活動や調査、統計等への回答など、

必ずしも教員が担う必要のない業務について、外

部指導者の雇用や事務職員との役割分担を見直す

など、そういった対策に取り組まれております。

　県では、私立学校における教育環境整備のため

に、学校運営経費を支援しております。その中

で、雇用する教員数に応じて、補助金も交付して

おります。

　さらに、補助スタッフやＩＣＴ支援員の配置、

外部人材の活用などに対する補助金の交付、スク

ールソーシャルワーカーの派遣など、教員の負担

軽減につながる取組を実施しております。

　今後とも、これらの取組に加え、公立学校も含

めた教員確保対策や働き方改革の好事例について
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の情報提供など、各学校を支援し、私立学校の教

員確保、ひいては生徒が安心して学べる環境整備

に努めてまいります。

　　〔小早川宗弘君登壇〕

○小早川宗弘君　御答弁いただきましたけれど

も、公立もさることながら、私立の学校において

も、教員不足は非常に大きな課題だというふうに

思いますので、御答弁にありましたように、教員

志願者を増やすための取組を重点的に行っていた

だきたいと思います。

　特に、教師としての仕事、この仕事の魅力をし

っかりと伝えていくというふうな取組、それから

教師として本来の仕事に集中できるような働き方

改革などにしっかりと取り組むということは、非

常に重要なポイントではないかなというふうに思

いますので、ぜひそういった施策を県として力強

く、積極的に進めていただきたいと思います。

　以上で私の質問は終わりでありますけれども、

もう少し工夫すればよかったなと思う質問もあっ

たかと思いますが、次回は、必ずまたこの場に立

てるように、そしてさらにレベルの高い質問がで

きるように頑張りたいと思います。

　また、執行部の皆さん方には、いろいろと御指

摘をしましたけれども、今後の施策の参考にして

いただければというふうに思います。

　皆さん方、御清聴ありがとうございました。

(拍手)

○議長(溝口幸治君)　昼食のため、午後１時まで

休憩いたします。

　　午前11時39分休憩

　　　　 ――――――――――――

　　午後１時開議

○副議長(髙野洋介君)　休憩前に引き続き会議を

開きます。

　立憲民主連合磯田毅君。

　　〔磯田毅君登壇〕（拍手）

○磯田毅君　八代市・郡選出・立憲民主連合の磯

田毅です。今日は、午前中は小早川先生、そして

答弁には、同じ八代市出身の田嶋副知事、そして

午後は八代出身の私ということで、今日は何か八

代デーみたいに思っておりますけれども、よろし

くお願いします。

　今回、科学的な考証が安心社会につながること

を分かりやすくしようとの思いで考えてきまし

た。政策を判断するとき、背景にある現実をどう

捉え、どう将来につなぐのか、それは、考えるこ

とが最も重要だと思っています。質問は、その思

いに沿って、政策や事業の科学的根拠について考

えていきたいと思います。

　この考えは、ドイツのワイツゼッカー大統領

が、戦後40年の記念に、世界に感動を呼んだあの

有名な演説「荒れ野の40年」で読まれた、過去に

目を閉ざす者は、現在にも盲目となるから学んだ

ものです。歴史について考えることが未来につな

がることを言われたものと思います。これを私な

りに考えると、現実に目を閉ざす者は将来に盲目

となるとも言えます。事業の背景をしっかり見つ

め、将来への効果を正確に見通すことの大切さを

伝えるものです。

　また、もう一つの視点として、県が目指す幸福

量の最大化は、不幸量の最小化によって実現しな

ければなりません。こういった視点を持ちなが

ら、幾つかの課題について質問を始めたいと思い

ます。

　まず最初に、水俣病問題の解決に向けた取組に

ついてお聞きします。

　公害の原点と呼ばれる水俣病について、知事

は、就任当初から、県が抱える最大の課題だと発

言されました。公式確認から67年を迎えた今、い

まだ解決とは言えない状況に、知事は、内心じく
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じたる思いをお持ちかと拝察します。原因企業は

もちろん、国、県の責任については、司法判断で

も歴然としていますが、水俣病は、命より利益を

優先した結果であり、美しい自然の中で豊かに暮

らされていた無辜の人々を苦しめた悲惨な公害事

件として認識する必要があります。

　水俣病問題の解決に向け、14年前に施行された

水俣病特別措置法では、水俣病被害者を迅速に、

かつ、あたう限り救済するとしていますが、県内

では４万2,757名の方が申請され、うち３万7,613

名の方が対象となりました。

　しかし、特措法後も、救済を求める人々が出

て、裁判も続けられています。いろんな事情があ

るものと思いますが、解決が遅れる原因に、特措

法で定めた健康調査がなされず、67年たった今で

も、被害の全容が解明できていないからです。水

俣病は、行政の怠慢の歴史との指摘があります

が、健康調査でも、このことを指摘できます。

　環境省は、昨年暮れになって、水俣病の客観的

評価法を開発し、これを使った健康調査の検討を

始めると発表しました。脳磁計とＭＲＩを使った

検査で、いわゆる客観的、科学的に評価できたと

説明しました。

　ところが、この手法のみでの個別判定は、精度

上に課題があり、認定審査での活用はしないと想

定、調査開始は見通せないとしました。13年もか

けた末の発表に、関係する人たちは、遅過ぎる、

検討が続く間にどんどん亡くなっていくと批判さ

れています。

　健康調査に用いる客観的評価法の開発という題

目自体があり得ないと発言される専門家もいま

す。症状は患者自身の主観で感じるものであっ

て、しかも感受性は人によってそれぞれ違うこと

から、水俣病の症状を客観的に評価するというこ

と自体がおかしいと言えます。

　昨年の10月、水俣病悲劇の歴史を自ら背負って

こられた水俣病互助会会長の上村好男さんが88歳

で亡くなられました。水俣病の映画「ＭＩＮＡＭ

ＡＴＡ」でも象徴的だったユージン・スミス氏が

撮影した上村さん親子の「入浴する智子と母」の

写真は、72年のタイム誌で発表され、世界に大き

な衝撃を与えました。お母さんが智子さんをお風

呂の中で抱き上げたこの写真は、水俣病の悲惨さ

を世界に伝えた見事なものですが、一時公開が封

印されたこともあり、親の複雑な思いを考えさせ

られた写真でもありました。

　21歳で亡くなられた胎児性患者の智子さんをし

のび、そして水俣病で亡くなられた全ての命に祈

りをささげる乙女塚が、隣の鹿児島県まで100メ

ートルという県境近くにひっそりと建てられてい

ます。毎年５月１日には、行政が行っている慰霊

式とは別に、水俣病互助会が主催する慰霊祭が執

り行われています。

　先日、私は、その思いに触れたくて、乙女塚を

訪れました。その場所には、口を開け、あおむけ

の我が子を抱いた母親の像がありました。私は、

この像が智子さん親子の思いや水俣病の悲しみを

後世に伝える象徴的な姿に見え、二度と再びこの

ような歴史を繰り返してはならないと強くお祈り

をしました。

　水俣病の被害とその歴史を伝える歴史考証館

は、国道のすぐそばにあるユージン・スミス氏と

アイリーン・美緒子夫妻が住んだという家の前を

通り、少し上った高いところにあります。水俣病

資料館とは違った展示がしてあり、両方を見比べ

ると、水俣病についての理解がもっと深まるかと

思います。

　考証館のところには、猫塚というお墓がありま

す。水俣病の原因究明として実験に使われ、死ん

だ猫は、およそ900匹に上るそうですが、その猫
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たちを祭った塚から、命の貴さに寄り添う水俣の

人々の気持ちに触れたようで、心打たれました。

　さて、最近、水俣病をテーマにした映画が２本

上映されました。有名な俳優であるジョニー・デ

ップ氏が主演した「ＭＩＮＡＭＡＴＡ」や上映時

間が６時間もある映画「水俣曼荼羅」です。映像

には、責任を厳しく追及される蒲島知事の姿や当

時の県執行部の方々の姿があり、懐かしくも複雑

な気持ちになりました。

　｢水俣曼荼羅」には、胎児性患者の坂本しのぶ

さんが、自分自身の実を結ばない恋物語を語るシ

ーンがあります。重い症状にも屈しない、それで

も強く明るく生きる彼女の人間性をしのばせると

てもいい雰囲気の場面です。彼女が作詞して歌に

なったのがありますが、それには「水俣病になら

んば　私の人生は　でもこれが私の人生　これか

らは自分自身で　この道を歩いていきます」とい

った部分に、私は、諦めではなく、前を向いて生

きようとする彼女の強さに引かれ、このドキュメ

ント映像に感心しました。

　さて、昨年の11月に、熊本学園大の高林秀明教

授の研究グループが、特措法による救済対象地域

ではない天草市倉岳町の住民へ聞き取り調査した

結果、主な水俣病の症状である感覚障害が、いつ

もあると答えた住民が全体の３割以上に上り、熊

本市などの同世代と比べ８倍以上多く、突然体が

つるカラス曲がりも２割以上でいつもあると答え

られ、対象とは26倍の差があったことを明らかに

しました。高林教授は、衝撃的な結果に救済漏れ

の存在を問題提起できた、不知火海沿岸の住民健

康調査と新たな救済策が必要と訴えられていま

す。この調査結果からも、健康調査の必要性は、

非常に高まってきたものと考えます。

　そこで質問します。

　環境省が開発した客観的評価法及び健康調査の

早期の実施について、県としてどう考えているの

か、副知事にお聞きします。

　　〔副知事田嶋徹君登壇〕

○副知事(田嶋徹君)　まず、１点目の国の客観的

評価法についてお答えします。

　健康調査については、平成16年の最高裁判決以

降、県から国に対し、要望や幾つかの提案も行っ

ております。

　その結果、県議会に多大な御尽力をいただき、

県として成立を求めてきた特措法に、国が調査研

究を実施し、県はそれに協力すると明記されまし

た。

　特措法の成立後も、蒲島知事は、環境大臣とお

会いする機会があるたびに、直接、健康調査に向

けた取組の加速化を要望してまいりました。

　昨年12月、国は、それまで開発を進めてきた客

観的評価法について、評価法の精度として一定の

段階には到達したとして、健康調査に活用できる

可能性があると公表されました。

　令和２年度に、当時の小泉大臣が研究成果の早

期整理に向けた見通しを示されて以降、歴代大臣

の目標であった整理が実現できたことは、取組の

加速化を求めてきた県として、まずは前向きに受

け止めています。

　一方で、健康調査の実施に向けては、議員も御

指摘ありましたが、様々な御意見があることも承

知しています。

　国は、今後、有識者の協力も得ながら、健康調

査の在り方について検討を進めるとのことですの

で、そうしたプロセスを通じて、より納得性が高

められるよう、これからも知事を先頭に、国に求

めていく考えです。

　次に、２点目の健康調査の早期実施についてお

答えします。

　健康調査について規定された特措法施行から、
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既に長い時間が経過しています。そのため、国に

は、健康調査の早期実施に向けて、スピード感を

持って対応していただくよう、引き続き要望して

まいります。

　県としても、特措法の規定に基づき、必要な協

力を行ってまいります。

　　〔磯田毅君登壇〕

○磯田毅君　今回、私は、特措法の対象地域外で

ある倉岳町の調査結果を取り上げましたが、これ

とは別に、不知火患者会などが編さんした「見捨

てられた水俣病患者たち　救済を待つ人びと」と

いう著書で、同じ倉岳町や芦北町黒岩地区、鹿児

島県伊佐市でも、2011年の調査で未救済の患者が

いたことを報告しています。対象地域外で救済が

認められた方と、特措法に該当しなかった、ある

いは申請しなかった方との神経所見異常が出現す

る頻度を比べたら、この３者間に全く差がなかっ

たとあります。

　当時の潮谷知事が健康調査を国へ求めたとき、

環境省は、汚染から時間がたっており、正確な調

査はできないと理由づけしましたが、2009年の特

措法は、公式発見から50年以上もたってのことで

す。

　水俣病の診断は、患者自身の主観的症状を数多

く集めることで、客観的な判断につなぐことが可

能です。

　水俣病問題の解決は、科学的かつ客観的な裏づ

けが必要であり、そのためには、県が要望してい

る健康調査の実施しかないと考えます。

　県は、国に対し、健康調査の早期の実施を再び

強く迫るよう要望して、次の質問に参ります。

　２点目、川辺川ダムの科学的根拠と環境アセス

メントについてお聞きします。

　まず、環境影響評価の手続についてお聞きしま

す。

　まず、川辺川ダムの環境影響評価について、副

知事にお聞きします。

　私は、以前、蒲島知事に、その実施を国へ求め

るよう質問をしたことがあります。

　現在では、法と同等の環境影響評価が進められ

ており、方法レポートが11月に公表され、住民説

明会を経て、知事意見を述べる段階です。

　次は、準備レポートの公表と意見聴取、そして

同じく評価レポートの公表と、あと２つの段階が

残っていますが、この流れについて私が感じたこ

とを少し述べてみたいと思います。

　一般に環境アセスメントと呼ばれるこの手続

は、国際的に第三者が行っている場合が多く、日

本のように事業者自身が行うのは非常に珍しいと

言えます。私が以前の質問でこの調査を求めたの

は、ダムの建設根拠を科学的に検証する方法とし

て、環境アセスメントしかないと思ったからで

す。

　先日、私は、方法レポートの要約版を見ました

が、気になる部分がありました。方法レポートの

前段階である配慮レポートで示された試験湛水の

部分です。ダムが完成してから、ダムに問題がな

いかチェックするために、貯留時の最高水位まで

水をためる試験のことです。

　貯留ダムの試験は、洪水時の満水水位まで水を

ためた後、最低水位まで放流し、ダム本体や放流

設備、あるいは貯水池周辺などの安全性を確認す

るものです。通常、半年から１年程度かかるのが

普通ですが、場合によっては、数年に及ぶことも

あるそうです。

　先月、本体設置が４月に完了する立野ダムの試

験湛水検討委員会の資料が公表されました。

　九州地方整備局立野ダム工事事務所の資料で

は、11月に試験湛水を始め、満水から72.5メート

ルの差がある最低水位まで放流するそうです。水
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位が上がることで、貴重な阿蘇の北向谷原始林や

柱状節理など、貴重な自然に影響がないか心配さ

れますが、検討委員会は、可能な限りその期間を

短縮する計画を示しています。開閉する装置がな

いため、鋼鉄ゲートをつけての試験になるそうで

すが、水をためて放流するまでの期間が問題にな

ります。計画では、11月１日から湛水を実施した

場合、日数は、平均14日、最長でも20日とし、そ

の予測、評価の結果、樹木は維持されると考え、

草本群落は枯死する可能性はあるが、後で回復で

きるとしています。私は、この楽観的な評価に疑

問を感じ、注視する必要を感じました。

　現在供用中の流水型ダムである山形県の最上小

国川ダムや島根県の益田川ダムなどの試験湛水後

の状況についても、調査が行われています。この

ような先行例などを参考に、確かな科学的検証を

環境アセスメントに求めたいと思います。

　川辺川ダムの場合、立野ダムの容量1,010万立

方メートルに比べ、その規模が13倍近くあり、そ

の大きさゆえに、試験湛水の影響はかなり大きい

と考えられます。

　具体的には、満水までにかかる期間の長さ、あ

るいは放流の速度や強さ、そして濁りなど、環境

への大きい影響が予想されます。知事も、配慮レ

ポートの知事意見で、この試験湛水のことを６か

所で意見を述べられていますので、きっと私と同

じ懸念をお持ちかと推察いたします。

　そこで質問です。

　環境アセスメントは、科学的検証を踏まえなが

ら進めていかなければなりません。今後、環境影

響評価方法レポートに対して、どのような知事意

見を述べるお考えなのか、副知事にお尋ねしま

す。

　　〔副知事田嶋徹君登壇〕

○副知事(田嶋徹君)　環境影響評価の手続につい

てお答えします。

　新たな流水型ダムについては、事業主体である

国において、アセス法に基づくものと同等の環境

影響評価が実施されております。昨年３月の配慮

レポートに続き、11月には方法レポートが公表さ

れており、今後、知事意見を述べることとなりま

す。

　この方法レポートは、国が設置する各分野の専

門家から成る流水型ダム環境保全対策検討委員会

における専門的見地からの議論と配慮レポートに

対する知事意見などを踏まえて作成されたもので

す。

　新たな流水型ダムの環境影響評価の手続におい

ては、国は、環境への影響の最小化を目指し、ダ

ムの構造、運用等の検討の進捗に応じ、改善を試

みながら深化させていく旨を表明しています。

　このことから、今後、試験湛水の方法について

も、先行事例の知見等も参考にしながら、環境へ

の影響が最小限となるように検討が進められてい

くものと認識しています。

　なお、議員から御指摘がありました同じ流水型

ダムである立野ダムについては、専門家から成る

試験湛水検討委員会が新たに設置されました。

　委員会では、科学的な見地から、環境への影響

を極力低減することが可能な手法について検討さ

れています。また、試験湛水実施後も、この検討

委員会により、客観的かつ科学的な検証が引き続

いて行われると伺っています。その検討内容や検

証した内容については、新たな流水型ダムの検討

にも生かされていくものと考えております。

　また、議員御質問の方法レポートに対する知事

意見を述べるに当たっては、既に県が設置してい

る、専門家から成る流水型ダムに係る環境影響評

価審査会から意見を聴くこととしています。

　この審査会は、方法レポートを審査するに当た
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り、昨年12月に立野ダムの現地視察を行い、試験

湛水についても、その具体的方法などの説明を受

けました。

　また、本年１月に会議を開催し、立野ダムの現

地視察も参考に、専門的見地から活発な意見が交

わされております。

　今後、方法レポートに対しては、審査会や市町

村長、住民の意見を踏まえながら、新たな流水型

ダムが命と環境を守るものとなるよう、試験湛水

も含め、適切な知事意見を述べてまいります。

　なお、県としても、独自に設置した事業の方向

性や進捗を確認する仕組みの中で、流水型ダムの

進捗状況を踏まえながら、環境への影響等につい

て、流域の皆様とともにしっかりと確認し、県民

の皆様に広く周知してまいります。

　　〔磯田毅君登壇〕

○磯田毅君　方法レポートに対する知事意見は、

間もなく出されると聞いています。環境への影響

を科学的に正確に予想するのは、とても難しいか

と私も思います。しかし、ダム事業に関する有識

者会議や環境影響評価審査会、あるいはほかの検

討会とされる会議の内容が、流域住民の意見や反

対される住民に対し、真摯な検討や反論がなされ

たのか、疑問を感じる人は多いと思います。しか

も、人口減少や高齢化が進み、経済の縮小が著し

い球磨地域において、基金の創設や予算で地域の

振興を図る県の思惑が実るという可能性は少ない

と私は感じます。

　地域の振興は、ほかの対策にあると思います。

ダム建設の予算は2,900億円とも言われ、県の負

担は大丈夫なのか心配します。コスト上昇が確実

に見込まれる今の状況に、負担額は相当膨らむだ

ろうと見込みます。

　2000年にできた地方分権一括法では、各地方自

治体は、自らの判断と責任により、地域の実情に

沿った行政を展開していくことが大いに期待され

るとあります。ダム建設は国家事業ですので、一

概にそうとは言い切れませんが、この調査が、清

流球磨川を守る担保になるよう努力は続けていた

だきたいと要望して、次の質問に行きたいと思い

ます。

　２番目に、川辺川ピーク流量の推定値について

お聞きします。

　川辺川ダムが流水型ダムとして不死鳥のように

よみがえってきたのは、令和２年７月に起きた豪

雨被害がきっかけでした。ダム建設の根拠とし

て、国は、豪雨時に川辺川のダム建設予定地より

下流のつり橋がある区間を流れた最大流量が

3,000トンだったとしました。

　県は、私の以前の問合せに対し、簡便的な計算

を示し、ダム下流のつり橋地点で3,200トン程度

の流下が可能と推定されると説明しました。県が

独自に現地測量を実施した結果と聞いて、私はそ

のとき納得したのですが、実は、その後、清流球

磨川・川辺川を未来に手渡す流域郡市民の会の方

から、あなたの理解は間違っているとの指摘を受

けました。実際は、国の言うピーク流量3,000ト

ンより少なく、その下流の中流域にある四浦地点

ではおよそ2,190トンだったと推定し、その根拠

を示されました。根拠として、豪雨後の四浦にあ

る水位観測所の水深を示す量水標が2.7メートル

近く土砂に埋まった写真を示されました。

　県が示した簡便的な計算は、洪水時の最高水位

と量水標のゼロ点との差を深さとして断面積を割

り出したものですが、手渡す会は、四浦地点の川

底は、それより２メートル近く土砂で浅くなって

いたと指摘されています。もし四浦地点が手渡す

会の言われる2,190トンなら、四浦より上流にあ

るつり橋地点の流量3,000トンとの整合性が取れ

ないように感じます。この点を県はどう判断され
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るのか、土木部長にお尋ねします。

　　〔土木部長亀崎直隆君登壇〕

○土木部長(亀崎直隆君)　川辺川のピーク流量の

推定についてお答えします。

　国が検証委員会で示した令和２年７月豪雨にお

ける川辺川のピーク流量は、県が以前議員にお示

しした簡便的な計算ではなく、川辺川流域の国土

交通省、気象庁及び県の雨量観測所の降雨データ

と全国的に採用されている国の河川砂防技術基準

に基づく流出解析の手法を用いて計算され、つり

橋のある区間では毎秒3,000立方メートル、それ

より下流の四浦水位観測所の区間では毎秒3,100

立方メートルと推定されています。

　県では、この推定流量を基に川辺川の県管理区

間の氾濫解析を実施し、その計算水位と現地の洪

水痕跡がおおむね一致していること、柳瀬地点の

流量観測結果をおおむね再現できていることを確

認しております。

　議員が言及されました2,190トンについて、詳

細は把握しておりませんが、検証委員会でお示し

した流量は、客観的な事実の確認と科学的な検証

に基づく結果だと考えております。

　　〔磯田毅君登壇〕

○磯田毅君　私がこのことを問題としたのは、ダ

ム建設の大きな根拠である川辺川のより正確なピ

ーク流量について、科学的データに加え、流域の

方々の経験された多くの事実を組み合わせて推定

することが重要だと思っているからです。

　国土交通省の推定は間違っていないという判断

を県は繰り返しましたが、そのことにさらに反論

する声もあります。国のデータは、標高を基にし

た水位から得られたものであり、実際の深さを示

す水深より深くなっている可能性があり、根拠と

なる断面積が過大に計算されているといった声も

出ています。

　川底近くをゼロ点とする基準は、堆積した土砂

で浅くなっている現状からすると、大きな誤差が

出ると言われます。そもそも、このゼロ点がいつ

測ったデータなのか不明だと指摘されます。いつ

も川を近くで見ている住民の方は、四浦地点の河

原の石は、10年以上前に壊れた上流の板木ダムか

ら堆積土砂が流れたもので、石で浅くなった河原

からすると、国が示した流量は流れていないと断

言されます。いずれにせよ、国は、こういった住

民の指摘に対し、科学的考証を使った反論はして

いません。こういった論争は、ダム建設が進み出

した今、無意味なことのように思えます。

　また、スタートした公共事業は誰にも止められ

ず、止まった例もないと聞きます。しかし、こう

いった大きな事業には、国と住民との議論を基に

した科学的考証が必要です。

　今回の場合、それがなかったから、まだ紛糾が

続いている原因だと私は思います。もし科学的反

論があるなら、今でも遅くありません。国は反論

すべきです。

　県にとっても、こういった論議は、次の事業を

検討する上で貴重な参考例となります。人口や経

済も含め、全てが減少する社会に入った今、その

科学的考証の必要性はますます高まっていると考

えます。

　県執行部におかれましては、それを十分認識さ

れ、誰もが納得でき、そして科学的考証に耐え得

る事業になることをお願いしまして、次の質問に

入ります。

　３番目、県立高校の在り方について質問しま

す。

　人口減少や超高齢化といった我が国の課題に対

し、それぞれの地域は、特徴を生かした持続的な

社会をつくるという、まち・ひと・しごと総合戦

略に取り組まれています。しかし、都市部への集
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中と地方の過疎化は一向に止まらず、地方は衰退

の一方です。私は、その原因の一つに高校の在り

方も影響しているのではないかと考えます。

　そこで、これまで取り組んでこられた高校再編

整備等基本計画の実施後のことについて考えてみ

たいと思います。

　2019年３月で完結したこの計画は、通学区域や

適正規模、特色ある学校づくりや県立高校の再編

整備などが検討された末、８学区から３学区へ通

学区域が拡大され、学区外枠も倍増されました。

　さらに、定員割れが続いていた高校を再編統合

し、その結果、数で10校の高校が姿を消しまし

た。しかし、実施後も、生徒は熊本市に流れ、郡

部の定員割れは一向に収まらず、生徒数の地域バ

ランスは大きく崩れた状態です。

　これに対し、教育委員会は、県立高校あり方検

討会を設置し、再編整備後の現状と課題を踏ま

え、｢今後の県立高校のあり方と取組の方向性」

についてといったテーマで協議を進め、2021年３

月にその提言をまとめました。

　提言のポイントは、学年４ないし８学級とした

適正規模を一旦留保し、再編統合は行わないなど

とし、高校の魅力化に徹底的に取り組むとしてい

ます。そして、地域との連携、協議を進めていく

とし、課題の一つだった大規模校、１学年10学級

ですが、この大規模校の削減は、人間関係の希薄

化や学校行事への支障といった課題は見られない

として、引き続き検討とし、通学区域と学区外枠

の拡大は、定員割れの続く郡部を懸念し、検討を

続けるとしました。

　大規模校は、優秀な生徒が集まりやすいという

特徴があります。高校卒業後は県外の大学に進学

し、大学を卒業しても熊本に帰らないことが多い

ため、大規模校は、意図しないながらも、人材の

県外転出に加担しているとも言えます。この問題

は、結果的に、まち・ひと・しごと創生総合戦略

が意図した方向ではなく、地方創生にはつながら

ないおそれがあります。

　この提言は、郡部の小規模校について検討され

てはいますが、はっきりした方向は示されていま

せん。生徒の熊本市への集中と郡部の定員割れに

ついて、解決には至っていません。

　生徒数が偏る原因として、少子化が進んだこと

や都市部と地方の経済格差が進んで人口が集中し

たこともありますが、教育の選択幅を広げるとし

て学区拡大、学区外枠を拡大したことが、都市部

への集中につながっているのではないかと考えま

す。

　一般的に、教育の目的は、知識量を増やすので

はなく、その知識を使って考える力を伸ばすこと

にあります。過度の集中は、知識量の競争を促

し、格差をつくり、結果的に弱肉強食の社会をつ

くり出すと考えます。

　このままだと、生徒の熊本市内への集中がさら

に進み、郡部の高校では、存立さえ危ぶまれるこ

とになりかねません。郡部に高校を残すには、小

規模であっても、教育効果が高く、地域の若者の

拠点になるような高校の在り方を探ることが大切

です。

　ここで、九州各県の小規模校の様子について考

えてみましょう。

　１学年が１ないし３学級の小規模校数の割合を

見ると、佐賀、長崎、鹿児島の３県は、４割から

５割に達しており、熊本のおよそ２割より高いこ

とが分かります。小規模校を増やせば、先生の確

保や施設の維持などに課題があり、予算の確保は

難しいと思いますが、今政府は、子育て支援とし

て予算を倍増させる計画ですので、その可能性は

十分あると思います。

　県立高等学校入学者選抜制度検討委員会では、



－ 53 －

令和５年２月定例会　熊本県議会会議録　第３号（３月３日）

入試の方法や入試の時期について、改善の検討を

されていると聞いています。少子化が進む中、入

試制度を変えるだけで高校の課題が解決に向かう

のかが注目されますが、入試制度を変更すること

で県立高校にどのような影響が及ぶのか、不安に

思います。

　そこで質問です。

　生徒の熊本市への流れが進んでいることと郡部

の存続に関わる小規模校について、また、入試制

度改革の進捗状況について、以上２点を教育長に

お聞きします。

　　〔教育長白石伸一君登壇〕

○教育長(白石伸一君)　まず、１点目の生徒の熊

本市への流れと郡部の小規模校に対する考え方に

ついてお答えいたします。

　議員御指摘のとおり、生徒が熊本市へ流れるこ

とは郡部の定員割れの一因と捉えておりまして、

定員割れの状況を示す充足率については、令和４

年度では、熊本市内は97.3％であるのに対し、熊

本市以外の地域では64.0％と、かなり差が生じて

います。

　そのほかにも、少子化や過疎化の進行、私立高

校への進学率の増加などが影響していると考えて

おりまして、定員割れの是正はもとより、小規模

校であっても地元で進学や就職が実現できる学校

づくりは、喫緊の課題であると認識しています。

　そのため、県教育委員会では、令和３年３月の

県立高校あり方検討会の提言に基づき、高校の魅

力化に積極的に取り組んでいます。

　例えば、小規模校では、教員数が限られ、多様

な科目を設定することは難しい状況にあります

が、小国高校や牛深高校では、生徒が履修できる

科目を増やすため、第一高校など他地域の高校か

らの授業配信など、ＩＣＴを活用した遠隔授業に

関する実践研究を行っています。

　また、高森高校では、高森町によるエンターテ

インメントによるまちづくりとの連携の下、来月

には公立で全国初となるマンガ学科がスタートす

るなど、地域と一体となった魅力ある高校づくり

に取り組んでいます。

　今後とも、小規模校ならではの特色ある学校づ

くりを進めてまいります。

　次に、２点目の県立高校の入試制度改革の進捗

状況についてお答えいたします。

　魅力ある学校づくりの取組の一つとして、現

在、外部有識者の方々に、現行の前期(特色)選抜

と、後期(一般)選抜の在り方や高校の特色を生か

した新たな選抜方法、さらには生徒の学びの充実

に向けた入試の実施時期等について議論を行って

いただいています。令和３年10月からこれまで６

回の検討委員会が開催され、本年度末に提言とし

て取りまとめていただく予定としております。

　県教育委員会としましては、今後、検討委員会

からの提言を踏まえ、受験生一人一人の強みと各

高校の特色を生かせるような入試制度の設計に努

めてまいります。

　引き続き、小規模校における学びの充実を図る

とともに、全ての高校生が夢に挑戦できる魅力あ

る学校づくりに向けて、全力で取り組んでまいり

ます。

　　〔磯田毅君登壇〕

○磯田毅君　郡部の県立高校の存続を考えた場

合、この問題は、教育委員会だけで解決できるも

のではないと考えます。地域の存続につながる大

きな問題ですので、社会全体で考えることが求め

られます。格差が広がる今の状況は、教育だけに

限らず、全てにおいて一極集中を容認してきたこ

とが拡大につながったと私は思っています。

　ところが、驚いたことに、熊本市は、24年度か

ら、市立の本荘小、中緑小、山本小の３つの小学
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校で、通学区域にかかわらず、市内全域からの転

入学を認める小規模特認校の導入を検討している

ことが分かりました。郡部にある小規模校をこう

いった特認校として残すことができれば、適正な

学校規模や40人の学級定員にとらわれることな

く、弾力的な学校運営ができ、高校存続も可能に

なると思いますので、執行部には、その検討も強

く要望しておきます。

　一方で、生徒が熊本市に集中する原因に、公立

と私立の生徒数の比率が関係していると思ってい

ます。以前の比率が７対３だったのに比べ、現在

６対４となってきています。公立と私立の生徒数

を10年間の変化で見た場合、定員数の減り方では

私立のほうが公立より少なく、充足率も私立のほ

うが高く、差が開いているのです。このままだと

生徒数が逆転しかねない状況も考えられます。郡

部の高校に直接影響するこの問題は、公教育の在

り方が強く問われる重要なものと考えますが、こ

のことについて、突っ込んだ議論はされていませ

ん。

　郡部の高校存続は、地方創生に関わる重要な問

題だけに、教育委員会だけで解決できる問題では

ありません。都市部と郡部の格差は、これまでの

政策が関係したものであり、高校の在り方とは別

に考える必要もありますが、いずれにしても、郡

部の高校の定員割れが続く現状に、県庁一体とな

って取り組んでいってほしいと要望します。

　４番目、農産物輸送の課題についてお聞きしま

す。

　2024年４月から、罰則つきで時間外労働の上限

規制が適用され、運転手の年間総拘束時間は、こ

れまでより216時間減って、3,300時間になりま

す。持続可能な物流を目指して、課題だった労働

環境を改善しようとするものです。

　ただ、今回の改正は、農産物輸送をはじめ、国

内物流の９割を担ってきた運送業に大きな影響を

与えることが予想されます。いわゆる2024年問題

と呼ぶ問題が出てきたのです。特に、農産物等を

運ぶ長距離輸送は、積込みや荷待ちによる長時間

の拘束などで運転手が不足し、厳しくなると思わ

れます。

　民間シンクタンクのＮＸ総合研究所の試算によ

りますと、影響は輸送能力で最大14％不足し、

4.1億トンの荷物が運べなくなるとしています。

地域別に見ると、長距離輸送が多い九州地方は、

中国地方に次いで大きく、業界別だと、農産物輸

送が33％と最も影響を受けます。野村総研が行っ

た予想でも、2025年には荷物総量の28％、そして

2030年には35％が運べなくなると予測していま

す。本県の場合、それぞれ30％、38％が運べなく

なるそうです。

　本県の農産物輸送は、鮮度が要求される野菜や

果物が多く、大型トラックによる長距離輸送がほ

とんどです。都市部にある市場での荷待ち、荷下

ろしの時間も長いことから、影響はかなり大きく

なると思われます。

　私の知る横浜市にある市場は、荷下ろしの関係

で、朝の早い時間帯での騒音と夜間の照明に苦情

が集まり、施設を改造することにしたそうです。

こういった問題も含め、事業を撤退する会社も出

てきており、本県の場合、熊本県トラック協会の

会員約780社のうち、24社が昨年休廃業されたそ

うです。

　燃料価格は、ピーク時より幾分か下がったとは

いえ、１年前の1.3倍の水準です。人件費の大幅

アップが迫る中、車両価格の値上がりや軽油引取

税の取扱い、あるいは高速道路の料金改定問題を

含め、様々なコスト削減が図られようとしていま

す。

　国土交通省は、コストが転嫁できて適正な運賃
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になるよう、標準的な運賃を荷主などに示し、そ

の推進を図っています。県も、公契約条例によっ

て、事業を受けた業者の労働環境に配慮すること

を求めていますので、こういった流れが広がるこ

とが期待されます。

　この問題は、運送事業者やトラック運転手だけ

でなく、輸送園芸地帯とされる本県の農産物輸送

に直結します。

　農産物輸送は、農業県である本県を支える重要

なインフラです。12月補正予算で運送業者に燃料

費高騰への支援があって、影響は幾分緩和された

ようですが、高止まりするコストに対抗できるも

のではありません。

　そこで質問です。

　本県にとって、農産物輸送は、県内産業に関わ

る重要なものです。2024年問題と言われる課題に

対し、県はどういった対応を考えておられるの

か、農林水産部長にお尋ねします。

　　〔農林水産部長竹内信義君登壇〕

○農林水産部長(竹内信義君)　本県は、全国有数

の食料供給県であり、主要品目であるトマトやナ

スなどは、出荷量の４割から５割程度が本県から

約1,200キロ離れた関東へ出荷されております。

　また、農産物の輸送の99％にトラックが利用さ

れており、関東へは輸送に２日間を要し、出荷後

３日目に販売されております。そのため、大消費

地から遠隔地となる本県にとって、いわゆる物流

の2024年問題への対応は、議員御指摘のとおり、

重要な課題と認識しております。

　国におきましては、国土交通省、経済産業省及

び農林水産省の３省合同により、持続可能な物流

の方策を検討するため、有識者、関係団体及び関

係省庁から成る検討会が、令和４年９月に設置さ

れております。

　この検討会では、本年１月、荷主企業や消費者

の意識改革、法律に基づいた計画的な物流改善を

促す措置の検討などを内容とした中間報告が行わ

れ、５月から６月をめどに、最終報告が取りまと

められる予定です。

　県では、平成30年度から、ＪＡ熊本経済連と県

内トラック業者で構成される熊本県農協青果物輸

送改善協議会と連携し、トレーラーの荷台だけを

運ぶＲＯＲＯ船やフェリー、鉄道を活用したモー

ダルシフトや農産物を一時的に保管する産地スト

ックポイントの利用、関東向けの４日目販売など

について検証を進めております。

　また、国に対して、輸送体系の効率化に向けた

支援の強化を継続的に要望しており、県議会にお

かれましても、平成30年３月に、首都圏への持続

可能な輸送体系の構築に向けた支援を求める意見

書を国に提出していただいております。

　また、安定的な輸送の維持に向けては、トラッ

ク輸送の発注元である荷主の理解と協力が必要で

す。その一環として、例えば輸送運賃の適正化に

つきましても、国が告示した標準的な運賃を関係

団体に重ねて周知するなど、啓発に努めていると

ころです。

　物流の2024年問題に対応し、持続可能な輸送体

系を構築するためには、運輸、労働に係る制度を

所管する国、農業団体等の荷主、トラック業界な

どの関係者が連携して対応していくことが不可欠

です。

　県といたしましては、国の動きも注視しなが

ら、引き続き、関係者への啓発を行うとともに、

これまでの検証を踏まえた農業団体やトラック業

界による安定的な輸送体系の構築を支援していく

ことで、食糧供給県としての役割を担ってまいり

ます。

　　〔磯田毅君登壇〕

○磯田毅君　ただいま部長から、輸送方法をめぐ
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る様々な取組について説明を受けましたが、現場

をよく知る私にとって、こうした取組が効果を上

げてほしいと思います。

　しかし、最大の問題は、今、国会でも議論があ

っているように、上昇するコストを価格に転嫁で

きるのかといったことです。私の知るある事業者

の方は、料金上昇の部分が農産物価格に反映され

るべきであり、生産者に負担が行くのは間違いだ

と強く話されておられました。価格転嫁は、記録

的な物価が続く中に、大変厳しいかと思われま

す。

　そういう中にあって、公正取引委員会は、１

日、中小企業が原材料や人件費などの上昇分を価

格転嫁できているかどうかに関する大規模な調査

を実施すると発表しました。発注側の企業と下請

の中小企業の計11万社を対象に実施した昨年の緊

急調査に続くもので、今回は、さらに規模を拡大

して実施するそうです。調査結果を基に、注意喚

起の文書や企業、団体名の公表も、前回に続いて

あるようですので、その効果が期待されます。執

行部には、こういった国や公取の動きに注視し、

その対応に取り組んでもらいたいと思います。

　次、生活保護制度における自立支援の取組につ

いてお聞きします。

　この質問は、昨年５月の熊本地裁の生活保護費

減額の取消しを求めた訴訟と、同じく10月に生活

保護廃止の取消しを求めた訴訟で、いずれも自治

体が敗訴した判決がきっかけとなりました。

　５月の訴訟は、大阪地裁の判決に続く２例目

で、2013年から2015年にかけて、低所得者世帯の

消費水準やデフレを理由に、政府が最大10％とい

う大幅な引下げに対し、生存権を保障した憲法25

条などに違反すると提訴したものです。判決は、

保護費の引下げに対し、裁量権の逸脱または濫用

で違法とし、原告勝訴となりました。

　今年の２月、宮崎地裁でも全国５例目となる同

じような判決が出され、引下げには合理的理由が

ないと認めました。

　昨年10月の訴訟は、同居する孫が准看護師にな

り、収入が増えたことで、世帯分離を解除し、祖

父母と同一生計であると判断、生活保護を廃止し

た県の対応に、生活保護廃止処分の取消しを求め

たものです。

　熊本地方裁判所は、世帯の自立という長期的な

視点に欠け違法だと、原告勝訴となりました。こ

れを受け、県は、国との協議を経た上で、これま

での世帯認定にそぐわない部分が含まれていると

して、控訴に踏み切りました。

　私は、県の控訴は、自立を助ける生活保護法の

精神や、貧困の連鎖を教育で断ち切るといった県

の方針からすれば、控訴はやめたほうがいいと考

えます。

　知事も、この控訴について、東京からオンライ

ンの記者会見で、担当者からは、お孫さんの就学

が継続できるよう、必要な経費もしっかり確認

し、世帯が自立できると判断した上で生活保護を

廃止したと聞いていますと答えられた上で、高裁

の判断を仰ぐとして控訴したものと発言されまし

た。

　しかし、その一方で、控訴回避の道を必死に探

ったが、国の判断には応じざるを得ず、断腸の思

いだとも述べ、厚生労働大臣政務官に対し、生活

保護の運用に当たり、社会の実態に沿った見直し

を行うよう申し入れたとあります。

　このときの知事のお気持ちはよく理解できます

が、ただ、控訴の判断がどうだったのか、私は疑

問に思います。病気を抱え、高齢になられる祖父

母の方は、裁判が続くことになり、つらい、県の

控訴に腹立たしく感じますとコメントされていま

す。
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　生活保護制度の運用に際して、保護の受給条件

が厳しく、車の所有や扶養照会の件、あるいは収

入と貯金が最低生活費を下回ること、また、学費

の蓄えを資産とみなすなど、そういった条件が壁

となり、申請をちゅうちょする人もあり、生活が

行き詰まらないと利用できないという課題があり

ます。

　全国保険医団体連合会の資料によれば、生活保

護支給額の対ＧＤＰ比について国際比較すると、

イギリスで4.1％、アメリカ3.7％、ドイツ、フラ

ンスがそれぞれ２％などに対し、日本は、先進５

か国の中で最低の0.8％しかありません。さら

に、生活保護を受けられる基準を満たす人で、実

際に生活保護を受けている人の割合を示す捕捉率

は、日本弁護士連合会の資料によりますと、2010

年には、先進諸外国は、軒並み50ないし90％と高

いのに比べ、日本は、僅か15ないし18％と著しく

低いのです。日本では、８割近い人が、生活保護

を受けることができるのに、受けていないという

ことになります。

　私は、こういった方々は大変苦しい生活を送ら

れているのではないか、さらに生活保護世帯の子

供たちが大人になったときに、再び生活保護を受

給するという状況が生じないかという心配をした

とき、県が基本方針に掲げている、誰一人取り残

さない、貧困の連鎖を教育で断つといった方針と

矛盾するのではと思います。

　そこで質問します。

　生活保護制度における自立支援に県はどのよう

に対応していくのか、健康福祉部長にお尋ねしま

す。

　　〔健康福祉部長沼川敦彦君登壇〕

○健康福祉部長(沼川敦彦君)　生活保護は、生活

に困窮する方々の最後のセーフティーネットとな

る重要な制度です。

　この生活保護の事務は、国が定める基準に従い

実施する法定受託事務であり、制度の運用に当た

っては、生活保護を受ける方々の間で不公平とな

らないよう、適切に実施することが求められてい

ます。

　県では、この基本原則にのっとり、支援が必要

な方々に対し、制度内容の丁寧な説明に努めると

ともに、健康で文化的な最低限度の生活の保障と

自立に向けた支援を行っているところです。

　一方、生活保護法は、昭和25年の法制定以来、

その運用ルールと社会の実態を照らし合わせ、必

要に応じて改正が行われてきました。

　例えば、かつて生活保護を受けながら高校に進

学することは認められませんでしたが、高校への

進学率が高まったことに伴い、現在は、生活保護

世帯からの高校進学が認められています。

　県としても、生活保護制度が社会の実態に合っ

たものとなるよう、昨年秋には、知事自ら、世帯

認定の考え方について国に申入れを行ったところ

であり、今後も引き続き、必要な見直しを働きか

けてまいります。

　さらに、県では、貧困の連鎖を教育で断つとの

知事の強い思いに基づき、大学進学を目指す生活

保護世帯の子供に対して、自立に向けた独自の手

厚い支援を行っています。

　具体的には、知事就任直後から、全国に先駆け

て、生活保護世帯から大学等に進学する子供が安

心して就学できるよう、｢夢」応援資金貸付制度

を創設しました。また、県立大学においては、成

績優秀で勉学意欲の高い生活保護世帯における進

学希望者で、学校から推薦された生徒の入試枠を

設けています。

　これに加えて、複数の福祉事務所に学習支援員

を配置し、生活保護世帯の子供を対象に、日々の

学習や進学に向けた支援も取り組んでいるところ
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です。

　今後も、県民一人一人の生きる権利を尊重し、

生活に困窮される方々の支援や自立の助長をしっ

かり取り組んでまいります。

　　〔磯田毅君登壇〕

○磯田毅君　岸田首相は、就任当初、新しい資本

主義の実現を目指し、分配なくして次の成長なし

と声高に述べられました。その後、その分配のこ

とは忘れられたみたいで、資産所得の倍増へと大

きくかじを切りました。

　今、日本は、先進国の中で最も経済の成長を忘

れた国と言われており、事実、賃金は下がり続

け、成長どころか、明日の食事に事欠くような事

態も出ています。生活保護受給者は、高齢者の単

身世帯が多く、今回のような例も珍しくありませ

ん。

　世界各国では、社会保障制度の重要性が認めら

れており、その捕捉率から見ても、人の尊厳は保

障されていると思います。５割近い国民負担率か

らしても、先進国並みの社会保障予算は、十分に

確保できるはずです。

　県も、県民総幸福量の最大化を目指すなら、私

が言う不幸量の最小化こそが達成につながりま

す。誰一人取り残されることなく、安心して住め

る熊本の実現は、それを支える生活保護制度にあ

り、県は、適正な運用について、国や市町村へし

っかりとつないでもらいたいと思います。

　次、コロナ禍で影響を受けた事業者の再建につ

いてお聞きします。

　４年目を迎え、終息の見えない新型コロナ感染

症は、私たちの生活や経済に大きな打撃を与えま

した。政府は、その対策に、３年間で100兆円を

超すというかつてない予算を講じ、手厚い支援を

しています。

　特に、金融支援は、特例貸付けと呼ばれる無利

子、無担保の生活支援1.4兆円や、中小企業の経

済再生につなぐ支援として、新たに無担保、無利

子のいわゆるゼロゼロ融資を設け、件数で245万

件、融資額で43兆円の実績につながり、大きな効

果を生みました。このゼロゼロ融資は、３年が過

ぎた今年の春から秋にかけて、返済のピークを迎

えます。

　中小企業は、コロナ前の水準に戻った業種が少

なく、エネルギーなど物価の高騰で、依然として

厳しい状況が続いています。県内の企業の休廃業

も３年連続で増え、昨年は過去最多の563件でし

たので、影響が心配されます。

　一方、コロナ禍による影響が長引くことから、

返済を迎えた融資を新しく借り換える制度が１月

からスタートしました。県は、国に先んじて、こ

の借換えを見据えた伴走支援型の融資に早くから

取り組まれていましたので、県内への影響は少な

いようです。ただ、これも返済が先伸びされただ

けで、いずれは返済しなければならず、不安は残

ります。

　実質的に経営破綻しているのに金融支援で生き

延びた会社をゾンビ企業と言われているそうです

が、現在、その比率は約13％を占め、企業数も18

万社を超えていることが帝国データバンクの調査

で分かりました。地方の雇用を守ってきた一面も

無視できませんが、経営が長引くことで、産業の

新陳代謝に悪影響を与え、時代に沿った新しい産

業の育成につながらないおそれもあり、見えにく

い課題となっています。

　企業倒産を回避して企業の延命を図るのも大切

ですが、一定の条件を満たせば、倒産しても連帯

保証人である経営者の保証債務が免除されるとい

う制度改革も考えられます。そうすれば、思い切

った事業展開や事業継承がよりしやすくなって、

企業の新陳代謝を後押しするものと考えられま
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す。ゼロゼロ融資を受けている事業者は、それ以

外に通常の融資も抱えている場合があり、低迷し

ている企業にとって必要な制度かもしれません。

　そこで質問です。

　今後の経営者保証の改革やコロナ禍で影響を受

けた事業者の事業再建に向けて、県はどのように

取り組まれるのか、商工労働部長にお聞きしま

す。

　　〔商工労働部長三輪孝之君登壇〕

○商工労働部長(三輪孝之君)　まず、今後の経営

者保証の改革についてお答えします。

　議員御指摘の経営者保証は、経営者に対する金

融機関の信用を補完するものであり、資金調達に

つながりやすくする面がある一方、スタートアッ

プの創業や円滑な事業承継、早期の事業再生を阻

害する要因となるなどの課題が指摘されていま

す。

　そのため、国においては、昨年12月に、経営者

保証改革プログラムを策定し、金融機関に対し、

経営者保証に依存しない融資を促進するよう要請

していますが、現時点では、必ずしも国のガイド

ラインが十分に浸透しているとは言い難い状況に

あります。

　こうした状況を踏まえ、県としては、今後、国

の経営者保証改革の動向を注視しながら、必要に

応じ、金融機関等連絡会議の場などを活用して、

金融機関に対し、国の方針への協力をお願いして

いきたいと考えています。

　次に、コロナ禍で影響を受けた事業者の事業再

建に向けた県の取組についてお答えします。

　物価高騰等の影響もあり、今後、採算の合わな

い事業の廃止や経営の抜本的な見直しを余儀なく

される事業者の方々が増加することが懸念されま

す。

　そのため、事業者の事業再生計画等の作成を後

押しする中小企業者事業再生等支援事業を、今年

度に続き、来年度も実施してまいります。

　また、事業再生に当たっては、既存の債務の見

直しを迫られるケースも想定されます。

　このため、昨年12月定例会で関連条例改正案を

御承認いただき、県の制度融資を利用した事業者

の事業再生を支援しています。

　具体的には、事業者が国のガイドラインに基づ

く事業再生計画を策定し、知事がその計画を事業

再生につながると認めた場合に、県が債権の一部

を放棄することが可能となりました。

　今後とも、金融機関や商工会、商工会議所など

の関係団体と連携を図りながら、県内事業者の方

々の経営状況を的確に把握してまいります。そし

て、事業の再建を必要とされる事業者の方々への

支援を含め、引き続き、県経済の維持発展に向

け、必要な施策をしっかりと実施してまいりま

す。

　　〔磯田毅君登壇〕

○磯田毅君　かつて経験したことのない未曽有と

も言える影響を社会に与え続けているコロナ感染

症は、もう４年目になって、やっと落ち着いた対

応ができるようになったようです。しかし、新し

い変異株の不安は残っており、油断はできませ

ん。私たちに以前のような日常が戻ってくるのか

分かりませんが、私たちは、一日も早く生活と経

済を取り戻し、感染症の克服につないでいく必要

があります。

　経済は、人の安心から生まれます。コロナ禍か

ら脱出する中小企業にとって、事業再建につなが

るよう、県には取り組んでいってほしいと願い、

次の質問に入ります。

　学校給食の有機農産物活用についてお聞きしま

す。

　私は、これまで数回にわたり、学校給食に地元
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産農産物を利用するよう求めてきました。特に、

県産小麦を含めた国産小麦の活用を強く求めまし

たが、前回の質問で、執行部からは、前向きな答

弁を得ることはできませんでした。

　ところが、県の学校給食会とパン協同組合、そ

して熊本製粉株式会社の民間３者が連携し、２学

期から使用する小麦を、県産を５割以上含む国産

100％に切り替えました。この思い切った展開

は、食材の量と質を求める関係者へ民間が県に先

んじて応えた画期的な動きに、私は大変うれしく

思っています。

　ところで、既に１年が過ぎるロシアの軍事侵攻

は、世界の国々に対し、食料の安全保障を見直す

大きな契機を与えました。地元で取れた食材を地

元の人たちが食べるといった、ごく当たり前とも

言える食料自給の大切さに気づくと同時に、より

安全な有機農産物の活用を考えるよい機会となり

ました。

　政府も、みどりの食料システム戦略で、2050年

までに化学肥料を３割、農薬を半分に減らし、有

機農業の面積を耕地の25％にする目標を掲げてい

ます。進展が期待されますが、私は、１月から始

まった国会で、特に学校給食を含む食料安全保障

の議論が深まるのか、注目しています。

　世界でも、これと同じ動きが学校給食で始まっ

ています。子供の健康促進や温暖化防止につなが

る有機農産物を活用した学校給食が広がってきま

した。

　ＥＵでは、有機農産物を使用したオーガニック

給食の割合を、前倒しで2030年に20％にすること

を決めました。フランスは、法律によってオーガ

ニック給食の割合を50％にします。

　アジアでは、隣の韓国が、２年前から全ての小

中学校で有機農産物を60％使う給食に変えまし

た。有機農産物を使った給食は、高校でも始まる

そうです。こうした動きに加え、ソウル市では、

全部の小中高校が無償化となったそうですので驚

きです。

　こういった取組に比べると、日本は大変遅れて

いると感じます。政府は、異次元の少子化対策に

取り組むと言っていますが、異次元対策と言うな

ら、今世界中で進む学校給食の有機化と無償化

は、何よりも早く取り組むべきです。

　学校給食における有機農産物の活用に、日本は

どう取り組んでいるのか考えたいと思います。

　千葉県のいすみ市では、2015年に初めて有機米

４トンを学校給食に導入した結果、有機栽培に取

り組む農家が増え、僅か３年で全量を有機米に変

えることができたのです。

　先駆けた兵庫県豊岡市は、市内全小中学校で、

給食に使うお米の全量を有機栽培米に切り替える

予定だそうです。

　新潟県の佐渡島は、天然記念物のトキと共生す

る里山として、日本で初の世界農業遺産に認定さ

れていますが、今では、水稲面積5,000ヘクター

ルのうち4,000ヘクタールを超す面積で、農薬や

除草剤を減らした特別栽培になっています。

　政府は、みどりの食料システム戦略で有機農産

物を増やす方針を立てていますが、それを増やす

には、まず需要が先行しなければなりません。学

校給食に限ると、有機農産物の活用が先で、供給

はそれに合わせて増やしていくというのが本来の

順序です。

　有機農業は、細かい配慮と観察が必要ですの

で、大規模な農業には向かない面があり、高齢の

生産者や小規模な家族農業に向いています。小規

模な有機農業は、規模の大きい給食センターには

向きませんが、子供の健康のほかにも、地域の経

済循環に貢献し、食材も距離が短くて済み、環境

に最も優しい農法なのです。
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　子供の貧困が叫ばれる中、現在、子ども食堂の

数は、2022年には7,363か所と、この６年間で20

倍以上に増えたそうです。こういった取組は、子

供の健康を支える上でとても大事なことですが、

応急的な対症療法であって、私は、もっと持続的

な取組が必要だと思います。学校給食に地元農産

物や有機農産物を増やすことは、子供たちの健康

や地域社会の経済循環につながるとても大事な取

組かと言えます。

　そこで質問です。

　学校給食に有機農産物を含む地場産物をどうや

って増やしていくのか、その取組について、教育

長にお尋ねします。

　　〔教育長白石伸一君登壇〕

○教育長(白石伸一君)　学校給食において、地域

の有機農産物を含めた地場産物の活用を推進する

ことは、子供たちに新鮮な食材を提供することが

できるだけでなく、子供たちの郷土理解、郷土愛

の育成、地場産業の振興にもつながると考えてい

ます。

　本県には、米、野菜、肉類等多種多様な地場産

物が豊富にあり、程度の差はあるものの、全ての

学校で地場産物を使った給食が提供されていま

す。令和３年度の文部科学省調査では、本県の金

額ベースの地場産物活用率は、64％で、全国平均

56％を上回っています。

　また、有機農産物については、現在、山都町や

南阿蘇村で、農林水産省の事業を活用して、地域

ぐるみでの有機農業を支援する取組が行われてい

ます。

　例えば、山都町では、学校と有機農業協議会が

定期的に会議を行い、有機農産物の利用拡大に取

り組むことにより、有機米や有機ホウレンソウな

どが学校給食に活用されています。また、南阿蘇

村では、生産者のリストを村の学校給食センター

に情報提供することで、地元で生産した有機米が

学校給食に活用されています。

　一方で、有機農産物の給食への活用は、必要と

される量が十分に確保できず、急遽発注先を変更

することがあるなど、供給が不安定であり、通常

の農産物に比べコスト高になるといった課題もあ

るため、活用が広がっていない状況があります。

　今後、有機農産物を含む地場産物の給食への活

用が促進されるよう、市町村の担当者を対象に実

施している学校給食関係者会議や栄養教諭の研修

会等において、学校給食で有機農産物を含む地場

産物を活用した好事例の紹介や情報交換などを行

ってまいります。

　引き続き、市町村及び庁内関係部局との連携を

図りながら、地場産物を活用した学校給食の充実

を図ってまいります。

　　〔磯田毅君登壇〕

○磯田毅君　実は、今一番求めたいのは、学校給

食の無償化ですが、予算を伴うだけに、国の責任

をもっと明確にする必要があります。そのために

は、学校給食法の改正が求められます。

　全国では、物価高騰を受け、全国市町村の約３

割で無償化したことが、日本農業新聞の調査で分

かりました。政府に無償化を求める要望書も、51

自治体に及んでいます。異次元の少子化対策がこ

の無償化につながることを強く期待しています。

　全国の学校給食を無償化した場合、およそ

4,500億円が必要だとされますが、本県の小中学

校全部を無償化した場合、40億円近い予算が必要

だということですので、執行部はそこをためらっ

ています。

　しかし、来年から、県内の宇城市が学校給食の

無償化を始める予定です。球磨郡や阿蘇郡など小

規模な自治体でも給食費の補助が始まっており、

無償化の動きは進む一方だと思います。
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　ほかにも、兵庫県明石市では、中学校の給食全

部を無償化したら人口増につながったそうです

し、大分県の豊後高田市でも、地元産食材を100

％使用したところ、転入する人が上回り、全国

700過疎市町村の中で、転入率トップになったそ

うです。

　このように、給食の無償化は、地域への貢献が

とても大きいのです。学校給食の有機農産物活用

と同時に、この無償化も強く要望しまして、次の

質問に入ります。

　最後の質問ですけれども、米生産の対策につい

てお聞きします。

　ロシアの軍事行動は、日本の食料安保を考える

上で、大きなきっかけとなりました。日本の食料

自給率がカロリーベースだと38％しかなく、四方

を海に囲まれた我が国は、海上輸送が止まれば、

多くの人が生存の危機に陥る危険性をはらんでい

ます。

　その上、生産を支える化学肥料や種子もほとん

どが輸入ということから、非常に脆弱な状況にあ

ります。自給に不安がないと思われている主食の

お米も、実は年間消費量の１割以上を毎年外国か

ら輸入しており、大豆や小麦などほかの重要な穀

物も、ほんの僅かしか生産できていません。

　食料自給が問題となったにもかかわらず、今年

度のお米の生産者価格は、１俵約１万円からのス

タートでした。この衝撃的な価格に、私は驚きま

した。この低価格は、稼げる農業を目指した大規

模、単作化の農家に打撃を与えると思われます。

なぜなら、今年のお米の販売価格には、歴史的な

肥料、農薬、資材の値上がり分が入っていないか

らです。販売農家にとって、この影響は特に大き

く、自給が中心の小規模な農家にとっては小さい

ものと思われます。

　お米の生産は、種まき、育苗から田植、そして

大切な毎日の水管理や観察が必要です。実りの秋

には、刈取りと乾燥作業、それからもみすり、袋

詰めなど、出荷作業が続きます。

　ところが、今、その米作りが大きく変わってき

ているのです。米価の低迷が続いたせいで、田植

機やコンバイン、それに乾燥機やもみすり機など

の設備投資ができなくなり、ほかの農家に作業を

委託するようになってきたのです。

　県には、このような農家が営むミニライスセン

ターのデータがないため、その状況がどうなって

いるのか分かりませんが、このようなお米作りの

受託、委託がこのまま続くのか、米農家が安心し

て生産を続けられるのか考えたいと思います。こ

れは、農家だけの問題ではなく、国の食料安全保

障に関わる、そして日本の原風景である農村の存

続にも関わる重大なことなのです。

　大きな貯蔵タンクを持つカントリーエレベータ

ーは、品種や作型の変更がしにくい面があり、米

の後作に露地野菜を導入する農家が増えた現在、

より自由度のあるミニライスセンターを利用する

農家が増えてきました。

　刈取りと乾燥、調製、さらに販売まで手がける

ミニライスセンターは、米作り農家本人が経営さ

れている場合が多く、私の知る限り、規模は小さ

く、20戸前後の農家から委託を受け、面積も平均

で20ヘクタール程度を引き受けられている場合が

多いようです。

　先日、経営されている方から、自分は高齢にな

り、作業がつらくなった、機械設備の更新も控え

ており、経営を継続するのが難しいとお聞きしま

した。そして、やめたいけれども、やめると委託

されている農家が大変困るので、やめるにやめら

れないと、困っていらっしゃいました。

　実は、こういった事態は、今県下各地で起きて

いると予想します。食料の自給が叫ばれる中で、



－ 63 －

令和５年２月定例会　熊本県議会会議録　第３号（３月３日）

主食の米作りにこんな状況が迫ってきているので

す。消費量が減り続けているとはいえ、貴重な田

園風景を守ってきた米作りを持続できるのか、農

村は今、その瀬戸際にあると心配しています。

　そこで質問します。

　持続可能な米作りについて、今後県はどう取り

組んでいくのか、農林水産部長にお聞きします。

　　〔農林水産部長竹内信義君登壇〕

○農林水産部長(竹内信義君)　持続可能な米作り

のためには、１点目に、需要に応じた生産、２点

目に、省力・低コスト化の推進、３点目に、県産

米のブランド化による需要拡大が必要です。

　まず、１点目の需要に応じた生産につきまして

は、全国の米消費量は、毎年10万トン程度減少し

ており、適正な米価の維持のためには、全国的に

需要量に見合った作付が行われ、需給バランスが

保たれることが重要です。

　県では、生産者等が主体的に作付を判断できる

よう、全国の需要状況を踏まえた主食用米の作付

目安を提示するとともに、麦、大豆など需要の高

い作物や野菜など高収益作物への転換支援に取り

組んでおります。

　引き続き、市町村や農業団体等と連携しなが

ら、米の需給安定に向けた取組を進めてまいりま

す。

　次に、２点目の省力・低コスト化につきまして

は、県では、これまで、スケールメリットを生か

した低コスト生産に向け、農業機械の共同利用化

や担い手への農地集積、集約化、米、麦、大豆の

組合せによる大規模化等を推進してまいりまし

た。

　その結果、生産コストの３割削減を達成した農

業法人も生まれております。

　引き続き、スマート農業技術や多収性品種等の

導入による省力栽培技術の普及、資材費等の低減

による生産コストの削減など、さらなる生産性の

向上を図ってまいります。

　最後に、３点目の県産米のブランド化による需

要拡大につきましては、大消費地での産地間競争

が激化する中、本県の米を消費者に選んで購入し

てもらうためには、知名度を向上させる必要があ

ります。

　そこで、県が育成し、生産面積がこの３年間で

５倍に急拡大しております「くまさんの輝き」を

リーディング品種に位置づけ、昨年度新たに販路

開拓した首都圏等大消費地への販売拡大に重点的

に取り組んでまいります。

　また、米の消費量が低下する一方で、簡便性や

時短ニーズを捉えたパック御飯が堅調に増加して

おります。

　そこで、高齢者や共働き世帯、さらには炊飯を

しない若年層に対して、今年度、県事業を活用

し、農業団体が開発した商品の需要拡大を図って

まいります。

　米は、唯一国産で賄うことのできる作物であ

り、日本人の主食であることから、食料安全保障

の要と言えます。

　今後とも、産地、関係団体と一丸となって、生

産者の所得確保に取り組み、西日本有数の米生産

県として、日本の食料安全保障の一翼を担ってま

いります。

　　〔磯田毅君登壇〕

○磯田毅君　私が就農した頃、といっても半世紀

ほど前のことになりますが、その頃のお米の値段

は、２万円近くしていました。

　リンゴ台風と呼んだ1991年の19号台風は、日本

列島を縦断し、各地に甚大な被害をもたらしまし

た。そして、米生産にも広範囲で収穫量の大きな

落ち込みになりました。自主流通米は、１俵２万

3,000円近くに値上がりしました。当時の物価か
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らすると、恐らく今の３倍以上の価値になるかと

思います。半世紀前と今年の米価の違いを比べる

と、今年は、再生産につながるような状況ではあ

りません。

　農村の持つ緑と水とお米を中心とした食は、大

切な私たちの命をつなぎ、安らぎを与える日本の

原風景です。

　お米を生産する現場がこんなに脆弱になったの

は、皮肉にも、稼ぐことばかりを追求したことが

背景にあると考えます。農政が、利益を目的に効

率を重視して、コストを下げることばかりに目を

向け、本来の米作りにある農業の持続性を軽視

し、所得の向上につながらなかったことにありま

す。

　お米の値段がコストを反映し、再生産につなが

るようにならないと、米生産は衰退が続き、地方

の衰退も止まらないでしょう。しかし、食料安全

保障の重要性にやっと気づいた国も、食料自給率

の向上に努めると言っていますので、県には、農

家の米生産が持続できるよう、その対策を強く求

めたいと思います。

　私の議会質問は、今回で最後となります。

　議長、副議長をはじめ議員の先生方、そして知

事、副知事はじめ執行部の方々、本当にお世話に

なりました。ありがとうございました。

　古希を迎えた私には、これから、無農薬の野菜

作りや米作りといった楽しみが待っています。も

う少し農業で頑張ってみたいと思います。

　最後になりますが、熊本県のさらなる成長と県

議会の発展を御祈念しまして、降壇したいと思い

ます。

　御清聴、誠にありがとうございました。（拍

手）

○副議長(髙野洋介君)　以上で本日の代表質問は

終了いたしました。

　明４日及び５日は、県の休日のため、休会であ

りますので、次の会議は、来る６日午前10時から

開きます。

　日程は、議席に配付の議事日程第４号のとおり

といたします。

　本日は、これをもって散会いたします。

　　午後２時34分散会



第 ４ 号 

（３月６日）
 





－ 65 －

　　令和５年　   熊本県議会２月定例会会議録    　　　第４号

令和５年２月定例会　熊本県議会会議録　第４号（３月６日）

令和５年３月６日(月曜日)

　　 ―――――――――――――――――

　　　議事日程　第４号

　　令和５年３月６日(月曜日)午前10時開議

　第１　代表質問(議案に対する質疑並びに県の

　　一般事務について)

　　 ―――――――――――――――――

本日の会議に付した事件

　日程第１　代表質問(議案に対する質疑並びに

　　県の一般事務について)

　　　　 ――――――――――――

出席議員氏名(47人)

　　　　　　　　　　　　堤　　　泰　之　君

　　　　　　　　　　　　前　田　敬　介　君

　　　　　　　　　　　　城　戸　　　淳　君

　　　　　　　　　　　　本　田　雄　三　君

　　　　　　　　　　　　南　部　隼　平　君

　　　　　　　　　　　　坂　梨　剛　昭　君

　　　　　　　　　　　　荒　川　知　章　君

　　　　　　　　　　　　西　村　尚　武　君

　　　　　　　　　　　　山　本　伸　裕　君

　　　　　　　　　　　　岩　田　智　子　君

　　　　　　　　　　　　島　田　　　稔　君

　　　　　　　　　　　　池　永　幸　生　君

　　　　　　　　　　　　竹　﨑　和　虎　君

　　　　　　　　　　　　吉　田　孝　平　君

　　　　　　　　　　　　中　村　亮　彦　君

　　　　　　　　　　　　大　平　雄　一　君

　　　　　　　　　　　　髙　島　和　男　君

　　　　　　　　　　　　末　松　直　洋　君

　　　　　　　　　　　　松　村　秀　逸　君

　　　　　　　　　　　　岩　本　浩　治　君

　　　　　　　　　　　　西　山　宗　孝　君

　　　　　　　　　　　　　　田　大　造　君

　　　　　　　　　　　　前　田　憲　秀　君

　　　　　　　　　　　　磯　田　　　毅　君

　　　　　　　　　　　　河　津　修　司　君

　　　　　　　　　　　　楠　本　千　秋　君

　　　　　　　　　　　　橋　口　海　平　君

　　　　　　　　　　　　緒　方　勇　二　君

　　　　　　　　　　　　増　永　慎一郎　君

　　　　　　　　　　　　髙　木　健　次　君

　　　　　　　　　　　　髙　野　洋　介　君

　　　　　　　　　　　　内　野　幸　喜　君

　　　　　　　　　　　　山　口　　　裕　君

　　　　　　　　　　　　渕　上　陽　一　君

　　　　　　　　　　　　田　代　国　広　君

　　　　　　　　　　　　城　下　広　作　君

　　　　　　　　　　　　西　　　聖　一　君

　　　　　　　　　　　　鎌　田　　　聡　君

　　　　　　　　　　　　坂　田　孝　志　君

　　　　　　　　　　　　溝　口　幸　治　君

　　　　　　　　　　　　小早川　宗　弘　君

　　　　　　　　　　　　池　田　和　貴　君

　　　　　　　　　　　　吉　永　和　世　君

　　　　　　　　　　　　松　田　三　郎　君

　　　　　　　　　　　　藤　川　隆　夫　君

　　　　　　　　　　　　岩　下　栄　一　君

　　　　　　　　　　　　前　川　　　收　君

欠席議員氏名(なし)

　　 ―――――――――――――――――

説明のため出席した者の職氏名

　　　　　　知　　　　事　蒲　島　郁　夫　君

　　　　　　副 知 事　田　嶋　　　徹　君
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　　　　　　副 知 事　木　村　　　敬　君

　　　　　　知事公室長　小　牧　裕　明　君

　　　　　　総 務 部 長　平　井　宏　英　君

　　　　　　企画振興部長　高　橋　太　朗　君

　　　　　　理　　　　事　水　谷　孝　司　君

　　　　　　理　　　　事　小金丸　　　健　君

　　　　　　健康福祉部長　沼　川　敦　彦　君

　　　　　　環境生活部長　小　原　雅　之　君

　　　　　　商工労働部長　三　輪　孝　之　君

　　　　　　観光戦略部長　原　山　明　博　君

　　　　　　農林水産部長　竹　内　信　義　君

　　　　　　土 木 部 長　亀　崎　直　隆　君

　　　　　　会計管理者　野　尾　晴一朗　君

　　　　　　企 業 局 長　竹　田　尚　史　君

　　　　　　　　　　　　渡　辺　克　淑　君

　　　　　　教 育 長　白　石　伸　一　君

　　　　　　警察本部長　山　口　寛　峰　君

　　　　　　　　　　　　西　尾　浩　明　君

　　　　　　監 査 委 員　藤　井　一　恵　君

　　 ―――――――――――――――――

事務局職員出席者

　　　　　　事 務 局 長　手　島　伸　介

　　　　　　　　　　　　村　田　竜　二

　　　　　　議 事 課 長　富　田　博　英

　　　　　　　　　　　　濱　田　浩　史

　　　　 ――――――――――――

　　午前10時開議

○議長(溝口幸治君)　皆さん、おはようございま

す。

　これより本日の会議を開きます。

　　　　 ――――――――――――

　日程第１　代表質問

○議長(溝口幸治君)　日程に従いまして、日程第

１、３日に引き続き代表質問を行います。

　公明党前田憲秀君。

　　〔前田憲秀君登壇〕(拍手)

○前田憲秀君　皆さん、おはようございます。熊

本市第二選挙区・公明党の前田憲秀でございま

す。今回で16回目の質問となります。公明党を代

表して質問をさせていただきます。

　４年間の集大成として、これまで議論してきた

ことを中心に質問をさせていただきたいと思って

おります。

　蒲島知事におかれましては、復帰初日となられ

ますが、御無理のないように、気持ちよく御答弁

をいただければと願っております。また、執行部

におかれましても、明快な御答弁をお願いし、早

速通告に従い質問をさせていただきたいと思って

おります。

　初めに、ＳＤＧｓの認識についてと題して質問

をさせていただきます。

　持続可能な開発目標、サスティナブル・デベロ

ップメント・ゴールズ、いわゆるＳＤＧｓは、

2015年９月の国連サミットで採択された、2030年

を期限とする先進国を含む国際社会全体の開発目

標であります。

　このＳＤＧｓの誰も置き去りにしないという理

念は、公明党が掲げる生命、生活、生存を最大に

尊重する人間主義や人類益を重んじる姿勢に合致

するものであります。

　私がＳＤＧｓについて最初に質問した平成30年

２月当時は、ＳＤＧｓの言葉自体が浸透していま

せんでしたが、５年たった現在、熊本県内におけ

る認知度は相当上がってきたと思われます。

　内閣府の自治体ＳＤＧｓ推進評価・調査検討会

が調査した令和４年度ＳＤＧｓに関する全国自治

体を対象としたアンケートによりますと、ＳＤＧ

ｓが持続可能な開発を目指す上で、経済、社会、

環境の統合が重要であることを知っていると答え

た割合が65.4％、17のゴール、169のターゲット

病 院 事 業
管 理 者

人事委員会
事 務 局 長

事務局次長
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から構成されるということを知っていると答えた

割合が26.8％、さらにＳＤＧｓについて非常に関

心がある、関心があると答えた割合の合計は９割

を超えています。

　さらに、日経ＢＰ総合研究所が、全国の20代以

上のビジネスパーソン２万3,239人を対象とし

て、ＳＤＧｓの認知度についてアンケート調査を

行った結果によりますと、ＳＤＧｓ認知度と施策

認知度を合わせた都道府県別のＳＤＧｓ総合認知

度ランキングでは、熊本県が１位、東京都が２

位、岡山県が３位、神奈川県が４位でした。ま

た、ＳＤＧｓ認知度ランキングでも、熊本県が１

位で、２位の東京都、３位の神奈川県を上回りま

した。

　一方、地方創生ＳＤＧｓの達成に向けた取組を

推進しております都道府県別の自治体の割合で

は、熊本県は、令和４年度で45.6％と年々上昇し

ているものの、全国平均57.77％を下回っている

状況です。

　このように、熊本県におけるＳＤＧｓの認知度

は高いものの、市町村を含む熊本県全体の自治体

の達成に向けた取組は、いまだ道半ばと思われま

す。

　そこで、熊本県として持続可能な社会を目指し

ていく中で、ＳＤＧｓ全体の認識について、蒲島

知事にお尋ねをいたします。

　　〔知事蒲島郁夫君登壇〕

○知事(蒲島郁夫君)　答弁に先立ちまして、一言

申し上げます。

　新型コロナウイルスに感染し、２月28日と３月

３日の本会議は、やむを得ず欠席させていただき

ました。体調は完全に回復しましたので、また本

日からしっかりと公務に取り組んでまいります。

よろしくお願いします。

　それでは、答弁に移ります。

　本県は、熊本地震、新型コロナウイルス感染

症、令和２年７月豪雨災害という３つの困難に立

ち向かっています。私は、創造的復興を果たし、

将来にわたって県民が幸せを実感できるために

は、ＳＤＧｓの理念に沿った、誰一人取り残さな

いくまもとづくりを推進していくことが大変重要

だと考えます。

　令和３年３月に策定した新しいくまもと創造に

向けた基本方針においては、ＳＤＧｓを本県が実

施する全ての施策の指針として位置づけました。

　現在、ゼロカーボン社会の実現、仕事と子育て

の両立、再生可能エネルギーの普及など、ＳＤＧ

ｓの理念に沿った様々な取組を推進しておりま

す。

　持続可能な社会の実現のためには、県民一人一

人の行動が重要であり、官民一体となって取り組

む必要があります。

　県では、ＳＤＧｓの輪をさらに広げ、その取組

を加速するため、熊本県ＳＤＧｓ登録制度を創設

しました。令和３年４月の募集開始以降、既に全

国の登録制度の中では最多となる1,900を超える

事業者が登録を行っており、本県における急速な

意識の高まりを実感しています。

　また、優れた取組を表彰するくまもとＳＤＧｓ

アワードを創設し、昨年12月に第１回目の表彰を

行いました。今後、県内事業者の優れた取組を深

く県民に周知することで、本県のＳＤＧｓの達成

に向けた取組の質の向上につなげていきます。

　議員から、県内市町村の取組の推進が他県と比

べて不十分との御指摘をいただきましたが、県内

では、全国最多の８市町が内閣府のＳＤＧｓ未来

都市に選定されています。

　県としては、このような先進的な市町村の取組

を広く情報を共有しながら、本県自治体における

ＳＤＧｓの取組、ひいては県民一人一人の取組を
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牽引してまいります。

　引き続き、官民一体となったオールくまもとで

の取組を推進し、蒲島県政の最大目標である県民

の総幸福量の最大化を実現してまいります。

　　〔前田憲秀君登壇〕

○前田憲秀君　蒲島県政の最大の目標である県民

の総幸福量の最大化の実現は、ＳＤＧｓの理念に

ある誰一人取り残さないくまもとづくりを推進し

ていくことであると思っております。

　質問で紹介しましたように、熊本県におけるＳ

ＤＧｓの認知度は、大都市を抜いて高いデータが

あります。これは、熊本県ＳＤＧｓ登録制度が

1,900を超える事業者が登録を行っていることに

合致するのではないかと思います。次は、一人一

人にとってのＳＤＧｓの取組を県民がどれだけ意

識できていくのかではないでしょうか。オールく

まもとでの取組の推進をよろしくお願いをいたし

ます。

　続きまして、健康長寿社会の実現に向けてと題

して、認知症の理解促進、次期ヘルスプランの策

定、健康増進施設の活用、がん対策推進、ＨＰＶ

ワクチンの接種機会の周知及びコロナワクチンの

接種後の副反応とコロナ罹患後の後遺症対応につ

いて、６点質問をいたします。

　初めに、認知症の正しい理解の促進について質

問をいたします。

　高齢化の進展に伴って認知症が急増、厚生労働

省の認知症施策推進総合戦略、新オレンジプラン

によりますと、我が国の認知症高齢者の数は、令

和７年には約700万人、65歳以上の高齢者の５人

に１人に達すると見込まれています。

　今や認知症は誰もが関わる可能性のある身近な

病気で、認知症への対応は、我が国喫緊の課題で

もあります。これまでも、認知症疾患医療体制整

備をはじめ、認知症サポーターの養成や活動促進

などの施策について議論をさせていただいたとこ

ろであります。

　この認知症施策の推進に当たって、認知症と診

断されても尊厳を持って生きることができる社会

の実現、当事者の意思を大切にし、家族も寄り添

っていく姿勢が重要であります。

　こうした観点から、公明党は、認知症の早期診

断、早期治療をはじめとする総合的な支援体制の

整備や地域ケアの充実を訴えてきたところであり

ます。

　そのような中、本県は、認知症サポーター養成

13年連続日本一を達成しており、先日は、認知症

の啓発活動に当事者本人が取り組むくまもとオレ

ンジ大使に県内で初めて３人を任命するなど、様

々な認知症対策を行っていますが、今後の認知症

の普及啓発活動にどのように取り組んでいかれる

のか、蒲島知事にお尋ねをいたします。

　　〔知事蒲島郁夫君登壇〕

○知事(蒲島郁夫君)　私は、就任当初から、認知

症対策を蒲島県政における最重要課題の一つと位

置づけ、知事としては、全国で初めて認知症サポ

ーターになりました。その後、認知症サポーター

全国１位を実現するなど、自ら先頭に立って認知

症対策を強力に進めてまいりました。

　いわゆる団塊の世代が後期高齢者の仲間入りを

し、加速度的に高齢化が進む我が国においては、

認知症はますます身近なものとなっています。

　その中にあって、全国有数の長寿県である本県

では、認知症になっても、住み慣れた地域で安心

して暮らし続けられる長寿で輝くくまもとの実現

を目指しています。

　そのため、県民一人一人が認知症のことを正し

く理解し、行動できるよう、新たな取組として、

認知症の当事者であられる方をくまもとオレンジ

大使として任命しました。
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　大使の皆様には、講演会で御自身の思いを伝え

たり、趣味の活動を発表していただくことなどを

お願いする予定です。

　認知症の方が、生き生きと輝いている姿を発信

することは、認知症に対する社会の見方を変える

きっかけとなるとともに、多くの認知症の方々の

希望につながると考えています。

　今後は、従来の普及啓発に加え、大使の皆様の

御協力の下、認知症の方やその御家族の視点を重

視した取組を広げることで、認知症に対する理解

促進に努めてまいります。

　　〔前田憲秀君登壇〕

○前田憲秀君　認知症対策については、これま

で、サポーターのさらなる意識変革とステップア

ップを訴えてまいりました。

　認知症当事者をくまもとオレンジ大使として任

命し、生き生きと輝く姿を発信し、社会の見方を

変えるきっかけづくりを目指すとのこと。無理の

ない範囲で普及していくことはよいことだと思い

ます。

　また、サポーターの地域活性化を目指すアクテ

ィブサポーターの養成も、2018年度から始まって

います。アクティブサポーターには、オリジナル

のくまモンピンバッジを作成して取り組んでいる

ものの、養成状況を見ますと、天草市では1,000

名の登録者がいるのに対し、熊本市は72名にとど

まっており、県下の市町村での意識格差が目立ち

ます。

　さらに、家族の思いや大変さを共有できる場の

提供を含め、引き続き、認知症に対する理解促進

にしっかりと取り組んでいただくことを要望させ

ていただきます。

　２点目の次期ヘルスプラン策定について質問い

たします。

　65歳以上人口は、いわゆる団塊の世代が75歳以

上となる令和７年には3,677万人に達すると見込

まれており、超高齢社会を迎えます。

　また、高齢化の進展に伴い、医療と介護の需要

も増大し、平成30年度の人口１人当たりの国民医

療費は34万3,200円と、前年度の33万9,900円に比

べ、3,300円、1.0％の増加となっています。

　一方、年間介護費も、令和３年４月審査分の利

用者１人当たりの平均費用は、介護サービスが前

年同月比3,300円増の20万1,700円、介護予防サー

ビスが同300円増の２万8,400円と、費用総額は、

この20年で２倍以上に膨れ上がっています。

　このように、支出は増加する一方で、財源問題

に加えて、昨今は人材不足も深刻化しているとこ

ろです。

　そのような中、県は、第４次くまもと21ヘルス

プランとして、平成30年度から令和５年度まで６

年間の計画を策定していますが、この計画も、来

年度で一つの区切りを迎え、次のステージへ移行

する段階と認識しています。

　そこで、第４次ヘルスプランの目標として「県

民が生涯を通じて健康で、安心して暮らし続ける

ことができる熊本」と掲げていますが、次期ヘル

スプラン策定において特に重視する内容は何か、

お尋ねをします。

　３点目の健康増進施設の活用について質問いた

します。

　人生100年時代を見据えた対応策として、健康

寿命の延伸について注目されている中、疾病を予

防するための運動の大切さが重要となっていま

す。

　昨年６月議会で議論させていただきました医療

法42条施設とは、疾病予防のため、生活習慣病患

者とその予備群の方々に対して適切な保健指導及

び運動指導を行う施設です。この施設では、医師

の診察や健康運動指導士の指導を受けながら、有
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酸素運動を行うことができることから、健康寿命

延伸や生活の質の向上の一助となり得ると思われ

ます。

　その後の県の対応として、健康福祉部長からホ

ームページで42条施設の概要を周知するととも

に、同施設が少ない理由として、収支面での課題

が考えられることから、同施設の運営状況を把握

するため、実地調査を行うとの答弁がありまし

た。

　その後の調査結果によりますと、この医療法42

条施設は、医療法人側からアプローチをする形式

のため、ハードルも高く、収益面でも課題がある

ようです。

　そのような中、昨年４月に、厚生労働省による

健康増進施設の普及に向けた要件の改正がなされ

ました。このことにより、運動型健康増進施設等

が、小規模でも健康増進施設の認定が可能とな

り、国のお墨つき、メディカルフィットネスとい

う概念が広がる環境になりました。

　今後、正しい知識と正しい運動を提供する施設

や環境を整備し、医学的エビデンスに基づいた知

識と運動が行われることは、医療機関とフィット

ネス事業のマッチングを強化することにより、地

域に密着した健康増進の機会の拡大について、大

きな可能性を秘めていると考えます。

　そこで、県民の健康増進に向けた健康増進施設

のさらなる活用と次期ヘルスプランへの反映の方

向性についてお尋ねをいたします。

　４点目のがん対策について質問します。

　令和２年の本県の主な死因別死亡について見る

と、がん、悪性新生物の死亡者が5,359人で、死

亡総数の25.3％を占め、死因順位２位の心疾患、

３位の老衰を上回り、１位となっています。

　そのような中、昨年12月、国の第４期がん対策

推進基本計画案が出され、今年度末までに基本計

画が閣議決定されることとなっています。

　がん対策に関しては、これまでも、発症の予

防、早期発見、検診の推進等を行ってきたところ

だと思います。

　そこで、特に予防の視点から、がん対策の現状

と今後の対策についてお尋ねをいたします。

　５点目のＨＰＶワクチン接種機会の周知につい

て質問いたします。

　日本では、毎年、約1.1万人の女性が子宮頸が

んにかかり、約2,900人の女性が子宮頸がんで亡

くなっています。

　また、子宮頸がんは、若い年齢層で発症する割

合が比較的高いがんで、日本では、40歳までの女

性のがんによる死亡の第２位は子宮頸がんによる

ものだそうです。

　近年、増加傾向にあるものの、子宮頸がんは、

ワクチン接種により予防できるがんであり、定期

接種化され、日本産婦人科学会も接種を推奨して

いるところであります。これまでも、県民への周

知と平等な情報提供をと議論してまいりました。

そのような中、今年の４月から、９価のＨＰＶワ

クチンが公費で接種できるようになり、接種率の

向上が期待されています。

　そこで、これまでの取組と昨今の動きを踏まえ

て、県としてＨＰＶワクチン接種機会の周知につ

いてどのように取り組んでいくのか、お尋ねをい

たします。

　最後に、ワクチン接種後の副反応とコロナ罹患

後の後遺症対応について質問いたします。

　ワクチン接種後、注射した部分の痛み、発熱、

倦怠感、頭痛、筋肉や関節の痛み等の症状につい

ては、大部分が数日以内に回復すると言われてい

ますが、中には、症状が続き、副反応に苦しまれ

る方も多いと聞きます。

　一方、コロナに罹患した方は、時間経過ととも
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に症状が改善しますが、一部の方で、いわゆる後

遺症があると分かっております。快方に向かうこ

となく、日常生活に支障を来す方も多い状況との

ことです。今後もウィズコロナが続いていく中

で、当事者の不安や悩みをしっかりと受け止める

相談体制の充実が望まれるところです。

　県は、接種後の副反応については、ワクチンに

関する専門的相談窓口、コロナ罹患後の後遺症に

ついては、コロナに関する一般相談窓口で24時間

体制の対応をしているものの、まずはかかりつけ

医へ相談となっています。かかりつけ医も、内

科、耳鼻科等様々で、医療機関の対応も共通とは

言えないようです。

　隣の福岡県では、後遺症相談窓口を設置し、そ

の診察が可能な医療機関のリストまで紹介してい

ます。副反応や後遺症なのかも分からない県民の

不安解消へ、代表的な症状から対応可能な医療機

関の紹介が必要と思いますが、いかがでしょう

か。

　そこで、ワクチン接種後の副反応とコロナ罹患

後の後遺症対応に向けた取組について、以上、健

康福祉部長にお尋ねをいたします。

　　〔健康福祉部長沼川敦彦君登壇〕

○健康福祉部長(沼川敦彦君)　２点目の次期ヘル

スプランの策定についてお答えします。

　現行のヘルスプランに基づいて行ってきた医療

費や健診結果等の分析から、本県は、40代、50代

における空腹時血糖の基準値を超える糖尿病予備

群の割合が、全国よりも高いことなどが分かって

います。そのため、健康無関心層と言われる若い

世代に向けた情報発信や従業員の健康づくりに企

業全体で取り組む健康経営の普及などを推進して

まいりました。

　今般、国は、令和６年度からの次期国民健康づ

くり運動プランの策定に向けた検討を進める中

で、個人が意識しなくても自然と健康になれるよ

うな環境をつくることにより、個人の行動変容や

健康状態の改善を図るなどの方向性を示しまし

た。

　このため、県の次期ヘルスプランにおいては、

これまでの取組に加え、適切な運動や食事をサポ

ートするアプリなどのＩＣＴを活用することで、

一人一人の健康状態等に応じたオーダーメイドの

支援などに力を入れていきたいと考えておりま

す。

　今後、医療や保健などの関係機関で構成される

委員会をはじめ、広く県民からも御意見をいただ

きながら、本県の健康課題の解決に向けた実効性

のあるプランの策定に努めてまいります。

　３点目の健康増進施設の活用についてお答えし

ます。

　健康増進施設は、医療機関と連携し、運動が安

全に行える設備と健康運動指導士などの有資格者

を配置するなど、国が定めた認定基準を満たした

施設です。施設の普及を目的として、昨年４月に

施設面積の要件等が緩和されたことから、今後新

たに参入する事業者の増加が期待されています。

　運動は、生活習慣病などの予防や改善のために

欠かせないものであり、基礎疾患のある方でも安

全に運動を行うことができる施設が普及すること

は、本県の健康づくりに寄与するものと考えてい

ます。

　次期ヘルスプランの策定過程において、専門家

の御意見もいただきながら、健康増進施設の活用

も含めた県民の健康づくりについて、しっかり議

論してまいります。

　４点目のがん対策推進についてお答えします。

　本県では、がん対策推進計画を策定し、予防の

観点から、食生活や運動、喫煙といった生活習慣

の改善やがん検診の受診率向上などの取組を進め
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ています。

　特に、がん検診は、早期発見、早期治療につな

がる有効な取組の一つです。

　しかし、残念ながら、新型コロナの影響によ

り、令和２年の全国のがん検診受診者数は、対前

年比で約27％減少し、令和３年においても以前の

水準には戻っていません。発見が遅れることで、

進行したがん患者が増加するおそれがあることか

ら、県では、ラジオやＳＮＳ等を通じて、がん検

診の受診を強く訴えているところです。

　このような中、今月策定される国の第４期がん

対策推進基本計画では、検診の受診率を50％から

60％に引き上げるという高い目標が掲げられる見

込みです。

　県としても、来年度に策定する次期計画におい

て、企業と連携したがん検診の啓発によるさらな

る受診率の向上に向けた施策等に取り組みたいと

考えております。

　５点目のＨＰＶワクチン接種機会の周知につい

てお答えします。

　今年度から積極的勧奨が再開されましたが、既

に県内全ての市町村が、積極的勧奨の差し控えに

より接種機会を逃した方を含む全ての接種対象者

等に対して、必要な情報を確実に伝えるための個

別通知を実施しています。県としても、広報媒体

を活用し、周知の強化を図っております。

　議員御紹介の９価ワクチンについては、現在定

期接種の対象となっている２価、４価ワクチン以

上に、子宮頸がんの罹患率を減少させることが期

待されています。

　こういった情報についても、接種対象者等に確

実に届くよう、引き続き、市町村などと連携し、

周知等の取組を積極的に進めてまいります。

　最後に、コロナワクチン接種の副反応とコロナ

罹患後の後遺症対応についてお答えします。

　まず、ワクチン接種後の副反応については、専

門的な相談窓口を設置するとともに、かかりつけ

医や身近な医療機関での対応が困難な場合には、

専門の医療機関で診療できる体制を整備していま

す。

　ワクチンについては、国から、来年度も無料接

種を継続する方針が示されており、引き続き、県

民の皆様に安心して接種していただけるよう取り

組んでまいります。

　次に、コロナ罹患後の後遺症については、新型

コロナの一般相談窓口で相談を受けており、必要

に応じて専門的な医療機関への受診を促すなど、

寄り添った対応に努めています。

　そのような中、新型コロナの対応は、感染症法

上の５類への分類変更などにより大きく変化しま

すが、後遺症に悩まれる方は引き続き一定数いら

っしゃることが想定されます。

　そのため、県医師会などの関係機関とも協議を

進めており、４月中には、後遺症の診療を行って

いる医療機関を症状別や地域別にリスト化し、県

ホームページで公表することとしております。

　　〔前田憲秀君登壇〕

○前田憲秀君　熊本県では、40代、50代の空腹時

血糖値の割合が高いとのこと。まさしく私がその

代表例でございますが、だからこそ、やっぱり健

康には留意しないといけないと、自ら思っている

ところでございます。

　次期ヘルスプランではＩＣＴを活用した支援も

検討するとのことで、医療法42条施設も含めた健

康増進施設が普及することは、健康づくりに寄与

するとの御答弁でありました。ぜひ、次期ヘルス

プラン策定に活用をお願いしたいと思っておりま

す。

　がん対策については、新型コロナの影響で検診

受診者が減少しているとのこと、国の次期がん対
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策推進計画では、検診の受診率を60％にする見込

みということで、さらなる受診率の向上へ今後も

しっかり議論してまいりますので、規定に捉われ

ず、思い切った施策に取り組んでいただきますよ

う要望いたします。

　ＨＰＶワクチンの接種機会の周知については、

ある専門の先生のお話を聞く機会がございまし

た。富山県の接種率が高い傾向にあるとのことで

調べてみますと、富山県議会議員で産婦人科の女

性医師の報告で、分かりやすく怖くないリーフレ

ットを作成しているとの報道を聞きました。

　富山県では、医師会、小児科医会、産婦人科医

会が一枚岩となってリーフレットを作成し、11歳

にある日本脳炎のワクチンの定期接種のときに、

あともう一つ残っているからねと、｢大人になる

前のあなたに・・・大切なワクチンがあります」

と題したリーフレットを渡すそうです。

　私は専門家ではないので、周知の事実を対象の

子供さんがおられるときに必ずお伝えするもの

の、やはりＳＮＳの情報が先入観としてあられる

方が多くおられます。引き続き、情報の周知等、

積極的に進めていただきますよう強く要望をいた

します。

　コロナワクチン接種後の副反応対応について

は、かかりつけ医で対応が困難な場合は専門の医

療機関への体制を整備しているとのこと。かかり

つけ医に気軽に相談できる環境づくりもお願いい

たします。

　コロナ罹患後の後遺症対応については、後遺症

なのかも含め、当事者ではなかなか判断できない

のではないでしょうか。紹介した福岡県では、ホ

ームページ上に、各地域ごとに、後遺症の診察が

可能な医療機関を紹介しています。熊本県も、４

月中に、症状別、地域別に医療機関リストをホー

ムページで公表するとの御答弁でありました。医

師会との連携も含め、丁寧な相談体制の構築をお

願いいたします。

　次の質問に移ります。

　読書離れの一助になるのか、熊本の子供たちの

創造力を育むであろうこども図書館について議論

をいたします。

　まず、スクリーンを御覧ください。(資料を示

す)

　これは、文部科学省のホームページから、子ど

もの読書活動推進の取組についての記載を一部抜

粋したものであります。平成16年度の読書活動推

進に関する施策の説明に当たり、当時の現状等を

述べたものですが、既に20年近く前から子供の読

書離れが指摘されていました。

　昨今のスマートフォンなど、インターネットを

介した情報機器の発達、普及は目覚ましいものが

あり、その影響により、私は、以前よりさらに子

供たちの読書離れが進んでいるのではないかと危

機感を持っております。

　次のスライドを御覧ください。(資料を示す)

　これは、令和４年度に本県社会教育課で実施し

た熊本県子供の読書活動推進計画に係るアンケー

ト調査です。この調査は、小中高各10校程度の学

校抽出調査により、小学校、中学校、高校に在籍

している児童生徒にアンケートを実施したもので

す。

　令和２年度から令和４年度における１か月に１

冊も本を読まない児童生徒の推移として、小学生

は、令和２年度が1.8％、令和３年度が2.3％、令

和４年度が2.1％とほぼ横ばいですが、中学生

は、令和２年度の8.5％に対して令和４年度が13

％、また、高校生は、令和２年度の15.8％に対し

て令和４年度が20.7％と、１か月に１冊も本を読

まない生徒の増加が見られております。

　次のスライドをお願いいたします。(資料を示
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す)

　これは、文部科学省の令和４年度全国学力・学

習状況調査の結果であります。｢あなたの家に

は、およそどれくらいの本がありますか」という

質問に対して、冊数ごとの分布を示しています。

26冊から100冊と答えた割合が、小学校で34％、

中学校で32.1％と、それぞれ最も多くなっていま

すが、下の表は教科ごとの正答率の割合で、家に

ある本の冊数が多いほど、各教科の平均正答率が

高い傾向が見られるとの調査結果が出ています。

このことから、読書環境と子供の学力には一定の

相関関係があり、影響を与えていることが分かり

ます。

　このように、子供の読書離れ、そしてそれに伴

う学力への影響が懸念される中、世界的な建築家

である安藤忠雄氏から、大阪市、岩手県遠野市、

神戸市に続いて、こども図書館を本県に整備した

いとの提案があったと伺い、大変ありがたい話だ

と思っています。

　私も、大阪市や神戸市などのこども図書館の先

行事例を調べてみました。先行館のこども図書館

は、その名称が、こども本の森となっているよう

に、図書館自体の建物を本の森と見立てた世界感

のある空間デザインになっています。

　子供たちは、まさに安藤忠雄氏の設計によるわ

くわくするような建物の中で、読みたい本を探

し、どこでも好きな場所で、好きな格好で自由に

読む、そのような多くの子供たちが本に出会い、

親しむ場となっているようです。

　また、子供たちに本を読む喜びを知ってほしい

と、本のテーマにも工夫がなされています。

　例えば、大阪市にあるこども本の森 中之島で

は、子供たちの素直なまなざしと感受性を大切に

する物語の聖地をつくるとのコンセプトで、12の

テーマを設定してあります。｢自然とあそぼう」

｢食べる」｢大阪→日本→世界」｢未来はどうなる

？」｢生きること／死ぬこと」など、すばらしい

テーマが設定されており、感銘を受けました。こ

れらの本に出会った子供たちは、きっと自分自身

で考える力を身につけることができるのだろうと

思います。

　今思えば、本を読んで育った我々の時代は、読

書で創造力を養うことができていたと思います。

現代は、ネットで何でも分かる便利な社会になっ

てしまっていますが、一方で、本に触れる機会が

減るというマイナス面もあるのかもしれません。

　熊本のこども図書館は、ぜひ読書に親しむきっ

かけとなるこども図書館にしていただきたいと

願っております。

　そこで、こども図書館の整備に向けてどのよう

な思いを持っておられるのか、その思いを実現す

るためにどのような取組を行っていくのか、蒲島

知事にお尋ねをいたします。

　　〔知事蒲島郁夫君登壇〕

○知事(蒲島郁夫君)　昨年２月、安藤忠雄氏か

ら、未来を担う子供たちの豊かな感性や創造力を

育むため、さらには熊本地震からの復興を応援し

たいとの思いから、こども図書館をぜひ熊本に寄

贈したいという御提案をいただきました。

　８月には、県と安藤忠雄建築研究所で、こども

図書館の整備に係る協定を締結いたしました。

　12月に県立劇場で開催したこども図書館キック

オフフェスティバルには、800名もの方々に御参

加いただき、こども図書館への関心や期待の高さ

を感じています。

　現在、来年春のオープンを目指し、熊本市など

関係機関とも連携して準備を進めております。

　私は、幼い頃から本が大好きで、たくさんの本

を読んできました。読書によって、自分の世界が

広がり、人生の夢を持つことができました。政治
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学者、政治家としての原点は、子供の頃からの読

書の中にあると言っても過言ではありません。

　読書は、成長過程にある子供たちの人格形成に

寄与し、創造力など生きる力を育みます。また、

図書館は、子供たちに読書の楽しみや大切さを伝

える重要な役割を担っています。

　私は、安藤氏から寄贈いただくこども図書館

が、新たな熊本の宝として、県民に末永く愛され

るようにしたいと考えています。

　このため、こども図書館は、県民参加型での運

営を目指しています。

　具体的には、県民や企業の皆様から寄附金を募

り、こども図書館の運営に活用していくこととし

ており、そのための基金条例を今定例会に提案し

ております。既に多くの企業から、県に対し、ぜ

ひ応援したいとの思いも届けられております。

　また、今後、本の寄贈やこども図書館の運営、

読み聞かせなどに御協力いただくボランティアの

方々を募りたいと考えています。

　こども図書館は、初夏には蛍が飛び交う水前寺

江津湖公園の豊かな自然環境の中に整備されま

す。この特色を生かし、建物の中だけでなく、屋

外でも子供たちが自由に読書を楽しめるようにし

たいと考えています。

　さらに、こども図書館における本との出会いや

本に親しむ体験を、隣接する県立図書館でのさら

なる学びや探求につなげてまいります。県立図書

館との連携や一体的な運営という本県ならではの

特徴を十二分に生かしていきたいと思っておりま

す。

　また、議員御紹介のとおり、大阪市、岩手県遠

野市、神戸市のこども図書館では、子供たちの素

直なまなざしと感受性に語りかけ、子供の気持ち

に寄り添うように多種多様な本が並べられていま

す。

　本県においても、先行３館の取組を参考にする

とともに、有識者の御意見を伺いながら、子供た

ちの豊かな感性や創造力を育むテーマの検討や図

書の選定を進めてまいります。

　安藤氏の思いに県民みんなで感謝しながら、こ

ども図書館が未来を担う子供たちの夢実現に向け

たかけ橋となるよう取り組んでまいります。

　　〔前田憲秀君登壇〕

○前田憲秀君　知事は、読書によって自分の世界

が広がり、人生の夢を持つことができた、政治学

者、政治家としての原点は、子供の頃からの読書

の中にあるという御答弁でありました。

　私も、微力でございますけれども、小中学校で

の読書が少しの創造力をかき立てたと感じてはお

ります。

　今の子供たちは、朝から晩まで活字の雨に溺

れ、自らの創造力を育めない状況ではないかと危

惧しております。こども本の森 中之島の指定管

理者、クリエイティブ・ディレクターは、こども

本の森のコンセプトとして「こどもたちの素直な

眼差しと感受性を大切にする「物語」の聖地をつ

くる｡」と紹介しています。さらに「自発的に本

を読む習慣や、書き手の想いを１人の読み手と

して受け取る喜びを知ってもらいたい｡」とまで

おっしゃっております。

　多くの企業から、寄附の声が上がっているとい

うことでございました。熊本のこども図書館の運

営は、既存の県立図書館と連携をして一体的にと

のこと。先行の大阪市や神戸市では、図書館専門

の指定管理の下、運営に関しては、安藤忠雄氏と

のやり取りも相当あったと聞いております。

　知事は、未来を担う子供たちの夢のかけ橋とな

るように全力で取り組むとの御答弁でありまし

た。全国に発信でき得る熊本県のこども図書館に

なるよう、強く要望をさせていただきます。
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　次に、各種スポーツ大会のレガシーと今後の活

用について質問いたします。

　令和２年２月議会において、熊本を世界に発信

したラグビーと女子ハンドボールの２つの国際ス

ポーツ大会で得られたものについて質問させてい

ただきました。

　当時の知事の答弁は、大会の開催で得たレガシ

ーを、大規模イベント等の誘致、交流人口の拡大

など、地方創生につなげてまいるとのことでし

た。

　しかしながら、新型コロナウイルスの世界的な

蔓延により、イベント等の誘致が困難となり、交

流人口も縮小する事態となりました。

　一方で、新型コロナウイルスは、５月８日か

ら、今の２類相当から季節性インフルエンザと同

じ５類に移行することとなり、今後は、インバウ

ンドの拡大をはじめ、我々の日常生活がコロナ禍

前に戻っていくことが期待されています。

　そのような中、昨年６月に、国際バドミントン

大会、熊本マスターズジャパンが決定し、10月に

は、ツール・ド・九州2023が、ＵＣＩ、国際自転

車競技連合から国際サイクルロードレースの認定

を受けるなど、相次いで熊本における国際大会の

開催が決定しました。

　これまでの国際大会の運営経験は、世界水準の

掌握や視野拡大につながり、外国からのお客様が

何に興味を示したかなどの観点も含め、かけがえ

のない県民の宝になったと確信しております。

　そこで、これまでに得られたレガシーを、これ

から開催する国際スポーツ大会にどのように生か

していくのか、また、スポーツに限らず、様々な

国際イベント等の誘致やインバウンド対策等への

取組について、蒲島知事にお尋ねをいたします。

　　〔知事蒲島郁夫君登壇〕

○知事(蒲島郁夫君)　各種スポーツ大会のレガシ

ーと今後の活用についてお答えします。

　本県では、2019年に２つの国際スポーツ大会が

同時期に開催されました。延べ約37万人という多

くの観客が訪れ、大いに盛り上がり、204億円の

経済効果が生まれました。

　これらの大会を通じ、県内の体育施設において

は、ドーピングルームや照明のＬＥＤ化など、施

設の整備が進み、国際基準の施設となりました。

加えて、世界各地から選手、役員などの関係者や

観客の方々を受け入れ、交流するためのノウハウ

なども蓄積されました。

　このような国際大会の成功は、多くの県民の経

験と自信につながるとともに、世界中に本県の魅

力を十分にアピールすることができました。

　これらをレガシーとして次世代に引き継ぐた

め、県では、昨年１月に、官民一体でスポーツに

よる誘客を推進する組織、くまもっと旅スポコミ

ッションを設立いたしました。

　本コミッションでは、スポーツが持つ多様な力

を県の活性化につなげるため、国際スポーツ大会

の招致を図っています。

　このような中、県内初となる国際バドミントン

大会、熊本マスターズジャパンが11月に熊本県立

総合体育館で開催されることが決定しました。

　また、国際サイクルロードレース、ツール・

ド・九州2023、これが10月に阿蘇で開催されるほ

か、ラグビー日本代表国際試合が７月にえがお健

康スタジアムで開催されます。さらに、世界マス

ターズ水泳も８月にアクアドーム熊本で開催され

ます。

　これらの４つの大会が本県で開催されることに

なったのは、2019年の国際スポーツ大会の経験が

レガシーとして評価された結果であると考えてい

ます。

　県としては、今回の大会開催を成功させ、定期
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開催化や次なる国際スポーツ大会の招致につなげ

ることで、スポーツを核とした県経済の好循環を

図ってまいります。

　また、国際スポーツ大会の開催を通じたインバ

ウンドの受入れ実績は、国際イベントの招致にも

つながっており、来年度は、半導体や人工知能な

どの国際会議も熊本市で開催されることが決定し

ています。

　県においても、その効果を県内各地に波及させ

るため、観光ＰＲや会議後のエクスカーションツ

アーの実施等に対し、支援を行ってまいります。

　さらに、このたびのＴＳＭＣの本県への進出を

台湾との交流拡大の好機と捉え、台湾で人気の高

いバドミントンやサイクリングなど、ターゲット

を絞ったスポーツツーリズムを推進することで、

熊本への誘客を図ってまいります。

　具体的には、両大会を通じた熊本のＰＲ、サイ

クリング周遊型旅行商品、ディスカバー九州とい

った県内を周遊する旅行商品の造成、販売支援の

ほか、教育旅行の受入れ体制の構築を進めます。

　このように、スポーツ大会のレガシーを継承

し、スポーツはもとより、国際イベントの招致を

通じて、より多くのインバウンドを獲得するな

ど、交流人口の拡大と経済効果の最大化に取り組

んでまいります。

　　〔前田憲秀君登壇〕

○前田憲秀君　各種スポーツ大会のレガシーと今

後の利活用についてということで、今年４つの国

際大会が熊本で開催されるのは、熊本にとっても

大きな財産であると思います。

　昨年設立された、知事も御紹介あったくまもっ

と旅スポコミッション、これは、中長期的な目標

を明確にして、その目標を県民と共有できる仕組

みはどうでしょうか。

　今月末には、天草走郎ロゲイニングというイベ

ントが企画されています。紙の地図とＧＰＳアプ

リを使って、チェックポイントで写真を撮ってポ

イントをゲットする仕組みで、ランで、ウオーク

で、自転車で天草を満喫するものです。現代版オ

リエンテーリング的なものでしょうか。観光地や

飲食店を巡って探検する企画です。

　このように、熊本で観光しながらスポーツを楽

しむ、スポーツ合宿で熊本の食を楽しんでもらう

等、熊本を発信してもらう流れはまさしくレガシ

ーと言えると思います。引き続き、インバウンド

の獲得で、交流人口の拡大と経済効果の最大化に

取り組むことを望ませていただきます。

　次に、熊本都市圏３連絡道路の早期実現につい

て質問いたします。

　先日、県と熊本市が、市の中心部と九州自動車

道、阿蘇くまもと空港を結ぶ都市高速道路の整備

に向けて、調査費を予算化する方向であることが

報道されました。

　熊本市は、全国20の政令市の中でも交通渋滞が

深刻で、朝夕の渋滞が慢性化しており、県民及び

市民の１人当たりの損失額は相当額に上っている

と言われます。

　折しも、熊本市に隣接する菊陽町にはＴＳＭＣ

が工場を新設することから、さらに交通量が増え

ると予測されており、ＴＳＭＣ関連工場の進出効

果を最大限に生かし、新たな企業を呼び込み、熊

本のさらなる発展につなげるためには、熊本都市

圏の交通渋滞を解消することが不可欠です。

　これまでも、東バイパスの６車線化をはじめと

する渋滞対策を国と県及び熊本市で行っています

が、抜本的な解決には至っていません。

　そのような中、今回の工場進出を契機とし、熊

本都市圏内を往来する車両はますます増加し、渋

滞は悪化すると考えます。

　熊本の発展のためには、大胆な渋滞対策をスピ
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ード感を持って実施することが必要であり、その

ためには、県と熊本市が打ち出した熊本都市圏の

新たな高規格道路を整備し、10分・20分構想をい

かに早期に実現するかが鍵ではないかと考えま

す。

　新聞報道等で話題となっている有料の都市高速

道路方式は、自治体からの出資や民間からの資金

を調達して、運営する公社が通行料金を返済する

仕組みです。

　この方式は、通常の事業よりも道路の完成まで

の期間を短縮して整備できると聞いており、先進

事例として、お隣の福岡や広島の状況を調べた結

果、福岡県では、昭和46年に事業に着手し、福岡

高速道路は48年間で約57キロ、広島県では、17年

間で約18キロを整備しています。

　福岡県と広島県の事例を見ると、都市の状況や

事業を開始した時期は異なるものの、１年当たり

１キロ程度のスピードでの整備進捗がうかがえま

す。

　このことから、都市高速道路方式で整備を進め

ることで、通常の道路事業よりも事業進捗が早い

と感じられます。

　熊本では、中心市街地から九州縦貫道につなが

る区間が約10キロと想定されていることから、早

期に事業に着手すれば、着手後10年程度で連絡道

路のうち１本を完成することも可能と思われ、一

日も早い事業着手が望まれます。

　今定例会冒頭の議案説明では、知事は、新たな

高規格道路３路線の実現に向け、住民参加型の道

路計画の検討に着手すると述べられました。

　早期の事業着手に向けては、それらの手続を速

やかに進めることはもとより、今後どのような手

順で進めるのか、県民に丁寧に説明していく必要

があると考えます。

　そこで、住民参加型の道路計画とは具体的にど

のようなものか、また、熊本都市圏の新たな高規

格道路の事業着手に向けて、今後はどのような手

順で進めるのか、土木部長にお尋ねをいたしま

す。

　　〔土木部長亀崎直隆君登壇〕

○土木部長(亀崎直隆君)　熊本都市圏の３連絡道

路につきましては、現在、国の協力をいただきな

がら、県と熊本市が連携して、ルートや構造、有

料道路制度の活用を含めた事業手法など、様々な

観点から検討を深めております。

　今後、計画の具体化に向けた取組をさらに加速

させるため、住民参加型の道路計画の検討に着手

してまいります。

　住民参加型の道路計画は、計画の具体化の段階

で、アンケート調査や説明会などを行い、住民の

皆様の御意見を把握しながら、地域の課題を明確

にするとともに、複数のルート案の比較や評価を

行うものです。また、有識者など客観的な立場の

方々から助言などをいただくことも必要だと考え

ております。

　これらの取組をしっかりと進め、早期事業化に

向けて最も効果的で効率的なルート案や事業手法

を選定し、環境影響評価や都市計画の手続につな

げてまいります。

　県としましては、引き続き、国や熊本市等と連

携を図りながら、熊本都市圏の３連絡道路の早期

実現に向け、スピード感を持って取り組んでまい

ります。

　　〔前田憲秀君登壇〕

○前田憲秀君　熊本都市圏３連絡道路の早期実現

について質問をさせていただきました。

　今後、計画の具体化に向けた取組を加速させる

ため、住民参加型の道路計画検討に着手するとの

御答弁であります。

　この計画は、具体化の段階で、アンケート調査
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や説明会で意見を聴き、地域の課題を明確にし

て、ルート案の評価を行うものと聞きました。

　では、早期実現に向け、スピード感を持って取

り組むとは、例えば、今年中に何をするのか、い

つまでに何ができそうなのか等、できれば、わく

わく感を示していただけないでしょうかと思って

おります。

　質問で取り上げましたように、福岡、広島の例

を挙げましたけれども、10キロ、10年で姿が見え

てくるのか。様々な段階を踏むのは承知しており

ますが、ぜひとも早く前進すべきと要望をさせて

いただきます。

　次に、動物愛護センターの整備状況と今後の活

用について質問をさせていただきます。

　蒲島知事は、犬猫の殺処分ゼロを目指すことを

３期目のマニフェストや熊本復旧・復興４カ年戦

略に掲げ、動物愛護の強化に取り組んできました

が、私も、これまで動物愛護に関する質問を繰り

返してきました。

　近年、犬や猫などの動物を単なるペットとして

ではなく、大切な家族の一員であるとの認識が広

まっており、動物に関する県民の意識は変化して

います。

　一方で、熊本地震を通じて、ペットとの同行避

難やペットの避難所での受入れ等が社会的課題と

なるなど、災害時におけるペットの救護について

も、関心が高まっているところです。

　このように、県民の動物愛護に対する機運が高

まっている中で、愛護に対する施策を拡充すると

いう県の姿勢が示されるとともに、従来の動物管

理から動物愛護へと基本方針が大きく変更され、

第３次熊本県動物愛護推進計画の下、動物愛護及

び管理に係る施策を推進していることは、大変意

義深いものと考えています。

　そのような中、現在、宇城市松橋町の松橋不知

火浄水管理センター北側において、令和５年度末

の完成に向けて、新熊本県動物愛護センター(仮

称)の整備が進められています。

　この新センターにおいては、譲渡を推進するた

めの適切な飼養管理とともに、県内の動物愛護の

拠点としての役割が大いに期待をされています。

　しかしながら、動物愛護をめぐる課題として、

犬や猫に対するマイクロチップの普及啓発や避妊

去勢手術の推進、飼い主のいない猫の餌やり、ふ

ん尿被害の対応など、地域全体における動物の飼

養管理の在り方が議論になっているところであり

ます。

　さらに、新センターにおいて、動物の飼養管理

に関わる組織や人員の配置、職員のスキルアップ

等、管理運営体制の仕組みのほか、動物愛護啓発

や教育の拠点として、県民が何度も訪れたくなる

ような場所となるための新たな仕掛けや人と動物

が共生する地域づくりに向けた情報発信も必要と

思われます。

　そこで、新センターの現在の整備状況と竣工後

の動物愛護推進体制及び活用に向けた取組につい

て、蒲島知事にお尋ねをいたします。

　　〔知事蒲島郁夫君登壇〕

○知事(蒲島郁夫君)　私は、ネブラスカ大学農学

部で繁殖生理学を学んでいた頃から、人と動物と

の共生の大切さとその実現の難しさを感じており

ます。その思いから、殺処分ゼロを目指し、動物

愛護の取組に力を入れてきました。

　取組を加速化するきっかけの一つとなったの

が、熊本地震です。発災後に、当時の動物管理セ

ンターに多くの被災した動物が保護されました。

混乱の中にもかかわらず、動物愛護団体等の協力

を得ながら、多くの動物を返還または譲渡するこ

とができました。

　そして、この流れを止めないために、動物愛護



－ 80 －

令和５年２月定例会　熊本県議会会議録　第４号（３月６日）

の拠点として、新たな動物愛護センターを整備す

ることといたしました。

　新センターでは、保護した動物を個別に管理で

きるようにするとともに、空調設備や運動スペー

スなども整備いたします。これにより、健康や安

全に配慮した飼育を行うことが可能となります。

　開所後は、動物愛護団体やボランティア、市町

村等と連携した県全域での動物愛護推進体制を整

備し、特に教育や啓発に力を入れたいと考えてい

ます。

　展示ブースや運動スペースを活用し、子供をは

じめとする県民の皆様が動物を身近に感じながら

学べる工夫を取り入れるなど、動物愛護教育を充

実してまいります。

　殺処分ゼロは、行政だけで実現できるものでは

なく、県民の皆様や関係団体等の協力が不可欠で

あります。

　｢命を大切にし、やさしさあふれる人と動物が

共生するくまもと」の実現に向け、新センターを

拠点として、動物愛護の取組をより一層進めてま

いります。

　　〔前田憲秀君登壇〕

○前田憲秀君　新しい動物愛護センターは、動物

愛護の拠点として、動物愛護団体やボランティ

ア、市町村等と連携をした県全域での動物愛護体

制を整備し、教育や啓発に力を入れるとの御答弁

でありました。

　修学旅行や研修会の拠点等、全国に発信できる

特徴ある愛護センターになることを要望させてい

ただきたいと思っております。

　次の質問に移ります。

　阿蘇くまもと空港の活性化について質問いたし

ます。

　熊本地震からの創造的復興のシンボルである阿

蘇くまもと空港の新旅客ターミナルビルが、いよ

いよ３月23日に開業します。

　新たなターミナルビルは、搭乗直前までショッ

ピングやグルメを楽しむことができる滞在型ゲー

トラウンジが整備され、阿蘇の人気グルメや天草

の海の幸など、熊本の魅力が詰まったフードエリ

アを中心に計29店舗が出店し、県産材がふんだん

に使われたデザイン性の高い空間で快適な時間が

過ごせるようであります。

　また、館内には、混雑状況をリアルタイムに把

握し、モニターで表示することで、利用者を混雑

させないエリアに誘導する旅客動線管理システム

の導入や、保安検査場では、一度に複数人が検査

レーンを利用でき、待ち時間を短縮できるスマー

トレーンの設置など、最先端機器が導入され、利

便性が大きく向上すると言われております。

　さらに、飛行機をより近くで眺めることができ

るように、滑走路側へせり出した花道型の展望デ

ッキがあるなど、魅力が満載だそうです。

　建物については、熊本地震の教訓を生かし、大

地震にも耐える強靱な構造となっており、電源

は、複数の変電所から受電するほか、72時間対応

可能な非常用発電機を設置するなど、災害時でも

ライフラインの確保のできる機能等を有していま

す。

　また、空港敷地内には太陽光発電設備が整備さ

れ、ＳＤＧｓにも配慮した施設となっています。

　とてもすばらしい空港へと生まれ変わった熊本

の空の玄関口を多くの方に知っていただき、利用

者を増やしていくことが最も重要です。

　熊本国際空港株式会社が目標とする2051年度の

622万人の達成に向けても、開業後、広く周知を

行い、利用者を増やしていく必要があります。

　さらに、国際線も再開し、開業日には、熊本と

台北を結ぶチャーター便も就航しますが、国際線

のさらなる拡大と、国内線においては地方間を結
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ぶ熊本―静岡線の維持や拡大が重要と考えます。

　そこで、阿蘇くまもと空港の新旅客ターミナル

ビルの開業を県内外にどのように情報発信してい

くのか、そして国際線、国内線の路線拡大と利用

者増にどのようにつなげていくのか、企画振興部

長にお尋ねをいたします。

　　〔企画振興部長高橋太朗君登壇〕

○企画振興部長(高橋太朗君)　まず、新ターミナ

ルビルの情報発信についてお答えをいたします。

　新しく生まれ変わる空港をより多くの方に知っ

ていただくため、現在、様々な媒体を活用して、

空港のリニューアルと熊本地震からの創造的復興

が進む熊本の姿をＰＲする取組を進めています。

　具体的には、ウェブ上の特設サイトの開設やテ

レビＣＭ、新聞、エアライン機内誌での広告な

ど、県内外に向けたプロモーションを熊本国際空

港株式会社と連携して実施しています。引き続

き、新年度においても、プロモーションを継続す

るための予算を今定例会に提案しています。

　次に、国際線、国内線の路線拡大についてお答

えをいたします。

　まず、国際線については、令和２年３月以降全

便が運休していましたが、本年１月５日、２年10

か月ぶりにソウル線が週３便で復便し、全国の地

方空港の中でも、早期に定期便の再開を果たしま

した。

　ソウル線の１月の利用率は、平均で74.3％と好

調であり、今月から週７便のデーリーの運航とな

りました。

　今後は、インバウンド、アウトバウンド双方の

需要創出に取り組み、既存路線の復便や熊本―台

北線などの新規路線の誘致につなげてまいりま

す。

　次に、国内線ですが、議員御指摘の静岡線につ

いて、今年度の１月までの利用率は45.2％であ

り、さらなる利用促進が必要と考えています。

　このため、県としましては、熊本国際空港株式

会社はもとより、航空会社であるＦＤＡ、静岡

県、富士山静岡空港株式会社も合わせた５者一体

で、路線の認知度向上や旅行商品の造成支援など

に取り組んでまいります。

　今後も、新しく生まれ変わった空港を広く情報

発信するとともに、航空ネットワークの拡大に積

極的に取り組み、阿蘇くまもと空港の活性化につ

なげてまいります。

　　〔前田憲秀君登壇〕

○前田憲秀君　国際線は、ソウル便が今月からデ

ーリー運航になるなど、新空港の開業に向けた上

昇機運が感じられます。

　阿蘇くまもと空港は、世界と地域に開かれた九

州のセントラルゲートウエーとして、地方空港ナ

ンバーワンの国際線ネットワークを目指すとして

います。

　搭乗間際まで楽しめる充実した搭乗待合エリア

が特徴と言われておりますけれども、これまで搭

乗ぎりぎりに空港に行っていた身としては、どの

ように変化していくのか楽しみでもあります。

　次の質問に移ります。

　新公会計制度導入の効果と今後の利活用につい

て質問いたします。

　これまでも、単一簿記から発生主義、複式簿記

会計の考え方を基本とする公会計制度改革につい

ては、何回も質問を重ねてきました。熊本県は、

熊本地震の影響があり、当初予定から２年間遅れ

たものの、統一的な基準による財務書類と固定資

産台帳の整備が図られたことは、財務会計の見え

る化への挑戦の成果としての手段として評価でき

るものであります。

　しかしながら、今般の公会計制度改革は、策定

と公表をもって終わりでなく、将来を見据え、安
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定した行政サービスを維持、提供していくため

に、県有施設等の資産の有効活用をはじめ、総量

圧縮、施設長寿命化、機能移転等を前提とした全

体方針や改善方策、また、削減目標、再編、保全

に関する考え方、いわゆる公共施設マネジメント

にいかに利活用していくかが重要であり、財務状

況のスピーディーな把握と全体的な管理により、

県の財政に資することが求められています。

　そこで、導入により今後見込まれる効果と有効

な利活用策について、総務部長にお尋ねをいたし

ます。

　　〔総務部長平井宏英君登壇〕

○総務部長(平井宏英君)　本県の財務書類等の作

成及び公表につきましては、平成30年度決算分を

令和２年３月に公表することができました。今月

中には、４回目となる令和３年度決算分を県のホ

ームページにおいて公表する予定です。

　公表した財務書類には、図表やイラストを多く

配置するとともに、民間企業会計との違いや他団

体との比較、Ｑ＆Ａ形式の解説等を記載するな

ど、理解しやすい内容となるよう工夫しておりま

す。

　また、固定資産台帳につきましては、全資産の

集計数値のみを掲載している団体や公表自体を行

っていない団体もある中、本県では、資産ごとの

情報を閲覧できるよう一覧形式で公表しておりま

す。さらに、減価償却を含めた施設別の行政コス

トの把握が容易になったことから、議員御指摘の

とおり、今後老朽化が進む公共施設の計画的な更

新や長寿命化などの公共施設マネジメントに活用

できるものと考えております。

　今後も、具体的で分かりやすい情報を継続して

公表していくことが重要であり、公表した内容を

県民の皆様に理解いただけることが大きな効果と

なってくると考えております。

　また、今年度から、総務省において、大学教授

や公認会計士、自治体担当者等で構成された今後

の地方公会計のあり方に関する研究会が開催され

ております。そこでは、公共施設マネジメント等

への固定資産台帳の活用や事業別、施設別など、

より細かい単位で分析した財務書類の活用など、

地方公会計情報の一層の活用方法について、令和

５年度中を目途に検討が進められております。

　本県においても、引き続き、情報収集を行いな

がら、国の研究結果も参考に、より効果的な活用

策を検討してまいります。

　　〔前田憲秀君登壇〕

○前田憲秀君　現在公表されている財務書類は、

少しでも理解や興味が持てるよう工夫を凝らして

いるのは私も認めます。固定資産台帳も、熊本県

６万2,700を超える県有施設を、土地、建物、工

作物から建設中の建設仮勘定まで示しています。

この作業は相当な御苦労があったと思います。ソ

ート機能もあり、取得価格で何が一番高いのか等

々、様々な検索ができるようにもなっています。

　例えば、熊本県東京事務所銀座熊本館の事業用

資産の土地が、取得価格26億4,500万円となって

おり、その程度なのかと思いきや、取得年月日が

1950年となっており、現在はどれぐらいの価値な

のかとか、牛深ハイヤ大橋は237億円で取得して

いるだとか、今ここにいます議会棟は、1967年に

９億1,300万円で取得購入、建てたんですけれど

も、現在は、耐用年数が50年ですので、備忘価格

といいまして、この議会棟は１円となっておりま

す。

　また、行政棟の本館も、同じく1967年に建てら

れ、90億6,900万円で建てられておりますけれど

も、50年がたっていますので、今の価格は、備忘

価格の１円であります。その後、熊本地震等で補

強がされておりますので、どういった補強がされ
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ているのかも工作物等で分かるようになってお

り、質問でも述べたように、様々な角度から、今

県有資産がどういうふうになっているのかという

のが確認できるようになっております。

　答弁にもありますように、今後は、限られた予

算を有効に活用していく公共施設のマネジメント

の議論も進めていかなければなりません。

　いまだ予算、決算の仕組みは変わりませんけれ

ども、有効活用や無駄削減に一層この公会計改革

の効果を取り入れることを強く要望いたしますと

ともに、これからもしっかりまた議論をさせてい

ただきたいと思っております。

　次に、事業承継に関する県の取組について質問

をさせていただきます。

　国立社会保障・人口問題研究所の日本の将来推

計人口、平成29年推計によりますと、2025年に、

いわゆる団塊の世代と呼ばれる800万人全員が75

歳以上の後期高齢者となり、総人口１億2,254万

人のうち、後期高齢者の人口が2,180万人に達す

ると言われています。

　また、全国的に中小企業や小規模事業者の経営

者の多くが70歳を超える一方で、後継者がまだ決

まっていないという状況にあり、中小企業等の持

つ高い技術やノウハウなどの経営資源を存続させ

ていくためには、後継者の育成、資源等の引継

ぎ、いわゆる事業承継の取組が必要になっていま

す。

　特に、地域経済を活性化させるためにも、事業

承継は喫緊の課題であり、国において様々な事業

承継に向けた取組が進められている中、特に中小

企業の世代交代を後押しする事業承継税制につい

て、３期目の初年度、11月定例会で取り上げたと

ころであります。

　当時は、制度創設初年度ということで、当時の

11月末現在で18件と申請件数も少なく、公明党の

全国アンケートでも、制度自体を知らないという

方が多数いらっしゃいました。

　そのため、県経済の活性化に向けて有効な制度

であり、関係者への周知徹底にしっかり取り組ん

でいただくよう要望させていただきましたが、当

時質問できなかったことを残念に思っており、今

回の質問に至ったところであります。

　その後、制度の周知も進み、令和４年12月末現

在で、法人、個人を合わせて、特殊承継計画の確

認数が227件、特例措置適用の認定数が130件と、

九州では第２位の実績であり、事業者数を考慮す

ると、制度の周知とともに、その活用が一定程度

進んだものと考えます。

　一方で、民間の調査会社帝国データバンクの調

べによりますと、後継者がいない、または未定と

回答した県内の経営者は、全体の約半数となって

おり、事業承継の推進のため、国や自治体などに

よるさらなる後押しが必要と考えています。

　この背景には、事業承継における具体的な相続

や贈与が現時点でイメージできず、議論を先送り

にして、具体的な検討が進まないという状況もあ

るのではないかと考えています。

　そうした状況の中、コロナ禍の影響も踏まえ、

国のほうで特例承認計画の提出期限が１年延長さ

れました。2024年３月31日となり、贈与や相続を

受ける適用期間があらかじめ決まっている中で、

その１年間の期限延長は、事業承継に悩んでおら

れる中小零細企業主の皆さん方にとって朗報であ

るとともに、改めて後継者への引継ぎについて考

え直すきっかけとなるものと考えます。

　この特例承認計画は、この計画に拘束されるも

のではなく、また、計画策定もそれほど難しいも

のでもなく、策定自体は大きなハードルではあり

ません。むしろ、こうした特例計画を一つの契機

として、事業承継に向き合ってもらうといった視
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点が必要ではないかと思います。

　そこで、県経済の活性化に向けて有効な制度で

あると思われる事業承継税制の関係者への周知徹

底を含め、喫緊の課題である事業承継に向けて、

県としてどのように取り組むのか、商工労働部長

にお尋ねをいたします。

　　〔商工労働部長三輪孝之君登壇〕

○商工労働部長(三輪孝之君)　事業承継に関する

県の取組についてお答えします。

　県としては、県内中小企業者の事業承継に向け

た取組を加速化させることは、大変重要であると

考えています。

　そこで、令和元年度から、商工会及び商工会議

所に、専門性を有する経営指導員、いわゆる特任

経営指導員を設置し、支援体制の強化を図るとと

もに、県融資制度において、事業承継者おうえん

資金による金融支援を実施しています。

　また、議員御紹介の事業承継税制は、非上場中

小企業の株式などを先代経営者から譲り受けた後

継者が知事の認定を受けると、贈与税や相続税が

猶予または免除となるものです。御指摘のとお

り、事業承継を行う中小企業者にとっては、大変

有益な制度であると考えています。

　そのため、県としては、経営指導員を対象とし

た研修等の機会を通じ、事業承継税制を含めた事

業承継に関する国や県の支援制度の周知を図ると

ともに、事業承継税制に係る認定事務を行ってい

ます。

　また、事業承継は、売手、買手双方の利益保護

の観点から、ある程度手続が進むまでは、事業者

名を伏せたまま、企業概要のみを提示してマッチ

ングを進めることが現在は一般的となっていま

す。しかし、この手法では、成約までに時間がか

かるといった課題も一部で見られています。

　そのような中、熊本県商工会連合会では、会報

による後継者お探し支援サービスを実施してお

り、これまで、ラーメン店や洋菓子店、宿泊業な

ど、６事業者について、事業者名をオープンにし

て後継者を募集する取組を行っています。そのう

ち、芦北町の宿泊業者では、地元の事業者による

事業承継が成立し、マスコミにも取り上げられる

など、新たな手法の一つとして注目度が増し、着

実に事業承継の実績を上げています。

　そのため、本県では、商工団体が市町村と連携

し、事業者名を公表して後継者を募集する、いわ

ゆるオープンネームでのマッチングイベントや承

継物件の訪問ツアーの支援に係る予算について、

今定例会に提案しています。

　こういった新たな手法も取り入れながら、今後

とも、商工団体や事業承継・引継ぎ支援センター

と連携を密にし、県内中小企業者の事業承継を強

力に後押ししてまいります。

　　〔前田憲秀君登壇〕

○前田憲秀君　事業承継税制に関する取組につい

て、中小・小規模事業者の経営者の多くが70歳を

超え、後継者が決まっていない状況は、県経済と

しても、損失を意味するのではないかと思ってお

ります。

　答弁にもありましたマッチングの目標を数値化

するのは難しいでしょうが、対象企業への制度の

周知が漏れなく実施されるよう、残りの１年、し

っかりと取り組んでいただくことを要望させてい

ただきたいと思います。

　最後の質問になりました教員不足対策と人材確

保について質問をさせていただきます。

　先日、県内中学校と特別支援学校の教員不足

が、令和３年度、全国ワースト１位の状態にあっ

たことが大きく報道されました。

　令和３年度、５月１日時点の熊本市を除く県内

の教員不足は128人で、中学校の不足率は1.77％
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で全国ワースト１位、特別支援学校も3.52％で同

じく全国ワースト１位の状況であります。

　また、令和４年５月１日現在でも、県内の教員

不足は97人で、慢性化しており、深刻な状況にあ

ると思われます。

　この教員不足の背景としては、少人数学級の実

施や特別支援学級の増加などにより多くの人手が

求められる一方、教員の退職者が多くなっている

こと、さらに多忙や長時間労働のイメージが先行

して、教員を目指す学生が減っているなど、様々

な要因があると言われております。

　そのような中、さきの教育警察常任委員会にお

ける２月補正予算の審議におきまして、教職員給

与費の小学校教職員給が11億7,000万円余りの減

額との説明がありました。

　過去の減額補正の状況を見たところ、令和２年

度は11億3,000万円余の減額補正、昨年の令和３

年度は８億5,000万円余の減額補正となってお

り、本年度は減額が大きくなっています。

　この減額分は、言い換えると、必要な教員の任

用が十分にできず、本来受けられる教育サービス

を児童生徒が受けられていないということではな

いかと考えます。

　より質の高い教育のためには、教員のマンパワ

ーが不可欠であります。

　これまで、退職した教員の再任用や教員業務支

援員の配置などの取組を行われているところです

が、教員業務のサポート役として教員免許を保有

していない方を新たに任用するなど、学校現場に

おいて多様な人材を活用することも、教員不足の

解決に向けたヒントになるのではないかと思いま

す。

　児童生徒の状況に応じたきめ細かな教育を行う

ためにも、県内の教員不足の解消は喫緊の課題で

あることから、特効薬が必要不可欠です。

　そこで、今後の教員不足解消に向けた対策と人

材の確保について、教育長にお尋ねをいたしま

す。

　　〔教育長白石伸一君登壇〕

○教育長(白石伸一君)　教員不足対策と人材確保

についてお答えいたします。

　議員御指摘のとおり、本県において、教員不足

は深刻な問題であると認識しておりまして、より

質の高い教育を実現するためにも、早急に教員不

足の解消を図る必要があると考えております。

　そのため、議員お尋ねの学校現場における人材

の確保に向けた即効性のある取組として、主に次

のような取組を集中的かつ重点的に進めておりま

す。

　まず、再任用教員の確保の取組についてです。

　大量の職員が退職期を迎える中、来年度から実

施する定年の引上げに加えまして、再任用教員に

ついて積極的な働きかけを行うことにより、ベテ

ラン教員を確保することとしております。再任用

教員数は、年々増加しており、今後もさらに多く

の教員に希望していただけるよう、校長等からの

声かけを強化してまいります。

　また、今年度から新たに、教職に就いていない

免許保有者の掘り起こしについても力を入れて取

り組んでおります。

　本年１月に、県内４会場で、職務内容等に関す

る講習会を開催しました。約200名の参加があ

り、受講者の一部からは、臨時的任用の教員や非

常勤講師への応募をいただいているところでござ

います。今後も引き続き、講習会を開催するとと

もに、免許保有者の方々がスムーズに学校現場で

活躍していただけるよう、任用前の研修等につい

ても実施していくこととしております。

　さらに、県外在住の免許保有者に対しても、今

後、教員採用選考考査の説明会等の開催を通しま
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して、採用に関する各種相談に応じるなど、ＵＩ

Ｊターン者の受入れ体制を強化するための予算を

今定例会に提案しております。

　引き続き、教員が子供たちとしっかり向き合

い、子供たちの状況に応じたきめ細かな教育を行

うことができるよう、教員不足対策に全力で取り

組んでまいります。

　　〔前田憲秀君登壇〕

○前田憲秀君　教員不足対策と人材確保について

質問をさせていただきました。

　教育長の答弁にありましたように、早急に教員

不足の解消を図るべきであると思います。これま

でも、本会議や委員会で、多くの先生方が質問や

指摘がなされているところであると思います。教

員選考の見直し、働き方改革の推進、この大きく

２つは、これまでもずっと教育長は述べられてお

ります。この間、子供たちは、成長をしますし、

次のステップへ進むわけであります。そのときの

損失は挽回できないと思っております。即効性の

ある取組が急務であります。

　紹介しましたように、小学校教員給が、当初予

算が３年間、毎年10億円余り減額になっていると

いうことは、本来なら、財政課は認められない事

態ではないのかなということも思われます。

　退職者の先生方に給料を３割増しで来ていただ

くだとか、学習塾のプロの先生に期限付で補って

もらうだとか、上記の２つの改革ができるまで、

思い切った手を打つべきではないでしょうか。そ

れでも10億超の減額にはならないのではないかと

思っております。減額分の補塡を示す補正を提案

すべきとも思っております。

　教員不足について、確実に効果を生む対策をこ

れまで以上に取り組んでいただくことを強く要望

をさせていただきます。よろしくお願いいたしま

す。

　以上で用意をしました質問は全て終わりまし

た。時間がないので、本来でしたら、アクセス鉄

道の問題だとか、ライフワークで取り組んでおり

ました水素も取り上げようと思ったんですけれど

も、これだけ時間が残れば、要望ぐらいできたか

なと、今反省をしております。

　また、これから、この議場に戻ることができま

すれば、しっかりとこれまで取り組んだことも含

めて、さらに勉強を重ね、県経済、県の発展のた

めに、しっかり尽くすことをお約束申し上げ、今

回の私の代表質問を終わらせていただきます。

　最後までの御清聴、誠にありがとうございまし

た。(拍手)

○議長(溝口幸治君)　以上で通告されました代表

質問は全部終了いたしました。

　これをもって代表質問を終結いたします。

　明７日は、午前10時から会議を開きます。

　日程は、議席に配付の議事日程第５号のとおり

といたします。

　本日は、これをもって散会いたします。

　　午前11時35分散会



第 ５ 号 

（３月７日）
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令和５年３月７日(火曜日)

　　 ―――――――――――――――――

　　　議事日程　第５号

　　令和５年３月７日(火曜日)午前10時開議

　第１　一般質問(議案に対する質疑並びに県の

　　一般事務について)

　　 ―――――――――――――――――

本日の会議に付した事件

　日程第１　一般質問(議案に対する質疑並びに

　　県の一般事務について)

　　　　 ――――――――――――

出席議員氏名(47人)

　　　　　　　　　　　　堤　　　泰　之　君

　　　　　　　　　　　　前　田　敬　介　君

　　　　　　　　　　　　城　戸　　　淳　君

　　　　　　　　　　　　本　田　雄　三　君

　　　　　　　　　　　　南　部　隼　平　君

　　　　　　　　　　　　坂　梨　剛　昭　君

　　　　　　　　　　　　荒　川　知　章　君

　　　　　　　　　　　　西　村　尚　武　君

　　　　　　　　　　　　山　本　伸　裕　君

　　　　　　　　　　　　岩　田　智　子　君

　　　　　　　　　　　　島　田　　　稔　君

　　　　　　　　　　　　池　永　幸　生　君

　　　　　　　　　　　　竹　﨑　和　虎　君

　　　　　　　　　　　　吉　田　孝　平　君

　　　　　　　　　　　　中　村　亮　彦　君

　　　　　　　　　　　　大　平　雄　一　君

　　　　　　　　　　　　髙　島　和　男　君

　　　　　　　　　　　　末　松　直　洋　君

　　　　　　　　　　　　松　村　秀　逸　君

　　　　　　　　　　　　岩　本　浩　治　君

　　　　　　　　　　　　西　山　宗　孝　君

　　　　　　　　　　　　　　田　大　造　君

　　　　　　　　　　　　前　田　憲　秀　君

　　　　　　　　　　　　磯　田　　　毅　君

　　　　　　　　　　　　河　津　修　司　君

　　　　　　　　　　　　楠　本　千　秋　君

　　　　　　　　　　　　橋　口　海　平　君

　　　　　　　　　　　　緒　方　勇　二　君

　　　　　　　　　　　　増　永　慎一郎　君

　　　　　　　　　　　　髙　木　健　次　君

　　　　　　　　　　　　髙　野　洋　介　君

　　　　　　　　　　　　内　野　幸　喜　君

　　　　　　　　　　　　山　口　　　裕　君

　　　　　　　　　　　　渕　上　陽　一　君

　　　　　　　　　　　　田　代　国　広　君

　　　　　　　　　　　　城　下　広　作　君

　　　　　　　　　　　　西　　　聖　一　君

　　　　　　　　　　　　鎌　田　　　聡　君

　　　　　　　　　　　　坂　田　孝　志　君

　　　　　　　　　　　　溝　口　幸　治　君

　　　　　　　　　　　　小早川　宗　弘　君

　　　　　　　　　　　　池　田　和　貴　君

　　　　　　　　　　　　吉　永　和　世　君

　　　　　　　　　　　　松　田　三　郎　君

　　　　　　　　　　　　藤　川　隆　夫　君

　　　　　　　　　　　　岩　下　栄　一　君

　　　　　　　　　　　　前　川　　　收　君

欠席議員氏名(なし)

　　 ―――――――――――――――――

説明のため出席した者の職氏名

　　　　　　知　　　　事　蒲　島　郁　夫　君

　　　　　　副 知 事　田　嶋　　　徹　君
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　　　　　　副 知 事　木　村　　　敬　君

　　　　　　知事公室長　小　牧　裕　明　君

　　　　　　総 務 部 長　平　井　宏　英　君

　　　　　　企画振興部長　高　橋　太　朗　君

　　　　　　理　　　　事　水　谷　孝　司　君

　　　　　　理　　　　事　小金丸　　　健　君

　　　　　　健康福祉部長　沼　川　敦　彦　君

　　　　　　環境生活部長　小　原　雅　之　君

　　　　　　商工労働部長　三　輪　孝　之　君

　　　　　　観光戦略部長　原　山　明　博　君

　　　　　　農林水産部長　竹　内　信　義　君

　　　　　　土 木 部 長　亀　崎　直　隆　君

　　　　　　会計管理者　野　尾　晴一朗　君

　　　　　　企 業 局 長　竹　田　尚　史　君

　　　　　　　　　　　　渡　辺　克　淑　君

　　　　　　教 育 長　白　石　伸　一　君

　　　　　　警察本部長　山　口　寛　峰　君

　　　　　　　　　　　　西　尾　浩　明　君

　　　　　　監 査 委 員　藤　井　一　恵　君

　　 ―――――――――――――――――

事務局職員出席者

　　　　　　事 務 局 長　手　島　伸　介

　　　　　　　　　　　　村　田　竜　二

　　　　　　議 事 課 長　富　田　博　英

　　　　　　　　　　　　濱　田　浩　史

　　　　 ――――――――――――

　　午前10時開議

○議長(溝口幸治君)　皆さん、おはようございま

す。

　これより本日の会議を開きます。

　　　　　―――――――――――

　日程第１　一般質問

○議長(溝口幸治君)　日程に従いまして、日程第

１、一般質問を行います。

　発言の通告があっておりますので、これより順

次質問を許します。

　なお、質問時間は１人60分以内の質疑応答であ

りますので、さよう御承知願います。

　岩下栄一君。

　　〔岩下栄一君登壇〕（拍手）

○岩下栄一君　皆さん、おはようございます。熊

本市一区・自由民主党の岩下栄一です。

　質問に入ります前に、一言、私の世界情勢につ

いての所感を申し述べます。

　トルコの地震は、５万人あるいは６万人という

死者を出しまして、150万世帯が被災しました。

全く悲惨な大地震だったと思いますが、７年前の

熊本大地震の悲惨な状態を改めて思い出したわけ

であります。

　この地震で国際人道支援について感じるところ

がありました。トルコと日本の関係です。

　1890年に、トルコの軍艦エルトゥ－ルル号が、

表敬のために我が国を訪れました。ところが、不

幸なことに、和歌山県樫野崎沖で座礁し、多くの

乗組員が海に投げ出され、500人以上の犠牲者が

出ましたけれども、この情報を聞いた対岸の和歌

山県大島の漁民が大挙して押しかけて救援活動、

多くの人命が救われました。明治天皇は、直ちに

医師や看護師を現地に派遣し、手厚い対応をしま

して、しかも生存者をトルコに帝国海軍の軍艦を

提供して送りました。これを知ったトルコの人た

ちは、東洋の日本という国を再認識して、強い親

日感を持ちました。イラン・イラク戦争のとき

に、邦人が現地に取り残されましたけれども、ト

ルコ政府は、直ちに飛行機をチャーターして、日

本人を保護したわけでございます。

　そのようなことで、国際人道支援というもの

は、常にお返しがある、あるいは人間としてなす

べきことだなということを改めて思いますし、親

日国のトルコを考えますときに、国の究極の安全

事務局次長
兼総務課長

審 議 員 兼
議事課長補佐

病 院 事 業
管 理 者

人事委員会
事 務 局 長
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保障というのは、そうした国際関係の築き方にも

大きな要因があるのかなというのを感じた次第で

す。

　余計なことを申し上げましたけれども、一般質

問に入らせていただきますが、お聞きのとおり、

私、病気の後遺症で滑舌が大変悪くて、お聞き苦

しい点も多くあると思いますけれども、しばらく

我慢ください。

　まず、国の経済対策への対応と今後の財政運営

について質問いたします。

　ウィズコロナの下に社会経済が徐々に正常化す

る中、ウクライナ情勢等の影響で、原材料価格の

上昇や円安の影響等によるエネルギー、食料品等

の価格上昇が、国民生活や事業活動に大きな影響

を及ぼしています。

　そうした中で、昨年12月に、国の第２次補正予

算が成立し、物価高騰、賃上げへの取組、円安を

生かした地域の稼ぐ力の回復、強化、防災・減災

や国土強靱化の推進など、国民の安心、安全の確

保などについて推進されることになりました。

　本県においても、経済対策のうち国土強靱化の

推進については、国の動きにいち早く呼応して、

去る12月定例会において予算案が提案され、可決

されましたが、それ以外の分野についても、国の

動きを捉えて、県内の生活者、事業者への支援や

安全、安心確保のために、しっかりと対応してい

くことが求められています。

　一方、本県では、令和５年度当初予算まで含め

た累計予算額で、熊本地震への対応で約１兆円、

豪雨災害への対応で約2,700億円と、莫大な予算

を編成してきています。

　また、これらへの対応に加え、新型コロナウイ

ルスへの対応のため、累計で約6,640億円の巨大

な予算を編成しています。災害やコロナへの対応

に関する国の財政支援の手厚いものがあったとは

いえ、本県の将来の財政運営を大変心配していま

す。

　令和３年10月に公表した中期的な財政収支の試

算では、令和４年度以降の５年間で、累計186億

円の財源不足が生じるとされ、昨年10月時点の大

まかな収支見込みでも、令和５年度の当初予算に

おける財政不足額が38億円と見込まれており、令

和５年度当初予算は、非常に厳しい予算編成にな

ったのではないかと考えています。

　このような中で、県として、県民や事業者への

支援や安全、安心確保のために、国の第２次補正

予算等にどのように対応していかれるのか。さら

に、今後の財政の見通しについてどのように認識

しているのか。財政調整用４基金の確保など、将

来に向けた県の財政運営についてどのように考え

ておられるのか。

　以上の２点について、蒲島知事にお尋ねいたし

ます。

　　〔知事蒲島郁夫君登壇〕

○知事(蒲島郁夫君)　まず、１点目の国の第２次

補正予算等を踏まえた本県の対応についてお答え

します。

　本県では、昨年10月に国が打ち出した経済対策

にいち早く対応するため、12月補正予算で、防

災・減災、国土強靱化への対応や観光需要の喚

起、妊婦、子育て家庭に対する支援などを予算化

しています。

　また、先月28日に議決いただきました２月補正

予算においては、経済対策に係る国施策を最大限

活用して、物価高などに苦しむ生活困窮者や事業

者の支援に必要な予算を計上しています。そのほ

か、国の臨時交付金を活用した本県独自の地域活

性化対策などを盛り込んでいます。

　今般の経済対策によって追加された普通交付税

の活用や通常の起債よりも地方財政措置が手厚い
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補正予算債などの活用によって、県の負担の最小

化が図られています。

　また、当初は令和５年度事業として予定してい

た益城町の土地区画整理事業、熊本高森線の４車

線化、セミコンテクノパーク周辺の渋滞緩和対

策、台湾からの誘客強化など、蒲島県政の重要施

策について、経済対策や国の交付金を活用した事

業として、12月と２月の補正予算に前倒して計上

しています。

　次に、２点目の将来に向けた県の財政運営につ

いてお答えします。

　令和３年10月に公表した中期的な財政収支の試

算で、熊本地震、豪雨災害関連の県債償還の本格

化、社会保障経費の増加等により、５年間で累計

186億円の財源不足を見込んでいます。

　また、今後の景気動向や新たな政策課題への対

応など、現段階では見通せない課題が生じること

も想定され、中長期的な財政運営については、予

断を許さない状況にあると認識しています。

　そのため、令和５年度当初予算編成において

は、真に必要な事業の選択と集中を徹底するとと

もに、将来負担も考慮し、歳入歳出の両面から見

直し、精査した結果、財政調整用４基金について

は、令和５年度当初予算編成後において83億円を

確保できています。

　また、知事就任前の平成19年度末に約１兆700

億円あった通常県債残高は、令和４年度末には約

8,800億円と、1,900億円程度縮減できる見込みで

す。

　２度の大きな災害や新型コロナウイルスに対し

て、ちゅうちょなく取り組むことができたのは、

これまでの財政健全化の取組の成果であり、ま

た、県議会及び県選出国会議員の皆様の後押しを

いただき、国の支援を最大限活用できたことによ

って、県負担の最小化を図ることができた結果と

考えています。

　引き続き、国の制度等を最大限に活用し、財政

の健全性を確保してまいります。

　現在、本県は、ＴＳＭＣの進出に伴い、100年

に１度のビッグチャンスが訪れています。将来の

発展を見据えて県として取り組むべき施策につい

ては、ちゅうちょなく実行し、将来にわたって発

展的な熊本の実現を目指してまいります。

　　〔岩下栄一君登壇〕

○岩下栄一君　ありがとうございました。

　蒲島知事がおっしゃる創造的復興もいよいよ大

詰めを迎えました。国の支援や県の積極的な財政

運営の成果であろうと思っております。今後なお

財政の健全化をさらに進めて、熊本県の大いなる

発展に寄与していただきますよう期待しまして、

我々もそのつもりで頑張りたいと思います。

　次に、再生可能エネルギーの推進について伺い

たいと思います。

　急速な地球温暖化に対し、脱炭素、カーボンニ

ュートラルは世界の潮流であります。蒲島県政

は、2050年ＣＯ2排出実質ゼロをうたっており、

その達成には、再生可能エネルギーの導入の拡大

は不可欠であると思います。

　本県の地域特性を生かした再生可能エネルギー

である地熱発電と本県で最も導入ポテンシャルが

大きいとされる陸上風力発電についてお尋ねした

いと思います。

　地熱発電は、マグマで熱せられた高温、高圧の

蒸気と熱水の高いエネルギーを電力に変えるもの

です。

　1966年、日本初の地熱発電所である岩手県の松

川地熱発電所が、翌年には、大分県の大岳地熱発

電所が運転を開始しております。

　現在、全国で80以上の地熱発電所があり、発電

出力の合計は、2020年度時点で約60万キロワット
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と言われています。

　環太平洋火山帯に属する日本の地下には、マグ

マが大量にたまっており、世界第３位の地熱資源

量を保有すると言われています。その一方で、地

熱発電量は、世界10位であり、豊富な資源を生か

し切っているとは言えません。見方を変えると、

世界７％に当たる100以上の活火山を持つ火山国

である日本は、地熱発電を持つ大きな可能性を持

っていると言えます。

　本県における取組を振り返ると、昭和50年代

に、電源開発と本県の企業局が、当時通商産業省

のサンシャイン計画に応じ、小国町岳の湯地区な

どで地熱発電を計画したことがあり、私は、この

議場でも取り上げたことが何回かありました。と

ころが、地域住民が賛成派と反対派に分かれて、

計画中止に至った経緯があります。

　その後、小国町では、住民主導の発電事業が開

始され、地域の内外から開発に関する事業計画が

寄せられていると聞いています。再生可能エネル

ギーの導入を推進する上で、県として、より積極

的にこの地熱開発の可能性を研究し、取り組んで

ほしいと念願します。

　陸上風力発電について、またお尋ねします。

　風力発電は、風の力を利用して風車を回し、風

車の回転運動を発電機に伝えて電気を起こすもの

です。

　現在、全国で約2,600基の風車が回っており、

発電出力の合計は、2020年度時点で約450万キロ

ワットと言われています。

　熊本県の第２次総合エネルギー計画の中では、

2017年度時点での県内における導入実績は、導入

ポテンシャルの0.5％にとどまっていると言われ

ており、地熱と同様、こちらも豊富な資源を生か

し切っているとは言えません。

　このような現状と課題、今後の取組について、

商工労働部長にお尋ねをいたします。

　　〔商工労働部長三輪孝之君登壇〕

○商工労働部長(三輪孝之君)　まず、地熱発電に

ついてお答えします。

　県内の地熱発電所は、現在、小国町に７か所あ

るほか、今月３日に、南阿蘇村で新たな発電所が

稼働しました。また、小国町で６件、南阿蘇村で

１件の導入計画があります。

　地熱発電は、24時間安定的に発電を行うことが

できるという利点があり、阿蘇の恵みを生かした

再エネとして、さらなる活用が期待されます。一

方で、開発に当たっては、阿蘇の豊かな自然環境

や景観との調和を図ること、また、周辺の温泉や

既存の地熱発電所への影響に配慮することが求め

られます。

　このため、小国町と南阿蘇村では、地熱資源の

適正な活用を目的とした条例に基づき、資源調

査、掘削、発電所建設の各段階において、町村長

が事業計画に同意した場合のみ、次の段階に進む

ことができる仕組みが構築されています。

　県としては、引き続き、両町村における事業計

画の審議に参画し、地元住民の方々と地熱開発を

希望する事業者との協議や調整を行うことなどに

より、適切かつ持続的な地熱開発を推進してまい

ります。

　次に、陸上風力発電についてお答えします。

　県内には、現在、阿蘇地域や天草地域などに７

つの発電所があります。また、本県を事業区域と

する新たな発電所の導入計画が８件あり、本県に

おける再エネの導入の拡大が期待されます。一方

で、開発に当たっては、条件に合う風の強い場所

が山間部に多いことから、土砂災害等の防災面や

自然環境と景観の保全への配慮が必要です。

　再エネ施設の立地に対する県民の懸念を解消

し、地域に受け入れられる地域共生型の再エネ施
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設導入を目指す必要があることから、県では、昨

年度から、市町村や地域住民と連携して、自然環

境などを保全すべきエリアや風力発電の導入を進

めるエリアを区分するゾーニングを進めていま

す。今月中に、適地における法的規制等の基礎調

査を終えるほか、球磨地域、天草地域ではゾーニ

ングマップを完成させるなど、陸上風力発電の適

地誘導を進めてまいります。

　なお、苓北風力発電事業については、事業者が

地元区長や漁業関係者に向けた説明会を開催して

いるほか、防災対策や環境保全に関する事業者、

町、県との３者協定の締結に向けた調整を進めて

いるところです。

　また、九州電力グループが再エネ事業の統合を

発表されました。太陽光、風力、バイオマス、地

熱、水力の５つの再エネ関連事業を子会社の九電

みらいエナジーに集約するもので、再エネ発電設

備量は、国内２位となる予定です。

　グローバル化で企業などにカーボンゼロの取組

が強く求められる中、このような九州を起点とし

た再エネ導入促進が今後ますます加速化してまい

ります。

　県としても、電力事業者や市町村と連携して、

再エネ導入の促進と自然環境、景観の保全の両立

を追求しながら、2030年度の再エネ発電量の割合

を50％とする熊本県総合エネルギー計画の目標達

成に向けて、しっかりと取組を進めてまいりま

す。

　　〔岩下栄一君登壇〕

○岩下栄一君　ありがとうございました。

　再生エネルギーは、やっぱり新時代の大きな魅

力になっていくと思います。バイオマス発電とい

うのがあります。バイオマスもいろんな可能性を

持っておりますけれども、地熱にしても、風力に

しても、バイオマスにしても、地元の住民の皆さ

ん、地元の事業者の皆さんとの十分な協議、協調

の上で進めていただきたいと思います。水素発電

の可能性あたりも、今後の大きな課題ではないか

と考えている次第です。

　企業局に、以前、地熱に非常に熱心な専門家が

おられまして、その人とよく話し合ったことがあ

りました。地熱も、無尽蔵とは言いませんけれど

も、地球の地熱ですから、相当の埋蔵というか、

可能性を持っていると思いますし、風力も、風が

吹けば発電につながるということで、期待が持て

ると思います。

　そういう中で、岸田総理は、原発の再稼働を主

張しています。私は、チェルノブイリ、今のウク

ライナですね、チェルノブイリの原発事故のとき

に、科学技術庁におりましたので、現地に訪問し

たりして、やはり原子力というのは、本当に大き

なエネルギー源ではあるけれども、人類にとって

は必ずしも安全なものじゃないなということを改

めて思った経験があります。それで、原発は、私

は反対です。

　それはそれとして、次の問題に入っていきます

が、健康福祉部長に発達障害についてお尋ねをい

たします。

　令和４年12月に、文部科学省の調査結果が公表

され、全国の公立の小中学校の通常学級に在籍す

る児童のうち、知的な発達の遅れはないものの、

特別な教育的支援が必要とされる児童生徒の割合

は、8.8％になったとのことです。これは、10年

前に行われた前回の調査から2.3ポイント増加し

ており、これを本県の児童生徒の数に換算する

と、約１万2,000人となるということです。

　また、近年、発達障害に対する認識が広がり、

特別支援教育が充実したことを背景に、発達障害

に関する療育相談や障害福祉サービスの利用件数

も増大していると聞いています。
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　このような中で、障害児の通所支援サービスで

ある児童発達支援や放課後等にデイサービス事業

所を利用する本県の児童生徒数は、約１万人まで

増加し、これは、５年前の約２倍になっていると

言われています。

　我が国においては、発達障害者の自立や社会参

加の支援等について定めた発達障害者支援法が平

成17年に施行されましたが、本県においては、法

律ができる３年前の平成14年に北部発達障がい者

支援センターを全国に先駆けて立ち上げ、その

後、平成25年には、南部発達障がい者支援センタ

ー・わるつを設置して、当事者とその家族に寄り

添った取組を続けてきたと聞いています。

　ニーズが増加し続ける現状を鑑みますと、当事

者とその家族が支援につながらず孤立している状

況があるのではないかと心配します。発達障害や

その疑いのある児童生徒の育児は大変だと聞いて

おります。孤立した場合には虐待につながること

も危惧されます。

　そのような中で、早期に発見するための体制づ

くりや当事者とその家族が孤立しない体制づくり

が重要だと考えています。

　文科省の調査結果を踏まえれば、学校現場にお

いては、小中学校の特別支援学級のみならず、通

常の学級や高等学校においても、特別な教育的支

援が必要な児童生徒が一定程度在籍していること

から、全ての教員の専門性を向上していくことが

不可欠だと考えます。そして、家庭と教育と福祉

がしっかりと連携する支援体制をつくっていく必

要があるのではないかと思います。

　そこで、今後の発達障害への対応について、健

康福祉部長にお尋ねをいたします。

　　〔健康福祉部長沼川敦彦君登壇〕

○健康福祉部長(沼川敦彦君)　発達障害について

は、市町村が実施する乳幼児健診の機会等を捉

え、早期に発見し、適切な支援を行うことが大切

であると考えています。

　このため、県では、市町村からの求めに応じ、

発達障がい者支援センターの専門心理士が健診に

同席し、市町村保健師と連携して、発達障害の早

期発見に取り組んでいます。

　また、家族に対する支援としては、同センター

において、育児に不安を抱える保護者に寄り添い

助言などを行うペアレントメンターを計画的に養

成するとともに、子供の特性に悩む保護者を対象

に、その特性を理解した上で、子供と関わる方法

を学ぶための研修を実施しています。さらに、市

町村保健師や障害児通所支援事業所の職員等にノ

ウハウを提供し、保護者が身近な地域で研修を受

けられる体制づくりも進めています。

　次に、学校における対応としては、小中学校や

高等学校の通常学級を担当する全ての教員を対象

に、発達障害を含めた特別支援教育に関する研修

を計画的に実施し、専門性の向上に取り組んでい

ます。

　また、特別支援学校から専門性の高い教員を小

中学校等に派遣し、指導助言を行うなど、発達障

害のある児童生徒への支援の充実を図っていま

す。

　さらに、保護者の理解が得られにくく、学校だ

けでは解決が難しい事案などには、発達障がい者

支援センターや各圏域の地域療育センターが、福

祉や医療の専門的な視点から技術的助言を行い、

発達障害のある児童生徒やその家族に対して連携

した支援を行っております。

　今後も引き続き、就学前から学齢期、さらに社

会参加まで切れ目なく支援を行うため、家庭と教

育と福祉の３者連携による取組を充実すること

で、発達障害のある方が身近な地域で安心して暮

らせるよう取り組んでまいります。
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　　〔岩下栄一君登壇〕

○岩下栄一君　ありがとうございました。

　発達障害者というのは、以前はあんまり聞かな

かったですけれども、やっぱり情報化社会でいろ

んな情報が見られる中で、社会的な大きな問題だ

としてクローズアップされています。そうした立

場にある人々のアシストができるように、我々

は、教育も福祉も協働して取り組んでいくべきだ

と思います。

　次の質問に入りますが、教育、文化の振興につ

いて、出たり入ったりが大変なものですから、ま

とめて質問したいと思います。

　現代は、先行きが非常に不透明で、将来の予想

が困難な時代だと言われています。であるからこ

そ、未来を担う子供たちの教育環境を整えていく

ことは大変重要なことであると思います。教育

は、社会をつくる基礎であり、我が国の未来を切

り開くものです。

　また、このように社会の急激な変化が進む中

で、我々が心豊かに生きる社会を築いていくため

には、文化を大切にすることが重要だと。

　そこで、教育長に、教育、文化について、３点

お尋ねをいたします。

　まず、教員不足の解消に向けた働き方改革につ

いて。

　熊本県は、熊本地震、令和２年７月豪雨、新型

コロナ感染症という三重苦に直面する中で、現

在、世界的な半導体企業である台湾のＴＳＭＣ社

が進出準備を進めるなど、大きな発展のチャンス

を迎えています。

　この機会を捉えつつ、本県が今後さらなる発展

を目指す上で、私は、次世代を担う子供たちの教

育が、これまで以上に重要になってくると考えて

います。

　学校現場では、子供たちの安全、安心の確保、

豊かな心や健やかな体の育成、学力の向上など、

日々子供たちの成長に向けた様々な教育活動が行

われていることは言うまでもありません。

　これらの教育活動は、直接児童生徒の指導に当

たる教員の懸命な努力によって支えられており、

教員の確保なくしては、十分な効果を出し得ない

ことは当然です。

　ところが、全国的に教員不足が問題となってお

り、本議会でも度々取り上げられておりますけれ

ども、本県においても、昨年５月時点で、小学校

で29人、中学校で30人、県立学校で38人など、97

人の教員不足が生じています。

　このような状態が続けば、本県の教育や子供た

ちの将来がどうなってしまうのだろうと強く危機

感を感じています。

　新聞報道などでは、学校現場の忙しさや長時間

労働など厳しい勤務環境が原因で、教員の成り手

不足が発生していると言われています。

　教員不足を早急に解消し、本県の将来を担う子

供たちにしっかりとした教育を提供するために

は、学校の働き方改革を進めるとともに、教員の

業務環境を改善し、志願者を増やすことが必要な

のではないでしょうか。

　そこで、教員不足の解消に向けた働き方改革の

取組についてお尋ねをいたします。

　次に、日本語指導が必要な子供たちの受入れ体

制づくりについて伺います。

　我が国では、外国にルーツを持つなど、日本語

指導を必要とする子供が、令和３年度に約６万人

と言われており、母国語の多様化が進行していま

す。このような子供たちが、将来にわたり、グロ

ーバルな社会の一員として我が国を形成する存在

であることを思えば、学校等において日本語指導

を含めたきめ細かな指導を行うなど、適切な教育

の機会を提供することがますます重要となってい
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ると思います。

　本県内でも、日本語指導が必要な子供は増加傾

向にあり、熊本市以外の公立小中学校でも、令和

２年度に72人、令和３年度に78人となっていま

す。また、令和５年度には、台湾積体電路製造、

ＴＳＭＣが菊陽町に進出するに伴い、さらなる増

加が見込まれます。

　そこで、今後、日本語指導が必要な子供たちの

増加を見越して、県教育委員会としてどのような

取組を進めていかれるのかお尋ねいたします。

　また、来熊が見込まれるＴＳＭＣの従業員の子

供約150人の大半が、現時点では、熊本インター

ナショナルスクール、ＫＩＳでの受入れを希望し

ていると言われており、九州ルーテル学院は、令

和６年春に、インターナショナル小学部の設置を

目指し、受入れに積極的に取り組んでおり、熊本

市では、日本語指導拠点校を、これまでの黒髪小

学校に加えて、楠小学校、城南小学校の３校に増

やして、ＴＳＭＣの従業員の子供を含む日本語指

導が必要な子供を受け入れることが先日報じられ

ました。

　ＴＳＭＣの従業員の中には、公立小中学校への

受入れを希望している人も一定数いると聞いてい

ます。

　熊本県として、公立小中学校での受入れ体制づ

くりをどのように行っていくのか伺います。

　最後に、昨日、公明党の前田先生から、こども

図書館の設置に伴うお話がありました県立図書館

との連携についてお尋ねいたします。

　建築家の安藤忠雄氏が本県に対して寄贈される

予定のこども図書館は、未来の子供たちの夢を育

むものであり、大変喜ばしいことだと思っていま

す。

　私は、かつて東大阪の近畿大学で教鞭を執って

おりましたが、そのときに、安藤氏が設計された

司馬遼太郎記念館が大学のすぐそばにありまし

て、何回も訪れたことがあります。

　記念館は、東大阪市の住宅街の一画にあり、建

物の中では、天井の高いところまで蔵書に囲われ

た世界が広がり、司馬遼太郎の精神を感じること

ができる空間となっていました。また、周辺の環

境とも調和するように設計されており、大変感銘

を受けました。今回の安藤氏からのこども図書館

の建物寄贈の話を聞いて、まずは、そのときのこ

とを思い出した次第です。

　司馬遼太郎記念館は、司馬さんが所蔵する４万

冊の図書を蔵して、すばらしい記念館でした。図

書館でした。

　本県では、水前寺江津湖公園の豊かな自然環境

にある県立図書館に隣接して、こども図書館が設

置されると聞いています。きっと周辺の景観にも

マッチするとともに、私が司馬遼太郎記念館を訪

問したときに感銘を受けたように、県民の皆様方

にも感激を与えるような建物を造っていただける

ものだろうと大いに期待しています。

　このこども図書館の設置を好機と捉え、我が国

及び熊本の文化をもっと振興していただきたいと

思います。

　こども図書館の読書空間で本に親しみ、読書に

目覚めた人々は、県立図書館でさらに読書を深め

るとともに、隣接するくまもと文学・歴史館で熊

本の文学や歴史に親しむことができます。このよ

うな循環をつくることは、熊本の文化振興に大き

な波及効果をもたらすと考えます。

　そのためには、県立図書館や併設するくまもと

文学・歴史館との連携強化や取組の充実が必要だ

と考えます。

　そこで、こども図書館の設置に伴い、今後どの

ような取組を検討されているのか。

　以上、教育長にお尋ねいたします。
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　　〔教育長白石伸一君登壇〕

○教育長(白石伸一君)　まず、１点目の教員不足

の解消に向けた働き方改革についてお答えいたし

ます。

　県教育委員会では、令和２年度に策定しました

働き方改革推進プランに基づき、業務の削減、効

率化をはじめ、外部人材の活用など、様々な取組

を進めています。

　特に、業務削減、効率化につきましては、県立

学校の児童生徒の成績などを管理するシステムの

整備、運用を行っているほか、来月から学校徴収

金システムを導入するなど、目に見える形で着実

に業務負担の軽減を図っています。

　さらに、今年度、行政文書の処理に係る定型業

務の一部自動化や学校と保護者間の連絡のデジタ

ル化も試行しており、来年度の本格実施に向けた

予算を今定例会に提案しております。

　また、外部人材の活用につきましては、教員業

務をサポートするスタッフとして、今年度は、小

中学校に約150人の教員業務支援員を、特別支援

学校に約90人の特別支援学校サポーターを配置し

ました。来年度は、これに加えて、県立学校にお

いても、管理職等の業務をサポートするスタッフ

を配置することとしており、それらに係る予算に

ついても今定例会に提案しております。

　今後とも、教員不足の解消に向け、学校が魅力

ある職場となるよう、働き方改革に全力で取り組

んでまいります。

　次に、２点目の日本語指導が必要な子供たちの

受入れ体制づくりについてお答えいたします。

　県教育委員会では、日本語指導を行うことがで

きる教員の育成などに取り組んでいます。

　また、市町村教育委員会においては、ＮＰＯ法

人等と連携して、子供たちの国籍や日本語のレベ

ル等に応じて、在籍している学校への日本語指導

員の派遣などにより対応されています。しかしな

がら、その人材は不足しており、地域によっては

指導や対応に差が見られるのが現状でございま

す。

　そのため、県教育委員会では、日本語指導を必

要とする子供たちが、県内どの地域に住んでいて

も適切に指導が受けられるよう、ＮＰＯ法人等の

民間団体と協力して、日本語指導員の養成や派遣

業務のコーディネートなど、支援体制の充実強化

を図っていきたいと考えています。

　次に、ＴＳＭＣの従業員の子供たちの受入れ体

制についてお答えします。

　県教育委員会では、日本語指導の実績がある菊

陽町立武蔵ヶ丘小学校及び武蔵ヶ丘中学校を拠点

校と位置づけ、教職員の増員などの体制の充実強

化を行う予定でございます。

　また、生活支援員、日本語指導員及び通訳の配

置などを行う菊陽町に対し支援を行うことで、Ｔ

ＳＭＣの従業員の子供たちが安心して通学できる

よう、受入れ環境を整備することも検討していま

す。

　引き続き、関係市町村や民間団体等と協力し、

日本語指導が必要な子供たちが十分な教育が受け

られるよう、支援体制の充実強化に取り組んでま

いります。

　最後に、３点目のこども図書館の設置に伴う県

立図書館との連携についてお答えいたします。

　県教育委員会としましては、安藤忠雄氏の思い

をしっかりと受け止め、こども図書館の設置に向

けて準備を進めているところでございます。

　本県に寄贈されるこども図書館は、県立図書

館、くまもと文学・歴史館と一体的な運営をする

こととしています。こども図書館で読書の楽しみ

を知った子供たちや家族が、読書への親しみや熊

本の文学、歴史への理解を深めることができるな
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ど、子供から大人までの知的好奇心を高める文化

的なエリアを目指します。

　そのため、こども図書館と県立図書館との行き

来をしやすいよう、県立図書館の改修等に係る予

算を今定例会に提案しております。

　さらに、こども図書館のオープンの時期に合わ

せ、県立図書館に併設するくまもと文学・歴史館

では、日本古代史研究の第一人者である佐藤信館

長の監修の下、奈良の平城宮出土の国宝を含む熊

本ゆかりの木簡資料等を初めて一堂に集めた特別

展を計画しております。

　あわせて、子供たち向けの木簡作りの体験会や

熊本の古代史に関する講演会も開催する予定でご

ざいます。

　県立図書館、くまもと文学・歴史館と新たに設

置されるこども図書館との連携により、過去と現

在と未来をつなぐ相乗効果を生み出し、熊本の知

の拠点となることを目指します。

　今後も、未来を担う子供たちの教育環境を整え

るとともに、県民が心豊かに生活できるよう、熊

本の教育、文化の振興に積極的に取り組んでまい

ります。

　　〔岩下栄一君登壇〕

○岩下栄一君　ありがとうございました。

　外国人の日本語教育も大事ですけれども、私

は、それより前に、我が日本人の子供たちの正し

い日本語教育が大事だろうというふうに思いま

す。そして、こども図書館の話もありましたが、

もう今は活字離れで、子供も大人も本を読まな

い。やはりこれは日本文化の停滞につながるんじ

ゃないかなといつも思っております。だから、安

藤さんのあの志は、我々は真摯に受け止めていか

なきゃならないと。安藤さんは、蒲島知事との個

人的な友人関係でこのような話になりましたけれ

ども、本会議場に先年までおられた村上寅美先生

の思いもこの中にはございまして、とってもあり

がたいことだと思っているわけです。

　そこで、安藤忠雄氏の言葉をちょっと皆さんに

御紹介したいと思います。

　｢本を読み、人と出会い、志を持つ。志を持っ

た者同士なら、すぐつながり、良い関係や仕事が

生み出せる」こう言ってますね。

　安藤さんは、プロボクサーを17歳で志したんで

すけれども、自分ちのアパートに工事に入ってい

た若い大工さんが、とっても楽しそうに大工仕事

をしているのを見て、建築家を目指したと言われ

ています。その建築家が、建築で社会問題は解決

できない、人の魂を救えるわけでもない、それで

も、文化をよりどころに、明日を担う子供たち

が、それぞれの夢を見つけるきっかけをつくるぐ

らいはできると考えたと。

　｢想像力と好奇心を養い、よく考え、挑戦する

勇気と自由な発想を持ち、忍耐力のある子どもた

ちを育む一助になる環境を、責任ある大人として

できる限り提供する｡」それが、よき──安藤さ

んは大阪の人です。大阪人の魂ですよというふう

に述べています。ただ図書館をあげますよという

話じゃなくて、そういう思想が背景にあるという

ことを皆様方も御承知おきいただきたいと考えま

す。

　最後に、県立劇場にパイプオルガンを設置する

ことについてお尋ねいたします。

　これは、昭和57年、こけら落としの年に沢田知

事に私が質問しました。以来、引き継ぐ細川知

事、そして福島知事にも質問したんですけれど

も、まだ実現しておりません。画竜点睛を欠くと

いう感じですね。

　県立劇場は、西日本有数の芸術の殿堂です。し

かし、まだ完成したとは言えないんですね、パイ

プオルガンがないから。
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　昭和57年開館の県立劇場は、著名な建築家であ

る故前川國男氏の設計によるものであり、コンサ

ートホールと演劇ホールを併設する全国でも有数

の文化施設となっています。

　本県における芸術文化の中核的な拠点としての

役割を担っており、音楽、舞踊、演劇といった舞

台芸術のための文化振興事業等を実施していま

す。

　利用者ニーズを踏まえた設備等も充実してお

り、コンサートホールにメジャーブランドのピア

ノを取りそろえる等、多様な演奏会の開催に対応

できるようになっていますが、パイプオルガンに

ついては、いまだに設置されていません。バッハ

とかヘンデルとか、宗教音楽にパイプオルガンは

不可欠です。ただのオルガンじゃないんですね。

　設置には多額の費用がかかることが理由、いろ

いろ、演奏者がいないとかいろんなことを言われ

ましたけれども、演奏者は熊本にいます。お金は

何とかなります。

　ぜひ、パイプオルガンの設置を実現していただ

きたいと思います。企画振興部長の考えをお尋ね

いたします。

　　〔企画振興部長高橋太朗君登壇〕

○企画振興部長(高橋太朗君)　県立劇場のパイプ

オルガンの設置についてお答えいたします。

　議員御指摘のとおり、県立劇場のコンサートホ

ールにパイプオルガンが設置されれば、演目が広

がるとともに、荘厳な見た目などから、ホールの

質や格が高まることも期待できます。

　一方、その設置やメンテナンスには多額の費用

が必要なこと、設置に要する数か月間、ホールの

貸出しができなくなることなど、課題も多くあり

ます。

　築40年を経過しました県立劇場では、現在、令

和９年度までの保全計画に基づき、緊急性の高い

ものから施設設備の改修に取り組んでいるところ

です。まずは、これらの改修に優先して取り組み

たいと考えております。

　引き続き、熊本県立劇場が本県の芸術文化振興

の中心拠点としての役割を果たせるよう、その機

能の維持に取り組んでまいります。

　　〔岩下栄一君登壇〕

○岩下栄一君　ありがとうございました。

　ドイツとかデンマークに注文して、約３億円の

お金がかかると言われています。金目は心配する

なと言いましたけれども、実はそれが第一なんで

すね。

　去年でしたけれども、私の旧知の国会議員、大

阪・伊丹市の選出の国会議員から連絡があって、

伊丹市立文化会館が改築をすると、その際に小さ

なパイプオルガンが邪魔になるから引き取ってく

れないかというお話でした。これはやったと思っ

たんですよ、正直なところ。そして、いろいろ調

べてみますと、規模が熊本の県立劇場と合わない

と。向こうのはちっちゃくてですね。市民センタ

ーにあったんですけれども。熊本県立劇場は、前

川國男氏がパイプオルガンを想定して設計してい

ますから、それに合わないということで沙汰やみ

になりましたけれども、物はただでもらえるわけ

じゃないですね、世の中は。

　そういうようなことで、その話は不発に終わり

ましたけれども、耐久年数が300年と言われてい

ますから、よほどお金をかけても取り戻すんです

ね、その分は。子供たちの情操教育あるいは観光

の呼び水にもなりますし、パイプオルガンの持つ

副次的な効果というものはたくさんあると思うん

です。それで、ぜひこれが実現できればいいなと

いうふうに考えています。

　芸術は長し、されど人生は短しという言葉があ

ります。芸術家は場を選ぶという言葉もあって、
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県立劇場に世界の名指揮者あるいは楽団がどんど

んやってきて、さらに熊本の音楽文化が、ひいて

は熊本の文化がさらに花開いていけば、すばらし

いことだというふうに思っています。

　そういうようなことで、これで私の質問は終わ

りますけれども、滑舌が悪くて、大変お聞き苦し

かったと思いますし、また、やっとこさ演壇に上

がりますので、みんなはらはらして御覧になった

かと思いますけれども、先般、野田先生のお祝い

の会で元同僚の先生にお会いしたら、岩下君な頑

張るねて、ようと歩きもせんでから、歩きもきら

ぬで、よう頑張るねて、何なて言われて、それは

ですね、根性ですよ、根性。命の続く限り、県政

発展のために頑張りたいと考えております。

　今日は御清聴ありがとうございました。（拍

手）

○議長(溝口幸治君)　この際、５分間休憩いたし

ます。

　　午前11時休憩

　　　　 ――――――――――――

　　午前11時９分開議

○副議長(髙野洋介君)　休憩前に引き続き会議を

開きます。

　荒川知章君。

　　〔荒川知章君登壇〕(拍手）

○荒川知章君　皆様、おはようございます。自由

民主党・葦北郡選出・荒川知章です。２月定例会

での質問は初めてとなります。

　時節柄、毎年この２月議会の会期中には、県立

高校の卒業式が行われるわけでございますが、こ

の２年間は、コロナ禍の行事ということで、マス

ク着用で粛々と行われてまいりました。

　今年は、先週水曜日、３月１日に行われました

が、私も地元の芦北高校の卒業式に出席いたしま

した。卒業生の皆さん方が、新型コロナウイルス

流行後初めて、入場時マスクを外しての式に臨ま

れました。本当に晴れやかな笑顔で旅立たれる門

出を目にして、長いトンネルから抜け出して、や

っと明るいときがやってくるとの爽やかな気持

ち、希望に満ちたときを過ごすことができまし

た。

　今日は、地域の課題を中心に質問をいたしま

す。どうか、執行部の方々にも前向きで希望の湧

くような答弁をお願いして、早速、通告に従い一

般質問をさせていただきます。

　まずは、令和２年７月豪雨災害からの復旧、復

興の進捗状況についてお尋ねいたします。

　甚大な被害をもたらした令和２年７月豪雨災害

から２年８か月が経過いたしました。

　令和３年９月議会の一般質問においても、芦北

町及び津奈木町の豪雨災害からの復旧、復興の進

捗状況についてお尋ねし、知事から、創造的復

興、特に住まいの再建についての力強い御答弁を

いただくとともに、農林水産部、土木部それぞれ

の担当部長から、関係機関と十分に連携して、早

期の復旧、復興に全力で取り組む旨の答弁をいた

だきました。

　また、この際、住民の皆様の不安解消を図るた

めに、私から県に対してお願いした芦北町や津奈

木町における取組の情報発信については、現在、

県の公式ホームページやソーシャルネットワーク

サービスを活用することで積極的に取り組んでい

ただいており、引き続き丁寧に対応していただき

たいと思います。

　芦北町及び津奈木町でも、復旧、復興が目に見

える形で進んでいると感じています。

　農林関係において、被災した園芸ハウスやトラ

クターなどの営農用機械、施設については、強い

農業・担い手づくり交付金を活用し、1,500件を

超える全ての機械、施設が令和３年度中に完成し



－ 100 －

令和５年２月定例会　熊本県議会会議録　第５号（３月７日）

ています。

　農地、農業用施設の復旧については、200件を

超える箇所の査定を受け、町だけでの対応は困難

な状況であったため、被害規模が大きく、復旧に

高度な技術力を要するものは県営事業として実施

するなど、県にも支援をしていただいておりま

す。また、町が行う災害復旧事業にもサポートし

ていただき、円滑な復旧を後押ししていただいて

おります。

　芦北町の宮浦地区では、復旧に当たって、山腹

崩壊の土砂を有効に活用するなど、コスト縮減を

図りつつ、迅速に対応していただいたおかげで、

昨年度から地区の８割の農地で作付ができるよう

になり、農家の皆さんは非常に喜んでおられまし

た。

　芦北地区の広域農道では、小田浦工区が昨年の

10月に完了し、女島工区は今年の５月には完了す

ると伺っております。最も被害が甚大だった鶴木

山工区では、地元の方々から、元のルートのまま

に復旧することに対して不安の声が聞かれ、復旧

ルートの見直しをされたと伺っております。早期

の復旧が望まれますが、工事はいつ頃完了する見

込みでしょうか。

　さらに、芦北町東部の吉尾、大尼田、白木地区

では、被災直後から、県がリーダーシップを発揮

し、地域農業の将来について話合いを進めていた

だいておりますが、地元では、将来の地域農業を

考えて、この際圃場整備をしようということに決

まりました。

　創造的復興のためには、基盤整備に加え、水田

裏作の新規品目の導入の検討も必要と考えていま

す。

　山地災害からの復旧については、芦北地域にお

いて、163か所の災害が発生しました。芦北町の

山地被害箇所数は、県内市町村で最も多く、全体

の16％を占めております。

　これまでにない災害の箇所数であったため、県

のみでの対応が非常に厳しく、発災当初から、林

野庁九州森林管理局の支援をいただきながら、災

害調査を実施されたと伺っています。

　さらに、芦北地域の災害復旧については、国に

直轄代行事業による復旧を要請され、令和３年９

月議会では、35か所が計画され、６割で着工して

いると伺いました。

　津奈木町で最も規模の大きかった平国地区にお

いては、この事業に取り組んでいただき、昨年の

８月に完了したと伺っております。

　また、県が実施する復旧事業としては、令和３

年度より治山激甚災害対策特別緊急事業等に取り

組んでおられますが、足場が悪い傾斜地での工事

ということもあり、平地の工事と比べ時間がかか

るのではないかという声も聞かれます。

　林道施設の復旧については、町が行う災害復旧

事業に対して、設計変更等に係るサポートをして

いただき、早期完成を後押ししていただいており

ます。

　次に、土木関係ですが、発災後から、豪雨によ

り県管理河川に堆積した土砂の撤去を進めていた

だき、その後の出水時には効果を発揮していると

感じています。今後も継続的に撤去を行っていた

だければと思います。

　道路や河川等の被災箇所については、復旧工事

が本格化しており、次第に安全度が高まっている

ことを実感しています。ただ、応急対策が行われ

ただけの箇所や未着手の箇所も見受けられますの

で、一日も早く工事に着工していただくことと併

せて、住民の皆様に先の見通しを示していただく

ことも重要だと思います。

　また、甚大な被害を受けた佐敷川や球磨川支川

である吉尾川の改良復旧や土砂災害に備えた斜面
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対策や砂防堰堤等の工事についてもしっかり取り

組んでいただいています。

　このように、芦北町及び津奈木町の復旧、復興

は着実に進んでいますが、住民の皆様が安心して

暮らしていただくためには、住民が自らリスクを

察知し、主体的に避難できるよう、住民目線のソ

フト対策を充実していくとともに、ハード対策と

しての各事業の一層の進展が望まれます。

　そこで、芦北町及び津奈木町における農林関係

の復旧・復興状況と今後の見通しについて、農林

水産部長に、土木関係の復旧・復興状況と今後の

見通しについて、土木部長にお尋ねいたします。

　　〔農林水産部長竹内信義君登壇〕

○農林水産部長(竹内信義君)　芦北町及び津奈木

町における農林関係の復旧・復興状況と今後の見

通しについてお答えいたします。

　まず、農地、農業用施設の復旧のうち、町が行

う194か所につきましては、これまでに157か所の

工事に着手し、今年度末までに112か所が完了す

る予定です。津奈木町では、令和５年度中に全て

の工事が完了する見込みですが、芦北町では、22

か所が河川工事等との工程調整を要するため、令

和７年度までかかる見込みです。

　県が行う19か所につきましては、これまでに全

ての工事に着手し、11か所が完了しております。

未完了の工事のうち、芦北町の宮浦地区の農地復

旧は今月中に完了し、全ての農地で営農が再開で

きる見込みです。

　また、芦北地区広域農道の復旧のうち、最大の

被害となった鶴木山工区につきましては、再度災

害防止を図るため、ルートを山側に変更して復旧

することで、町や地元集落、国との協議が調い、

今月から工事に着手し、令和６年９月の完了を予

定しております。

　さらに、芦北町東部の吉尾、大尼田、白木地区

では、創造的復興として、被災していない農地も

含めて圃場整備に取り組みたいという地元の意向

を受けまして、町と連携し、相続調査や農地の集

積計画、将来の営農計画について話合いを重ねて

まいりました。

　今後、事業計画の策定などを行い、令和６年度

の事業着手を目指してまいります。

　加えて、ＪＡなどの関係機関と連携し、特産で

あるサラダタマネギや加工用バレイショの新規導

入の実証を行っており、基盤整備後の営農支援に

もしっかりと取り組んでまいります。

　次に、林業関係につきましては、35か所の山地

災害復旧のうち、32か所が国の直轄代行により今

年度末までに完了見込みで、残り３か所につきま

しても、令和５年９月の完了を目指し、取り組ま

れています。県が行う災害復旧といたしまして

は、治山激甚災害対策特別緊急事業等により41か

所を計画しており、現在17か所で着手し、令和７

年度までに全てが完了する見込みです。

　さらに、町が行う林道災害復旧では、18路線、

42か所の計画に対し、これまでに34か所が完了

し、残り８か所につきましては、現在施工中であ

り、令和５年12月までに完了する予定となってお

ります。

　今後とも、被災された農家や林業者の方々に寄

り添いつつ、早期の復旧、復興に全力で取り組ん

でまいります。

　　〔土木部長亀崎直隆君登壇〕

○土木部長(亀崎直隆君)　芦北町及び津奈木町に

おける土木関係の復旧・復興状況と今後の見通し

についてお答えいたします。

　まず、復旧の状況についてですが、県と２つの

町が管理する河川や道路などの公共土木施設にお

きまして、約800か所の被害があり、人家に近接

する河川護岸や交通量の多い道路から順に工事を
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進めてきております。本年２月末までに約81％の

工事を契約し、約51％の工事が完了いたしまし

た。残る工事につきましても、引き続き、町と連

携しながら、年度内に発注を進め、早期の復旧に

向けて取り組んでまいります。

　次に、復興に向けた取組の状況でございます

が、県では、浸水対策や土砂災害対策といった防

災力の強化を進めております。

　具体的には、広範囲で浸水被害が発生しました

佐敷川や球磨川支川の吉尾川におきまして、令和

６年度末までの完了を目標に、堤防の整備や河川

の拡幅といった改良復旧に取り組んでおります。

そして、同じく浸水被害のありました湯の浦川、

宮の浦川及び田浦川では、芦北町と協議を重ねな

がら対策の検討を進めており、流下能力の向上に

努めてまいります。

　このほか、今後の豪雨により河川内に土砂が堆

積した場合は、堆積状況に応じて撤去してまいり

ます。

　また、土砂災害対策につきましては、土石流に

より人的被害が発生しました大坪川など10か所で

砂防堰堤や斜面対策といった緊急的な砂防工事に

着手しました。今年度内に９か所が完成する見込

みであり、残る１か所につきましても、早期に完

成するよう進めてまいります。加えて、土砂災害

の発生リスクが高い園口川など５か所におきまし

ても、砂防堰堤を整備するための用地取得を進め

てきており、令和５年度末までの完成を目指し、

速やかに工事に着手してまいります。

　さらに、これらのハード対策に併せ、洪水浸水

想定区域や土砂災害警戒区域の指定、公表、河川

監視カメラの増設といった、住民の皆様の円滑な

避難を支援するソフト対策にも取り組んでおりま

す。

　県としましては、引き続き、国や町と連携しな

がら、一日も早い公共土木施設の復旧と安全、安

心の確保に向けて、全力で取り組んでまいりま

す。

　　〔荒川知章君登壇〕

○荒川知章君　農林関係におきまして、農林水産

部長より、宮浦地区の農地復旧は、今月中に完

了、鶴木山工区については、来年の９月には工事

を完了する予定ということで、しっかりと対応し

ていただいておりますことに感謝いたします。ま

た、吉尾、大尼田、白木地区において、被災して

いない農地も含めて、創造的復興として、圃場整

備に向けた計画の策定、ＪＡなどの関係機関と連

携し、基盤整備後の営農支援にもしっかり取り組

んでいただけるということに感謝いたします。

　土木関係におきましては、土木部長より、河川

や道路などの公共土木施設において、人家に近接

する河川護岸や交通量の多い道路から順に工事を

していただいているということで、引き続きよろ

しくお願いいたします。

　また、定期的に河川の土砂を撤去していただく

必要があると思っておりましたが、今後、豪雨に

より河川内に土砂が堆積した場合は、堆積状況に

応じ撤去していただけるということで安心いたし

ました。その際、堆積土砂の撤去基準や堆積土量

を可視化していただく仕組みなどをつくっていた

だければ、住民の不安解消につながると思いま

す。

　農林関係、土木関係、それぞれにおいて、今後

も一日も早い復旧、復興をよろしくお願いいたし

ます。

　次に、豪雨災害後の芦北地域における地域活性

化の取組についてお尋ねいたします。

　当地域で発生した水俣病は、住民の方々の甚大

な健康被害を引き起こすとともに、地域の活力を

著しく低下させました。
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　そこで、県では、昭和53年の閣議了解に基づ

き、水俣・芦北地域振興計画を策定し、地元市町

と連携して、当地域の活性化に取り組んでこられ

ました。

　具体的には、美しい海を守り、育て、活用する

ことをテーマに、地域の自然的、歴史的、文化的

資源や施設、事業を結びつけ、一つの帯状の公園

的環境の形成を図る芦北七浦パークコースト構想

を推進し、御立岬公園や芦北海浜総合公園、つな

ぎ温泉四季彩をはじめ、交流拠点施設の整備が進

められてきました。

　また、当地域全体を環境をテーマにしたミュー

ジアムと位置づけ、地域資源の磨き上げや水俣病

の歴史と教訓の発信などを一体的に実施する水

俣・芦北地域環境フィールドミュージアム事業に

取り組み、環境学習旅行等の誘致による交流人口

の拡大や環境先進地としての地域イメージの発信

に取り組んでこられました。

　さらに、中山間地域等における新たな営農モデ

ルを構築するとともに、地域農業の担い手確保や

雇用創出等に向けて、自ら農業経営に取り組む農

業協同組合等を支援する中山間地域等ＪＡ参入営

農モデル事業により、ＪＡあしきたによる県内で

初めての農業経営への参入を支援するなど、地域

活性化に向けた取組が着実に進められてきたとこ

ろです。

　しかし、令和２年７月豪雨災害により、当地域

においても、道路や河川、砂防等のインフラ、住

まい、なりわいなどに甚大な被害を及ぼしまし

た。

　先ほど答弁いただいたとおり、被災したインフ

ラ等の復旧、復興は目に見える形で進んでいます

が、地域住民からは、将来この地域がどうなって

いくのかと心配する声も多く耳にしており、さら

なる地域活性化の取組が必要であると認識してお

ります。

　芦北町では、令和４年４月に、芦北サテライト

オフィス計石に入居している企業等と町の魅力創

造、発信についての連携協定を締結し、地場産業

の商品発掘や商品開発を行い、インターネットで

発信する事業に取り組んでいます。また、５月に

は、旧田浦町役場に２か所目のサテライトオフィ

スを開所するなど、ＩＴ企業誘致による新たな雇

用の創出、進出企業と連携した地域活性化などに

取り組んでいます。

　一方、津奈木町では、社会問題に独自の視点で

切り込む作品で知られる現代アーティストの柳幸

典氏を招聘し、令和３年９月には、津奈木町役場

近くのみんなの森に石霊の森を、また、令和４年

５月には、赤崎小学校跡地に入魂の宿を屋外アー

ト作品として完成させるなど、昭和59年から続く

つなぎ美術館を核とした住民参加型の芸術文化に

よるまちづくりのさらなる推進に取り組んでいま

す。

　このように、それぞれの町において、その特徴

を生かした地域の活性化に取り組んでいるところ

ですが、県として、豪雨災害後の当地域の活性化

に向けて、どのように考え、取り組んでいるの

か、企画振興部長にお尋ねいたします。

　　〔企画振興部長高橋太朗君登壇〕

○企画振興部長(高橋太朗君)　令和２年７月豪雨

災害後の芦北地域における地域活性化の取組につ

いてお答えをいたします。

　県では「地域の資源を活用し、環境と共生する

持続可能な地域づくり」を基本理念とする第七次

水俣・芦北地域振興計画を令和２年８月に策定

し、その中で、重点施策として「不知火海を活か

した地域の活力と魅力の向上」を推進することと

しております。

　そこで、県では、豪雨災害による影響を踏まえ
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ながら、豊かな海を生かした交流人口のさらなる

拡大を目指し、不知火海を臨むエリアにおける町

や関係機関による施設整備などの取組を、国など

と連携し財政支援しているところです。

　具体的には、芦北町において、御立岬公園に車

の乗り入れが可能なキャンプサイトやイベント広

場などが新たに整備され、昨年10月にオープンい

たしました。

　さらに、御立岬公園では、今年度からオリーブ

の実証栽培に取り組まれており、アマナツミカン

やデコポンに続く町の新たな特産品として期待さ

れています。

　津奈木町では、今年度から、旧平国小学校を改

修し、サテライトオフィスや地場企業の第２創業

のインキュベーション施設、子育て世代が交流で

きる木育広場など、産業の振興と交流拡大を図る

複合施設の整備に取り組まれています。

　また、昨年７月に、豊かな海をはじめとする水

俣・芦北地域の魅力を国内外に広く情報発信する

ため、地域にゆかりのあるさかなクンに大使に就

任していただきました。

　さかなクンの公式ユーチューブチャンネルで、

さかなクン目線での不知火海の魅力を伝える動画

を公開したところ、16万回以上の再生数を記録し

ています。

　今後も、第七次水俣・芦北地域振興計画に基づ

き、芦北地域の魅力を最大限生かしながら、将来

を見据えた地域活性化に、県と町、関係機関が一

体となって取り組んでまいります。

　　〔荒川知章君登壇〕

○荒川知章君　企画振興部長より、芦北地域の魅

力を最大限生かしながら、将来を見据えた地域活

性化に、県と町、関係機関が一体となって取り組

んでまいるという答弁をいただきました。

　芦北町、津奈木町、それぞれにおいて、各種施

設の充実に対しての財政支援をしていただいてい

ることに対し、感謝申し上げます。

　豪雨災害後、芦北地域から離れる方もいらっし

ゃり、人口減少が進んでいます。より多くの人に

来ていただき、芦北、津奈木のよさを知って、定

住までしていただきたいと考えております。引き

続きの御支援をよろしくお願いいたします。

　続きまして、県南地域における観光振興につい

てお尋ねいたします。

　芦北町を含む水俣・芦北地域、八代地域、そし

て人吉・球磨地域の県南地域は、新型コロナウイ

ルスの感染拡大に加え、令和２年７月豪雨災害の

影響で、様々な産業に大きなダメージを受けまし

た。

　特に、観光産業への影響は、甚大で、今なお再

開できていない宿泊施設もあります。しかし、復

興は確実に進んでおり、豪雨で大きな被害を受け

た私の地元の老舗温泉旅館は、場所を移転し、犬

と泊まれる温泉宿へと新たな業態に生まれ変わ

り、１月下旬に再スタートを切り、報道でも取り

上げられました。また、特に被害の大きかった人

吉市でも、被災した旅館が徐々に再開していま

す。

　ウィズコロナの中、豪雨からの復興を後押しす

るには、裾野の広い産業である観光産業の振興に

よる交流人口の拡大が重要と考えます。

　現在、県内の宿泊需要は、回復傾向にあり、観

光庁宿泊旅行統計調査によると、延べ宿泊客数の

昨年12月速報値は、感染拡大前の令和元年と比

べ、プラス3.5％、前年同月と比べても、プラス

2.9％となっています。これは、県が実施した旅

行支援事業、くまもと再発見の旅の切れ目ない実

施等によるものと考えられます。

　そのような中、今月３月23日には「世界と地域

にひらかれた九州セントラルゲートウェイ」とし
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て、九州の中央に位置する阿蘇くまもと空港の新

旅客ターミナルビルが開業を迎えます。国際線は

じめ航空ネットワークの充実や搭乗客に限らず来

場いただける施設を目指すなど、交流人口の増加

を通じた地域活性化が大いに期待されます。

　知事も、１月中旬、自ら台湾を訪問し、航空会

社等へトップセールスを行い、その直後に台北線

チャーター便の運航が決定するなど、大きな成果

を上げられ、将来的な定期便運航の大きな一手に

なりました。

　今後、ＴＳＭＣ進出に伴う半導体関連企業の集

積等もさらに進み、台湾を中心に海外からの多く

のビジネス客やその家族などが本県を訪れると想

定されます。その需要をいかに観光に結びつける

かが課題であり、そのような人の流れをぜひ県南

地域にも呼んでほしいと思います。

　水俣・芦北地域には、リアス式海岸が織りなす

風光明媚な海岸線や御立岬公園、芦北海浜総合公

園のほか、海水浴場やキャンプ場、真っ白い帆に

風をはらませ、不知火海を進む海の貴婦人、うた

せ船での漁体験など、日本の原風景とも言える自

然を満喫できるスポットが数多くあります。

　さらに、豊穣の海、不知火海で育まれたアシア

カエビやタチウオ、マガキなどの海産物、デコポ

ンやサラダタマネギなどの農産物もあります。

　そのような特産物を生かし、県及び水俣・芦北

雇用創造協議会では、１月下旬、水俣・芦北地域

を一つの観光農園に見立て、農産物の収穫体験や

食の体験をくまモンと掛け合わせた体験型コンテ

ンツとして提供するくまモンファームも開園いた

しました。新たな観光素材となるコンテンツの創

出とともに、農産品の販路拡大、交流人口の増加

が期待されるところであります。

　八代地域には、ユネスコ無形文化遺産に登録さ

れた八代妙見祭や石工の里の文化、歴史などのス

トーリーが日本遺産に登録されるなど、歴史に裏

づけされた文化が集積しています。開湯600年以

上の日奈久温泉もあります。

　人吉・球磨地域には、球磨川に沿って点在する

温泉、球磨川でのラフティングや球磨川下りなど

のアクティビティー、国宝青井阿蘇神社や人吉城

跡、相良三十三観音などの歴史、文化、そして何

より、地名を冠する不動のブランドで世界に誇る

球磨焼酎があります。

　このように、県南地域には、海があって、山が

あって、川もある、そしてそこで育まれた豊富な

食、温泉もあり、お酒もあります。しかし、その

一つ一つは、観光客にとって大変魅力的ですが、

それぞれが点でしかありません。これからは、そ

れぞれの点を線で結び、さらに面にしていく広域

的な視点とストーリー性が必要と考えます。

　新型コロナで旅行形態が変化、旅行者のニーズ

は多様化しています。そのような状況に対応でき

るよう、それぞれの観光コンテンツを磨き、つな

げ、そしてターゲットを明確化し、効果的に発信

していくことで、県南地域へ観光客を呼び込み、

交流人口の増大を図る必要があります。

　このほか、県南地域には、新八代駅、新水俣駅

と、新幹線駅が２駅、高速道路の整備も進んでお

り、広域的な周遊も十分可能です。さらに、八代

には、クルーズ船を受け入れるくまモンポートも

あります。

　そこで、県南地域の今後の観光振興について、

海外からのインバウンド客も含め、どのように進

めていくのか、知事にお尋ねいたします。

　　〔知事蒲島郁夫君登壇〕

○知事(蒲島郁夫君)　令和２年７月豪雨や新型コ

ロナにより、県南地域の観光産業は大きな影響を

受けました。県内全体では、観光客は徐々に戻り

始めていますが、引き続き、旅行助成事業等によ
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り被災地域の観光の下支えを行い、県南地域の観

光復興を応援してまいります。

　そのような中で、インバウンドの受入れが急速

に増えており、その効果を、観光産業を中心に、

県経済に波及させることが大変重要です。

　特に、ＴＳＭＣの熊本進出は、観光業界にも大

きなインパクトを与えると期待しています。台湾

からの誘客強化をはじめ、様々な取組を行うため

の予算を今定例会に提案しています。

　先日、台湾の高校が県南地域を視察に訪れ、水

俣での環境学習や球磨村での防災教育等が大変高

い評価を受けました。このことも踏まえ、台湾か

らの教育旅行の調整、相談対応を行うワンストッ

プ窓口の設置など、教育旅行の誘致に力を入れて

まいります。

　また、台湾において本県観光の営業活動を行う

代理人を配置するほか、台湾の旅行会社が行う本

県への旅行商品造成に対して支援を行います。さ

らに、ＴＳＭＣをはじめとする台湾からの駐在員

とその御家族を対象とした観光モニターツアーを

実施します。

　これらの取組を通じて、県南地域を含めた県内

各地の魅力的な観光資源を台湾の方々に強力にＰ

Ｒし、誘客につなげてまいります。

　県南地域には、くまモンポート八代がありま

す。クルーズ船の寄港は、県南地域の観光振興に

も大変有意義です。コロナ禍の中、県としても継

続して粘り強くセールス活動を行った結果、県南

地域を訪れるツアーが数多く検討されています。

くまモンポート八代の開港後初となる外国クルー

ズ船も、来月の寄港が決定しました。これを弾み

に、より多くのクルーズ船寄港が実現するよう、

国内外の関係者に積極的に働きかけを行ってまい

ります。

　また、県南地域には、人吉、日奈久、湯の児な

ど、各地に優れた温泉があります。現在私が会長

を務める「温泉文化」ユネスコ無形文化遺産登録

を応援する知事の会で、温泉文化を世界に広めて

いくことを国に提案しています。不知火海沿いを

走るサイクリングや球磨川ラフティングの後の温

泉は格別です。そのような楽しみ方も提案してい

きたいと思っています。

　このほか、海外にも多くのファンがいるくまモ

ンや県南地域を舞台とするアニメ「夏目友人帳」

｢放課後ていぼう日誌」などのコンテンツを活用

した取組も進めています。

　このような地域資源と新たなコンテンツを組み

合わせた商品づくりを進め、その多様な魅力を国

内外に発信することで周遊を促し、その効果が地

域全体に広がるよう、県南地域の観光振興にしっ

かりと取り組んでまいります。

　　〔荒川知章君登壇〕

○荒川知章君　知事より、地域資源と新たなコン

テンツを組み合わせた商品づくりを進め、効果が

地域全体に広がるよう、県南地域の観光振興にし

っかりと取り組んでまいるとの力強い答弁をいた

だきました。

　それぞれの点を線で結び、さらに面にしていく

広域的な視点とストーリー性が必要です。

　インバウンドも含め、ぜひ多くの方々に県南地

域に訪れていただき、その方々に口コミ等で周知

していただくようなシステムを構築し、交流人口

増加のループができるような取組もお願いいたし

ます。

　次に、芦北管内の鳥獣被害防止対策についてお

尋ねいたします。

　昨年12月に公表された令和３年度の野生鳥獣に

よる農作物の被害状況によりますと、県内全体

の被害額は、約５億4,000万円で、前年度より約

1,000万円減少しております。
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　内訳といたしまして、イノシシによる被害が全

体の38％、カモによる被害が33％、鹿による被害

が９％となっており、平成28年度以降、イノシ

シ、鹿による被害は減少しているものの、カモに

よる被害が増加しており、依然高い水準です。

　一方、芦北管内での被害額は、約3,000万円

で、前年度から1,000万円増加しております。カ

モによる被害はほとんどないものの、イノシシに

よる被害が全体の46％、次いで鹿の被害が39％と

なっており、いずれも前年度より増加していま

す。

　特に、鹿によるかんきつ類への被害は、令和２

年の７月豪雨以降増えているように感じておりま

す。豪雨により園地への道が通れなくなり、人の

気配がなくなったことが影響しているのか、鹿の

すむ山の状況が変わり、生息域が芦北・水俣地域

のほうになったのか分かりませんが、実際に被害

額は、令和元年度の30万円から令和２年度は約

900万円に急増し、令和３年度も約800万円と高い

水準で推移しています。

　芦北管内においては、アマナツや不知火のかん

きつ類は、農業生産額全体の約６割を占めている

重要な基幹作物となっております。鹿は、樹皮や

葉をかじり取るため、苗木は枯れ、成木は１年な

いし２年は実がならなくなります。最悪植え替え

が必要となった場合は、４年間は収穫ができなく

なるなど、農家にとっては大きな痛手となりま

す。

　鳥獣被害は、農作物の被害だけでなく、農家の

営農意欲の減退を招き、被害額に現れる以上に深

刻な影響を及ぼす大きな問題となっています。

　県においても、地域ぐるみで自らの集落、農地

を守るための「えづけＳＴＯＰ！」対策の取組を

基本として、鳥獣がすみつきにくい環境づくりに

取り組んでいただいているところです。

　鹿については、県が令和元年に推定生息頭数を

調査しており、全県で約８万9,000頭となってお

り、平成26年に実施した前回調査の約５万8,000

頭から３万頭以上増加しています。

　地元の芦北管内でも、鹿の捕獲頭数は、平成28

年度は300頭でありましたが、令和３年度には、

狩猟と有害捕獲を合わせて1,700頭を超える状況

にあります。

　私は、鳥獣害による農作物被害を減らすために

は、「えづけＳＴＯＰ！」対策を基本として、し

っかりと捕獲を進める必要があると思っていま

す。

　鹿は、１年に１回、１頭を出産するそうですの

で、多数出産するイノシシよりも、捕獲により生

息頭数を減らすことができやすいのではないかと

考えており、被害を少なくするためには、さらな

る捕獲による生息頭数の減少も必要と考えます。

　一方で、芦北管内では、狩猟者の年齢は60歳以

上が全体の６割を超えて高齢化しており、いつま

で今のような捕獲活動が継続してもらえるのか心

配しております。

　地元狩猟者の方々からは、わなを仕掛けた場所

を見回るには、車が通る道路からさらに山奥に入

っていかなければならないため、捕獲できたかど

うか確認をするだけでも時間と労力がかかる、鹿

は、イノシシに比べ自家消費しづらいため、処分

に困ることや、捕獲後のイノシシや鹿は埋設する

必要があるため、運搬や掘削、埋め戻しなどの作

業が高齢者にとって負担になっている、特に、鹿

はイノシシに比べ大型であるため、掘削作業が大

変である、さらに埋設する場所を探すのが大変だ

と聞いています。また、捕獲に取り組む人材を確

保するためにも、捕獲報奨金の増額をしてもらえ

ないかとのお話を聞いております。

　このような状況を踏まえ、捕獲者の育成、確保
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に取り組むとともに、わなの見回りや捕獲後の処

分についての負担の軽減、芦北・水俣地域での処

理場の設置、さらに捕獲に係る補助金等の増額が

必要と考えます。

　そこで、芦北管内における鹿による果樹被害へ

の対策強化と、新たな狩猟者の確保と育成、捕獲

や捕獲後の処理の省力化及び処理場の設置、捕獲

補助金の増額に関する４点について、どのように

取り組んでいくのか、農林水産部長にお尋ねいた

します。

　　〔農林水産部長竹内信義君登壇〕

○農林水産部長(竹内信義君)　４点につきまし

て、順次お答えいたします。

　まず、１点目の鹿による果樹被害への対策強化

についてお答えいたします。

　芦北管内では、これまで、イノシシによる被害

が大きかったことから、侵入防止の電気柵や高さ

1.2メートル程度の防護柵の設置により対応され

てきました。しかし、議員御指摘のとおり、近年

は、鹿によるかんきつ類の被害が急増しており、

その多くが山林近くの園地で発生しております。

鹿は、高さ1.2メートル程度の柵を飛び越え、柵

の下に潜り込むことができるため、その習性に応

じた対策が必要となっております。

　そこで、県と関係市町、農業者が現場において

検討を重ね、国の鳥獣被害防止総合対策交付金を

活用して、鹿が飛び越えたり、潜り込んだりでき

ないよう、高さ1.8メートル以上の侵入防止柵を

導入する方向で、関係機関で準備を進めておりま

す。これと併せまして、県では、農家が鹿の習性

を学んだ上で、地域ぐるみで園地や集落周辺の環

境整備に取り組む「えづけＳＴＯＰ！」対策や農

作物被害ゼロを達成した集落の取組事例の導入な

ど、効果的な対策が実施できるよう、ハード、ソ

フト両面で被害防止対策の抜本的強化を支援して

まいります。

　２点目の新たな狩猟者の確保と育成につきまし

ては、令和２年度から狩猟免許の試験回数や会場

を増やすとともに、若手狩猟者の増加を図るた

め、芦北高校で狩猟免許取得の支援や捕獲研修な

どに取り組んでおります。

　その結果、芦北管内の新規の狩猟免許取得者

は、令和元年度の24人から令和４年度は38人に増

加しております。さらに、今年度からは、経験の

浅い銃猟従事者などを対象に、射撃技術向上の訓

練費用を助成しております。

　３点目の捕獲や捕獲後の処理の省力化及び処理

場の設置につきましては、ＩＣＴを活用してわな

の作動確認ができるシステムを導入することで、

狩猟者の負担が大きいわなの見回り作業を大幅に

軽減できると考えております。また、捕獲後の処

理方法につきましては、埋設処理に代わる方法と

して、国の鳥獣被害総合防止対策交付金を活用し

た捕獲後の害獣を分解、圧縮する減容化施設やジ

ビエ利活用施設の設置など、芦北管内の実態に即

した方法を関係市町とともに検討してまいりま

す。

　４点目の捕獲補助金につきましては、国に対し

て、捕獲経費の実態や物価高騰による影響を考慮

した見直しを行うよう、引き続き要望を行ってま

いります。

　今後とも、農家の方々が安心して農業生産を続

けることができるよう、地域ぐるみの被害防止対

策や狩猟者の確保、育成などにしっかりと取り組

んでまいります。

　　〔荒川知章君登壇〕

○荒川知章君　農家の方々が安心して農業生産を

続けることができるよう、地域ぐるみの被害防止

対策や狩猟者の確保、育成などにしっかりと取り

組んでいくとの答弁を農林水産部長よりいただき



－ 109 －

令和５年２月定例会　熊本県議会会議録　第５号（３月７日）

ました。

　芦北管内の新規の狩猟免許取得者は増加してい

るということで、さらに取り組んでいただくこと

と、その方々が実際に継続して狩猟に取り組んで

いただくよう支援をお願いいたします。

　また、狩猟免許の試験回数や会場を増やしてい

ただいているとのことですが、芦北会場でも行っ

てほしいとの要望もありますので、よろしくお願

いいたします。

　捕獲後の処理については、水俣・芦北広域での

処理場の設置も視野に入れ、関係市町との検討を

よろしくお願いいたします。

　いずれにしましても、現在、芦北管内での農業

者の一番の困り事が鳥獣被害でありますので、引

き続きしっかりと取り組んでいただきますようお

願いいたします。

　次に、水俣・芦北地域における医療体制につい

てお尋ねいたします。

　県では、団塊の世代が75歳となる2025年を見据

え、2017年３月に地域医療構想を策定していま

す。

　本構想では、高齢化が進展し、ますます医療需

要が高まる一方、人口減少により医療人材が限ら

れる中でも、必要なときに必要な医療、介護サー

ビスを受けられるよう、圏域ごとに効率的で質の

高い医療提供体制を目指し、施策の方向性を示し

ています。

　水俣・芦北地域の高齢者人口は、国立社会保

障・人口問題研究所の将来推計人口によれば、65

歳以上人口のピークは、2020年の１万8,496人で

すが、75歳以上人口のピークは、2030年の１万

975人であり、引き続き、医療需要が増加してい

くことが見込まれております。

　持続可能な医療提供体制を確保していくため、

地域医療構想では、医療、福祉の関係者間で協議

し、各医療機関の特性を生かした病床機能の分

化、連携の推進、在宅医療等の充実、医療従事者

等の養成、確保の取組の促進を掲げ、実現に向け

推進しておられると伺っています。

　中でも、水俣・芦北地域の唯一の中核病院であ

る国保水俣市立総合医療センターは、地域医療支

援病院として、地域の病院、診療所をバックアッ

プするとともに、二次救急も担い、多くの患者を

受け入れていただいております。

　救急搬送されないよう、日頃から病気予防に努

めることを、行政が啓発、推進していくことも重

要と考えますので、身近な市町村と連携した取組

を要望いたします。

　ただ、健康に留意していても、同医療センター

に救急搬送されるケースはございます。急患の症

状によっては、残念ながら、熊本市内等の高度医

療機関へ転院、搬送されるケースもございます。

　救急隊は、急患の症状に応じ適切な搬送先のト

リアージを行っておりますが、搬送先の病院でＣ

ＴやＭＲＩによる検査の結果、転院するケースも

生じてしまうことは理解できるものの、特に水

俣・芦北地域でも熊本市寄りにお住まいの急患患

者においては、一度水俣へ搬送されることは時間

的なロスが大きい状況です。この点は課題として

認識しております。

　そこで、時間的なロスを小さくする試行的な取

組として、阿蘇医療圏では、救急隊が脳卒中の疑

いがある急患の症状について、専用アプリに必要

事項を入力することにより、予測病型を判定し、

適切な病院選定を行う実証実験を行っていると伺

っています。一日も早くこのシステムが確立し、

ほかの医療圏へ広がっていくことを強く願うもの

です。

　ここまでが、地域の現況を踏まえて、引き続き

執行部に検討を進めていただきたい課題について
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です。

　全国どの地域もそうなのでしょうが、コロナ禍

で少子高齢化は加速しており、水俣・芦北地域に

おける医療体制についても、多くの課題が山積し

ています。

　そのような中、今回お尋ねするのは、４年前に

も一度一般質問させていただいた医療従事者の確

保、特に医師の確保です。

　県が令和２年３月に策定した熊本県医師確保計

画では、全国335の医療圏の医師数の偏在状況を

データ化し、医師偏在指標として、その値の上位

３分の１を医師多数区域、下位３分の１を医師少

数区域と設定しておりますが、水俣・芦北地域

は、数値上、医師多数区域とされております。

　ただし、病院、診療所の数は、平成30年と令和

４年を比較した場合、病院１減、診療所は２減と

なっています。医師も高齢化が進んでおり、後継

者の確保が困難になる上、芦北町には、無医地区

や準無医地区が６地区存在することなど、医師多

数区域だからといって、決して安心できる状態で

はございません。

　こうした状況にある水俣・芦北地域における医

師確保を含めた医療体制をどう進めていかれるの

か、健康福祉部長にお尋ねいたします。

　　〔健康福祉部長沼川敦彦君登壇〕

○健康福祉部長(沼川敦彦君)　水俣・芦北地域に

おける医療体制についてお答えいたします。

　令和２年12月末現在、水俣・芦北地域の医療施

設に従事する医師数は、134名です。前回調査が

行われた平成30年の131名から大きな増減はな

く、厚生労働省が算出する直近の医師偏在指標で

も医師多数区域となります。

　ただ、この指標は、必ずしも地域の実情を十分

に反映したものとは言えず、当地域において、医

師確保は重要な課題の一つです。このため、第七

次水俣・芦北地域振興計画でも基本施策に位置づ

けています。

　そのような中、地域の拠点病院である国保水俣

市立総合医療センターでは、地域内での高度医療

提供が可能となるよう、令和元年６月に、重症度

の高い患者の治療を行う高度治療室を開設されて

います。また、令和３年８月から、僻地医療を支

えるため、ＩＣＴ技術を活用し、僻地診療所であ

る久木野診療所でのオンライン診療等にも取り組

まれています。

　これらの取組に対し、県では、施設及び機器の

整備への助成や県が熊本大学に設置する寄附講座

の医師２名及び自治医科大学卒業医師１名の派遣

による医師の確保を図ってまいりました。

　引き続き、必要な医師の確保等に努め、安定的

な医療提供体制を構築することで、振興計画に掲

げる「環境と共生し、誰もが安心して暮らせる地

域づくり」を進めてまいります。

　　〔荒川知章君登壇〕

○荒川知章君　健康福祉部長より、水俣・芦北地

域における医療体制の現況や支援策について答弁

いただきました。

　地域医療体制の整備は、地域の方々が安心して

暮らしていけるための最重要課題であると認識し

ております。

　脳卒中など一刻を争う様々な病気において、時

間的ロスが生じ、人命を失うこと、また、後遺症

を伴うことなど、決してあってはならないことで

す。

　医師確保とともに、しっかりと対策し、取り組

んでいただきますようお願いいたします。

　また、先日、吉永県議、髙野副議長と国保水俣

市立総合医療センターへＩＣＴ技術を活用したオ

ンライン診療の視察に行ってまいりました。これ

から必要になる重要な取組だと思いますので、引
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き続きの御支援をよろしくお願いいたします。

　最後に、不知火海における水産資源の回復につ

いて要望いたします。

　水俣・芦北地域には、再生した美しい不知火海

が広がっており、今や地域を活性化させる貴重な

資源として、あらゆる角度から期待されていま

す。第七次水俣・芦北地域振興計画においても

｢不知火海を活かした地域の活力と魅力の向上」

を重点施策に掲げ、県、市町、関係団体など、関

係者一体となって取組を進めておられます。

　不知火海の豊かさ、魅力を積極的に活用し、ま

た、多くの方々にその情報を発信していくことが

地域活性化には重要で、そのような取組を進める

上でも、重要な一つの要素として、水産資源の活

用が挙げられます。豊かな海の象徴として、新鮮

でおいしい海産物は、なくてはならない資源であ

ります。

　しかし、一方で、近年の高水温等による漁場環

境の変化や度重なる豪雨災害の影響等により、不

知火海の魚やエビの漁獲が徐々に減ってきてお

り、そのような中、令和２年７月豪雨により、多

くの土砂や流木等が佐敷川などから漁場に流れ込

み、一時漁ができない状況に追い込まれました。

　その後、海底に沈んでいる大型のごみや流木の

除去を行っていただき、漁は再開できましたが、

思うように漁獲が戻っていないと地元からの声が

あり、漁場環境の変化などの影響が大変懸念され

るところです。

　これまでも、不知火海では、有明海・八代海等

の再生に向けた熊本県計画に基づき、漁場の耕う

んや藻場の造成などの漁場環境の保全や改善、種

苗放流、資源管理の強化による水産資源の回復等

に取り組んでこられてきたと認識しています。

　しかし、依然として、なりわいとして漁業を営

んでいくには厳しい状況が続いており、資源の回

復は道半ばの状況だと感じています。

　他方、不知火海の豊かさをアピールし、地域の

活性化に期待しているのが、マガキやクマモト・

オイスターなどの二枚貝の養殖であります。

　マガキについては、私の地元芦北町でも約10年

前から養殖に取り組んでおり、徐々に生産が拡大

されてきました。その結果、芦北真牡蠣カキ小

屋、つなぎオイスターバル、恋路カキ小屋など、

漁協による特色あるカキ小屋もオープンし、地域

の特産物として定着しつつあります。

　しかし、年によっては、へい死が発生し、生産

量が減少したり、身入りが遅くなるなど、品質が

不安定なこともあり、こうした課題解決に向けた

取組が求められているところです。

　また、現在は、宮城県などの県外産種苗に依存

していますが、さらなるブランド化を図る上で

も、不知火海における天然採苗した種苗の活用な

ども進めていく必要があると思います。

　一方、クマモト・オイスターについては、これ

まで長年研究が進められ、安定生産に向け大きな

課題であった夏場の大量へい死対策として、温湯

処理などの技術導入により夏場の生残率の向上を

図るなど、養殖技術の課題を一つずつ解決してき

ています。

　しかし、いまだ生産が安定していない地域があ

ることや、温湯処理作業や出荷時の洗浄作業の効

率化など、さらなる増産に向けて課題があること

から、今後の安定生産や省力化に向けた取組に期

待しているところであります。

　また、販売面においては、県内外での認知度向

上についても積極的に取り組み、本県を代表する

ブランド水産物として確立し、販路を拡大してい

く必要があります。

　水俣・芦北地域においては、多くの漁業者が、

不知火海において、打たせ網漁や流し網漁など、
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多種多様な漁業を営まれておられます。その方々

の経営、生活をしっかりと支え、担い手や後継者

が残る環境を整えることは、地域の活性化のため

にはなくてはならないものと考えます。

　改めて、不知火海の水産資源を回復させ、魚介

類があふれる豊かな海として再生するため、漁場

の環境の変化をしっかりと把握していただき、課

題に応じた対応策を、これまでの取組と併せて進

めていただくようお願いいたします。

　加えて、私も、漁協や関係市町も頑張りますの

で、マガキやクマモト・オイスターなど二枚貝の

養殖に対し、生産技術の確立と現場へ技術普及を

しっかりと行っていただくとともに、生産された

二枚貝の販売力、ブランド力の強化に継続的に取

り組んでいただきますよう併せて要望します。

　以上で予定しておりました質問及び要望は全て

終了いたしました。

　芦北地域にとって、令和２年７月豪雨からの復

旧、復興及びその後の地域振興は、喫緊の課題で

あります。引き続き、知事を先頭に全力で取り組

んでいただきますようお願いいたします。

　本日は、御清聴、誠にありがとうございまし

た。(拍手）

○副議長(髙野洋介君)　昼食のため、午後１時10

分まで休憩いたします。

　　午後０時８分休憩

　　　　 ――――――――――――

　　午後１時10分開議

○副議長(髙野洋介君)　休憩前に引き続き会議を

開きます。

　岩本浩治君。

　　〔岩本浩治君登壇〕(拍手)

○岩本浩治君　阿蘇市選出・自由民主党の岩本で

ございます。

　ここの壇上に来ますと、８回目ですが、緊張し

て足が震えるようでございます。各先生方から頑

張れという声をいただきましたが、後は開き直り

で質問をさせていただこうと思います。

　発言通告書によりまして、早々ですが、質問を

させていただきます。

　阿蘇の世界文化遺産登録に係る法的規制等につ

いてお尋ねします。

　阿蘇を世界遺産にすることは、蒲島知事の就任

当初からの目標であり、また、私が生まれ育った

この雄大な阿蘇が世界文化遺産として世界の宝に

なることは、私を含めて、地元阿蘇の住民はもち

ろん、熊本県民の喜びであり、誇りであります。

　今となってはほぼ失われた、本来草地とともに

生きてきた日本の循環型農業の伝統が、カルデラ

という特異な地形に働きかけた姿をとどめる、世

界でもここにしか見られない壮大なカルデラ農業

の景観であります。

　昨年10月、阿蘇市で国際シンポジウムが開催さ

れ、海外の専門家から、阿蘇は世界文化遺産とし

ての価値が十分備わっている旨の発表がありまし

た。それを聞いて、世界遺産としてのお墨つきを

いただいたようなとてもうれしい思いとともに、

さらなる取組の推進に意を強くしたところであり

ます。

　世界文化遺産となるためには、世界的な価値が

不可欠であり、さらにその価値を法的に守ってい

くことも必要になります。

　昨年末、阿蘇市や産山村の草原の文化財保護法

の重要文化的景観の追加選定について、国の文化

審議会から文部科学大臣へ答申され、今後の官報

告示後、選定される見込みとなりました。法的に

保護されることになり、世界文化遺産の登録へ向

け、弾みになったと受け止めております。

　今後は、集落についても、重要文化的景観の選

定を進めていくと伺っております。重要文化的景
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観として認められるのはうれしいことですが、そ

の一方、そこに暮らしている住民にとって、心配

事があります。

　重要文化的景観となることによる法的規制、公

共事業や新エネルギー施設等の開発行為のコント

ロール、来訪者による環境負荷等、日常生活を制

限されるのではないか、あるいは開発を制限され

るのではないか等の支障を来すような制限につい

て、心配されている方もいらっしゃいます。

　世界文化遺産になることはとても喜ばしいこと

ですが、集落が重要文化的景観に選定された場

合、例えば、家屋の建て替えなどが制限されるの

か、家屋の屋根に太陽光パネルは設置できなくな

るのかなど、具体的に住民生活にどのような制限

が加わるのか、住民生活に影響がないのか、企画

振興部長にお尋ねします。

　また、私としては、世界文化遺産の登録に向

け、地元の盛り上がりを推進していきたいと考え

ております。重要文化的景観の選定を進めるに当

たっては、そこに暮らしている住民への丁寧な説

明も必要であります。住民の不安を払拭するべ

く、その点についても、併せて答弁いただきます

ようお願いいたします。

　　〔企画振興部長高橋太朗君登壇〕

○企画振興部長(高橋太朗君)　阿蘇の世界文化遺

産登録に係る法的規制等についてお答えいたしま

す。

　阿蘇の市町村においては、景観条例を制定して

おり、一定規模の建築物や再生可能エネルギー施

設等については、条例に基づき、市町村が開発行

為の把握及び指導ができることとなっています。

　あわせて、世界文化遺産の登録に当たっては、

文化財保護法により保護する必要があり、これま

で、県では、市町村と連携を図りながら、草原を

中心に重要文化的景観の選定による保護を進めて

まいりました。

　市町村が重要文化的景観の選定申出を行う際に

は、文化的景観としての価値があるものを重要な

構成要素と位置づける必要があり、この現状変更

等を行う場合、文化庁長官にその旨を届け出る義

務が生じます。

　今後、集落等において選定申出を進めてまいり

ますが、これまで地域住民の方々により守られて

きた歴史的な価値がある神社や石造物、水路や古

道などの地域の宝を重要な構成要素として位置づ

けていく予定です。

　そのため、この重要な構成要素以外の一般の住

宅等については、文化財保護法に基づく直接の規

制はありません。

　また、市町村では、重要文化的景観の選定申出

に併せて、重要な構成要素以外の範囲について

も、土地利用の方針を整理する必要があります。

その際には、一般の住宅の建て替え等について、

悪影響を及ぼさないような方針となるよう、市町

村と協議してまいります。

　今後、集落等において、重要文化的景観の選定

に向けた調査を実施する予定です。重要な構成要

素となり得る地域の宝を特定していくために、市

町村とともに、地域住民の方々への聞き取りなど

の調査を行います。

　その過程で、双方向のコミュニケーションを積

み重ね、住民生活への影響などの懸念に対して丁

寧に説明し、重要文化的景観の選定、ひいては阿

蘇の世界文化遺産登録への理解を深めていきま

す。

　引き続き、県と阿蘇郡市７市町村が一体となっ

て、阿蘇の世界文化遺産登録の推進に全力で取り

組んでまいります。

　　〔岩本浩治君登壇〕

○岩本浩治君　企画振興部長より答弁いただきま
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した。

　阿蘇の市町村においては、景観条例を制定して

あり、一定規模の建築物や再生可能エネルギー施

設等については、届出義務に基づき、開発行為の

把握及び指導ができることとなっているとのこと

であります。

　重要文化的景観の範囲を世界文化遺産の資産範

囲として、重要な構成要素を選定し、それにのみ

文化財保護法により規制、届けをかけるとのこと

であり、重要な構成要素以外は、景観法による景

観形成地域の基準等により景観コントロールを図

るとのことであります。

　重要な構成要素には、届出義務で同意取得を必

要とし、草原、水路、古道、石造物、祭祀施設

等、地域住民が保護、保存を望むものであり、ま

た、名水や滝や巨石が考えられるとのことであり

ます。

　水田、農場用倉庫など生業に必要な施設等につ

いては構成要素としない予定で、水田の形状変更

等について、文化財保護法上は届出義務は必要と

しないとのことです。

　また、今後、集落等において、重要な構成要素

となり得る地域の宝を特定していくために、市町

村とともに地域住民への聞き取り調査を行い、双

方向のコミュニケーションを積み重ね、住民生活

への影響などの懸念に対して丁寧に説明し、重要

文化的景観の選定、ひいては世界文化遺産登録へ

の理解を深め、県と阿蘇郡市７市町村一体とな

り、推進に全力で取り組むとの答弁をいただきま

した。大変うれしいことで、早く世界文化遺産批

准に上がっていただければと思うところでござい

ます。

　それでは、次の質問に移らせてもらいます。

　阿蘇山火口カメラの設置支援についてでござい

ます。

　阿蘇は、日本を代表する観光地であり、見どこ

ろは多くありますが、その中でも、特に活火山の

火口を間近に見ることができることは、観光資源

として世界でもまれであり、阿蘇の大きな売りの

一つと思います。

　しかし、その裏返しとして、火口の状況によ

り、安全の確保のため入山規制が行われることが

あります。その際に、せっかく世界中からおいで

いただいた方々に対して、火山活動を感じていた

だくため、火口カメラは大変重要と思います。

　阿蘇火山博物館が所有します阿蘇山火口カメラ

システムは、世界でも阿蘇山だけにしかない特殊

な技術で構築された最先端システムであります。

　火山博物館は、そのカメラの使命や重要性を認

識し、度重なる噴火による損傷や損壊に遭遇しな

がらも、今日まで単独で管理運営をしてきており

ます。

　しかし、平成28年４月の熊本地震とその後の10

月の噴火により、ＡとＢのカメラ２台ともに被災

し、運用できなくなりました。幸い、中小企業等

グループ施設等復旧整備補助事業による補助金を

活用し、総事業費の9,720万のうち、４分の１の

2,430万を自己負担とし、Ａカメラのみ復旧でき

ましたが、Ｂカメラのほうは復旧ができない状態

のままです。

　現在の火口カメラの特徴は、火口カメラとして

は世界唯一の映像配信システムであり、超高感度

でもあり、夜間でも月明かり程度で映像配信がで

き、高画質の220万画素、２Ｋ、フルハイビジョ

ンであります。カメラは、遠隔操作可能で、ズー

ム25倍、火口内の噴火に伴う音声も同時配信可能

になっております。

　ただ、Ａカメラで捉えることのできるのは火口

の65％ほどで、Ｂカメラと併せて初めて火口の全

体像の把握ができ、Ｂカメラの復旧が待たれると
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ころですが、現在のところ、めどは立っていませ

ん。

　活火山としての阿蘇山は、世界的観光資源だけ

でなく、噴火により様々な被害をもたらすことを

考えると、カメラの設置は、阿蘇山の活動を知る

上で重要であると考えます。

　また、福岡管区気象台は、独自の火山監視設備

は持たず、阿蘇火山防災連絡事務所を通じて、年

額67万8,000円の受信料を支払い、博物館のカメ

ラの活用をしており、常時映像を受信し、他の火

山とともに監視しております。

　京都大学火山研究所は、独自のカメラを設置し

ておりますが、度重なる噴火による損壊のため、

修理不能な損壊時に備え、取替え方式の簡易型の

カメラが設置してあり、簡易型カメラであるた

め、映像やその解析度が悪く、夜間は映像確認が

できないこともあり、必要時に博物館の映像を利

用しております。

　この極めて公共性の高いカメラの維持管理を、

一公益財団法人である阿蘇火山博物館が行ってい

ることに驚きました。

　そこで、それに先立ち、現在の運用状況を申し

上げますと、２台のカメラは、40年前の昭和57

年、火山博物館設立時に九州産業交通株式会社に

より設置され、2004年、阿蘇製薬株式会社運営の

財団法人管理となり、その後、博物館という施設

の公益性から、現在の公益財団へ移行したもので

あります。

　運用の一環として、館内では、火口のライブ中

継を実施しております。入館者の観光客、特に修

学旅行生の教育に重点を置いた映像を流し、火口

の立入り規制時でも、映像により火口内の噴火状

況を見ることができるようになっており、火口の

噴火や特異現象が確認されたときは、関係機関へ

の映像配信を行っております。

　防災関連では、気象庁や京大火山博物館への配

信や提供や報道関係にも映像配信を行っておりま

す。私たちがテレビで見る噴火状況を映している

のが、この山上火口カメラであります。

　次に、管理状況ですが、カメラは、火口内に設

置されており、カメラレンズの火山灰汚れの除去

と付着防止が鮮明な映像確保のために重要となり

ますが、火山灰除去、火山ガスや有毒ガスからの

設置環境の厳しい中で、作業員の安全確保をした

上での作業を強いられております。また、カメラ

以外にも、硫黄ガス等による機材の腐食対策等々

の問題があります。

　このような維持管理を一公益財団法人だけに任

せているわけです。阿蘇市として、また、熊本県

として、このままでよいのか、強く思う次第で

す。

　この公共的重要性に鑑み、阿蘇山火口カメラ運

用協議会――仮称ですが、立ち上げる構想があり

ます。協議会メンバーとして、阿蘇くまもと空

港、ＪＲ九州、阿蘇田園空間協議会、阿蘇周辺の

道の駅、国、県、周辺市町村、九州電力、放送メ

ディア等を想定しておられるようであります。

　協議会は、会員への映像配信料を主体財源とし

て、地球環境や地球科学についての次世代への教

育普及、火山活動に関する研究、阿蘇火山火口活

動の資料保存、火山防災と安全観光、ＢＣＰの取

り込みと連動、また、ＳＤＧｓをテーマにした観

光、教育、防災のためのＸＲコンテンツの造成等

を行うことを目的としているようです。

　観光面で考えると、震災ミュージアムをはじ

め、くまモンポート八代、熊本駅、阿蘇くまもと

空港等での阿蘇火口ライブ中継は、今後の観光客

誘致に向け、さらなる活用が期待できると思いま

す。

　私は、この協議会が設立され、火口カメラが安
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定的に運用されることになれば、熊本県の観光を

はじめ、あらゆる分野において多大なる有益性を

持つものと思います。火口カメラの設置及び維持

管理に対する県の支援について、観光戦略部長に

お尋ねいたします。

　　〔観光戦略部長原山明博君登壇〕

○観光戦略部長(原山明博君)　阿蘇山火口カメラ

の設置支援についてお答えします。

　火口カメラを設置している阿蘇火山博物館は、

阿蘇火山の成り立ちや火山活動、草原と人々の関

わりなどを展示紹介する阿蘇観光の中心的な施設

であり、昭和57年の開館以来、多くの観光客を受

け入れてきました。

　館内には、火口の映像と音がリアルタイムで観

察できるワイドスクリーンがあり、火口の立入り

規制時にも、臨場感のある火口見学ができる貴重

な手段となっています。

　議員御指摘のとおり、火口カメラの維持管理に

は多額の費用を要することなどを踏まえ、現在、

阿蘇火山博物館において、協議会の設立に向けた

検討が進められていると聞いております。

　今後、直接具体的なお話を伺った上で、観光面

を含めたカメラの活用策や県としての関わり方な

どについて、検討を行ってまいります。

　　〔岩本浩治君登壇〕

○岩本浩治君　今回は、代表して観光戦略部長に

お尋ねしましたが、質問で申し上げましたよう

に、公共的重要性に鑑み、観光だけではなく、防

災面や教育面において、活用の余地があるのでは

ないかと思われます。

　活火山の火口を間近に見ることができること

は、観光資源としましても世界でもまれであり、

せっかく遠方より来た方が規制等で見れないとき

でも、カメラにより見ることができ、関係課と知

恵を出し合って、火口カメラ設置支援に結びつく

ようお願いをしたいと思います。

　次の質問に移らせてもらいます。

　外国人就労者の自動車運転免許の切替えについ

てでございます。

　ある建設業者の会合で、うちでは技能実習生を

中心に13名のベトナム人を雇っている、その中に

はベトナムの自動車運転免許を持っている人もい

るので、現場への送迎ができるように日本の免許

への切替えを支援してきたが、近頃、切替えにか

かる期間が長くかかるようになったとの声があり

ました。

　その人の話では、２年前までは２か月ほどで免

許の切替えができていたが、現在は３か月半待た

なければ切替えができなくなったとのことでし

た。その原因は、申請者の増加だとのことです。

　厚生労働省から、2022年10月末時点での外国人

就労者について発表がありました。前年から９万

5,504人増え、過去最多の182万2,725人となりま

した。熊本県の場合、１万4,522名です。

　厚労省は、コロナ感染拡大以降、増加の伸びは

鈍化していると報告していますが、人手不足を背

景に、外国人を雇う事業所は、前年比4.8％増加

しております。

　熊本労働局によると、コロナ禍以前の平成29年

の外国人就労者は7,743名でしたが、令和４年は

１万4,522名と、およそ２倍の増加となっており

ます。

　私の選挙区である阿蘇市でも、農業や建設業を

中心に技能実習生や特定技能での在留者が増えて

おります。阿蘇職安管内の在留資格、特定技能で

調べてみますと、令和元年に５名、２年に38名、

３年に59名、４年には113名と、急激な増加を示

しております。

　外国の方が日本で車を運転する方法は、３つあ

ると聞いております。１つ目は、外国の運転免許
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証を日本の免許証に切り替えて運転する方法、そ

の中でも、書類審査のみで切替えが可能である国

と知識や技能の確認が必要な国があるとのことで

す。２つ目は、ジュネーブ条約加入国の方が、そ

の国で国際運転免許証を取得して、その国際運転

免許証で運転する方法。３つ目は、日本国内で運

転免許試験を受験する方法であり、外国語で記載

された試験問題や外国人対応の自動車学校もある

と聞いております。

　その中で、外国の運転免許を日本の運転免許へ

切り替える場合には、まず、有効期限内の外国の

運転免許を所持していること、自国で取得してい

た免許と同じ免許種別への切替えであること、免

許を取得した国に３か月以上滞在していたことが

確認できなければならない等の条件があるそうで

す。

　３か月以上滞在していたことの確認は、パスポ

ートでなされると思われますが、御存じのよう

に、出入国のスタンプは、国々により無秩序に押

してありますし、偽造パスポートや偽造免許証の

判別確認も必要となりますので、その確認には相

当の手間がかかり、当局の労苦もいかばかりかと

察するところであります。

　技能実習生は、東南アジア諸国の人々が多く、

日本での滞在が３年とか５年とか限られています

ので、免許切替えに長期間要するというのは、技

能実習生の技能の習得にも支障が出るものと思わ

れますし、日本における貴重な体験の機会を失い

かねません。

　熊本県では、現在、半導体関連工場の誘致が盛

んであり、最大規模の工場の建設も進められてお

ります。そこでは多数の台湾からの移住者が来る

ことも考えられるところであり、加えて、新型コ

ロナウイルスによる入国制限の緩和により、技能

実習生等の外国人就労者の増加も予想されますの

で、ますます運転免許の切替え申請が増加するも

のと思われます。

　このような現状において、外国人就労者の運転

免許切替えなどについて、今後どのように取り組

み、対応していくのか、警察本部長にお尋ねいた

します。

　　〔警察本部長山口寛峰君登壇〕

○警察本部長(山口寛峰君)　外国人就労者に係る

自動車運転免許の切替えへの県警察の取組につい

てお答えします。

　議員御指摘のとおり、新型コロナウイルス感染

症対策の入国規制緩和により、県内に在留する外

国人技能実習生や留学生が増え、同時に、免許切

替えを申請する外国人も急激に増加しておりま

す。

　令和４年の切替え申請者数は、新型コロナウイ

ルス感染症拡大前の令和元年と比較すると約16

％、令和３年からは約35％増加しています。

　また、免許試験を外国語で受験する外国人につ

いては、令和４年と令和３年を比べると約65％増

えていますので、外国人の免許切替えや免許試験

を担当する部署において、人員を拡充するなど、

体制強化を図って対応しております。

　本県では、今後、ＴＳＭＣをはじめとする企業

の進出により、外国人就労者やその家族が多数居

住する見込みです。そのため、生活や仕事に必要

とされる運転免許の切替えや取得に関する申請

も、さらに増加することが予想されます。

　こうした状況を踏まえ、県警察では、引き続

き、外国の方が日本で安全に運転できるよう、交

通ルールを説明するなど、安全運転に資する対策

を講じるとともに、免許の取得や切替えについて

は、迅速で適切な手続ができるように、さらなる

業務の見直しや申請増加に対応できる人員配置を

検討するなど、体制の強化に努めてまいります。
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　　〔岩本浩治君登壇〕

○岩本浩治君　警察本部長から御答弁をいただき

ました。

　外国人就労者の自動車運転免許の切替え申請件

数の増加に対応するため、担当部署において人員

を拡充するなど、体制強化を図っていくとの答弁

をいただきました。

　今後、ＴＳＭＣをはじめとする企業の進出によ

り、さらに申請数が増加することが予想されるた

め、引き続き、交通ルールの説明等、安全運転対

策を講じるとともに、迅速で適切な手続ができる

よう、さらなる業務の見直しや申請増加に対応で

きる人員配置を検討するなど、体制の強化に努め

るとのことでした。

　今や外国人就労者の力は県経済の発展に必要不

可欠であり、自動車免許を早期に取得できれば、

それだけ県内で活躍していただける時間が増えま

す。

　一方、手続処理を最優先とするあまり、交通安

全対策がおろそかになり、交通事故が増えること

になるのは、誰にとっても不幸なことです。限ら

れた予算、人員の中、難しい課題も多いと思いま

すが、外国の方に就労先として熊本を選んでいた

だけるよう、県警察におかれては、状況に応じた

適切な対応をいただきますようお願いしまして、

次の質問に移らせていただきます。

　次の質問でございますが、判断能力が不十分な

方の日常生活の自立支援についてでございます。

　昨今は少子化対策が声高に叫ばれていますが、

高齢化の進行も続いており、それに伴う様々な課

題も顕在化しています。

　今後、2025年に向けて、団塊の世代全員が後期

高齢者となり、認知症高齢者の方が多くなると考

えられます。また、知的、精神の障害のある方

で、判断能力が不十分な方々も増加傾向にありま

す。

　近年は、できるだけ施設に入ることなく、住み

慣れた地域で暮らすことを希望される方も増えて

おりますが、単身でお住まいの方が増えるにつ

れ、何かあったときに相談する相手がおらず、困

っておられる方も多くなっております。

　特に、懸念されますのは、これらの方々の中に

は、第三者の援助がなければ困窮し、福祉サービ

スも利用できず、孤独死といった重大な事故に至

る危険性を内包した方も多くおられ、周囲の方々

が見守りながら、自分の意思で地域生活ができる

よう、伴走型の支援体制を充実させる必要がある

のではないかと思います。

　こうした認知症の高齢者や知的や精神に障害の

ある方など判断能力が不十分な方々が、住み慣れ

た地域で自立した生活が送れるよう支援する事業

として、日常生活自立支援事業があります。

　この事業は、福祉サービスの利用の調整や契約

のお手伝いや日常的な金銭管理や行政などの書類

作成をお手伝いする事業です。当事者の意思決定

を尊重し、権利擁護を進めるために、介護保険制

度の創設に合わせて導入され、20年以上経過して

いる必要不可欠な事業となっております。

　ところが、この事業については、開始当初から

利用者も増加していったことから、事業費に対し

て県の予算が追いつかず、近年は事業主体の県社

会福祉協議会や市町村社会福祉協議会は自主財源

をつぎ込まざるを得ず、利用者を増やしづらい状

況になっておりました。

　そのため、私は、令和３年11月定例会でこの事

業の予算増を要望いたしました。そのかいもあっ

て、令和４年度は、一定の改善を図っていただき

ました。

　平成11年の事業開始から20年以上が経過しまし

たが、熊本県の所管地域では、直近の令和４年12
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月末日現在、この事業の利用者が前年の787名か

ら804名に増加するなど、早くも令和４年度予算

増額の効果が現れております。

　ただ、依然として他の都道府県に比べると不十

分であったことから、昨年９月定例会では、同僚

の松村県議が、この事業の充実強化について、一

般質問を行われました。

　その答弁において、健康福祉部長は、令和４年

度に予算の増額を行ったばかりであるので、その

効果を見極めてから今後の対応をしていきたいと

いった趣旨の発言をされ、私は、事業の推移を調

査、把握しながら検討されているところと思った

ところでございます。

　一方、昨年の10月20日には、熊本県社会福祉協

議会の良永会長と熊本県市町村社協連合会長の元

松宇土市長の両名が知事宛てに要望書を提出さ

れ、国庫補助基準額を満額適用して補助金を算定

してほしいことを強く要望されるなど、議会だけ

でなく、当事者からも切実な声が上がっておりま

す。

　県社協から委託を受けてこの事業を担っている

市町村社協の中には、採算の厳しさから受託を返

上したいとの悲痛な声もあるようです。

　しかし、この事業に対して、おかげで消費者被

害に遭わなくて済んだ、親族等からの経済的搾取

がなくなった、必要なときに病院や福祉サービス

の利用ができるようになった、年金や預金を計画

的に使えるようになった、税金や国民健康保険料

を滞納しなくなったなど、本人はもとより、親

族、近隣の方、そして市町村役場からも大変喜ば

れており、利用者、家族、地域からの評価の高

い、三方よし事業となっております。

　しかしながら、事業を安定して行える十分な公

的な財政支援なくしては、現場のスタッフの確保

もままなりませんし、市町村社協の意欲も向上し

ません。今後増えてくると思われる新たなニーズ

に対応することが難しくなると思ったところで

す。

　昨年の９月定例会では、健康福祉部長から、令

和４年度の「補助金増額に伴う各市町村社協の活

動状況の変化や潜在的なニーズの有無などを丁寧

に把握し、その効果や地域ごとの実態を踏まえた

上で、事業を利用される方々が地域で自立した生

活を安心して続けられるよう、必要な支援に取り

組んで」まいるとの答弁がありました。

　今定例会に提案されております令和５年度予算

案では、先ほどの現場の声に応えてのことと思い

ますが、本事業への支援を拡充する方向で考えて

いただいているようです。私も、予算増額を要望

した立場として、県の姿勢を大いに評価したいと

思います。

　本事業は、認知症高齢者や障害のある方の日常

生活を継続的に支える大切な事業で、誰しもがこ

のようなサポートが必要になる可能性があると考

えれば、他人事では済まされません。

　そこで質問です。

　本事業の利用者からは、金銭管理等のサービス

以外にも、日常的な困り事にも対応してほしいと

の声もあるほどで、今後も支援を必要とする方々

が安心できる環境を維持していくことが重要と考

えますが、県として今後どのように取り組むか、

健康福祉部長にお尋ねいたします。

　　〔健康福祉部長沼川敦彦君登壇〕

○健康福祉部長(沼川敦彦君)　認知機能の低下や

障害が原因で判断能力に不安がある方を支援する

日常生活自立支援事業については、昨年の９月定

例会において、県社会福祉協議会に対する今年度

の補助金増額の効果等を踏まえた上で、必要な支

援に取り組むと答弁したところです。

　その後、10月には、県社協及び市町村社協連合
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会から、補助金増額に対する感謝の気持ちが伝え

られるとともに、補助金のさらなる充実を求める

強い要望がなされました。その際、利用者のニー

ズに十分応えるマンパワーの不足などにより、幾

つかの市町村社協では、事業の継続が困難な状況

にあることを強く訴えられました。

　このため、県では、事態は急迫していると受け

止め、今年度上半期を対象期間として、補助金増

額後の県社協及び市町村社協の事業実施状況等に

ついて、緊急調査を行いました。

　そこで見えてきたのは、利用者増の効果が出て

いる一方で、経費の増加に伴い、事業継続が厳し

くなっているところがあることや利用者が負担す

る額が他県に比べて低い水準にあるといった事業

運用上の課題です。

　そのため、県では、県社協に対し、課題への早

急な対応を求めるとともに、補助金を実態に応じ

て引き上げるための予算を今定例会に提案したと

ころです。

　また、議員御指摘の日常的な困り事への対応に

ついては、例えば買物やごみ出しなど、高齢者等

が抱える生活上のちょっとした困り事を地域住民

等が支援する取組が拡大するよう、体制構築の中

心となる市町村社協やＮＰＯ法人等を支援してい

ます。あわせて、市町村の包括的な支援体制整備

を後押しし、互いに支え合い、誰一人取り残さな

いくまもとづくりを進めているところです。

　今後、いわゆる団塊の世代の方が後期高齢者に

なり、障害のある方も施設での生活から地域での

生活へ移行していく中で、判断能力に不安があ

り、日常生活の自立支援を必要とする方々も増え

ていくことが十分考えられます。

　県としては、これらの事業の効果や地域ごとの

実態をしっかりと注視していくとともに、関係団

体とも連携しながら、こうした方々が安全、安心

な地域生活を送ることができるように取り組んで

まいります。

　　〔岩本浩治君登壇〕

○岩本浩治君　健康福祉部長より答弁をいただき

ました。

　１点目は、日常生活自立支援事業について、９

月定例会の答弁後、補助金のさらなる増額要請を

受け、県・市町村社協に対する緊急調査を実施

し、その結果を受け、県社協に対して課題の早急

な対応を求め、補助金を実態に応じて引き上げる

ための予算を今定例会に提案したとのことでし

た。

　まずは、補助金予算の増額に対してお礼を申し

上げます。ありがとうございます。また、今後と

も本事業をよりよいものにするため、利用者の増

加、物価高騰による費用の増加などの状況の変化

に迅速に対応できるよう、引き続き、県・市町村

社協との連携を図っていただくよう、よろしくお

願いいたします。

　２点目の日常的な困り事につきまして、各地域

での体制構築の中心となる市町村社協やＮＰＯ法

人を支援し、併せて市町村の包括的な支援体制整

備を後押ししていくとのことでした。

　答弁にもございましたが、今後日常生活支援を

必要とする人が増えると予想される中、私は、こ

の取組の課題として、地域により実施状況に温度

差があるように感じます。

　県におかれては、従来の支援に加え、県内外の

優良な事例について情報提供を行うなど、活動が

活発でない地域に対して事業実施を促すなどの働

きかけを行い、地域間での取組の差を縮小するよ

う、併せてお願いしたいと思います。どうぞよろ

しくお願いいたします。

　それでは、次の要望に移らせてもらいます。

　民生委員の活動に対する支援についての要望で
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ございます。

　民生委員の方々は、私たちの住む地域におい

て、広く地域福祉の推進役として活躍されており

ます。

　戦前の済世顧問制度や方面委員制度をその制度

の始まりとして、平成29年に創設100周年を迎え

た長い歴史を持っている制度です。

　現在の民生委員制度は、民生委員法、昭和23年

により制度化され、全国各地域で活躍されており

ます。

　昨年12月には、３年に１度の一斉改選が行われ

ましたが、定数2,805人――これは熊本市は省く

わけですが、充足率は、最新の情報によります

と、令和５年１月で現員数2,699名の96.2％とな

っております。

　民生委員の欠員は、申すまでもなく住民福祉の

低下につながるものであり、充足率への対応は、

全国的にも喫緊の課題となっております。

　こうした中、県におかれましては、令和４年度

において、コロナ禍や原油価格高騰による生活困

窮者の増加が見込まれたことを背景として、民生

委員児童委員協議会、いわゆる民児協への活動費

について、例年の倍額支給となる補助金を交付さ

れました。さらに、令和５年度においても、民児

協活動費の増額を計画されております。このこと

に関しては、住民の一人として、お礼を申し上げ

たいと思います。

　毎年交付されている民生委員個人への活動費、

年間６万200円についても、ぜひ増額を行ってい

ただきますよう御検討をお願いします。

　民生委員は、民生委員法第10条により、給与を

支給しないこととなっていますが、一方では、地

方公務員法第３条３項により、特別職の非常勤地

方公務員の位置づけにもなっており、高い公益性

を持っています。

　近年、市町村や地域社会の役割が高まっている

中で、民生委員の活動も広域にわたっており、こ

の点について、ぜひ御検討いただきますようお願

いします。

　また、民生委員は、民生委員法第17条に「民生

委員は、その職務に関して、都道府県知事の指揮

監督を受ける｡」の条文が明記されております。

よって、知事が先導役となられ、民生委員の充足

率の改善について、積極的な御指導をいただきま

すようお願いします。

　他方、令和５年度からは、国は、こども家庭庁

を設置し、社会全体で子供の健やかな成長に関す

る施策を一体的に行う方向を打ち出しておりま

す。

　民生委員は、民生委員法によって民生委員を拝

命し、児童福祉法16条によって児童委員を兼ねる

こととなっています。また「厚生労働大臣は、児

童委員のうちから、主任児童委員を指名する」こ

とと明記されています。

　県におかれましても、民生委員に関わる所管部

署と子供関係に関わる所管部署との連携を強化し

ていただくとともに、お互いにそごが生じないよ

う、知事の御指導をお願い申し上げます。

　さらに、民生委員は、民生委員法第15条に「民

生委員は、その職務を遂行するに当つては、個人

の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守り、

人種、信条、性別、社会的身分又は門地によつ

て、差別的又は優先的な取扱をすることなく、且

つ、その処理は、実情に即して合理的に」｢行わ

なければならない｡」と明記されております。

　申すまでもなく、民生委員は、個人情報の保護

に関する法律第16条に規定する個人情報取扱事業

者には該当しませんが、上記のとおり、民生委員

法で厳格なプライバシー保護の規定がされており

ます。
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　こうした中、住民の個人情報について、市町村

によっては、行政との共有状況に差が生じている

現状があります。

　民生委員は、民生委員法第14条で「住民の生活

状態を必要に応じ適切に把握しておくこと｡」と

明記されており、個人情報の共有と管理が適切に

行われるよう、ぜひ御指導をお願いして、私の質

問と要望を終わらせていただきます。

　この壇上、私、８回目立つんですが、やはり足

が震えて緊張をいたします。また、声もかれてき

ました。

　最後まで御清聴いただきまして、ありがとうご

ざいました。(拍手)

○副議長(髙野洋介君)　以上で本日の一般質問は

終了いたしました。

　明８日は、午前10時から会議を開きます。

　日程は、議席に配付の議事日程第６号のとおり

といたします。

　本日は、これをもって散会いたします。

　　午後２時９分散会



第 ６ 号 

（３月８日）
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令和５年３月８日(水曜日)

　　 ―――――――――――――――――

　　　議事日程　第６号

　　令和５年３月８日(水曜日)午前10時開議

　第１　一般質問(議案に対する質疑並びに県の   

　　一般事務について)

　第２　議案等に対する質疑(第33号から第72号

　　まで)

　第３　知事提出議案の委員会付託(第33号から

　　第72号まで)

　第４　請願の委員会付託

　第５　休会の件

　　 ―――――――――――――――――

本日の会議に付した事件

　日程第１　一般質問(議案に対する質疑並びに

　　県の一般事務について)

　日程第２　議案等に対する質疑(第33号から第

　　72号まで)

　日程第３　知事提出議案の委員会付託(第33号

　　から第72号まで)

　日程第４　請願の委員会付託

　日程第５　休会の件

　　　　 ――――――――――――

出席議員氏名(47人)

　　　　　　　　　　　　堤　　　泰　之　君

　　　　　　　　　　　　前　田　敬　介　君

　　　　　　　　　　　　城　戸　　　淳　君

　　　　　　　　　　　　本　田　雄　三　君

　　　　　　　　　　　　南　部　隼　平　君

　　　　　　　　　　　　坂　梨　剛　昭　君

　　　　　　　　　　　　荒　川　知　章　君

　　　　　　　　　　　　西　村　尚　武　君

　　　　　　　　　　　　山　本　伸　裕　君

　　　　　　　　　　　　岩　田　智　子　君

　　　　　　　　　　　　島　田　　　稔　君

　　　　　　　　　　　　池　永　幸　生　君

　　　　　　　　　　　　竹　﨑　和　虎　君

　　　　　　　　　　　　吉　田　孝　平　君

　　　　　　　　　　　　中　村　亮　彦　君

　　　　　　　　　　　　大　平　雄　一　君

　　　　　　　　　　　　髙　島　和　男　君

　　　　　　　　　　　　末　松　直　洋　君

　　　　　　　　　　　　松　村　秀　逸　君

　　　　　　　　　　　　岩　本　浩　治　君

　　　　　　　　　　　　西　山　宗　孝　君

　　　　　　　　　　　　　　田　大　造　君

　　　　　　　　　　　　前　田　憲　秀　君

　　　　　　　　　　　　磯　田　　　毅　君

　　　　　　　　　　　　河　津　修　司　君

　　　　　　　　　　　　楠　本　千　秋　君

　　　　　　　　　　　　橋　口　海　平　君

　　　　　　　　　　　　緒　方　勇　二　君

　　　　　　　　　　　　増　永　慎一郎　君

　　　　　　　　　　　　髙　木　健　次　君

　　　　　　　　　　　　髙　野　洋　介　君

　　　　　　　　　　　　内　野　幸　喜　君

　　　　　　　　　　　　山　口　　　裕　君

　　　　　　　　　　　　渕　上　陽　一　君

　　　　　　　　　　　　田　代　国　広　君

　　　　　　　　　　　　城　下　広　作　君

　　　　　　　　　　　　西　　　聖　一　君

　　　　　　　　　　　　鎌　田　　　聡　君

　　　　　　　　　　　　坂　田　孝　志　君

　　　　　　　　　　　　溝　口　幸　治　君
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　　　　　　　　　　　　小早川　宗　弘　君

　　　　　　　　　　　　池　田　和　貴　君

　　　　　　　　　　　　吉　永　和　世　君

　　　　　　　　　　　　松　田　三　郎　君

　　　　　　　　　　　　藤　川　隆　夫　君

　　　　　　　　　　　　岩　下　栄　一　君

　　　　　　　　　　　　前　川　　　收　君

欠席議員氏名(なし)

　　 ―――――――――――――――――

説明のため出席した者の職氏名

　　　　　　知　　　　事　蒲　島　郁　夫　君

　　　　　　副 知 事　田　嶋　　　徹　君

　　　　　　副 知 事　木　村　　　敬　君

　　　　　　知事公室長　小　牧　裕　明　君

　　　　　　総 務 部 長　平　井　宏　英　君

　　　　　　企画振興部長　高　橋　太　朗　君

　　　　　　理　　　　事　水　谷　孝　司　君

　　　　　　理　　　　事　小金丸　　　健　君

　　　　　　健康福祉部長　沼　川　敦　彦　君

　　　　　　環境生活部長　小　原　雅　之　君

　　　　　　商工労働部長　三　輪　孝　之　君

　　　　　　観光戦略部長　原　山　明　博　君

　　　　　　農林水産部長　竹　内　信　義　君

　　　　　　土 木 部 長　亀　崎　直　隆　君

　　　　　　会計管理者　野　尾　晴一朗　君

　　　　　　企 業 局 長　竹　田　尚　史　君

　　　　　　　　　　　　渡　辺　克　淑　君

　　　　　　教 育 長　白　石　伸　一　君

　　　　　　警察本部長　山　口　寛　峰　君

　　　　　　　　　　　　西　尾　浩　明　君

　　　　　　監 査 委 員　藤　井　一　恵　君

　　 ―――――――――――――――――

事務局職員出席者

　　　　　　事 務 局 長　手　島　伸　介

　　　　　　　　　　　　村　田　竜　二

　　　　　　議 事 課 長　富　田　博　英

　　　　　　　　　　　　濱　田　浩　史

　　　　 ――――――――――――

　　午前10時開議

○副議長(髙野洋介君)　おはようございます。

　これより本日の会議を開きます。

　　　　 ――――――――――――

　日程第１　一般質問

○副議長(髙野洋介君)　日程に従いまして、日程

第１、昨日に引き続き一般質問を行います。

　西山宗孝君。

　　〔西山宗孝君登壇〕(拍手)

○西山宗孝君　皆さん、おはようございます。自

由民主党・宇土市選出・西山宗孝でございます。

８回目の登壇になりますけれども、相変わらず緊

張しております。程よい緊張感で、しっかりと御

質問させていただきたいと思います。

　昨日は、ＷＢＣ、その試合で、我が熊本の誇る

村上宗隆選手、待望の一発が出ました。必ずや明

日からの大会では活躍してくれるものと思ってお

ります。村上宗隆、名前がいいです。私は西山宗

孝でございます。

　スポーツは、野球だけではなくて、本当にこの

プロのスポーツ、そしてアマチュアのスポーツ、

非常に県民、私どもに元気を届けてくれます。サ

ラマンダーズ、あるいはヴォルターズ、そしてバ

ドミントン。高校生も、子供たちも熊本をスポー

ツで盛り上げております。この元気を熊本県議会

でも受けて、一生懸命、県政の活力のために頑張

ってまいりたいと思います。

　今日は、その元気をテーマにして質問をさせて

いただきますので、蒲島知事、どうか活力のある

ような、元気な答弁をお願いしておきたいと思い

ます。どうぞよろしくお願いします。

　最初に、熊本都市圏における宇土地域の立地性

病 院 事 業
管 理 者

人事委員会
事 務 局 長

事務局次長
兼総務課長

審 議 員 兼
議事課長補佐
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と担う役割について、今日は質問をさせていただ

きます。

　熊本都市圏においては、ＴＳＭＣが菊陽町に工

場を建設することが決まり、その周辺では、関連

企業の進出の動きが活発化しております。これに

つきましては、この後の質問でお尋ねをしたいと

思います。

　その都市圏においては、政令市である熊本市以

外の周辺地域において、それぞれの地域特性を生

かした役割を担う必要があり、それが熊本都市圏

のさらなる発展はもとより、ひいては熊本県全体

の活力を牽引する大きな役割を担うことになりま

す。

　私の地元であります宇土市は、国道、県道など

主要な幹線道路、ＪＲなど、県内各地への交通ア

クセスもよく、熊本都市圏のベッドタウンや商業

地として成長してまいりました。

　熊本地震では大きな被害を受けたものの、その

後は、国、県の力強い支援をいただき、市民の懸

命な努力、協力の下に、着実に復興が進められて

きました。熊本地震の象徴でもありました宇土市

の市庁舎も、新庁舎建設が無事終わり、５月の供

用開始に向け、最後の準備が進められているとこ

ろでございます。まさに蒲島知事が提唱する創造

的復興に向けて、まだまだ発展する伸び代も大き

い地域であります。

　しかし、現状としてはどうでしょうか。半導体

関連産業の集積で勢いを増す熊本都市圏北部と比

べ、都市圏南部の宇土地域では、改めてこういっ

た活力を実感することには至っていないような感

じもいたします。

　折しも、長期的な都市の姿を展望した都市計画

の基本的な方向性を示す県の都市計画マスタープ

ランの改定手続が、この宇土・宇城地域に関して

も進められていると聞いています。

　今後、ＴＳＭＣの進出や都市圏交通の整備計

画、県防災計画の見直しなどを進めていかれる中

において、熊本都市圏のフリンジ部分、周辺エリ

アに当たる宇土市を含めた地域の都市計画区域マ

スタープランにおいても、そういうもろもろの熊

本都市圏の発展の方向性を踏まえたものになる

と、大変期待をしているところでございます。

　本日の質問は、令和３年２月の定例会において

知事にお尋ねしたところですが、その後、急速に

期待が高まる熊本都市圏北部においては、空港ア

クセス鉄道の延伸、阿蘇くまもと空港及びその周

辺の拠点整備に加え、知事がおっしゃる、まさに

100年に１度のビッグチャンスと言われているＴ

ＳＭＣの工場進出事業が動き始めたところです。

　こうした都市圏北部の急速で活発な動きを都市

圏南部から見ておりますと、県の発展を牽引する

熊本都市圏の活力に大きな期待を寄せる一方で、

大変羨ましくも感じております。

　知事は、さきの議会において、宇土・宇城地域

の振興について御答弁をいただいております。そ

の中で、本日は、宇土地域に絞ってお尋ねをした

いと思います。

　前回の蒲島知事の答弁では、県北、県南、天草

をつなぐハブ的な機能を担う拠点地域であるとの

認識をいただきました。

　その後、宇土市や議会関係、あるいは経済、商

工会関係の方々との意見交換をする機会もありま

した。また、都市政策の専門家にも御意見を賜っ

たり、自民党部会などを通して、しっかりと勉強

をさせていただきました。

　蒲島県政においては、これまで、防災・減災、

国土強靱化や地方創生の観点から、宇土地域で

は、高規格道路や県道宇土不知火線、郡浦網田線

の整備、河川をはじめとした潤川などの整備、こ

れらに尽力をいただいております。また、海浜の
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埋立関係についても、宇土、熊本、玉名関係の排

出土を受ける埋立ての構想も今調査が進んでいる

ところでございます。

　スライドを御覧いただきたいと思います。(資

料を示す)

　さらには、宇土市中心部周辺の農地の排水対策

として、県内最大級の松原排水機場が、県におい

て完成に向け鋭意整備中であり、いよいよ令和８

年６月に、排水ポンプの供用開始に向け、事業が

加速されているところです。これにより、約160

ヘクタールの農地を主とした中心部を取り巻く区

域において、湛水被害の解消が大きく図られ、土

地利用の拡大がさらに期待されることになりま

す。

　このように、宇土地域は、県政においても重要

な地域として、都市圏の活力の一翼を担うという

役割を負っていることを確認し、私も、地元宇土

地域のために、熊本都市圏のさらなる発展のた

め、しっかりと務めてまいりたいと思っておりま

す。

　そこで、蒲島知事に質問ですが、熊本都市圏北

部と比較して、差が生じている宇土地域の現状に

ついて、知事はどのような御認識をお持ちでしょ

うか。また、熊本都市圏の活力を支援するハブ機

能としての役割が期待される宇土地域の立地性、

優位性を生かした施策について、今後に向けた知

事のお考えをお聞かせいただきたいと思います。

　　〔知事蒲島郁夫君登壇〕

○知事(蒲島郁夫君)　熊本市を中心とした熊本都

市圏は、多彩で豊富な農水産物の生産地であると

ともに、大学等の教育機関や商工業が集積し、人

口も集中する活力にあふれた地域です。その活力

を県内全域に広げることで、産業、経済、教育、

文化、行政など、多くの面で県全体の牽引役とな

ることが求められています。熊本都市圏の発展な

くして、熊本県の発展はありません。

　このたびのＴＳＭＣの本県進出は、熊本都市圏

が持つ活力をさらに飛躍的に高める可能性を秘め

ています。私は、その活力を県内全域に波及さ

せ、県勢の発展につなげていくことが、自分に課

せられた使命だと考えております。

　先月、企画振興部を中心に、県内全市町村と意

見交換を実施し、具体的な各地域の課題や振興策

が見えてきました。ＴＳＭＣの工場周辺地域以外

の自治体においても、このビッグチャンスを地域

の発展につなげようとする力強い動きが見られ、

大変頼もしく感じました。

　議員お尋ねの宇土市には、主要な幹線道路やＪ

Ｒ線が通り、県内各地への交通アクセスのよい立

地環境があります。幹線道路沿いを中心に、商業

地、住宅地なども広がり、熊本都市圏の一角をな

す重要な地域であるとともに、さらなる発展の余

地が大きい地域と認識しております。

　宇土市には、その立地面の優位性を生かし、Ｔ

ＳＭＣの波及効果を意欲的に取り込み、熊本都市

圏における存在感をさらに発揮いただくととも

に、その活力を周辺地域に広げていく役割を期待

しています。

　県としても、宇土市とこれからの発展の方向性

などについて議論を重ねながら、その特性や強み

を生かした取組を全力で支援してまいります。

　　〔西山宗孝君登壇〕

○西山宗孝君　知事には、宇土地域が熊本都市圏

にとって重要な地域である、さらなる発展の余地

が大きいというような、そういった力強い御認識

を伺いました。

　現在も、県北、県南、天草につながる交通のハ

ブ的な機能を持つ立地であります。また、今後、

高規格道路をはじめとした幹線道路、有明海沿岸

道路の整備が進むことによって、また、さらに有



－ 127 －

令和５年２月定例会　熊本県議会会議録　第 6号（３月 8日）

明海に面し、長崎、佐賀、福岡へと広がっている

この宇土市については、将来的に人流、物流の拡

大あるいは経済圏の拡大の可能性も十分ありま

す。また、発展する都市圏北部、都市圏を含むこ

の発展した地域を支える地域の一つに考えられま

すと前回もお話ししましたけれども、都市全体の

安全、安心を支える防災の支援基地的な役割も十

分担える土地だと思っております。

　そういったことも踏まえながら、知事おっしゃ

いましたように、宇土市のほうといろいろ意見を

交換していただくと。私も、県議会におきまして

は、そのことに注視しながら、共に学んで施策を

進めていきたいというふうに考えております。ど

うぞよろしくお願い申し上げます。

　また、ＴＳＭＣの波及効果についてもお話があ

りましたが、この後の質問につなげたいと思いま

す。

　ＴＳＭＣの進出による県内経済への波及につい

てお尋ねをします。

　ＴＳＭＣの本県進出が公表されました2021年の

11月から、既に約１年４か月が経過しました。こ

の間、県では、半導体産業集積強化推進本部を立

ち上げるとともに、人材の育成、確保や渋滞、交

通アクセス対策をはじめ、台湾からお見えになる

方々の受入れ体制づくりなど、多岐にわたる課題

の解決と波及効果の最大化に取り組まれていると

ころであります。

　１月には、知事はじめ、台湾を訪問され、ＴＳ

ＭＣの本社において幹部の方々と面談をし交流を

深められるなど、同社と熊本県の関係構築もスム

ーズに進んでいると感じています。

　また、先月には、今後10年間を見据えた産業振

興策の指針となるくまもと県半導体産業推進ビジ

ョンの策定に向け、国内トップレベルの有識者に

よる２回目の懇話会が開催されるなど、県経済の

成長を実現するための動きが急ピッチで推進され

ています。

　一方、県内の自治体を見ますと、新工場建設の

予定地周辺を中心に、部局横断組織などを立ち上

げて、工業団地の整備や交通渋滞解消のためのイ

ンフラ整備、台湾からお見えになる方々の住環境

整備など、それぞれの特色に応じて、ＴＳＭＣの

進出効果を自らの市町村に取り込もうとする動き

も見られます。

　また、報道によりますと、ＴＳＭＣの従業員の

子供の受入れに向けたインターナショナルスクー

ルの新校舎建設や私学における外国人の受入れに

向けた取組など、行政だけでなく、民間でも、進

出の影響や効果と思われる動きが多く見られるよ

うになってまいりました。

　さらに、県と熊本大学が連携し、半導体の人材

育成や新たな産業創出に取り組むことなどが発表

されるなど、ＴＳＭＣの進出効果と思われる動き

が様々な分野に波及しているように感じておりま

す。

　ＴＳＭＣ進出は、熊本のみならず、九州、ひい

ては日本の産業に大きな変革をもたらすものであ

り、本県としても、100年に１度のビッグチャン

スと捉え、県を挙げて産業の振興や波及効果の拡

大などに取り組む必要があると考えています。

　ＴＳＭＣの進出に伴う効果については、新たに

1,700人の雇用創出や税収の増加、さらには関連

企業の進出や増設投資の加速化、県内企業の取引

増加など、様々な分野に恩恵をもたらすものであ

り、必ず地場企業、経済の発展に結びつくものと

大変期待しているところであります。

　今、菊陽町やその周辺市町においては、新たな

企業の立地や住宅の建設が進むなど、具体的な効

果が見えるものの、地域によっては、まだどのよ

うな効果、チャンスがあるのか、具体的なイメー
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ジを描き切れていないところもあるように思いま

す。

　私の地元宇土市においても、半導体関連企業の

誘致活動などを活性化させるために、宇土市の半

導体関連企業誘致等推進本部を設置して、ＴＳＭ

Ｃの進出に関する情報収集や今後の方針などを検

討することとされております。どう動いていいの

か分からないこともたくさん多いのであります

が、特に土地利用、農地転用関係について、大き

な壁もあるようでございます。

　そこで、ＴＳＭＣの進出は、熊本県の産業界に

今後どのようなインパクトや効果をもたらすもの

と認識されておられるのか。

　また、第１工場も稼働していない現状ではあり

ますが、先日、日本でのＴＳＭＣの第２工場の建

設が報じられました。さらに、今後、台湾をはじ

め、海外からの情報収集や分析も必要となってま

いります。

　そこで、第２工場誘致への対応も含めて、戦略

的な事業推進や組織の強化についての考えをお尋

ねします。

　最後に、進出効果を最大化させ、しっかりと県

内全域に波及させていくために、どのように取り

組んでいかれるのか。

　以上、商工労働部長にお尋ねをいたします。

　　〔商工労働部長三輪孝之君登壇〕

○商工労働部長(三輪孝之君)　まず、ＴＳＭＣの

進出に伴う県内への波及効果についてお答えしま

す。

　現在菊陽町で建設中の新工場に対する投資金額

は約１兆円と、県内でも過去最大の大型投資で

す。その効果は、新工場への直接投資にとどまら

ず、関連企業の進出や増設投資をはじめ、企業間

の取引の拡大や雇用の創出、県内の空港や港の利

用拡大など、様々な分野に及びます。

　既に、ＴＳＭＣの進出が呼び水となり、東京応

化工業株式会社や富士フイルム株式会社の増設投

資などにつながっています。一昨年のＴＳＭＣ進

出決定以降、そのような半導体関連企業の立地件

数は26件に上り、同社進出の効果が顕著になって

まいりました。

　次に、ＪＡＳＭ第２工場誘致を含めた事業の推

進と組織体制の強化についてお答えします。

　ＪＡＳＭの第２工場が熊本に建設されることと

なれば、日本の経済安全保障の一翼を担うことを

目指す本県にとって、さらに大きな弾みとなるも

のと考えています。

　その実現に当たっては、まず、現在建設中の第

１棟目の工場が計画どおりに操業開始を迎えても

らうことが最大のＰＲになると考えており、ＪＡ

ＳＭと連絡調整を密にしながら、来年12月までの

工場稼働を目指しています。

　県の組織体制については、これまで、半導体産

業集積強化推進本部を中心に、人材の育成、確保

や交通渋滞への対応、環境保全対策、台湾から来

られる方々の受入れ体制の整備など、様々な課題

に応じて迅速に取り組んでまいりました。

　今年度は、このビッグプロジェクトを総合的に

推進していくため、企業立地課に半導体立地支援

室を設置しました。また、産業支援課に半導体産

学官連携プロジェクト班を設置し、さらなる半導

体産業の集積強化の方策を具体化するためのビジ

ョンの策定や大学と連携した半導体関連の研究開

発を進める体制を整えました。

　議員御指摘のとおり、国や市町村、関係機関と

連携しながら、これまで以上に国内外からの情報

収集に力を入れるとともに、スピード感を持って

効果的な政策を推進してまいります。

　最後に、ＴＳＭＣの進出効果の最大化と県内全

域に波及させていくための取組についてお答えし
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ます。

　ＴＳＭＣ進出の効果を最大化し、県内全域へ波

及させるためには、まず、市町村や商工団体との

情報の共有が必要です。そこで、先ほど知事が答

弁したとおり、先月、企画振興部を中心に、県内

の全市町村と意見交換を実施し、ＴＳＭＣ進出に

伴う各地域の課題や今後取り組みたい振興策を伺

ってまいりました。

　また、県商工会議所連合会、県商工会連合会、

県中小企業団体中央会、熊本県工業連合会の４団

体には、私自ら定期的に必要な情報を提供すると

ともに、事業者の方々からの声を丁寧に伺ってお

ります。

　半導体は裾野の広い産業であり、保守、メンテ

ナンス、物流、倉庫など、県内各地に立地する

様々な企業が関係することから、今後、新工場周

辺以外の地域にも、幅広く効果を及ぼすものと考

えています。

　さらに、今月の阿蘇くまもと空港の新旅客ター

ミナルビルオープンの影響もあり、国内はもとよ

り、国外からも本県を訪れるビジネス客や観光客

が増加し、交流人口の拡大に伴う経済効果が波及

することも期待しています。

　今後とも、市町村をはじめ、関係団体などから

伺った御意見等を踏まえながら、企業誘致や人材

育成拠点の整備、インバウンドの促進による交流

人口拡大などに取り組んでまいります。

　ＴＳＭＣ進出の波及効果を最大限に高め、その

効果が県内全域のあらゆる産業に及ぶよう、さら

に50年後100年後の熊本の発展につながるよう、

全庁一丸となって取り組んでまいります。

　　〔西山宗孝君登壇〕

○西山宗孝君　ただいま部長の答弁をいただきま

したが、ＴＳＭＣの進出効果ということにつきま

しては、十分御認識はお持ちであると思います

が、工場を造ることだけではなくて、多岐にわた

るいろんな産業に関わってきますので、地域、地

区の特色を生かしながら、熊本県全体にこの効果

を広げる必要が大切であろうと思っております。

　特に、その市町村との協議の中で、やっぱり地

域特性を生かすということについては、なかなか

地域だけでは考えられない。一方では、県のほう

が情報を交えながら、いろんな提案なり協議をし

っかりと進めていただきたいというふうに思って

おります。

　また、熊本には、福岡に次ぐ多くの大学、教育

機関がございます。熊大をはじめ、県大等々で今

後協議されますが、大学関係についても、幅広く

奥の深い研究もございますので、そういった大学

との活用、一例ではありますけれども、そういっ

たところも県の大切な財産になりますので、若い

方々につなぐことも必要でしょうし、そういった

こともぜひとも視野に入れながら、幅広い、奥の

深い仕事を展開していただきたいというふうに思

います。

　また、情報等々については、私どももまだまだ

初めてのことでもありますし、国の動きあるいは

海外の動きに左右されることも多いかと思います

が、やはり情報をいかにして早めにつかんで、そ

して熊本の将来を担いながら、具体的に課題を整

理していく、それについて進めていく、このこと

が一番大切なことだろうと思います。

　第１工場の事業がスピードを上げて今進行中で

ございますので、そういった実績をつくりなが

ら、問題、課題を整理していきながら進めていた

だきたいというふうに思います。どうかよろしく

お願いしておきたいと思います。

　次の質問でございます。

　県民、事業者を巻き込んだゼロカーボン行動の

推進という視点でお尋ねをしたいと思います。
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　県は、国に先駆けて、令和元年12月に、2050年

県内ＣＯ2排出実質ゼロを目指すことを宣言し、

昨年度策定された第六次環境基本計画では、2030

年度の温室効果ガスの削減目標を2013年度比でマ

イナス50％と定め、取組が進められているところ

であります。

　また、くまもとゼロカーボン行動ブックを作成

して、ゼロカーボンに必要な36の取組やその効果

を県民の皆さんに示し、普及啓発や環境教育に積

極的に取り組んでおられるところです。

　有明海・八代海再生及びゼロカーボン社会推進

特別委員会で提案のあった市町村と連携した取組

についても、一例を挙げますと、荒尾市で市町村

版のゼロカーボン行動ブックも策定されて、市町

村広報誌を活用した周知が広がるなど、取組は一

歩ずつ進んでいるような感じもいたします。

　しかしながら、最近、私の地元の宇土市で、県

のＳＤＧｓの登録を受けて環境保全活動をしてい

る団体の方とお話する機会がありました。住民の

隅々まで、まだまだゼロカーボンの取組や理解が

浸透していないような現実であるという認識もい

たしました。

　ゼロカーボンの実現に向けて、広報や市町村と

連携した普及啓発は欠かせませんが、今後さらに

取組を広げるには、県民に加え、事業者の方々も

巻き込んで、行動に結びつけることが重要である

と思います。

　事業者の専門的な知識やノウハウを活用し、事

業者にもゼロカーボンを進める後押しをしていた

だくこと、これが大事ではないかと思います。

　そして、私は、ゼロカーボン行動ブックの中

で、事業者を巻き込むことで県民のゼロカーボン

に向けた行動をより促すことが期待できる取組と

して、住まいのゼロカーボン化、特に既存住宅の

高断熱化が掲げられると思います。

　住宅の断熱化は、エネルギー価格が高騰してお

り、電気代の節約の観点からも、今まさに取組を

進める意味があり、チャンスではないかと思いま

す。

　しかし、県民の皆さんは、住宅の高断熱化のメ

リットは分かっていても、いざリフォームとなる

と、工事に要する費用、住みながらの改修方法な

どにおいても十分な理解に至っていないのが現状

ではないかと思います。専門家を入れた改修後の

光熱費の軽減に至る費用対効果など、もう一押し

が必要ではないかと思います。

　地域の住宅会社や、あるいは建築の専門家の皆

さんと連携することで、事業者から県民の皆さん

のニーズに合った、よりよい提案もできると思い

ます。

　建築士など専門家の活用も含めて、ゼロカーボ

ンの実現に向けて、住まいのゼロカーボン化、特

に既存住宅の断熱化等にどのように具体的に取り

組んでいかれるのか、環境生活部長にお尋ねをし

ます。

　　〔環境生活部長小原雅之君登壇〕

○環境生活部長(小原雅之君)　新型コロナウイル

スの感染拡大により、在宅時間が延びた影響もあ

り、家庭でのエネルギー使用量が増加し、2020年

度の家庭部門の温室効果ガス排出量は、前年度よ

り約１割増加しています。

　今後、在宅勤務の定着等により、家庭でのエネ

ルギー使用量の高止まりが続く可能性もありま

す。

　また、猛暑における熱中症などの健康被害への

注意も必要であり、冷暖房の使用を控える省エネ

には限界があると考えています。

　そのような中、住まいのゼロカーボン化を図る

ためには、冷暖房に必要なエネルギーを軽減する

とともに、冬季のヒートショックの防止などにも
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つながる住宅の高断熱化が特に重要になります。

　現在、新築住宅は、国の省エネ基準に適合した

高断熱化が進んでいますが、基準に適合する既存

住宅は、２割にも満たない状況です。

　その要因としては、断熱リフォーム方法が分か

りにくく、改修費用が増えること、高断熱化の効

果を実感しにくいことなどが挙げられます。

　そこで、建築の専門家と連携し、住まいのゼロ

カーボン化、特に既存住宅の高断熱化の促進に取

り組むための予算を今定例会に提案しておりま

す。

　具体的には、行政や業界団体等における検討会

を立ち上げ、断熱効果、省エネ効果が高く、か

つ、消費者の負担が少ない事例や耐震化や県産材

の利用などを組み合わせた事例を収集、整理いた

します。

　そして、それらの事例を地元工務店などから県

民の皆様に具体的に提案していただくなど、断熱

リフォームの普及を図りたいと考えています。

　さらに、住宅会社などと連携し、高断熱住宅を

体感できる場を住宅展示場に設けるなど、効果を

広く県民の方々に実感いただける取組にも力を入

れてまいります。

　このように、検討段階から普及啓発に至るま

で、事業者の皆様の後押しを得ながら、既存住宅

の断熱化をはじめとした住まいのゼロカーボン化

にしっかりと取り組んでまいります。

　　〔西山宗孝君登壇〕

○西山宗孝君　国策による住宅政策といいますの

も、ハウスメーカーなどは、もう国の施策によっ

て、断熱性であるとか、時代の背景に沿った形

で、次々に商品化して建築をされております。

　一方で、地元の工務店、建設業、大工さんも含

めて、そういったところにはなかなかその新しい

建物を造るとしても、コストの関係も含めて、理

想的なところまでいかないこともあります。

　今回のこの制度については、非常に期待してい

るところがあるんです。実は、建築士会の方とお

話しする機会がありましたけれども、従来と違っ

て、建築士会の方々の仕事については、それこそ

もう機械化された中で、地域に密着した、あるい

はユーザーに密着した設計も随分減っていると聞

いております。

　しかしながら、このゼロカーボンに向けての施

策が、もしもそういった方々の知識や能力を生か

すことができれば、地域に根差した建築屋さんあ

るいは工務店などの事業の拡大にもつながってく

る、結果としてゼロカーボンにつないでいくとい

うことがありますので、ぜひともそういった視点

も含めて、活用あるいは施策を推進していただき

たいというふうに思います。どうかよろしくお願

いします。

　次に、常々私も意識を持っております戦没者の

遺族会の運営について、将来についてお尋ねをし

たいと思います。

　本年、2023年に入りましても、2022年の春から

の物価上昇が止まらず、食料品や燃料など、私た

ちの生活に欠かせない商品の値上げが続いており

ます。報道によりますと、2023年１月の消費者物

価指数の伸びは、前年同月比で4.2％上昇してお

り、主な原因は、燃料、資源価格の高騰と円安に

よる輸入コストの増加と言われています。

　この大きな要因である燃料、資源価格の高騰

は、昨年の２月、ロシアによるウクライナ侵攻に

よるもので、原油や天然ガスの主要輸出国のロシ

アからの輸入が難しくなったことに端を発してお

ります。

　ウクライナ侵略ばかりでなく、日本近郊でも、

台湾をめぐって、アメリカと中国の緊張状態が続

くなど、武力による国際秩序を揺るがす動きが続
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いております。県内の１次産業をはじめ、多くの

産業や経済基盤の弱い立場の方には大きな負担が

のしかかっているところです。

　振り返りますと、こうした侵略戦争とも言われ

るこの状況を見るとき、さきの大戦を体験した日

本、犠牲となった多くの国民は、どのような気持

ちで今の現実を見ておられるのか。大切な家族、

肉親などを亡くした後のことを想像すると、戦争

体験のない私でさえも耐えがたい気持ちになりま

す。

　戦後77年を経過し、現在の日本の平和と繁栄

は、戦没者の貴い犠牲の下に築かれたものであ

り、命と平和の大切さを継承していくことが不可

欠であると改めて再認識するところであります。

　しかしながら、その戦没者の顕彰を担ってこら

れた遺族会の高齢化が進み、存続の危機に瀕して

いる現状は、皆様も御承知かと思います。

　遺族会は、英霊の顕彰及び慰霊に関する事業を

中心に活動されてまいりました。同会は、地域に

根差し、大変多くの方々が関わってこられた歴史

のある大変大切な団体であります。

　お伺いしますと、熊本県遺族連合会の会員数

の推移は、2010年の約１万4,000人から2019年は

約8,700人と、約10年間で４割程度減少していま

す。また、2022年に至っては、7,150人とさらに

減少しており、この傾向が今後も続くものと思わ

れ、遺族会そのものの存続が危ぶまれており、慰

霊祭の実施や慰霊碑の維持管理も難しくなってい

くと思われます。

　遺族会の存続の危機は、戦争の記憶が薄れてい

くことを意味すると考えます。遺族会が中心とな

り行われてきた英霊の顕彰及び慰霊に関する事業

の存続は、我が国の平和に対する思いを持ち続け

るためには必要不可欠であります。

　これらの事業を継続するためには、まずは遺族

会組織の強化が必要であり、そのためには、遺族

会会員の子供や孫の方たちの加入促進が考えら

れますが、県遺族連合会の会員数7,150人に対し

て、青年部の会員は229人にすぎず、割合として

は約３％の加入という状況もございます。

　熊本県遺族連合会が行う様々な事業などに対し

て、県からも支援があることは伺っております

が、遺族会の存続の危機とも言える現状を踏まえ

て、県として、同会の問題意識を共有していただ

いて、遺族会に寄り添った支援をしていただきた

いと考えております。

　そこで、遺族会の現状と戦争の記憶の継承、ひ

いては将来にわたっての運営の継続について、蒲

島知事の御認識をお尋ねしたいと思います。よろ

しくお願いします。

　　〔知事蒲島郁夫君登壇〕

○知事(蒲島郁夫君)　ロシアのウクライナ侵攻開

始から１年が経過しましたが、いまだ終息を見通

せない状況です。

　現在我が国が享受している平和と繁栄は、さき

の大戦における貴い犠牲の上に築かれたものであ

り、私たちは決してそのことを忘れてはなりませ

ん。

　私自身、戦後の困難な時代を経験した一人とし

て、戦争の悲惨さ、平和や命の貴さを、未来を担

う次の世代に語り継いでいくことは、今を生きる

私たちの重要な使命であると考えています。

　そのため、県では、毎年８月15日に、市町村や

各地の戦没者遺族会と共催で、熊本県戦没者追悼

式を実施しています。また、遺族会が実施する慰

霊事業に対して支援を行っています。

　しかしながら、戦後77年の歳月が過ぎ、遺族会

会員の高齢化が進む中、県内各地で執り行われて

いる慰霊事業の中には、参加者や担い手の不足か

ら、取りやめられたところもあります。
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　また、慰霊碑について、市町村や地域団体が遺

族会に代わって管理を担っているところもあると

伺っています。

　今後は、慰霊自体が多様化しながら、その地域

や団体の意向に沿った形で引き継がれていくこと

と考えますが、何より、会員の高齢化とともに戦

争の記憶が失われていくことを大変懸念していま

す。

　平和の尊さがかつてなく叫ばれている中、厳し

い戦時を生きた先人への感謝とともに、慰霊を通

じて、その記憶をつないでいかなければなりませ

ん。

　今後も、県としては、戦後長きにわたり慰霊事

業を続けてこられた遺族会の思いに寄り添い、市

町村とも課題を共有しながら、戦争の記憶の継承

に取り組んでまいります。

　　〔西山宗孝君登壇〕

○西山宗孝君　蒲島知事の改めての認識をお伺い

いたしました。

　私たちは、今の平和があるのは、もちろん戦没

者の方々の犠牲の上に立ってという言葉がよくあ

りますが、この方々が、戦後、一生懸命この復興

を成し遂げたその結果今の平和があると、皆さん

も御承知のとおりであります。

　また、遺族会の活動は、平和の象徴であるよう

なお話も時折聞きますが、軽々しくも平和の象徴

という言葉をするには、あまりにも遺族会の方々

には申し訳ない気持ちもありますが、そういった

運営について、非常に現役で一生懸命頑張って取

り組んでおられる役員の方々、会員の方々につい

ては、これから先非常に将来どうなるのか、この

ままじゃ不安で仕方がないという話もよく耳にし

ます。

　今日は、地元の戦没者会の元代表の方、そして

県の副会長であります方もお見えでございます

が、今日は、お孫さんが一緒にこの傍聴の席に来

ていただいたという話も聞いております。しっか

りと若い方々と一緒になって、そしてこの遺族会

の組織を将来にわたって維持、続けるようなこと

を、社会として、県として寄り添った形で続けて

いかなければならないと思っております。

　私も、県議会の一員として、皆さんとともに、

こういったことに関心を持って取り組んでまいる

決意でございますので、どうかよろしくお願いい

たします。

　最後の質問になります。

　農林水産業における担い手の確保についてお尋

ねをいたします。

　本県は、世界最大のカルデラを有する阿蘇や数

々の島から成る天草など、豊かな自然に恵まれて

います。また、豊富な地下水に支えられた農業の

営みや県土の約６割を占める森林を活用した林

業、有明海、八代海という資源の宝庫で行われる

水産業と、多様な農林水産業が営まれておりま

す。

　知事は、熊本の強みを生かした５つの安全保障

を掲げておられますが、私は、食料の安全保障を

支えている農林水産業が全ての基本であると認識

しております。

　本県農業は、恵まれた自然環境を生かして、全

国の消費者に安全でおいしいトマトやデコポンな

どをお届けしており、最新の農業産出額は3,477

億円で、全国５位となっております。

　また、林業は、杉やヒノキの丸太だけでなく、

乾燥シイタケやタケノコなどの生産も盛んで、産

出額は190億円で全国７位。

　水産業では、シマアジ、マダイ、フグ類、クル

マエビやノリなどの養殖を中心に、漁業産出額は

334億円で、全国で11位となっております。

　この結果、令和２年の全体の産出額は約3,900
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億円で全国６位と、本県の農林水産業は、日本の

食料安全保障を力強く支えています。

　一方で、解決すべき課題も多いと思います。

　１つは、原油価格、物価高騰による農林水産業

の生産コストの増加であります。

　昨年２月、ロシアのウクライナ侵攻により原油

価格や物価高騰が発生し、本県においても、燃油

や肥料、そして畜産業や水産業に欠かすことので

きない飼料等生産資材価格が急激に上昇し、生産

コストの増加が県内の農林水産業者に大きな影響

を与えています。

　この問題に対して、国の地方創生臨時交付金を

活用して、生産コストの削減につながる資材や家

畜用飼料の価格安定制度の生産者積立てへの支援

など、県独自の支援策が講じられてきました。

　一方で、現在もなお生産コストは高止まりして

おり、このままいけば、本県の農林水産業が稼げ

ない産業となってしまわないかと強く懸念をして

いるところです。

　２点目は、農林水産物への鳥獣被害でありま

す。

　イノシシや鹿などの野生鳥獣による農林水産物

への鳥獣被害は、被害金額だけではなく、農林漁

業者の生産意欲の低下を伴う深刻な問題となって

います。

　この問題について、これまでの防護柵による被

害防止の取組に加え、捕獲の強化や市町村との連

携など、総合的な対策を進めていく一方で、新た

にカモ類による露地野菜への被害も拡大するな

ど、幾ら捕獲を進めても終わりが見えず、抜本的

な解決法を見いだせないことは、非常に深刻な問

題であります。

　３点目は、森林の再生です。

　木材価格が高騰するウッドショックが発生した

ことで、県内でも森林伐採が拡大する一方で、再

造林をいかに進めていくのかということが課題と

なっています。

　これまで、林業事業体への支援強化や所有者へ

の働きかけを通じて、それまでは年間750ヘクタ

ール程度だった再造林面積は、今年度、1,000ヘ

クタールを超える見込みとなるなど、取組の成果

は見えつつありますが、将来にわたって広大な森

林を維持管理していくためには、さらなる取組が

必要ではないかと考えています。

　４点目は、アサリ産地偽装であります。

　１年前、全国的に問題となったアサリ産地偽装

については、傷ついた本県産アサリの信頼回復に

向けた議論を進め、６月定例会において、熊本県

産あさりを守り育てる条例が議決されました。

　着実に取組が進んでおり、少しずつ出荷量や単

価の面でも成果が見られ始めておりますが、この

問題を根本的に解決するためには、アサリ資源を

いかに回復していくかということであります。

　このような難しい課題に対して、私の地元で

は、新たな取組にチャレンジする農林漁業者もい

らっしゃいます。

　例えば、農業では、化学肥料の代替資材とし

て、堆肥と化学肥料を混合させた特定混合肥料を

開発し、稲や麦の低コスト栽培にチャレンジして

いる農業者もいらっしゃいます。

　また、漁業では、網田漁業協同組合のアサリ研

究部会の皆さんは、資源回復に向けて、砂利を入

れた網袋を用いて稚貝の採苗や母貝保護区を管理

し、一歩ずつ着実に資源の回復に取り組まれてお

ります。網田漁協のみならず、県内各地域でもこ

の取組がなされているところです。

　様々な困難に立ち向かう地元農林漁業者を、私

はとても頼もしく感じているところであります

が、本県農林水産業の礎は、やはり人材であると

思います。
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　その視点から、今後、食料の安全保障を担う人

材をいかに確保していくのか、農林水産部長にお

尋ねをしたいと思います。

　　〔農林水産部長竹内信義君登壇〕

○農林水産部長(竹内信義君)　本県の農林水産業

において、食料の安全保障を担う人材の確保は、

議員御指摘のとおり、重要な課題であると認識し

ており、農林水それぞれの分野で取組を進めてお

ります。

　まず、農業におきましては、希望者が確実に就

農できるよう、相談から研修、就農、定着という

ステージに応じた支援を、市町村や農業団体と連

携して行っております。

　特に、国の支援策を活用して、研修時と就農

後に年間最大150万円を交付する事業に加えまし

て、今年度からは、就農時の初期投資を支援する

事業を開始するなど、施策の充実を図っておりま

す。

　さらに、後継者のいない担い手の経営資産を新

規就農者などに引き継ぐ経営継承の取組も強化し

ており、２月21日には、この取組による経営継承

第１号となる覚書締結式が水俣市において行われ

たところです。

　しかし、今後、若年層の人材獲得がより困難に

なることが予想されます。そこで、コロナ禍を契

機とした地方移住への関心の高まりを好機と捉え

まして、県外から移住就農する50歳代への研修支

援と初期投資支援をパッケージ化した全国初の新

たな支援策に係る予算を今定例会に提案しており

ます。国と県の事業を効果的に組み合わせなが

ら、幅広い年代の新規就農者の確保に努めてまい

ります。

　次に、林業におきましては、持続的に森林を維

持管理していくために、令和元年度に設置した林

業大学校を核として、即戦力となる人材の確保、

育成に努めております。

　今後、長期課程において定員20人を、令和６年

度からは24人に増やす方向で各種機材の導入を進

め、短期課程では、就業ニーズに応えるために、

資格の取得数を来年度から２種類から６種類に増

やすなど、学習環境の整備や研修内容の拡充を図

ってまいります。

　また、就業前に実際の作業イメージを持っても

らうことで適性を見極め、就業後の定着につなげ

るため、長期課程ではインターンシップによる就

業体験を、林業従事経験のない就業希望者に対し

ましては、来年度から林業事業体で３日間の実地

研修を行う林業体験コースを実施することとして

おります。

　最後に、水産業におきましては、漁業団体や関

係市町と連携し、漁業研修の開始前に行う受入れ

漁村でのマッチング研修や、漁船や漁具を整備す

るためのリース制度など、相談から就業、定着ま

で、切れ目ない県独自の支援体制を整備しており

ます。

　また、今年度からの新たな取組として、ノリ養

殖業におきまして、後継者が不在で廃業予定の漁

業者と就業希望者等を引き合わせ、技術の習得と

漁船や乾燥機などの機械類を引き継ぐ継承の取組

を開始しております。さらに、本県の漁業をＰＲ

する動画の作成を進めており、本県漁業の情報発

信を積極的に行いまして、新規就業者の確保につ

なげていくこととしております。

　これら農林水産業全般にわたる取組を進めてき

たことで、新型コロナの影響もある中、令和２年

度は、559人の新規就業者を確保しております。

　今後とも、食料の安全保障の一翼を担う本県の

農林水産業の持続的発展と農山漁村の活性化のた

め、市町村や関係団体と連携して、農林水産業の

担い手確保にしっかりと取り組んでまいります。
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　　〔西山宗孝君登壇〕

○西山宗孝君　たくさんの施策で、農林水産業の

担い手についても、あるいは推進についても、今

お話をいただきました。

　その中で、中高年に着目した全国で初めての施

策とお伺いしましたが、単なる担い手という視点

でなくて、熊本を出て都会でサラリーマンをされ

ている方々とか、農家の出身の方であるとかいら

っしゃるわけですけれども、そういった方々、50

代以降を対象にしたというところが非常に目につ

くんですけれども、定住の促進にもつながります

し、また、実家においては、御両親が農業されて

いる跡に、息子が都会に出ていったけれども、50

代で帰ってきてそれを継いでくれると。75歳、80

歳まで、まだ仕事ができる力があるわけですの

で、非常にその取組については期待をしていると

ころでございます。

　私の地元には、第63回熊本県農業コンクール大

会の表彰を受けられた若い農業者がいらっしゃい

ます。冬は平たん部、夏は高冷地で施設園芸など

に取り組むなど、あるいは観光農園や農福連携な

ど経営を多角化させてリスク分散を図るなど、極

めて優秀な農業経営者であると思います。

　こういった方々の視点を県も捉えて、ほかの産

業についても、しっかりと支援をしていただきた

いというふうに思います。よろしくお願いしま

す。

　では、最後に、１つだけ要望をお願いしたいと

思います。

　有明海のノリ養殖施設被害に伴う来期に向けた

準備支援についてであります。

　本県のノリ養殖業は、平成26年から９年連続で

100億円以上の生産額となっており、令和３年度

は全国４位の生産額を誇るなど、本県の重要な水

産業の一つであります。

　今季のノリ養殖は、珪藻赤潮の発生や雨の少な

かった影響などによる栄養塩の不足、色落ちなど

の厳しい状況が続いています。

　そのような中で、１月24日の記録的な暴風雪に

より、有明海におけるノリ養殖漁場で、広範囲に

ノリ網や養殖支柱の破損など、被害が発生いたし

ました。

　県議会においても、あるいは水産振興議員連

盟・吉永会長の下、被災直後から県執行部に報

告、情報を求めるとともに、地元漁場の情報もい

ただきながら対応してきたところです。

　これから収穫の最盛期というときに被害を受け

られた養殖業者の皆様の気持ちを考えると心が痛

み、残念でなりません。

　被災したノリ網などは速やかに撤去し――そし

て被害を受けなかったほかの漁場にも悪影響を及

ぼすことになります。

　この点から、国による支援を待つことなく、県

がいち早く県漁連及び有明海沿岸の５市町と連携

して、被災したノリ網などを漁場から撤去するこ

とに対し支援を行うことを決定されたことにつき

ましては、大変評価されると思います。

　国においても、１月29日には、藤木農林水産大

臣政務官が熊本市沖の被災したノリ養殖漁場を視

察されるなど、早期に国からの支援策が示される

ことを期待しているところです。

　破損したノリ網や養殖支柱などの施設について

は、今年秋から始まる来期のノリ養殖に向けて新

たに準備をする必要があり、被災したノリ養殖業

者にとっては大きな負担となります。

　地球温暖化の影響で、いつ今回のような災害に

見舞われるか分かりません。安心して養殖業を続

けられるよう、国の支援が不可欠であると思いま

す。

　県議会や水産議連はもちろんですが、県におい
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ても、引き続き、関係機関と連携をして、国に対

して支援の働きかけをお願いしたいと思います。

　以上、要望させていただきます。どうかよろし

くお願いいたします。

　以上で本議会の質問、要望を終わりますが、通

算８回目の質問をさせていただきました。これか

らも、議員の皆様方のお知恵、御指導をいただき

ながら、地域の課題、県政の課題についてしっか

りと研さんを積んでいきますので、どうかよろし

くお願いいたします。

　誠にありがとうございました。(拍手)

○副議長(髙野洋介君)　この際、５分間休憩いた

します。

　　午前11時１分休憩

　　　　 ――――――――――――

　　午前11時10分開議

○議長(溝口幸治君)　休憩前に引き続き会議を開

きます。

　増永慎一郎君。

　　〔増永慎一郎君登壇〕(拍手)

○増永慎一郎君　皆さん、おはようございます。

今回の県議会議員選挙の県内最激戦区と言われて

おります上益城郡区選出の自民党の増永でござい

ます。一昨年、昨年と、２月議会では、最終日、

トリということで登壇させていただいておったん

ですけれども、今回は、トリが大御所の吉永政調

会長が最後を務められるということで、今回、私

は、コトリでいきたいというふうに思っておりま

す。

　今回、選挙活動をしておりまして、やっぱり日

頃からイメージが大変大切だということで、その

イメージを大切に今からしていかなければいけな

いなというふうに今思っております。

　先日、ちょっと足を捻挫しまして、今いろんな

ところで人に会うと、どがんしたとと言う前に、

痛風だろうと言われます。その後に、いや、痛風

じゃないですと言うたら、次は、酒飲んでつこけ

たっだろうという話をされます。そういうふうな

イメージが私の中についているんではないかなと

いうふうに思っております。

　今日は、議会で日頃から皆さん方と接してい

る、また、執行部の人たちには、いつもぶつぶつ

言っているイメージで、今日は一生懸命お願いを

しながらやっていきたいというふうに思っており

ます。

　任期中最後の質問でございます。今日は、頼み

事の質問もございます。ぜひとも、おおっという

ような、そういった喜ぶような答弁も期待してお

りますので、よろしくお願いします。いつもみた

いに前置きが長くなりましたけれども、早速、通

告に基づきまして質問をさせていただきたいと思

います。

　まず、東京・大阪事務所の役割強化について質

問をいたします。

　本年度、私は、監査委員を拝命しておりまし

て、昨年の11月に、大阪事務所及び東京事務所を

訪問させていただきました。

　大阪事務所を訪問した際に、たまたま、令和２

年７月豪雨災害の復興支援を目的とした、球磨焼

酎や熊本の食材を売り込むフェアが梅田駅を中心

として開催されており、大阪事務所の所長をはじ

め職員の皆様が大変頑張っておられるのをじかに

見ることができた次第でございます。

　現在、東京事務所については企画振興部、大阪

事務所については商工労働部が所管しています。

東京事務所は霞が関、いわゆる国の関係省庁との

調整、大阪事務所は関西での企業誘致及び熊本観

光などのＰＲ活動に重点を置かれていると認識を

しています。また、両事務所において、Ｕターン

等の活性化にも力を入れられております。
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　さて、世界一の半導体メーカーであるＴＳＭＣ

が熊本に進出します。熊本の経済においては、こ

れまでも、また、これからもないようなビッグチ

ャンスであります。同時に、熊本の存在をいろん

なところに発信できるまたとない機会であり、こ

のチャンスを逃すことのないよう、集中して様々

なことに取り組んでいくべき特別な期間であると

考えます。

　特に、企業誘致に関しては、待ったなしの状態

だと思います。そこで重要な役割を担うのが、東

京及び大阪事務所だと考えます。関東エリア、関

西エリアにはたくさんの企業が集中しており、そ

ういった企業が熊本に触手を伸ばしてくるのは間

違いありませんし、実際に、今年度、かなりの企

業が進出を決めたと伺っています。その点におい

ては、両事務所とも、きちんと役割を果たしてい

らっしゃると感じています。

　一方では、その対応がまだまだ不十分な気もし

ております。監査で訪れた際、いろんな事業内容

及び現在の事務所の状況もお伺いいたしました

が、人員の不足、体制づくりの遅れを感じた次第

でございます。

　ＴＳＭＣの進出においては、その波及効果が県

内全域に及んでいくということが重要であると考

えます。各自治体と連携を取りながら、バランス

などにも配慮しながら、進出企業と各自治体との

マッチングなども考えていかなければなりませ

ん。そのためには、各自治体の出先等の様子を把

握し、連携を取りながら企業誘致等を進めていか

なければならないと思います。

　東京、大阪事務所については、今まで述べまし

たが、その役割については、極めて重要な局面に

あると認識をしております。

　そこで、そのことを踏まえてお尋ねしたいと思

います。

　まずは、本年度における企業誘致の状況はどう

なっているのでしょうか。今の時期を特別な期間

と捉え、各事務所において、組織体制や人員体制

の機能強化を図っていらっしゃるのでしょうか。

さらに、各自治体の事務所等との連携はどうされ

ているのでしょうか。

　以上３点、商工労働部長にお尋ねします。

　　〔商工労働部長三輪孝之君登壇〕

○商工労働部長(三輪孝之君)　まず、今年度の企

業誘致の状況についてお答えします。

　今年度の企業立地件数は、ＴＳＭＣの本県への

進出を追い風に、現時点で54件となっており、過

去最高を記録した昨年度と同様のペースで推移し

ています。

　業種については、半導体関連企業に加え、一般

製造業や物流関連企業、さらにはＩＴ・コンテン

ツ制作などのいわゆるオフィス系企業の進出も順

調に進んでおり、幅広い業種において、熊本への

注目度は高まっていることを肌で感じています。

　次に、企業誘致における東京・大阪事務所の組

織体制と人員体制の機能強化についてお答えしま

す。

　県では、ＴＳＭＣの進出による波及効果を最大

化するために、半導体産業集積強化推進本部を設

置し、積極的に企業誘致等に取り組んでいます。

　そのような中、東京、大阪両事務所は、誘致企

業の本社に近いという地理的な強みを生かし、本

県の企業誘致の窓口を担うなど、本庁との連携体

制を構築しています。

　具体的には、企業立地課と両事務所で定期的に

企業誘致を戦略的に推進するための会議を開催

し、最新の企業動向に関する情報交換や企業誘致

のスキルアップを図っています。また、県外で開

催する誘致企業向けのセミナーをより効果的な内

容とするため、企業立地課と両事務所が連携を図
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りながら、講師の選定など、プログラムの企画立

案を行っています。

　そのような連携による誘致活動の結果、今年度

は、東京と大阪に本社を構える半導体関連企業２

社が臨空テクノパークに進出いたしました。

　また、両事務所においては、市町村からの派遣

職員の存在が大きく、従来から積極的に受け入れ

ておりますが、市町村の企業誘致の関心も高まっ

ており、今年度は、新たに東京事務所に２名の職

員を迎えるなど、これまで以上に充実した体制で

企業誘致活動を行っています。

　さらに、経済産業省への職員派遣を通じて、本

県の産業振興や企業誘致に貢献できる人材の育成

にも努めており、今後そのような職員の活躍に期

待しているところです。

　引き続き、熊本が首都圏、関西圏の企業に注目

してもらえるよう、東京、大阪事務所の機能強化

に取り組んでまいります。

　最後に、各自治体の事務所との連携についてお

答えします。

　議員御指摘のとおり、東京、大阪事務所と市町

村の事務所との連携を強化し、お互いのニーズを

把握の上、企業情報の共有を図ることは、企業誘

致にとって大変重要であると認識しております。

今後は、市町村との連携をより一層深めるよう努

めてまいります。

　ＴＳＭＣ進出の効果を新たな企業誘致に生かす

ためには、最前線の拠点として、東京、大阪事務

所の果たす役割がますます大きくなってきます。

　今後、これまで以上に両事務所が市町村との連

携も密にしながら、このビッグチャンスを県内全

域に広げられるよう、全力で取り組んでまいりま

す。

　　〔増永慎一郎君登壇〕

○増永慎一郎君　先ほどは、タイムスケジュール

がどこにいったか分からずに、非常に焦って挨拶

をしましたけれども、今から元に戻って――あり

ましたので、ちゃんとしたいと思います。

　今、答弁をいただきました。

　今回は、各事務所の役割の中の企業誘致という

ことに特化してお尋ねをいたしました。企業誘致

件数54件ということで、基準はよく分かりません

けれども、私としては、非常にもう物すごい数だ

なというふうに思っておる次第でございます。

　機能強化については、本庁と各事務所が連携を

取られながら、現在における最善の策は講じてら

れるんだなというふうに感じました。恐らく本庁

あたりの出張の回数を多くしたりとかして、きち

んと連携を取られて対応されているんではないか

なというふうに感じた次第でございます。

　また、新たに市町村からの派遣職員を増員され

たということで、これは、機能強化、また、各市

町村との連携も強化できるということで、一石二

鳥で効果があるんではないかなというふうに思い

ます。

　質問で述べましたように、非常にビッグチャン

スでございます。これからあるかないか分からな

いぐらいのチャンスだと思います。それをつかん

で、そして県内いろんなところに波及効果をする

のが肝だというふうに思っておる次第でございま

す。多くの企業に注目していただいて、できるだ

け多くの企業に進出してもらうということが、数

が多ければ、それだけ各地域のチャンスも広がる

んではないかなというふうに思っておりますの

で、とにかく特別な期間ということで、全力を挙

げて、全庁一体となって、ぜひ取り組んでいただ

きたいというふうにお願いを申し上げておきま

す。

　次の質問に入ります。

　熊本都市圏南部地域の渋滞解消に向けた道路整
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備についてお尋ねをいたします。

　熊本市の交通渋滞は、皆さん方御存じのよう

に、３大都市圏を除いて、政令指定都市ワースト

と言われております。朝夕のラッシュ時だけでは

なく、一日中渋滞している箇所も多く見受けられ

ます。その状況は、熊本市内だけではなく、その

近郊地域においても影響が大きく、その解消をど

うしていくかが重要な課題となっています。

　最近、報道等にも出ていますが、熊本市内の常

態化した渋滞解消に向けての対策として、10分・

20分構想を基に、新しい高規格道路、熊本３連絡

道路がいよいよ現実味を帯びてまいりました。私

も、この道路が完成すれば、熊本市内において、

かなりの渋滞が解消されるのではないかと考えて

おる次第でございます。

　しかし、果たしてそれだけでいいのでしょう

か。私の選挙区である上益城郡平たん部、特に熊

本都市圏南部においても、慢性的な渋滞が発生し

ています。熊本都市圏南部においては、宅地化の

拡大やコストコ、イオンモール熊本をはじめとす

る大型店舗などの影響に加えて、地理的要因とし

て、東西方向に流れる緑川や加勢川水系の支川が

交通の障害となり、車両が一部の道路に集中して

しまうことが渋滞の原因だと考えることができま

す。

　皆様方も御存じのように、国道266号を嘉島町

から緑川をまたいで熊本市城南町へ向かう蓍町

橋、朝から夕方まで一日中渋滞しているような状

態です。また、矢形川、木山川、秋津川を渡る県

道六嘉秋津新町線なども、朝夕には渋滞が非常に

激しい箇所となっています。

　現在、益城町、嘉島町、御船町では、大規模な

宅地開発が行われています。また、ＴＳＭＣ進出

などの影響も加えて、通勤通学の車両が大幅に増

え、渋滞の状況は今よりもさらに激しくなること

は、誰でも予想できると思います。

　現時点では、行政が中心となり、パーク・アン

ド・ライドとか朝夕の通行規制など、ソフト対策

で渋滞解消を試されていますが、根本的な渋滞解

消には至っていないのが現状です。

　一方、道路を利用している人たちからは、別の

視点において道路整備の必要性を求められていま

す。それは、災害時にきちんと道路網が機能でき

るかという点です。平成28年熊本地震において

は、緑川や御船川、また、加勢川やその支川に架

かる橋梁や周辺道路が通行不能となり、災害支援

や応急復旧等に遅れなどの影響が出ました。こう

いったことも考えれば、防災の面においても道路

の整備は必要であると考えます。

　さて、熊本都市圏南部の渋滞対策は、熊本都市

圏総合交通戦略の実施施策として位置づけられて

いると伺っております。しかし、これまで具体的

な対策が示されていないのが現状です。ソフト対

策だけに頼るのではなく、きちんとした道路ネッ

トワーク整備が不可欠であるのではと考えます。

　実は、この件については、２年前の２月定例会

において質問をしています。そのときには、道路

ネットワークの強化や強靱化が必要である、ま

た、都市圏南部の交通の円滑化、強靱化を図るた

めに、県道小川嘉島線や六嘉秋津新町線などの改

良やバイパス整備が必要であると認識をしている

と答弁をされています。

　そのときから２年が経過しました。先ほど述べ

ましたように、ＴＳＭＣの進出などの影響で交通

量が増加する要因が増していく中、対策は待った

なしの状況に来ていると考えます。

　そこで、都市圏南部地域の渋滞対策などに資す

る道路ネットワークの整備についてどのように考

えておられるのか、土木部長にお尋ねいたしま

す。
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　　〔土木部長亀崎直隆君登壇〕

○土木部長(亀崎直隆君)　熊本都市圏の交通渋滞

は喫緊の課題であり、10分・20分構想の早期実現

に向けて取り組むとともに、熊本都市圏総合交通

戦略に位置づけた施策を、国、県、熊本市等の役

割分担の下、着実に進める必要があります。

　熊本都市圏南部地域の交通渋滞につきまして

は、熊本都市圏総合交通戦略に基づき、熊本市と

協議をし、道路計画の具体化に向けた調査検討を

進めております。

　これまでの調査により、国道266号の蓍町橋周

辺では、熊本市東部方面に向かう車が多く混入し

ており、都市圏南部地域と熊本市東部を接続する

道路を整備することで、蓍町橋周辺の交通量が約

２割削減され、渋滞緩和やアクセス向上の効果が

高いことを確認いたしました。

　そこで、熊本市城南町の県道小川嘉島線から六

嘉秋津新町線を経由して熊本高森線に接続するル

ートなどについて、経済性や施工性などを比較評

価しながら、熊本市と協議を重ねております。

　これらの道路沿線では、土地区画整理などによ

る市街地整備や企業立地の進展に伴う交通量の増

加が見込まれます。今後、このような土地利用の

変化も含め、地元自治体の意向を確認しながら、

渋滞解消に有効な道路ネットワークを具体化して

まいります。

　引き続き、熊本市との連携を深め、都市圏南部

地域や熊本市東部地域の発展と利便性の向上に向

け、スピード感を持って取り組んでまいります。

　　〔増永慎一郎君登壇〕

○増永慎一郎君　土木部長より答弁をいただきま

した。

　10分・20分構想の早期実現と並行して、この道

路のことを考えていただいているということで確

認ができました。非常に安心した次第でございま

す。さらに、道路計画の具体化に向けた調査検討

まで進められており、交通量の２割削減という具

体的な数字も出していただきました。県のやる気

度を非常に感じた次第でございます。ルートにつ

いても、頭の中で、今の答弁を聞いていますと、

あ、ああいうふうになるんだなというのがイメー

ジできるような感じがした次第でございます。

　あとは、問題は、熊本市との協議だというふう

に思っておる次第でございます。最近、熊本市議

会でも、この道路の話が度々取り上げられている

というふうにお伺いをしております。市議会の先

生方も、やっとやる気になってくれたのかなとい

うふうに今思っている次第でございます。ぜひ、

熊本市と連携を取りながら、一生懸命に頑張って

進めてほしいというふうに思っております。

　嘉島町はもともとでございますけれども、御船

町、上益城郡内の平たん部というのは、非常に今

発展をしております。創造的復興からの発展、そ

ういった部分もありますけれども、交通渋滞がそ

の発展を阻害するようなことになってしまうと、

せっかく地元の町が頑張っているのを邪魔するよ

うな形になりますので、ぜひとも、答弁で言われ

た早期実現という言葉を基に、一生懸命取り組ん

でほしいというふうに思います。ぜひよろしくお

願いします。

　それでは、次の質問に移らせていただきたいと

思います。

　今回は、地元ネタを非常に多く質問をさせてい

ただいております。皆さん方が知らない川の名前

とか道路の名前とかが出てきます。なるべく分か

るように説明をしながら質問をさせていただきた

いと思います。

　加勢川支川の矢形川の治水対策についてお尋ね

をいたします。

　現在、令和２年７月豪雨災害を受けて、球磨川
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流域では、国、県、市町村が一体となり、新たな

治水の方向性を踏まえた緑の流域治水を掲げて、

治水対策に取り組んでおられます。

　私は、この新たな治水の考え方は、浸水リスク

のある県内のほかの河川にも当てはまるものだと

考えています。

　令和３年２月定例会において、加勢川支川の治

水対策について質問をさせていただきました。今

回は、その支川の矢形川についてお尋ねしたいと

思います。

　矢形川は、吉無田高原を水源に、ちょうどコス

トコの北側を通って熊本市の若葉辺りで木山川に

合流する川でございます。

　矢形川が流れている嘉島町や御船町では、本格

的な河川の改修が行われておらず、浸水のリスク

がある中、現在、県道六嘉秋津新町線、国道445

号を中心に、新しい住宅の集積やコストコなどの

大規模店舗の出店や、また、大型の工場などの進

出が進んでいる状況です。

　矢形川の湛水の歴史は古く、加藤清正公時代ま

で遡ります。加勢川支川は、市街地を通ること、

そして合流地点の六間堰がネックとなり、改修が

進みませんでした。特に、矢形川については、線

形が複雑であることなど、改修が非常に困難とい

う状況でした。そこで、県営の土地改良事業と組

み合わせて河川改修を実施し、矢形川上流には、

農地防災ダムである天君ダムなどを建設して治水

対策を実施してきたところです。いわば治水対策

を土地改良事業で実施してきたと言えると思いま

す。

　年月が過ぎ、天君ダムの設置等を含めて、その

当時の治水対策から50年が過ぎました。流域の状

況は大きく変化しています。土地改良事業による

河川場所の変更、九州縦貫自動車道設置による支

川状況の変化、流域への大型商業施設等の設置や

住宅地の集積など、いわゆる農地を守るための治

水事業から住民の生命、財産を守るための治水事

業へと、現在では、当時の治水の在り方からは全

く違うように変化をしています。

　そういう中、地域住民は、令和２年７月の球磨

川の大規模な氾濫を目の当たりにして、水害に対

する不安を感じており、治水対策の必要性を感じ

ています。

　このままでは、そこに住んでいる住民や進出し

ている企業の安全、安心はもとより、新たな住宅

開発や企業の進出など、嘉島町や御船町の発展を

も阻むことにつながってしまいます。

　そこで、これまで述べましたことを踏まえて、

矢形川の治水対策についてお尋ねをいたします。

　まず、都市化が進む矢形川沿川について、県と

してどのような認識をされておられるのか。ま

た、前回質問した２年前から、短期的にどのよう

な治水対策をされてこられたのか。さらに、今

後、加勢川の流域治水の観点で、矢形川の治水対

策をどのような方針で実施されていかれるのか。

　以上３点について、土木部長にお尋ねします。

　　〔土木部長亀崎直隆君登壇〕

○土木部長(亀崎直隆君)　まず、１点目の矢形川

に対する認識についてお答えいたします。

　近年、気候変動に伴って豪雨が激化する中、矢

形川沿いの嘉島町や御船町では、御船インターチ

ェンジ付近の商業施設の建設や宅地化といった土

地利用の変化もあり、県としては、この地域の治

水対策をハード、ソフト両面から実施していく必

要があると認識しております。

　次に、２点目の短期的な治水対策についてお答

えいたします。

　県では、これまでも、毎年、出水期までに、緊

急的に撤去すべき堆積土砂の掘削工事を行いまし

た。現在も、２つの区間で約6,000立方メートル
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の掘削工事を行っております。

　これらの工事と並行し、矢形川の浸水想定区域

図を作成、公表するなど、住民の皆様の避難支援

にも取り組んでおります。また、御船町の内水氾

濫の対策につきましても、町のプロジェクトチー

ムに積極的に参画し、各浸水箇所のきめ細かな対

応策を整理いたしました。これは、町による水路

の改修や排水ポンプなどの内水氾濫の対策と河川

整備を組み合わせたもので、可能な対策から順次

実施しております。

　最後に、３点目の今後の治水対策の方針につい

てお答えいたします。

　この地域の治水対策として、継続して掘削工事

を実施するとともに、堤防天端の舗装による堤防

強化といった直ちに取り組む対策を進めてまいり

ます。あわせて、上流の天君ダムの活用なども含

め、流域治水の考え方で河川整備計画を検討し、

引き続き、矢形川の安全、安心の実現に向けて取

り組んでまいります。

　　〔増永慎一郎君登壇〕

○増永慎一郎君　矢形川の早急な治水対策の必要

に関しては認識をされているのが確認できたと思

います。

　また、堆積土砂をしょっちゅう今取っていただ

いております。また、御船町には、役場周辺に内

水の問題がありまして、それが矢形川と非常に密

接に結びついておりますので、町と連携を取りな

がら、そういった部分を実施されているというこ

とで感謝をいたしたいと思います。

　今回、今後の対策ということで、堤防天端の舗

装による堤防強化等を直ちに取り組む対策を進め

るということでございます。実施されるとは発言

されなかったんですけれども、多分実施していた

だけるんだろうというふうに思っております。

　その際、今堤防の高さが、右岸側と左岸側では

大分違います。もともと圃場整備と一緒に河川の

線形を変えたりされておられましたので、非常に

違ったところもございます。やっぱりその辺は、

今回堤防の舗装されるときにちゃんとやっていた

だきたいなというふうに思っておる次第でござい

ます。

　いろいろお店とか住宅が張りついてきておりま

す。ぜひとも喫緊に行わなければいけない治水対

策をやりながら、最後は、流域治水の考え方で河

川整備計画を作成して、それに基づいて、きちん

とした治水対策をやっていただきたいというふう

に思って、それをお願いしたいと思います。

　続きまして、上益城地域内の県道整備につい

て、２つお尋ねをします。

　まず、これまでも何回も質問しましたが、再び

主要地方道矢部阿蘇公園線の未開通区間の整備に

ついて質問いたします。

　矢部阿蘇公園線は、山都町の旧矢部町入佐地区

の国道218号を起点として、南阿蘇村の国道325号

を終点とする総延長28.6キロの道路です。矢部阿

蘇公園線と名前がついていますけれども、いまだ

に約９キロがつながっておりません。

　この道路は、以前より、上益城と阿蘇間におけ

る観光、物資、人的な交流など多くのストック効

果を生み出す道路になると、沿線地域のみなら

ず、周辺の市町村からも整備について熱望をされ

てきました。

　熊本地震からもうすぐ７年たとうとしています

が、当時、矢部阿蘇公園線が整備されていれば、

もっとスムーズに救援活動ができたのではないか

と言われています。南海トラフへの備え等、この

道路の重要性はさらに高まっていると言えます。

　さて、九州中央自動車道は、来年度末までに

は、旧矢部の中心地まで供用が開始される予定で

ございます。インターチェンジの名称も、山都通
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潤橋インターチェンジと決定をしております。そ

こから文楽で有名な旧清和村までも、矢部清和道

路として事業化をされました。宮崎県側でも供用

箇所が広がり、現在、様々なストック効果を生み

出しています。

　この九州中央自動車道と矢部阿蘇公園線をつな

ぐことにより、山都町周辺地域と南阿蘇村周辺地

域が持つ資源が結びつき、両地域の活性化など、

大きな役割を果たすことになるのは間違いござい

ません。

　このような可能性を秘めた矢部阿蘇公園線につ

いては、平成29年度から続けて調査費が予算化さ

れ、様々な調査が実施されていると伺っていま

す。そろそろ未開通部分の整備開始に向けてスピ

ードを上げ、前に進んでいかなければならないと

考えています。沿線の皆様も首を長くして待ち望

んでおられます。

　そこで質問ですが、現在の調査に関する成果は

どうなのか、未開通部分の整備についてどのよう

に考えておられるのか、土木部長にお尋ねしま

す。

　また、続けて質問をさせていただきたいと思い

ます。

　一般県道三本松甲佐線の整備についてお尋ねい

たします。

　一般県道三本松甲佐線は、下益城郡美里町畝野

の国道218号を起点とし、上益城郡甲佐町豊内の

国道443号に接続する重要な幹線道路です。

　この道路の沿線には、山あい、谷あいに幾つも

の集落が存在し、美里町、甲佐町の多くの町民が

住んでおられます。地元の方々にとってみれば、

この道路は、生活道路であり、また、命をつなぐ

道路として欠くことができない、また、この道路

しかない重要な道路です。

　しかし、急峻な地形に緑川に沿って道路が造ら

れているため、下流に向かって右側は崖、左側は

川といったように幅員が狭く、離合なども容易に

できない箇所が多く存在しています。また、大雨

が降れば、落石により長期の通行止めや長距離の

迂回など、安定した通行ができない状況が頻繁に

起こっています。

　県におかれましては、災害が発生すれば、速や

かに災害復旧工事を施行したり、要望箇所につい

ては、現在も、優先箇所をつけて、改良工事並び

に防災工事を実施したりしていただいておりま

す。

　さて、不断なく整備していただいている現状が

ございますが、どうしても今のままの対応では、

整備が困難と考える区間がございます。それは、

甲佐町安平から小鹿地内までの区間です。甲佐側

から見て、左側はいつ落石が起きてもおかしくな

いような数十メートルの切り立った崖、右側は切

り立った崖の下に緑川が流れています。幅員は、

やっと車１台通れるほどの幅で、それが数百メー

トル続いており、落石が怖くて、なかなか通るの

もためらうほどです。この区間を常に安心して通

れるようにするためには、もっと根本の考え方を

変えなければならないと感じています。

　甲佐町において、現在、その箇所の手前から新

たな橋梁を架け、対岸に渡り、グランピングのメ

ッカになりつつある井戸江峡キャンプ場の先の集

落までの町道が通っています。そこで考えられる

のが、その町道を利用したバイパス工事です。左

岸側に１回川を渡ることで、切り立った崖を回避

することができますし、幅員も取れ、地域の人た

ちも安全、安心に通ることができる道路と考えら

れます。

　これまで、三本松甲佐線については、県も一生

懸命に取り組んでいただいておりますが、私は、

この区間については、もうこの方法しかないので
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はと考えています。

　そこで質問ですが、一般県道三本松甲佐線に対

する現在の取組状況と甲佐町安平から小鹿地内へ

のバイパス化についてどのように考えているの

か、先ほどの質問と併せて、土木部長にお尋ねい

たします。

　　〔土木部長亀崎直隆君登壇〕

○土木部長(亀崎直隆君)　まず、主要地方道矢部

阿蘇公園線の未開通区間の整備についてお答えし

ます。

　本路線は、上益城地域と阿蘇地域を結び、両地

域の観光などに寄与するものと考えております。

加えて、熊本地震以降、本道路が災害発生時の避

難路として、さらには復旧支援道路として、より

一層期待が高まっていることも十分認識しており

ます。

　一方で、未開通区間の整備は、急峻な地形から

多額の建設コストが想定され、そのコストに見合

う道路利用が見込まれないという大きな課題がご

ざいます。

　このため、県では、道路がつながることによる

効果について、改めて多方面から調査、検証を進

めることとし、地元自治体と連携して、様々な地

域資源を調査し、関係団体等へのヒアリングやア

ンケートを実施してまいりました。

　現在実施中の調査では、上益城地域と阿蘇地域

には、農産物をはじめ、体験、レジャー、温泉な

ど８分野204の地域資源があり、両地域の往来が

強化されることにより、複数の資源が融合し、農

産物の販路拡大や交流促進による効果が見込まれ

ることが分かってきました。

　例えば、全国有数の有機農産物の生産地である

山都町では、トマト、キャベツをはじめとする野

菜の令和２年の農業産出額が約58億円に上ります

が、農産物の安定的な供給を必要とする南阿蘇村

の農産物加工工場と連携することで、販路拡大の

効果が見込まれます。

　また、年間100校以上が教育旅行で訪れる山都

町の通潤橋と南阿蘇村の震災遺構が連携すること

で、交流人口が増加すると見込まれます。このほ

か、キャンプ場と温泉施設の連携による日帰り温

泉客の増加や外国人観光客に人気のある農林業体

験と観光地の連携による旅行客の増加などの効果

も期待されます。

　現在、これらの調査を基に、効果の定量化に向

けて算定作業を進めております。

　加えて、令和５年度には、九州中央自動車道が

山都通潤橋インターチェンジまで開通し、新たに

道の駅が整備されるなど、観光客のさらなる増加

が見込まれます。

　今後、地元自治体と連携し、このような新たな

要素の融合による効果の検証を進めるとともに、

ルートを含む様々な事業手法について検討してま

いります。

　次に、一般県道三本松甲佐線の整備についてお

答えします。

　本路線は、沿線住民の方々の日常生活に欠かす

ことのできない道路ですが、幅員が狭く、見通し

の悪い未改良区間や落石のおそれがある危険箇所

が多く残っていることから、地元要望を踏まえ、

優先順位をつけながら、道路改良や防災工事を進

めております。

　まず、取組状況ですが、美里町畝野や甲佐町上

揚など３つの工区で道路改良を進めており、畝野

工区につきましては、昨年８月に令和金木橋が完

成し、整備が完了しました。また、美里町甲佐平

と甲佐町坂谷の２つの工区で防災工事を進めてお

り、甲佐平工区につきましては、来年度の工事完

了を予定しております。

　次に、甲佐町安平から小鹿地内へのバイパス化
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についてです。

　この区間は、急峻な崖と緑川に挟まれた厳しい

地形条件下にあることから、平成28年熊本地震で

斜面崩壊が発生した際には、約１年半にわたり、

崖の上にある狭隘な町道を迂回せざるを得ない状

況でした。

　熊本地震以降、地域の皆様からは、沿線地域の

孤立を防ぐ道路整備について強く要望されており

ます。県では、地形条件等を考慮し、現道を拡幅

する案や対岸の町営井戸江峡キャンプ場付近を経

由するバイパス案について、甲佐町の意見も伺い

ながら、比較検討を進めてまいりました。

　検討の結果、工事コストが低く、早期に安全性

が確保できること、また、キャンプ場へのアクセ

スが向上し、地域振興にも寄与することなどか

ら、バイパス案が優位と考えております。

　このため、今定例会に概略設計に必要な予算を

提案しており、今後、関係機関と調整を図りなが

ら、バイパスの具体的なルートや道路構造等を検

討してまいります。

　　〔増永慎一郎君登壇〕

○増永慎一郎君　亀崎部長より、２本の県道整備

について答弁をいただきました。

　矢部阿蘇公園線については、調査結果の概要に

ついて、初めて具体的に示してくれたのではない

かというふうに思った次第でございます。また、

幾つかの要素を融合した効果についても、県も一

生懸命考えていただいているというのもよく理解

できました。そういった効果の検証を進めなが

ら、ルートを含む様々な事業手法について検討す

るということでございます。最後は、非常に熱望

されている道路でございますので、亀崎マジック

で何とか着手につなげていただきたいなというふ

うに思っている次第でございます。

　三本松甲佐線については、バイパス案について

概略設計に取りかかるということでございます。

非常にうれしく思っております。先ほど冒頭に言

いましたけれども、おおっというような答弁でご

ざいました。本当にありがとうございます。

　あとは、予算上程されていますので、議会の皆

さん方の議決だけでございますので、どうかよろ

しくお願いしたいというふうに思います。

　やっと地元の念願がかないます。今、別の場所

の改良がされておりますので、それが終わったと

きにはすぐ着手できるように、ぜひ準備をしてい

ただきたいと思います。どうもありがとうござい

ました。

　次の質問に移ります。

　台湾との交流について質問いたします。

　新型コロナ感染症の影響で、本県観光の稼ぎ頭

となっていたインバウンド関連需要が不振とな

り、本県経済に大きなダメージを与えました。

　国際線の運休、クルーズ船の停止など、各観光

地も打撃を受け、また、飲食業、宿泊業をはじ

め、様々な分野に大きな負の影響を与えました。

特に、空港の旅客数は、コロナ前の346万人か

ら、最も底のときで84万人まで減少いたしまし

た。

　一方では、台湾の半導体メーカーＴＳＭＣが本

県の進出を決定しました。決定後、工場建設をは

じめ、その受入れに対していろんな分野で準備を

進めています。準備段階であっても、本県には様

々な経済効果をもたらしています。それがいよい

よ操業開始ということになれば、加えて、本県経

済に大きな経済効果をもたらすのは間違いないこ

とだと考えます。

　さらに、熊本地震により大きな被害を受けた阿

蘇くまもと空港が、今月23日に、創造的復興のシ

ンボルとして、また、利用者622万人に対応すべ

きすばらしい施設となって開業いたします。
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　さて、前段でお話ししたＴＳＭＣの本県進出、

新空港開業に伴い、インバウンドをはじめとする

アジアを中心とした各国との往来は、今後確実に

増加していくことが想定されます。

　まさに、国際交流の活性化にとって、大きなチ

ャンスです。特に、日台間の往来は、その中でも

中心となることは容易に予想できます。その際、

熊本と台湾の各自治体間による友好提携関係が各

分野での交流の足がかりとなるのではと私は考え

ます。

　６年前の2017年１月、本県は、熊本市ととも

に、台湾・高雄市と友好交流協定を締結しまし

た。締結後、新型コロナの影響が出るまで、その

交流は、非常に活発であったと認識をいたしてお

ります。

　ところで、本年１月に、友好協定５周年を記念

して、蒲島知事、溝口議長並びに大西熊本市長

が、経済界の代表とともに、高雄市を訪問されま

した。

　先日の小早川議員の代表質問にて、ＴＳＭＣ本

社を訪問されたことについては答弁をいただきま

したが、高雄市訪問についてはどのような成果が

あったのでしょうか、お尋ねをしたいと思いま

す。

　また、今後、台湾からのインバウンドをはじ

め、国際交流を活性化していくに当たっては、

県、熊本市だけではなく、ほかの自治体へもっと

交流の輪を広げていくべきだと考えますが、県内

各市町村と台湾自治体との最近の友好提携の動き

はどうなっているのでしょうか。

　さらに、今回の訪問で再確認できた高雄市との

絆やほかの自治体の友好提携の動きをどのように

インバウンド活性化や交流の活性化につなげてい

かれるのか。

　先ほどの質問と合わせて３点、蒲島知事にお尋

ねします。

　　〔知事蒲島郁夫君登壇〕

○知事(蒲島郁夫君)　まず、１点目の高雄市訪問

の成果についてお答えします。

　今回、陳其邁市長と直接お会いするのは初めて

でしたが、大変温かい歓迎を受け、これまでの友

情と絆を互いに確認し、今後さらに交流を深めて

いく契機とすることができました。

　特に、熊本―高雄間の直行便運航再開への協力

依頼や半導体産業における交流の可能性について

意見交換ができたことが大きな成果です。

　また、陳市長から近いうちに熊本を訪問したい

とのお話があり、早速、昨日から、陳市長を団長

とする訪問団が来熊されています。私も、夕刻、

訪問団をお迎えし、一緒に高雄市を訪問した議

長、また、熊本市、経済界の方々とともに、精い

っぱいおもてなしをしてまいりたいと思います。

　次に、２点目の各市町村における友好提携の動

きについてお答えします。

　平成30年４月、八代市と基隆市が友好交流協定

を締結したのに続き、昨年10月、南阿蘇村と屏東

県東港鎮が国際交流の覚書を締結し、本年１月に

は、益城町が台中市大甲区と友好交流協定を締結

しました。また、菊陽町においては、新竹県宝山

郷と友好提携に向けて親交を深められています。

　２月１日から実施した県内全市町村との意見交

換においても、台湾との交流について要望する声

が寄せられたところであります。

　県としても、自治体間のさらなる交流の活性化

に向け、台湾に設置している県の交流アドバイザ

ーと連携しながら、市町村による現地の情報収集

や連絡調整などを積極的に支援してまいります。

　最後に、３点目のインバウンドをはじめとした

交流の活性化についてお答えします。

　台湾との今後の交流促進のためには、高雄線の
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復便、台北線の新規誘致が不可欠であります。特

に、高雄線については、１月の高雄市訪問の際、

陳市長から、熊本―高雄線の再開について、高雄

市として、全力で推進していきたいとの言葉をい

ただきました。熊本と台湾の絆が、航空路線の誘

致に大きな力を与えてくれると感謝しています。

　また、協定を結んだ自治体との間での学校交流

は、双方向の往来を今後後押ししてくれるものと

期待しています。県では、昨年度から、オンライ

ンによる熊本と高雄の小中学校同士の交流を支援

しています。今後は、教育旅行による相互訪問と

いった人流の拡大と定着につながるよう取り組ん

でまいります。

　今後とも、自治体の友好提携やそれを契機とし

た学校交流などにより、熊本と台湾全体に交流の

輪が広がっていくよう、しっかりと取り組んでま

いります。

　　〔増永慎一郎君登壇〕

○増永慎一郎君　知事から答弁をいただきまし

た。

　コロナを乗り越えて、これまでと変わらぬ高雄

市との絆の話、それから本県各自治体と台湾各自

治体との友好提携が次々に今決まっていっている

という話、それから新規台北便の誘致を基にした

交流の活性化、自治体との友好提携を基にした学

校交流、そういった話、知事からお聞かせをいた

だきました。

　私、今回、ＴＳＭＣが来ることによって、国際

交流の柱、いわゆるインバウンドの柱は、もう台

湾になってくるんではないかなというふうに思っ

ている次第でございます。

　我が県の国際交流がさらに発展していくキー

が、やっぱり台湾だというふうに思っております

ので、これから台湾との絆は大事にしながら、や

っぱり台湾を中心に、ぜひとも交流をやっていた

だきたいなというふうに思っておる次第でござい

ます。

　いろいろ気にするところはあるかもしれません

けれども、ＴＳＭＣが来られたということを、言

い訳じゃないですけれども、そういう形にしてい

ただければ、スムーズにいくのではないかなとい

うふうに思っております。

　また、空港が622万人という形で今進んでおり

ます。以前、空港アクセスの話のときに、それだ

け来るのという話をよくされていましたけれど

も、こういうことをきちんと積み重ねていけば、

必ず達成していく数字だと思いますので、今後と

も、そういったことは頭に据えながら、台湾との

交流を大切にしていただきたいと思います。

　最後の質問になります。

　県立高校の早朝課外の見直しについて質問をさ

せていただきます。

　４年前、私は、県立高校における課外授業への

対応についてお尋ねをいたしました。先生方の働

き方改革への対応が不可欠ではないかと考え、課

外授業への対応をどうしていくのかと考えたから

でございます。

　一方では、懸念もございました。現在、学習時

間の量を確保するための担保として実施している

課外授業をやめてしまうと、大学合格率や資格試

験の合格率などに影響が出てしまうのではないか

という懸念です。

　さて、そういった懸念の中で、昨年度から、関

係する全ての学校が、これまで実施してきた早朝

課外の廃止に向けて、ＰＴＡと協議を進めている

と聞きました。まさしく、以前質問したことが現

実になったのだなと感じています。

　ところで、早朝課外は、教育課程外の取組とし

て、保護者からの要望に応じて実施されてきまし

た。実際に、大学進学や公務員を目指す県立高校
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生にとっては、重要な役割を果たしてきたと思っ

ています。

　一方では、生徒は、通常の授業に加え、早朝課

外の課題のために睡眠不足の傾向になって、実際

の授業に集中できないとか、体が疲れて、いろん

な弊害を生じているとも聞いています。保護者か

らは、早朝からの弁当づくりや送迎などの負担が

大きくて、大変であると聞いております。また、

子供を持つ先生方からも同じようなことを聞いて

います。早朝課外がかなり負担があるという話も

聞いておる次第でございます。

　子供たちや保護者それぞれに負担もあるが、早

朝課外が廃止された後も、子供たちの学力が保障

できるのか、大学進学などに影響がないのか、痛

しかゆしだと感じます。

　教師不足の現状を考える中、教師の働き方改革

の観点からも、早朝課外を含めて、学び方につい

て見直す時期に来ているのは仕方ないし、前段で

述べたように、当然のことだと考えます。

　そこで質問ですが、生徒や保護者から不安の声

も多い中、早朝課外は、本年４月より、関係する

全ての県立高校で廃止となるのでしょうか。廃止

に向けてのこれまでの協議の中で、生徒や保護者

からどのような意見があったのか、また、廃止と

なった場合、今後どのようにして学びの充実を図

っていかれるのでしょうか、教育長にお尋ねいた

します。

　　〔教育長白石伸一君登壇〕

○教育長(白石伸一君)　県立高校における早朝課

外については、保護者からの要請に基づき、ＰＴ

Ａと学校が協力しながら、教育課程外の位置づけ

で実施してまいりました。

　議員御指摘のとおり、学力向上などに寄与して

きましたが、生徒、保護者、教師それぞれの負担

となっているのも事実でございます。そのため、

県教育委員会では、働き方改革の観点も踏まえ、

昨年度から、早朝課外の廃止について、各高校に

対し、ＰＴＡとの協議などによる検討を依頼した

ところでございます。

　各高校には、今年度から既に廃止している高校

の生徒や保護者から、朝の時間に余裕が生まれ

た、自分で学習できる時間や睡眠時間が確保でき

た、保護者の負担軽減につながったなど、肯定的

な意見が多数寄せられています。その一方で、問

題演習の時間が減るなどによる学力低下を心配す

る意見も一部上がっていましたが、早朝課外以外

での学びを充実させることにより、十分対応が可

能であることなどを丁寧に説明し、ＰＴＡなどか

らの理解は得られるところでございます。

　以上のような状況を踏まえ、来月から、全ての

県立高校で早朝課外を廃止することといたしまし

た。

　廃止後の学びの充実についての取組について

は、生徒が主体的に学ぶ力を育成するための授業

及び家庭学習の充実が重要だと考えております。

　例えば、授業において、１人１台端末を活用し

て効率よく学ぶことによって、対話や演習の時間

を確保し、学びを深めることとしております。ま

た、個人のニーズに応じた演習問題などをそれぞ

れの端末に提供することや動画などの学習支援ツ

ールを活用することで、個々の理解度や進路希望

に対応した学習を家庭でも行うこととしていま

す。

　県教育委員会としましては、今後とも、生徒が

主体的に学ぶ力を育成し、学力向上と将来の夢の

実現が図られるよう、しっかりと取り組んでまい

ります。

　　〔増永慎一郎君登壇〕

○増永慎一郎君　教育長から答弁をいただきまし

た。
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　早朝課外をやめるということは、非常に抵抗が

あったんではないかなというふうに思っておりま

す。早朝課外は、量を担保するものであって、そ

の量がなくなるということであれば、非常に、日

頃保護者は、勉強しなさい、勉強しなさいと、勉

強していれば安心するという形なんですけれど

も、どういった勉強をしているかというのはあん

まり関係ないんですよね。だから、学校に行っ

て、課外に行って、それだけその時間を勉強して

いる形がやっぱり安心できるというふうな気持ち

がありましたし、子供たちもそういう気持ちがあ

ったんではないかなというふうに思った次第でご

ざいます。

　子供たちからは、非常に不評だったというふう

に思います。それがなくなってほっとしている代

わり、やっぱりちゃんと質を上げてやらなければ

いけないというふうに思っておる次第でございま

す。

　１人１台端末が、ここで活躍してくるんではな

いかなというふうに思う次第でございます。何か

聞いたら、アプリを使ってやられるということで

ございます。大手の学習塾とかは、サテライトで

やられておられますけれども、そういうのを工夫

しながら使っていけば、限りある時間を有効に使

えるという形になると思いますので、ぜひそうい

った工夫をしながら、学びの保障をぜひやってい

ただきたいなというふうに思っておる次第でござ

います。

　また、こういったことをきちんとしていかなけ

れば、先生たちの働き方改革を進めていかなけれ

ば、やっぱり先生に成り手がなかなかないという

ことで、今教職員不足になっておりますけれど

も、そういう形が一向によくならないというふう

に思っておる次第でございます。

　先生たち見てみますと、非常に重労働で、それ

から、どっちかというなら、保護者からのクレー

ムが多い職業で、やっぱり精神的にもかなりダメ

ージがあるような形でございます。ぜひそういっ

た部分も、一つ一つこういったことを改善しなが

ら、教育長としても、一生懸命取り組んでいただ

いて、先生になりたいという人が増えるようにぜ

ひ頑張っていただきたいと思います。

　ちょっと時間ぎりぎりになりました。また、今

回選挙がありますけれども、当選して、またここ

で皆さん方と一緒に質問、議論をしたいというふ

うに思っておる次第でございます。

　長時間御清聴どうもありがとうございました。

(拍手)

○議長(溝口幸治君)　昼食のため、午後１時15分

まで休憩いたします。

　　午後０時11分休憩

　　　　 ――――――――――――

　　午後１時13分開議

○議長(溝口幸治君)　休憩前に引き続き会議を開

きます。

　吉永和世君。

　　〔吉永和世君登壇〕(拍手)

○吉永和世君　皆様、こんにちは。自民党・水俣

市選出・吉永和世でございます。今議会最後の質

問者となります。また、今任期の締めくくりの質

問をすることとなりましたことに、心より感謝を

申し上げます。

　３年ぶりの質問ということでございまして、ゆ

うべは、緊張と焦りと興奮を久々に経験をさせて

いただきましたが、この場に参りまして、緊張

は、ほのかな緊張に変わりました。また、焦り

は、開き直りに変わりました。興奮は、期待へと

変わりましたので、熊本に、そして我がふるさと

の未来にすばらしい成果がもたらされることを大

いに期待し、質問に入らせていただきたいと思い
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ます。

　まず、水俣病の認定審査の現状と今後について

お尋ねします。

　水俣病の公式確認から、今年で67年目を迎えま

す。この間、公害健康被害の補償等に関する法

律、いわゆる公健法などによる認定制度に加え、

２度の政治解決により、水俣病の被害を受けられ

た方々への救済が進められてまいりました。

　蒲島知事が１期目の就任後その成立に大きく尽

力された水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解

決に関する特別措置法では、本県だけでも３万

7,000人を超える方が救済を受けられました。

  これにより、公健法の認定申請者数は、平成24

年には、211人まで減少しましたが、平成25年の

最高裁判決以降、認定申請は増加に転じ、平成28

年の知事の３期目就任時は、1,200人を超える状

況となりました。

　このため、知事は、３期目の基本方針、熊本復

旧・復興４カ年戦略の中で「平成31年度までに

1,200件の審査完了を目指」すとの目標を示され

ました。

　この目標に向け、認定申請者が多い天草地域な

どでの検診体制を整備し、迅速かつ丁寧にとの方

針の下で認定審査を進めた結果、３期目の最終年

度となる令和元年度末までに1,159件の審査を完

了されました。目標の1,200人には届きませんで

したが、これは、新型コロナウイルスの影響で、

令和元年度末に開催予定だった認定審査会が延期

され、審査予定だった50件が先送りとなったため

とのことであり、実質的に目標を達成され、令和

元年度末の認定申請者数は、419人となりまし

た。

  ４年間で1,200人という目標は、かなり高い目

標だったと考えますが、審査をお待ちいただいて

いる方々に一日でも早く結果を届けたいという知

事の強い思いの下、県及び認定審査会が着実に認

定審査を進めた結果と考えています。

　しかしながら、認定申請者数については、それ

以降、令和２年度末359人、令和３年度末369人

と、新型コロナウイルスの影響があったものと思

いますが、横ばいの状況であります。

　３年前、令和２年２月定例会での私の一般質問

の中で、知事は、認定申請者の中に寝たきり等で

困難な方などが一定数おられる中で、申請者の個

別事情にこれまで以上に配慮しながら審査を進め

ていきたいと答弁されました。

　そこで質問ですが、認定審査の現状はどのよう

になっているのか、現状を踏まえ、認定審査をど

のように進めていくのか、知事にお尋ねします。

　　〔知事蒲島郁夫君登壇〕

○知事(蒲島郁夫君)　まず、認定審査の現状につ

いてお答えします。

　年間の認定申請者数は、令和２年度は46人でし

たが、令和３年度は108人となり、今年度も既に

120人を超えています。最近の傾向として、再申

請が増加しており、本年２月末時点での申請者数

375人のうち、約６割の方が再申請者となってい

ます。

　一方、認定審査の状況は、令和元年度末以降、

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、疫学

調査や検診、認定審査会を一時中止した時期があ

りました。また、県外申請者への県外医療機関で

の検診や寝たきりの方への自宅で行う往診を控え

ていた時期もあり、年間の審査数は、令和２年度

は120人、令和３年度は85人、今年度はこれまで

に120人となっています。

　次に、今後の認定審査についてです。

　現在、県外申請者が約100人おられ、また、寝

たきりで検診場所への移動が困難な方、疫学調査

や検診に応じていただけない方など、審査に時間
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を要する方々が申請者全体の４割程度おられま

す。このため、これらの方々への対応に注力して

まいります。

　具体的には、県外申請者に対しては、県外医療

機関の協力をいただき、検診を着実に推進すると

ともに、移動が困難な方に対しては、往診や送迎

支援を行います。

　また、認定申請をされているものの、疫学調査

や検診に応じていただけない方に対しては、これ

まで、電話や文書、訪問により実施希望日の調整

を行うとともに、検診等に応じていただくようお

願いを続けてきました。

　今後は、訪問回数を増やし、申請者お一人お一

人の事情をより丁寧に把握し、可能な限りその御

意向を踏まえて、疫学調査や検診の実施につなげ

てまいります。

　今後も、新型コロナウイルスへの感染防止を徹

底し、申請者の個別事情に十分配慮しながら、引

き続き、平成25年の最高裁判決を最大限尊重し、

丁寧に認定審査を進めてまいります。

　　〔吉永和世君登壇〕

○吉永和世君　今御答弁いただきました。

　認定申請者の中に、寝たきりで検診場所への移

動が困難な方、また、疫学調査や検診に応じてい

ただけない方など、審査に時間を要する方々が申

請者全体の４割程度おられるということでござい

ました。

　お願いしたいことは、個人個人、諸事情があら

れると思いますので、より丁寧に、その意向を踏

まえて、よりスピード感を持って、これらの方

々、この４割の方々に対して注力いただきますよ

うによろしくお願い申し上げたいというふうに思

います。早期救済が基本でございますので、よろ

しくお願いしたいと思います。

　それでは、次の質問に入ります。

　ＴＳＭＣの進出に伴う人材育成の取組について

お尋ねします。

　御案内のとおり、令和３年11月に、台湾の世界

最大手の半導体企業であるＴＳＭＣの進出が発表

され、令和６年中の稼働を目指し、現在、菊陽町

において、急ピッチで工場の建設が進められてい

ます。

　進出決定以来、県内には半導体関連企業の進出

が相次ぎ、これまで26件の立地が決定いたしまし

た。ＴＳＭＣの立地は、県経済に大きな経済効果

をもたらすことが期待され、地元銀行の試算によ

れば、令和13年までの10年間で約４兆2,900億円

の経済効果が見込まれています。

　熊本県においても、シリコンアイランド九州の

復活の中核を担うべく、知事のリーダーシップの

下、関係機関と連携し、様々な取組を行っておら

れます。

　一方、立地条件その他の要因から、関連企業の

立地は、県北から県央地域に偏在ぎみであり、私

の地元である県南地域においては、その経済効果

を実感しにくいとの声も聞かれるところです。

　ＴＳＭＣの進出は、本県にとって将来の発展に

向けた好機であることは言うまでもありません

が、県土の均衡ある発展のため、この千載一遇の

チャンスを生かし、その効果が県内全域に波及す

ることを期待しています。

　そのような中、私の地元である水俣市に、株式

会社アスカインデックスが進出され、令和４年６

月に、水俣高度技術センター内に半導体実務研修

センターを開設されました。同社は、東京に本社

を置く、もともとは半導体製造装置の売買などを

手がける企業ですが、そのネットワークとノウハ

ウを生かし、全国に先駆けて、半導体人材育成、

研修事業を実施しておられます。半導体関連の人

材育成においては、座学による知識の習得はもと
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より、実際の機器を使用した実習が、製造現場の

即戦力を育成する上で大変重要です。

　一方、半導体関連の装置、機材は、一般に大変

高額であり、個々の教育機関や企業で全て整備す

ることは難しい状況にありますが、アスカインデ

ックスでは、半導体の一連の製造工程を実際の装

置に触れながら学習できるすばらしい環境が整え

られております。

　スクリーンを御覧ください。(資料を示す)

　アスカインデックスの研修施設内部のお写真で

す。これらの半導体製造装置に実際に触れて研修

を受けることができます。

　次の写真は、クリーンスーツを着用した際のお

写真です。半導体は、クリーンルーム内で製造を

行う必要があることから、全身を覆う防護服のよ

うなものを着用します。ささいなほこりでも動作

に影響が出るため、人に付着したごみが飛び散ら

ないようにするためです。このように、同社で

は、より実践的な半導体実務研修を受けることが

できます。

　ＴＳＭＣの進出に伴い、半導体関連人材の不足

が懸念される中、同社の取組は、課題の解決に大

きく貢献し得るものであり、本県における半導体

関連人材育成の拠点となり得る可能性を秘めてい

ると認識しています。

　さらに、水俣市には、工業系学科を有する水俣

高校が立地しています。近年、志願者数の減少が

続く同校にとっても、ＴＳＭＣの進出は大きい追

い風になるものと認識しています。この好機を生

かし、半導体関連の教育を導入していただくこと

は、地元への就職はもとより、高度な学びを習得

する進学への動機づけにもなると考えています。

ぜひ、水俣高校の魅力向上のためにも、スピード

感を持った取組を期待します。

　水俣市においても、髙岡市長のリーダーシップ

の下、ＴＳＭＣの進出という好機を生かし、アス

カインデックスと水俣高校という地域にとっての

資源を活用しながら、本県にとっての半導体関連

人材育成の拠点を目指す御意向をお持ちでありま

す。この水俣市の取組は、新たな地域像を抱くモ

デルケースとなり、ひいては地方創生にもつなが

ると考えています。

　これは、ＴＳＭＣの進出があったからこその話

であり、県南の水俣市においても、その波及効果

をもたらしてくれるものと思います。

　私は、地元選出県議として、この動きを後押し

すべく、県においても、このような水俣市の取組

に対し、半導体関連人材育成の拠点として位置づ

け、強力に支援をしていただきたいと考えていま

すが、知事のお考えについてお尋ねします。

　　〔知事蒲島郁夫君登壇〕

○知事(蒲島郁夫君)　ＴＳＭＣの進出は、本県が

国の経済安全保障の一翼を担い、経済発展を実現

するビッグチャンスであり、その経済効果をいか

に県内全域に波及させていくかが大変重要だと認

識しています。

　そのような中、１月には、議員も御同席の下、

水俣市から、ＴＳＭＣの進出を契機とした半導体

人材の育成などに関する大変貴重な御提案をいた

だきました。

　アスカインデックス社を拠点とした研修の誘致

や県立水俣高校における半導体関連教育の導入な

ど、髙岡市長から、市の特色を生かした選ばれる

水俣の実現を目指すとの強い決意を伺いました。

　半導体人材の育成は、言うまでもなく喫緊の課

題です。

　まず、アスカインデックス社についてです。

　私は、既に水俣市に研修施設としての拠点性を

備えた同社が立地していることを大変心強いと感

じています。
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　議員御紹介のとおり、同社は、クリーンルーム

などの実習設備も備え、県南はもとより、宮崎県

や鹿児島県の教育機関や企業も利用可能な人材育

成の拠点であると認識しています。そのことか

ら、先般、大学や高専など、熊本県半導体人材育

成会議のメンバーで同社を視察し、研修プログラ

ムの在り方や効果的な受講者の確保の方法などに

ついて、建設的な意見交換を行ったところです。

　また、今後、同社が実際の製造装置を使った実

習が可能であるという強みを生かし、人材派遣会

社などと連携を図る際には、その取組を支援した

いと考えています。さらに、来年２月にグランメ

ッセ熊本で予定している博覧会などの機会も活用

し、同社の県内外に向けた情報発信を支援し、産

業界、教育機関とのマッチングにつなげてまいり

ます。

　次に、県教育委員会では、新たに、全ての県立

高校において、半導体関連の人材育成に取り組む

ための予算を今定例会に提案しています。具体的

には、半導体の重要性や魅力などを伝える本県オ

リジナルのテキストを開発し、企業見学や出前講

座を実施するなど、高校生の半導体関連産業に対

する理解促進を図る取組を計画しています。

　議員お尋ねの水俣高校については、これらの取

組に加え、令和５年度から、アスカインデックス

社と連携した授業を開始します。具体的には、同

社の研修設備を活用した研修やエンジニアを派遣

する特別授業を実施することとしています。この

ような半導体関連の取組により、地元への就職希

望者の増加、さらには県内大学等への進学及び県

外に進学した学生が再び地元に戻りたいというき

っかけになるものと考えています。

　水俣市の半導体関連人材育成の拠点化を目指す

取組は、人材不足の解決につながるものであり、

さらには、水俣市にＴＳＭＣ進出の経済効果をも

たらすものと考えています。今月策定予定のくま

もと半導体産業推進ビジョンでも、取組方針の柱

の一つに「安定した半導体人材の確保・育成」を

掲げており、水俣市は、その重要な拠点の一つで

あると認識しています。

　県としては、水俣市の御提案を踏まえ、国や産

業界、教育機関等と幅広く連携し、半導体関連人

材育成の拠点と位置づけ、しっかりと支援してま

いります。

　　〔吉永和世君登壇〕

○吉永和世君　御答弁をいただきました。

　水俣高校が、令和５年度からアスカインデック

ス社と連携し、授業を開始するという答弁だった

と思います。本当にありがとうございます。

　このことは、県立の工業系の高校の先頭を切っ

てスタートするということになります。本当にあ

りがたいと思います。水俣高校の魅力の最大化に

つながると思いますし、また、今後の流れが大き

く期待できるものだというふうに思いますので、

ぜひよろしくお願いしたいと思います。

　また、水俣市の提案を踏まえて、国や産業界、

教育機関等と幅広く連携し、半導体関連人材育成

の拠点と位置づけ、その取組をしっかりと支援し

ていくとの答弁であったと思います。

　私が調べた限りでございますが、全国でも例が

ないことだというふうに思いますので、全国初め

ての取組になるというふうに思います。このこと

は、ＴＳＭＣの進出効果が熊本県南の水俣市にも

及ぶということになるわけでございまして、本当

に知事、ありがとうございます。

　しかし、これからがまさしく本番でございま

す。全国で初めてと先ほど言いましたけれども、

その取組にふさわしい内容にしっかりとつくり上

げていくこと、そしてまた、一日も早くその取組

の効果を実感できるようにしていかなければなら



－ 155 －

令和５年２月定例会　熊本県議会会議録　第 6号（３月 8日）

ないというふうに思いますので、ぜひ、さらなる

連携強化をよろしくお願い申し上げたいというふ

うに思います。

　また、これを機に、ＴＳＭＣの進出効果が県内

全域に広がるように、さらに御尽力賜りますよう

によろしくお願いを申し上げます。

　それでは、次の質問に入ります。

　水俣・芦北地域振興計画についてお尋ねしま

す。

　昭和31年の水俣病公式確認から66年が経過しま

した。県は、水俣病の発生により疲弊した当地域

の再生と振興を図るため、昭和53年の水俣・芦北

地域の振興は「熊本県の具体的提案を待って対

処するとする｡」閣議了解に基づき、昭和54年以

降、７次にわたって水俣・芦北地域振興計画を策

定しています。

　これまで、振興計画に基づき、ハード面では、

水俣湾の埋立てをはじめとした環境復元への取

組、南九州西回り自動車道、九州新幹線新水俣

駅、水俣エコタウンなどの整備が行われました。

　また、ソフト面でも、フィールドミュージアム

事業による交流人口の拡大と観光振興の取組、水

俣・芦北地域雇用創造協議会による雇用創出の取

組など、県と市町が一体となって各種施策に取り

組んできております。

　水俣市においても、今年４月に道の駅みなまた

がリニューアルオープンされ、天候を気にせず

に、安心して子供を遊ばせながら、ショッピング

や喫茶を楽しむことができる観光スポットが生ま

れました。

　また、10月には、ＳＵＰ全日本選手権大会が開

催され、全国トップクラスの選手が見せる力強い

こぎを間近で体験でき、併せて地元イベントやマ

ルシェを同時開催したことで多くの方に来場いた

だき、当該地域の海や食の魅力発信に大いに貢献

しました。

　これらは、まさに振興計画があったからこそ、

これだけの成果を生み出すことができたものと確

信しています。

　水俣病問題の解決に向けては、水俣病の認定審

査の着実な推進や被害に遭われた方々への療養支

援、地域の融和対策の推進などとともに、県にと

っての最重要課題の一つである当地域の再生と振

興を車の両輪として、引き続き図っていく必要が

あると考えています。

　令和５年度は、第七次計画の折り返しの時期と

なり、また、知事の現任期の実質最終年度となり

ます。

　そこで、水俣・芦北地域の再生と振興に向け

て、残された任期にどのように取り組んでいこう

としておられるのか、そして振興計画に対する知

事の思いを改めてお尋ねします。

　　〔知事蒲島郁夫君登壇〕

○知事(蒲島郁夫君)　水俣病の発生は、水俣・芦

北地域に自然環境の汚染や甚大な健康被害、地域

社会経済基盤の脆弱化など、地域の活力を著しく

疲弊させました。

　私は、知事就任以来、被害者の方々の早期救済

はもとより、水俣病の発生により疲弊した水俣・

芦北地域の再生と振興に全力で取り組んでまいり

ました。

　昭和53年の閣議了解に基づく７次にわたる振興

計画の下、国、県、地元市町が連携し、国会議

員、県議会議員の皆様方の御支援もいただきなが

ら、様々な施策を推進してきました。

　これまで約44年間取り組んできた成果は、議員

御説明のとおり、着実に実を結んでいます。

　第七次計画が折り返しを迎える中、各市町の重

点施策を力強く推進することが、計画の基本理念

である「地域の資源を活用し、環境と共生する持
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続可能な地域づくり」の実現につながると考えて

います。

　そこで、私は、計画期間内での地域の課題の解

決に向け、県として強力に後押しするため、今年

度から、新たな支援制度をスタートさせました。

　この制度を活用し、水俣市では、スポーツ大会

の誘致による地域経済の活性化などを図る、活力

生まれる水俣推進事業に取り組まれます。

　また、芦北町では、芦北海岸国民休養地全体の

再整備などによりにぎわいを取り戻す、芦北マリ

ンパーク構想事業に取り組まれます。

　さらに、津奈木町では、美術館や物産館等の町

の主要観光施設が集積するエリア一帯の魅力アッ

プを図る、つなぎ温泉四季彩周辺魅力アップ事業

に取り組まれます。

　私は、水俣・芦北地域の振興計画の歴史的な重

みと県政における重要性をしっかり受け止め、当

地域の再生と振興に全力で取り組んでまいりま

す。

　　〔吉永和世君登壇〕

○吉永和世君　知事から御答弁いただきましたけ

れども、今年度から、各市町の重点施策に対して

新たな支援制度をスタートしたということでござ

いました。これまで地元で本当に財政的問題で先

送り先送りしてきたその問題が、今回の支援制度

で大きく前進できるということになります。これ

はもう水俣・津奈木・芦北地域でございますが、

本当にありがとうございます。

　今後も引き続き力を入れていくということでご

ざいましたけれども、この支援制度ができるの

も、やはりこの水俣・芦北地域振興計画があるか

らこそでございますから、この振興計画がしっか

りと今後も継続できるように、ぜひ御理解いただ

きたいなというふうに思うところでございます。

　振興計画といいますと、今回御退任をされます

小牧知事公室長、芦北地域振興局長のときに、振

興計画の推進に対しまして、また、その後もそう

でございますが、大変御尽力をいただきました。

この場を借りまして厚く御礼を申し上げたいとい

うふうに思います。ありがとうございました。ま

た、今後もぜひ、違う場でございましょうが、頑

張っていただきたいというふうに思います。

　それでは、次の質問に入らせていただきます。

　旅するくまモンパスポートによる地域経済の活

性化についてお尋ねします。

　2020年初頭に日本で初めて新型コロナへの罹患

が確認されて以降、３年が経過しました。この

間、医療従事者の方には大変御負担をおかけした

ことと思います。

　小中学校の休校措置や飲食店等の長期にわたる

営業自粛、実家に帰省することさえままならない

移動自粛などにより、県民も御苦労があったと思

います。

　熊本県の営業部長くまモンも、随分と活動を自

粛していました。くまモンファンはじめ、子供た

ちは、寂しい思いをしてきたのではないでしょう

か。

　この３年間で人々の生活様式は変化し、世の中

を見渡すと、各所で非接触の仕様が進められてい

ました。宿泊事業者や飲食店等も対策をされ、熊

本県感染防止対策認証店の登録店舗数は、7,600

店を超えています。

　人々の旅行マインドも大きく変化しました。観

光行政を進める県には、その変化に敏感に反応

し、柔軟に対応して、新たな旅のスタイルの提供

が求められています。

  一方で、私が住んでいる水俣市のお隣の鹿児島

県では、コロナで疲弊する県民のために、令和２

年10月から令和５年１月までの約２年半で、使っ

てお得なぐりぶークーポンを運営され、飲食店の
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利用に応じて割引クーポンを発行されました。鹿

児島県民の利用者登録は100万人、登録店舗数は

約2,000軒に達していたと聞いています。既に、

キャンペーンは好評のうちに終了しており、利用

された県民も、クーポンを使用される事業者も、

大いに喜ばれたことが容易に想像できます。本県

でも、くまモンに県民を元気づけてほしいと思い

ます。

　そのような中、本定例会で提案のあった令和４

年度２月補正予算において、コロナ臨時交付金を

財源としたクーポン配布に係る予算が議決されま

した。県民へのクーポン配布には、旅するくまモ

ンパスポートを利用されると聞いています。

　スクリーンを御覧ください。(資料を示す)

　旅するくまモンパスポートは、もともとは、観

光業界を盛り上げるために、新たな旅のスタイル

を提供する仕掛けとして始められたもので、写真

のように、くまモンがＰＲすることで、さらなる

認知度向上が期待されます。

　そこで質問です。

　旅するくまモンパスポートは、今後どのような

仕組みになるのか、あわせて、コロナ禍で頑張っ

た県民に、くまモンからの贈り物として、インパ

クトのあるさらなる還元ができないか、知事にお

尋ねします。

　　〔知事蒲島郁夫君登壇〕

○知事(蒲島郁夫君)　令和４年８月、新たな旅の

スタイルに対応する周遊促進策の一つとして、旅

するくまモンパスポートを始めました。

　これは、新型コロナの影響で落ち込んだ観光業

の回復を図るため、旅行者がスマートフォンを持

ってお得に県内各地を巡り、熊本の魅力を再発見

できる非接触型のデジタルクーポンです。事業者

がクーポンや特典等を配布し、旅行者はそれらを

楽しみに周遊されます。事業開始後半年で、登録

者は４万人に達し、観光施設や飲食店など、参加

事業者は300者を超えました。くまモンがデザイ

ンされたパスポートが評判を呼び、登録者の７割

を占める県外の方々が、くまモンパスポートを携

えて本県を来訪されています。

　今後、旅するくまモンパスポートをさらに普及

し、県民の皆様に熊本の魅力を再発見していただ

けるよう、くまモンからの贈り物と題して、県民

向け割引クーポンを配布することとしました。そ

の関連予算を２月28日の本会議において議決いた

だきました。県民の皆様にも事業者の皆様にも使

い勝手がよく、利用価値の高い仕組みにバージョ

ンアップしたいと考えています。

　利用者も事業者もお得になるよう、使用頻度に

応じて利用者への還元率を上げ、還元分は参加事

業者の店舗等で使う仕組みです。開始後半年で参

加事業者は1,000者、県民の登録者数は10万人を

目指しています。

　あわせて、夏休みなどの時期を捉え、子供向け

のキャンペーンなども幅広く展開してまいりま

す。

　まずは、１億円の予算でスタートします。県民

の皆様の関心の高まりや事業の執行状況を踏まえ

ながら、さらなる事業の拡大を目指してまいりま

す。

　　〔吉永和世君登壇〕

○吉永和世君　新型コロナによりまして、県民、

何かしら影響を受けているわけでございますの

で、ぜひ、子供たちからお年寄りまで、幅広くく

まモンに元気を与えていただきたいなというふう

に思います。

　今答弁で、開始後半年間の目標が示されまし

た。それはちょっと半年間というよりもっと早く

展開していただければありがたいなというふうに

思いますので、よろしくお願いしたいというふう
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に思います。

　また、コロナは、３年間、県民に苦と不安を与

え続けたということでございますから、できれば

複数年、ぜひやっていただければなというふうに

思います。

　ぜひ知事にお願いでございますが、くまモンを

説得できるのは知事しかございませんので、ぜひ

知事にくまモンを説得していただきたいというふ

うに思いますし、駄々をこねるときは、知事か

ら、やれという命を発していただきますように、

よろしくお願い申し上げたいというふうに思いま

す。

　また、このくまモンパスポートでございます

が、実は、前川会長も登録されているということ

でございまして、もちろん私も登録しています

が、先生方も、これを機にぜひ登録をいただけれ

ばというふうに思いますので、よろしくお願い申

し上げたいというふうに思います。

　それでは、次の質問に入らせていただきます。

　県の市町村デジタル化への取組支援についてお

尋ねします。

　デジタル田園都市国家構想など、国が目指すデ

ジタル社会の実現のためには、住民に最も身近な

行政である市町村のデジタル化が極めて重要であ

ります。

　しかしながら、昨今のＤＸやデジタル化は、言

葉ばかりが先行している印象があり、具体的な内

容がよく分からないものが多くあります。

　ＤＸやデジタル化が最終的に目指すものは、住

民の利便性向上であり、特に市町村では、住民が

実感できる形で取組を進めていくことが重要であ

ります。

　例えば、北海道北見市は、窓口の手続を１か所

に集約した、書かないワンストップ窓口を導入し

ています。この窓口では、住民が書類に手書きす

るのではなく、職員が申請内容を聞き取り、専用

のパソコンに入力することで書類が作成され、住

民は最後に署名するだけで手続ができるようにな

っています。これにより、住民の手書き記入や窓

口移動の手間がなくなり、また、市の業務時間も

大幅に削減され、住民と職員双方に好評であると

聞いております。

　また、長野県伊那市では、全国に先駆けて、自

治体運営でドローンによる日用品配送サービスを

開始しています。10キロ以上の長距離配送を行っ

ており、高齢者の多い中山間地域における買物困

難者の支援に成果を上げています。

　市町村は、それぞれの地域課題に対して、デジ

タルを使って創意工夫しながら、住民の利便性を

向上させていかなければなりませんが、一方で、

小規模な町村の中には、専門知識もないまま、た

った１人の職員が対応しているなど、体制が十分

でない市町村が多いのが実態であります。

　そのため、国は、外部からデジタル人材を登用

することを推奨していますが、現在、全国的にデ

ジタル人材の需要は逼迫しており、市町村が単独

で適当な人材を見つけることは非常に困難であり

ます。

　そもそも、市町村の立場からすると、どう募集

すればよいのか分からないし、何を相談してよい

ものかも分からないというのが正直なところであ

ります。

　また、外部人材を活用しながら、最終的には職

員の育成が重要になってきますが、適切な研修を

探すノウハウがない、あるいは日々の業務に追わ

れてデジタルの基本知識を習得する機会が持てな

いなど、育成が進んでいないことも課題でありま

す。

　市町村の取組の差は、住民の利便性、地域の在

り方の差にもつながりかねず、県全体のＤＸを推
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進する県のリーダーシップが求められると考えま

す。

　そこで質問です。

　市町村のデジタル化やＤＸを着実に推進してい

くため、県は市町村に対しどのように支援してい

くのか、デジタル戦略担当理事にお尋ねします。

　　〔理事小金丸健君登壇〕

○理事(小金丸健君)　県では、人口減少に伴う地

域課題の解決や将来の地域活性化のため、デジタ

ル技術を用い、人々の生活をあらゆる面でよりよ

い方向に変化させるデジタルトランスフォーメー

ション、いわゆるＤＸを推進しています。

  ＤＸの推進においては、住民に身近な市町村の

役割は大変重要であると認識しています。

　一方で、小規模な町村を中心に、組織体制や専

門性の面に課題があると認識しており、住民サー

ビスの向上や行政の効率化を図るため、市町村を

積極的に支援していく必要があると考えていま

す。

　このため、県では、令和５年度から、専門人材

の確保、市町村職員の育成、さらには情報システ

ムの共同運用による支援を強化するため、関係予

算を今定例会に提案しています。

　まず、専門人材の確保については、今年度から

実施している民間デジタル専門人材の派遣の取組

を拡大します。

　現在は、行政手続のオンライン化等を念頭に、

技術的支援を中心に、14市町村へ専門人材を派遣

していますが、市町村からは、デジタルの知識に

関することだけではなく、組織体制づくりや事業

化への合意形成の方法等、実務面での助言を求め

る声も多くありました。

　そこで、令和５年度は、この取組を拡充し、全

ての市町村へ専門人材の派遣を行います。その

際、専門人材が実務面の課題にも助言できるよ

う、市町村の情報を常時共有する体制を確保する

など、対応能力の向上に努めてまいります。

　次に、職員の育成については、新たに市町村職

員向けのＤＸ研修を創設します。市町村のデジタ

ル部門の係長などを対象に、デジタル化に必要な

基礎知識の学習のほか、様々なデータを活用した

政策立案やデジタルツールの体験など、幅広い内

容を予定しています。この研修を通じ、市町村に

おける牽引役となる人材を育成します。

　また、県と市町村で行っている各種情報システ

ムの共同運用を拡大させます。これにより、技術

検討等に要する市町村のコストを軽減させます。

　社会全体のデジタル化については、住民の皆様

に恩恵を実感いただきながら進めていくことが重

要であり、引き続き、県として市町村支援にしっ

かりと取り組んでまいります。

　　〔吉永和世君登壇〕

○吉永和世君　ＤＸ、デジタル化、大きな目的と

いいますと、やはり先ほどありました地域住民の

利便性の向上並びに県あるいは市町村職員の負担

軽減というのがあると思いますし、その先には、

コスト削減につながっていくという、そういった

効果があるというふうに思いますが、しかし、県

のリーダーシップが大変重要だというふうに思い

ますので、ぜひ全市町村に対しまして迅速かつ丁

寧に支援を続けていただきたいなというふうに思

いますので、よろしくお願いしたいというふうに

思います。

　次の質問に入ります。

　食料安全保障を支える農業の持続的発展に向け

てについてお尋ねします。

　食料は、国民の命と健康を支え、人が生きてい

く上で基本となるものであります。このため、多

くの先進国では、食料増産と輸出促進を国家戦略

に位置づけ、国内で食料を生産、供給する体制を
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確保しています。

　こうした中、我が国においては、カロリーベー

スの食料自給率は38％と先進国の中で最低水準に

あり、いまだ食料の多くを海外からの輸入に頼っ

ています。

　一方、世界の食料事情は、人口増大、気象災害

の激甚化、家畜伝染病の蔓延、ロシアによるウク

ライナ侵略の長期化などにより、食料確保に対す

る不確実性が高まっています。

　さらに、我が国においては、かつてのような強

い国際競争力を失い、食料の輸入面での不安も抱

えており、食料安全保障の重要性を再認識させる

時代となっています。今後は、この危機を教訓と

し、食料の国産化を強力に進めていくことが必要

と考えます。

　このような情勢にあって、国産食料の供給を担

う我が国の農業においては、昨年来の物価高騰の

影響が大きく、肥料や燃油、家畜飼料などの多く

の生産資材が値上がりしたことにより生産コスト

が増大し、農業経営の継続が厳しい状況となって

います。

　この生産コスト上昇分を農産物の販売価格に転

嫁できれば農業所得が確保され、次の生産につな

がるのですが、市場流通を基本とした我が国の農

産物流通体系の中では、コスト上昇分を販売価格

へ転嫁することが難しいと聞いています。

　農林水産省の農業物価指数では、2020年と昨年

12月の比較で、生産資材の21.6％の上昇率に対し

て農産物の上昇率は2.3％と、まさしく農産物の

価格転嫁の難しさが表れています。

　県議会におきましても、こうした状況を踏ま

え、本年度、３度にわたり国に対して意見書を提

出し、我が国の農業が今後とも持続的に発展し、

食料安全保障の強化が図られるよう、燃油、肥

料、飼料等の生産資材の価格高騰対策の拡充など

に加えて、適正な農産物の価格形成の仕組みの構

築を強く訴えているところであります。

　農産物の価格形成の仕組みの参考となる事例が

フランスにあります。フランスでは、大手スーパ

ーマーケットが食品小売の90％以上のシェアを占

める寡占市場となっており、付加価値が農業者に

適正に還元されていないという認識を受け、流通

業者間の価格競争を規制すべきとの議論が高まっ

たことを背景に、生産コストに基づく適正な価格

形成を促すことを盛り込んだエガリム法が公布さ

れています。

　このような中、我が国においても、食料・農

業・農村政策審議会に新たに設置された基本法検

証部会により、食料の安定供給の確保、農業の持

続的発展などをテーマに、食料・農業・農村基本

法の検証が進められており、その中で、エガリム

法の調査を含めた適正な価格形成の在り方につい

ての検討が始まっています。

　そこで質問です。

　まず、農産物流通や価格形成の現状はどうなっ

ているのか、次に、農業経営におけるコスト上昇

が続き、その価格転嫁が難しい中で、農業者が経

営を存続でき、本県農業が持続的に発展していく

ために、現在県ではどう取り組んでいるのか、さ

らに農産物の適正な価格形成についてどう考えて

おられるのか、農林水産部長にお尋ねします。

　　〔農林水産部長竹内信義君登壇〕

○農林水産部長(竹内信義君)　我が国の農産物の

多くは、卸売市場を介する流通が主流であり、こ

の構造は、大量、多種な農産物の集荷と迅速な分

配、公正で透明性の高い価格形成と確実な決済、

大量流通による流通コスト削減など、多数の産地

と多数の実需者を結ぶための効率的な流通に大き

く貢献しております。また、出荷された全量を引

き受ける体制は、産地にとって大きなメリットと
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なっております。

　一方で、卸売市場を介しますと、価格は、主に

需要と供給のバランスにより決まるため、必ずし

も生産コストの上昇分を販売価格へ転嫁する仕組

みとはなりません。

　このような現状を踏まえ、農産物ごとの生産面

での特性や国民生活へ与える影響などを考慮の

上、生産コスト上昇や価格下落の際の農業者への

影響を緩和するために、国は、様々な制度等を設

けており、県としても、独自の施策を展開してお

ります。

　具体的には、生産コストの上昇に対しまして

は、価格高騰分を直接補塡する制度として、燃

油、肥料の価格高騰対策、配合飼料の価格安定制

度が、また、低コスト化を進めるための施策とし

ては、省エネ資機材の導入や自給飼料増産を支援

する補助事業などがあります。さらに、価格下落

に対しましては、災害時の収入減少にも対応でき

る収入保険、市場価格が下落した場合に補塡する

野菜価格安定制度、販売価格が生産コストを下回

った場合に補塡する牛や豚の経営安定交付金など

が用意されております。

　県といたしましては、これらの制度をフル活用

して、農業者の所得を確保することにより、農業

者が意欲を持って再生産に取り組めるよう支援し

ております。

　なお、現行の補塡制度の多くは、生産コストの

高騰や販売価格の低迷が慢性的に続いた場合には

補塡されにくい仕組みであるため、今後の動きを

見極めながら、必要となる制度改正を国に働きか

けてまいります。

　議員御紹介のフランスのエガリム法につきまし

ては、生産者と流通、加工、小売業者との間で、

生産コストを考慮した価格や取引量などの契約を

交わすものです。

　我が国にエガリム法をそのまま導入した場合、

生産者にとって生産コストが反映された価格とな

る反面、在庫を抱えるリスクの高まり、取引量や

規格などの取引条件の厳格化、これまで進めてき

た価格、生産量、コスト、いわゆるＰＱＣの最適

化への取組意欲の低下が懸念されます。

　また、農業者は価格転嫁したいと思う一方で、

国民の生命に関わる食料品価格に影響することで

もあり、農業分野にとどまらない幅広い議論が必

要です。

　さらに、農業は、食料の供給だけではなく、国

土の保全、水源の涵養、自然環境の保全など、国

民の安全を守り、豊かな生活を支える多面的機能

を有しております。その恩恵は、国民全体に及ぶ

ものであり、まずは、農業、食料に対する国民の

理解醸成が重要です。

　適正な農産物価格を確保するというエガリム法

の理念は、農業者の経営存続のために重要だと考

えております。このため、その理念が我が国の今

後の施策や制度の構築に反映されるよう、国にお

ける議論や動向を注視しつつ、機会を捉えて国に

提案してまいります。

　あわせて、幅広い観点から、農業者の経営安定

と本県農業の持続的な発展に向け、国や市町村、

関係団体と連携して取り組んでまいります。

　　〔吉永和世君登壇〕

○吉永和世君　御答弁いただきました。

　適正な価格形成に関しましては、現状において

非常にまだ難しい問題だというふうに思います

が、しかし、今後を考えますと、やはり生産者の

方々から求められている大きな課題であるという

ことは認識しなくてはならないというふうに思い

ますので、農業者の方々が持続的に安定した運営

ができる体制をしっかりと構築していくことが大

変重要になってきていると思いますので、しっか
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りと我々も頑張っていきたいと思いますし、ぜひ

そういう点を御理解いただきたいというふうに思

いますので、よろしくお願いしたいと思います。

　また、今現在国において議論が行われておりま

す動向をぜひ注視していただきまして、農業県熊

本として、より具体的提案を国に示していただき

たいというふうに思いますので、よろしくお願い

申し上げたいというふうに思います。

　それでは、最後の質問に入ります。

　有明海及び八代海における水産業の振興につい

てお尋ねします。

　本県の水産業は、水産資源の減少や漁場環境の

悪化に加えて、魚価の低迷や燃油、資材の高騰な

ど、漁業経営を取り巻く環境は厳しい状況です。

　また、漁業生産量は、年々減少し、令和２年の

漁業生産量は６万6,000トンと、平成に入りピー

クであった平成２年の３分の１近くまで減ってい

ます。

　海域別に見てみますと、有明海では、アサリ採

貝業とノリ養殖業が盛んですが、アサリ採貝業で

は、資源が低迷しており、昨年の産地偽装問題に

より、他の水産物も風評被害が発生するなど、大

きな問題となりました。また、ノリ養殖業では、

温暖化による漁期の短縮と赤潮による色落ち被害

が重なり、生産枚数が以前と比べ大きく減ってい

ます。加えて、今漁期は、年明けの強烈な暴風雪

により、漁場の養殖施設やノリ網が生産不能とな

るなど、過去に例のない災害にも見舞われていま

す。

　一方、八代海では、全体的に資源が減少してお

り、魚類養殖業でも、数年に１度、大規模な赤潮

被害が発生し、昨年８月は、県政史上２番目とな

る19億円を超える被害が発生しました。

　私の地元水俣では、様々な網漁業が営まれてお

り、漁業者、漁協及び市が連携し、地域特産のマ

ダイやヒラメなどを放流し、その資源管理に取り

組まれています。

　そもそも、有明海や八代海は、内湾性が強く、

閉鎖的で、資源を回復するためには、栽培漁業や

資源管理、漁場環境の改善に加え、漁獲規制も必

要だと常々感じているところであります。

　このような中ではありますが、現在、有明海や

八代海の干潟では、これまでの漁業者の方々や

県、関係市町の熱心な取組により、アサリが立

ち、今年の春から久々に採貝が行われる浜もある

と聞き、明るい話題として喜んでいるところであ

ります。

　また、昨年12月、県では、昨年の赤潮被害をき

っかけに、八代海沿岸の市町や漁業団体と本県養

殖業を取り巻く課題と将来像を共に描き、その実

現に向けて取り組むため、環不知火海持続的養殖

推進協議会が立ち上げられました。

　私自身も、この協議会が中心となり、本県養殖

業の牽引役を担ってもらえると期待しており、今

後、水産業を成長産業として進めるためには、県

が地元市町や漁協、漁業者と連携し、将来を見据

えた取組を展開すべきと考えています。

　そこで質問です。

　厳しい状況が続く有明海、八代海の水産業の振

興について、今後県ではどのように進めていかれ

るのか、農林水産部長にお尋ねします。

　　〔農林水産部長竹内信義君登壇〕

○農林水産部長(竹内信義君)　まず、有明海にお

ける水産業の振興についてお答えいたします。

　平成15年に6,571トンの漁獲があった有明海の

アサリは、令和２年には漁獲量がゼロとなり、令

和４年には、産地偽装問題に直面することとなり

ました。

　県議会の御理解の下、トレーサビリティーシス

テムを活用した熊本モデルの構築と熊本県産あさ
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りを守り育てる条例に基づく取組を進め、県全体

でのアサリの出荷単価は、前年の1.3倍に、推定

出荷額は、3.4倍となりました。

　漁獲量を増加し、この好循環を持続させるた

め、県では、今年度から、漁場ごとのカルテを作

成し、覆砂などの漁場整備事業を行うほか、漁業

者が取り組む資源回復計画の策定とこの計画に基

づく資源回復の取組を支援しております。県内の

漁場では去年を大きく上回る稚貝が確認されてお

り、確実に漁獲につなげられるよう、関係市町、

漁協と連携し、しっかりと取り組んでまいりま

す。

　一方、本県海面養殖業生産量の半分以上を占め

るノリ養殖業につきましては、温暖化により漁期

が短くなる中で、燃油や資材の高騰に伴う生産経

費が増加しており、省力化やコスト縮減に向けた

取組が重要となっております。

　そこで、県では、高水温などに対応した養殖管

理の指導を行うとともに、省エネ機器の導入支援

や乾燥加工の協業化を推進し、経営体質の強化を

図ってきました。

　その結果、令和３年度の一経営体当たりの生産

額は、10年前の1.7倍の4,100万円に向上しており

ます。

　１月下旬には、これまでに例のない暴風被害を

受けましたが、今期の乾ノリの累計落札金額は、

既に昨シーズンを上回る122億円超となり、９年

連続で100億円以上を達成しております。

　次に、八代海における水産業の振興についてお

答えいたします。

　八代海は、有明海に比べ、漁船漁業が盛んに営

まれていますが、令和２年の漁獲量は、30年前の

約４割の5,330トンまで減少しております。

  そのため、県では、種苗生産が可能で要望の多

いマダイ、ヒラメなど５魚種について、熊本県栽

培漁業地域展開協議会が行う放流を支援するほ

か、八代海沿海８市町、18漁協による八代海特産

のクマエビなど、エビ類３種の共同放流を支援し

ております。

　このうち、マダイ、ヒラメにつきましては、県

の調査により、放流効果が確認され、また、これ

らの放流魚が次世代の資源につながっていること

が、国の調査において明らかとなっております。

　あわせて、資源管理として、漁業者が自主的に

取り組む休漁や漁獲サイズの制限に加え、漁獲デ

ータを基に各海域の資源状況に応じた漁獲目標を

漁業者とともに定め、実践する取組を支援してま

いります。

　また、マダイやシマアジの養殖生産額で全国第

２位を誇る魚類養殖業の振興につきましては、赤

潮対策など安定生産に向けて、関係市町や漁協、

養殖業者が連携した取組を進めていくことが重要

です。

　そこで、今月２日には、議員御紹介の環不知火

海持続的養殖推進協議会の幹事会を開催し、養殖

業を取り巻く課題を整理いたしました。その上

で、次の赤潮被害の発生に備え、漁業者や関係市

町と連携した赤潮の早期発見に向けた監視体制の

整備やへい死魚処理などについて議論を開始した

ところです。

　今後は、マガキやヒトエグサなどの養殖業につ

きましても、協議会で議論を重ね、将来像を描き

ながら、安定生産が実現できるよう取り組んでま

いります。

　引き続き、漁業団体や関係市町と連携し、有明

海や八代海において漁業者の皆様が安心して漁業

を営んでいけるよう、力を入れて取り組んでまい

ります。

　　〔吉永和世君登壇〕

○吉永和世君　竹内部長に、県庁生活最後の答弁



－ 164 －

令和５年２月定例会　熊本県議会会議録　第 6号（３月 8日）

をいただきました。

　平素からの水産資源の回復及び漁場環境の改善

に大変御尽力をいただいておりまして、心から感

謝申し上げたいというふうに思います。

　また、今後とも、両海域の水産業が食料安全保

障の一翼を担えるような成長産業となるように、

引き続き御尽力をいただきたいというふうに思い

ます。

　部長、本当、この１年間、アサリの産地偽装問

題で始まりまして、赤潮、そしてまた、ノリの暴

風雪もございますし、色落ち問題もございまし

た。本当に難題だらけでございまして、大変、我

々、議連もそうでございますが、先生方も大変厳

しい言葉を発せられたこともございましたが、し

かし冷静にしっかりと対応いただきまして、しっ

かりと解決に向けて御尽力をいただいたというこ

とでございまして、本当に感謝を申し上げたいと

思います。見えないのが残念でございますが、本

当に感謝申し上げたいというふうに思います。

　今後は、その部長の思いをしっかりと優秀な職

員の方々が引き継いで、さらに水産振興、努力を

図っていっていただきたいと思いますので、どう

ぞよろしくお願い申し上げます。

　これで私の質問は全部終えることができまし

た。

　今回の質問を終えて、またここに戻って、しっ

かりと頑張っていきたいという気持ちになりまし

たので、先生方、いざ挑戦でございます。ぜひこ

の場に戻って、共に頑張ってまいりましょう。

　ありがとうございました。(拍手)

○議長(溝口幸治君)　以上で通告されました一般

質問は全部終了いたしました。

　これをもって一般質問を終結いたします。

　　　　 ――――――――――――

　日程第２　議案等に対する質疑(第33号から第

　　72号まで)

○議長(溝口幸治君)　次に、日程第２、目下議題

となっております議案第33号から第72号まで等に

対する質疑を行います。

　質疑の通告があっておりますので、発言を許し

ます。

　なお、発言時間は10分以内の質疑応答でありま

すので、さよう御承知願います。

　山本伸裕君。

　　〔山本伸裕君登壇〕

○山本伸裕君　日本共産党の山本伸裕です。

  知事が議案説明で言われました地下水の保全に

ついてお尋ねします。

　私は、昨年12月県議会の一般質問において、地

下水の枯渇及び汚染の懸念について質問しまし

た。環境生活部長は、取水量に見合う涵養対策を

はじめ、様々な対策で地下水への影響が生じない

よう取り組むと答弁されました。

　しかし、地下水涵養域における一連の開発によ

って、一体どれだけの涵養量が失われることにな

るのかを明らかにしなければ、地下水保全策とい

っても、それが涵養量の減少に見合った十分な対

策と言えるのかどうか、判断できないのではない

でしょうか。

　ＴＳＭＣ進出に伴う関連企業も含めた企業立

地、誘致計画、工業団地造成の計画、道路の延

伸、拡幅、くまもと空港アクセス鉄道、大空港構

想など、一連の開発によって、今後どれだけの涵

養域が失われ、涵養量が減少するのかについて明

らかにし、そして涵養地域においては、無制限な

企業立地や開発を見直し、一定の規制を行うこと

がどうしても今後必要になってくると思います

が、いかがでしょうか。

　地下水をどう守っていくのか、知事の見解を伺

います。
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　次に、地下水汚染の懸念についてお尋ねしま

す。

　半導体の製造において、ＰＦＡＳと総称される

有機フッ素化合物が使用されております。ＰＦＡ

Ｓは、自然界や体内で分解されにくく、一度生成

されると、それはなくなることなく蓄積され、極

端な温度や腐食にも長期間耐えることから、永遠

の化学物質と言われています。

　さらに、ＰＦＡＳは、たとえ僅かな量であって

も、がんや低体重出産、ホルモン機能障害、免疫

システムの低下などの重大な健康被害を引き起こ

すことが指摘されており、欧米諸国では、ＰＦＡ

Ｓの使用を規制する動きを加速させています。

　そこで、第２の質問ですが、熊本県は、これま

でも、経済対策として半導体関連企業の誘致を戦

略的に推進してきたことを考えると、既存の半導

体企業についても、これまでＰＦＡＳがどれぐら

いの期間、どれだけの量が使用されてきたのか、

その処理はどのように行われてきたのかについて

明らかにさせるとともに、周辺地域の土壌、地下

水、大気の調査を実施すべきではないかと考えま

すが、いかがでしょうか。お答えください。

　第３に、工場からの排水問題であります。

　環境生活部長は、12月議会で、私の質問に対

し、規制基準を遵守した下水道への排出というこ

とを言われました。しかし、そもそもＰＦＡＳに

ついては、排水の規制基準自体が定められていな

いのではありませんか。つまり、極論すれば、ど

れだけＰＦＡＳを含んだ排水を流しても、現行ル

ールではそれを規制することはできないのではな

いでしょうか。直ちに県独自にでもＰＦＡＳの排

水を規制するルールをつくるべきではないでしょ

うか。そして、関連産業も含め、ＰＦＡＳの使

用、排水の規制を定めた協定を取り交わすべきで

はないでしょうか。

　以上３点、知事にお尋ねします。

　　〔知事蒲島郁夫君登壇〕

○知事(蒲島郁夫君)　地下水は、熊本都市圏100

万人の生活と産業を支える、未来に守り継がなけ

ればならないかけがえのない熊本の宝です。

　この地下水について、正確な需給状況の把握は

難しいですが、県では、観測井戸を県内各地に設

け、水位を継続的に観測しております。平成16年

に、白川中流域等で人工的な地下水涵養を開始

し、その後、県の観測井戸の水位の多くは、回復

傾向にあります。

　また、先日、県の環境審議会の会長で地下水の

第一人者である熊本大学の嶋田名誉教授から、熊

本地域の地下水量は琵琶湖の1.6倍程度に上る、

莫大な量だが、現状のバランスを確保し、持続的

に使う仕組みづくりが必要との研究成果が示され

ました。

　私は、この熊本独自の地質によって育まれた地

下水を活用した経済発展と地下水保全の両立を目

指し、取組を進めてまいります。

　まず、ＪＡＳＭにおいては、持続的な取組とし

て、リサイクルによる取水量の抑制と取水量を超

える涵養を行うと自ら発表されています。

　県では、この取水量を超える地下水涵養が着実

に実現されるよう、白川中流域の関係市町や団体

と連携し、しっかりと取り組んでまいります。

　今後、当該地域を中心に、半導体関連の企業集

積が期待されます。そのため、ＪＡＳＭ周辺の地

下水位を観測する井戸を新たに設置するととも

に、熊本地域の地質、取水量や涵養量を基に大学

等と連携したシミュレーションを行い、涵養効果

や課題等を確認します。

　さらに、農地以外における地下水涵養の取組と

して、工業用地や宅地等への雨庭、また、雨水浸

透ますの設置を促進いたします。また、地下水の
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使用量を抑制するため、竜門ダムを水源とする有

明工業用水の未利用水の活用についても検討を開

始したところです。

　私は、熊本の地下水を守るため、これらの取組

を一つ一つ実現し、持続的に地下水を活用できる

体制を構築してまいります。

　次に、地下水の汚染及び排水についてお答えし

ます。

　有機フッ素化合物であるＰＦＡＳは、半導体製

造過程以外でも、泡消火剤、はっ水剤など幅広く

使用されてきました。ただ、安定性が高く、分解

されにくいため、生物への蓄積性が指摘されてい

ます。

　ＰＦＡＳには多くの種類があります。このう

ち、健康への影響が懸念されているのが、ＰＦＯ

ＳとそれからＰＦＯＡについてです。この２つに

ついては、国際条約で輸入や製造が禁止されてお

り、ＪＡＳＭにおいても使用されないことを確認

しています。

　なお、県内において、ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡが

過去に使用されたことも考えられることから、毎

年度行う有害物質調査の１項目として加え、県内

の状況を継続的に把握する方向で検討していま

す。

　一方で、その他のＰＦＡＳについては、国際条

約の締結国会議において、その取扱いが議論され

ている状況です。

　県としては、今後、条約等による国際的な規制

の動きや国から発信される情報及び全国的な検出

状況などを踏まえて、適切に対応してまいりま

す。

　また、関係する市町と連携協力しながら、法律

や条例に基づき適切に監視していくことで、熊本

の宝である地下水や豊かな自然を全力で守ってま

いります。

○議長(溝口幸治君)　山本伸裕君。――残り時間

が少なくなりましたので、発言を簡潔に願いま

す。

　　〔山本伸裕君登壇〕

○山本伸裕君　３点お尋ねしましたが、それに対

する十分な御回答は、残念ながら得られませんで

した。

　まず１点目、開発によってどれだけ地下水涵養

域が失われ、涵養量が減少することになるのか、

こうした検証もなしに涵養地域が失われていくこ

とは、将来に禍根を残すことになりかねないこと

を私は訴えたいと思います。

　２点目、ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡが使用されてい

ないことは、私も承知しております。しかし、Ｐ

ＦＡＳは、国際機関が特定しているだけでも

4,700種類以上が存在しているわけであります。

半導体の製造工程においては、登録商標フロリナ

ートというＰＦＡＳの一種であるフッ素系不活性

液体が使用されていることは、周知の事実であり

ます。既存の半導体企業で一体どれだけのＰＦＡ

Ｓが使われ、どのような排水処理がなされてきた

のか、御回答がなかったのは残念であります。

　３点目の排水規制については、ＰＦＡＳの取扱

いについて、国際的な動き、国の情報を踏まえて

対応するとのことでありますが、環境生活部長の

12月答弁では、国の法律よりも厳しい規制基準で

環境汚染の防止を図り、熊本の宝である地下水を

守るとお答えになったことと比べても、かなりト

ーンダウンされているのではないでしょうか。

　水俣病という公害被害を引き起こした熊本県だ

からこそ、国に先駆けて、環境汚染対策に強い姿

勢で臨むべきではないかと思います。

　地下水汚染の危険性については、過去の文献で

も警鐘が鳴らされております。過去の歴史に学ん

で、しっかりと地下水対策、万が一にも枯渇や汚
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染につながらないような対策を取るべきであると

いうことを強く訴えて、質疑を終わりたいと思い

ます。

○議長(溝口幸治君)　これをもって質疑を終結い

たします。

　　　　 ――――――――――――

　日程第３　知事提出議案の委員会付託(第33号

　　から第72号まで)

○議長(溝口幸治君)　次に、日程第３、目下議題

となっております議案第33号から第72号までにつ

きましては、さきに配付の令和５年２月熊本県議

会定例会議案各委員会別一覧表(令和５年度当初

関係)のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付

託して審査することといたします。

　　〔各委員会別一覧表は付録に掲載〕

　　　　 ――――――――――――

　日程第４　請願の委員会付託

○議長(溝口幸治君)　次に、日程第４、今期定例

会において受理いたしました請願は、議席に配付

の請願文書表のとおりであります。

　これをそれぞれ所管の常任委員会に付託して審

査することといたします。

　　〔請願文書表は付録に掲載〕

　　　　 ――――――――――――

　日程第５　休会の件

○議長(溝口幸治君)　次に、日程第５、休会の件

を議題といたします。

　お諮りいたします。

　明９日は、議案調査のため、10日は、各特別委

員会開会のため、13日から15日までは、各常任委

員会開会のため、16日は、議事整理のため、それ

ぞれ休会いたしたいと思います。これに御異議あ

りませんか。

　　〔｢異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(溝口幸治君)　御異議なしと認めます。よ

って、明９日、10日及び13日から16日までは、休

会することに決定いたしました。

　なお、11日及び12日は、県の休日のため、休会

であります。

　　　　 ――――――――――――

○議長(溝口幸治君)　以上で本日の日程は全部終

了いたしました。

　次の会議は、来る17日午前10時から開きます。

　日程は、議席に配付の議事日程第７号のとおり

といたします。

　本日は、これをもって散会いたします。

　　午後２時26分散会





第 ７ 号 

（３月17日）
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令和５年３月17日(金曜日)

　　 ―――――――――――――――――

　　　議事日程　第７号

　　令和５年３月17日(金曜日)午前10時開議

　第１　各特別委員長報告　質疑　討論　議決

　第２　各常任委員長報告　質疑　討論　議決

　第３　閉会中の継続審査の件

　　 ―――――――――――――――――

本日の会議に付した事件

　日程第１　各特別委員長報告　質疑　討論　議

　　決

　日程第２　各常任委員長報告　質疑　討論　議

　　決

　日程第３　閉会中の継続審査の件

　議員提出議案の上程(第１号)　質疑　討論　議

　　決

　委員会提出議案の上程(第１号)　質疑　討論　

　　議決

　　　　 ――――――――――――

出席議員氏名(47人)

　　　　　　　　　　　　堤　　　泰　之　君

　　　　　　　　　　　　前　田　敬　介　君

　　　　　　　　　　　　城　戸　　　淳　君

　　　　　　　　　　　　本　田　雄　三　君

　　　　　　　　　　　　南　部　隼　平　君

　　　　　　　　　　　　坂　梨　剛　昭　君

　　　　　　　　　　　　荒　川　知　章　君

　　　　　　　　　　　　西　村　尚　武　君

　　　　　　　　　　　　山　本　伸　裕　君

　　　　　　　　　　　　岩　田　智　子　君

　　　　　　　　　　　　島　田　　　稔　君

　　　　　　　　　　　　池　永　幸　生　君

　　　　　　　　　　　　竹　﨑　和　虎　君

　　　　　　　　　　　　吉　田　孝　平　君

　　　　　　　　　　　　中　村　亮　彦　君

　　　　　　　　　　　　大　平　雄　一　君

　　　　　　　　　　　　髙　島　和　男　君

　　　　　　　　　　　　末　松　直　洋　君

　　　　　　　　　　　　松　村　秀　逸　君

　　　　　　　　　　　　岩　本　浩　治　君

　　　　　　　　　　　　西　山　宗　孝　君

　　　　　　　　　　　　　　田　大　造　君

　　　　　　　　　　　　前　田　憲　秀　君

　　　　　　　　　　　　磯　田　　　毅　君

　　　　　　　　　　　　河　津　修　司　君

　　　　　　　　　　　　楠　本　千　秋　君

　　　　　　　　　　　　橋　口　海　平　君

　　　　　　　　　　　　緒　方　勇　二　君

　　　　　　　　　　　　増　永　慎一郎　君

　　　　　　　　　　　　髙　木　健　次　君

　　　　　　　　　　　　髙　野　洋　介　君

　　　　　　　　　　　　内　野　幸　喜　君

　　　　　　　　　　　　山　口　　　裕　君

　　　　　　　　　　　　渕　上　陽　一　君

　　　　　　　　　　　　田　代　国　広　君

　　　　　　　　　　　　城　下　広　作　君

　　　　　　　　　　　　西　　　聖　一　君

　　　　　　　　　　　　鎌　田　　　聡　君

　　　　　　　　　　　　坂　田　孝　志　君

　　　　　　　　　　　　溝　口　幸　治　君

　　　　　　　　　　　　小早川　宗　弘　君

　　　　　　　　　　　　池　田　和　貴　君

　　　　　　　　　　　　吉　永　和　世　君

　　　　　　　　　　　　松　田　三　郎　君



－ 170 －

令和５年２月定例会　熊本県議会会議録　第７号（３月 17 日 )

　　　　　　　　　　　　藤　川　隆　夫　君

　　　　　　　　　　　　岩　下　栄　一　君

　　　　　　　　　　　　前　川　　　收　君

欠席議員氏名(なし)

　　 ―――――――――――――――――

説明のため出席した者の職氏名

　　　　　　知　　　　事　蒲　島　郁　夫　君

　　　　　　副 知 事　田　嶋　　　徹　君

　　　　　　副 知 事　木　村　　　敬　君

　　　　　　知事公室長　小　牧　裕　明　君

　　　　　　総 務 部 長　平　井　宏　英　君

　　　　　　企画振興部長　高　橋　太　朗　君

　　　　　　理　　　　事　水　谷　孝　司　君

　　　　　　理　　　　事　小金丸　　　健　君

　　　　　　健康福祉部長　沼　川　敦　彦　君

　　　　　　環境生活部長　小　原　雅　之　君

　　　　　　商工労働部長　三　輪　孝　之　君

　　　　　　観光戦略部長　原　山　明　博　君

　　　　　　農林水産部長　竹　内　信　義　君

　　　　　　土 木 部 長　亀　崎　直　隆　君

　　　　　　会計管理者　野　尾　晴一朗　君

　　　　　　企 業 局 長　竹　田　尚　史　君

　　　　　　　　　　　　渡　辺　克　淑　君

　　　　　　教 育 長　白　石　伸　一　君

　　　　　　警察本部長　山　口　寛　峰　君

　　　　　　　　　　　　西　尾　浩　明　君

　　　　　　監 査 委 員　藤　井　一　恵　君

　　 ―――――――――――――――――

事務局職員出席者

　　　　　　事 務 局 長　手　島　伸　介

　　　　　　　　　　　　村　田　竜　二

　　　　　　議 事 課 長　富　田　博　英

　　　　　　　　　　　　濱　田　浩　史

　　　　 ――――――――――――

　　午前10時開議

○議長(溝口幸治君)　皆さん、おはようございま

す。

　これより本日の会議を開きます。

　　　　 ――――――――――――

　日程第１　各特別委員長報告

○議長(溝口幸治君)　日程に従いまして、日程第

１、各特別委員会に調査を付託中の事件につい

て、各特別委員長から調査結果の報告があってお

りますので、これを一括して議題といたします。

　ただいまから、各特別委員会における調査の経

過並びに結果について、各特別委員長の報告を求

めます。

　まず、高速交通ネットワーク整備推進特別委員

長の報告を求めます。

　橋口海平君。

　　〔橋口海平君登壇〕

○橋口海平君　高速交通ネットワーク整備推進特

別委員会に付託されました調査事件につきまし

て、委員会における調査の経過並びに結果を御報

告申し上げます。

　本委員会は、高速交通体系に関する件及び熊本

都市圏交通に関する件について、本年度におきま

しては、これまで委員会を４回開催し、審議を行

ってまいりました。

　昨年11月には、愛知県及び静岡県において、付

議事件に係る調査を実施し、空港関係では、中部

国際空港及び静岡空港の運営状況、道路関係で

は、静岡県の伊豆中央道・修善寺道路において、

有料道路のＥＴＣ多目的利用サービスであるＥＴ

ＣＸの運用状況、また、空港アクセス道路として

整備中の金谷御前崎連絡道路などについて調査を

行ってまいりました。

　それでは、本委員会に付託されました調査事件

の審議の内容を要約して御報告申し上げます。

　まず、高速交通体系に関する件では、執行部か

病 院 事 業
管 理 者

人事委員会
事 務 局 長

事務局次長
兼総務課長

審 議 員 兼
議事課長補佐
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ら、高規格幹線道路等の整備、航空路線の利用促

進、阿蘇くまもと空港の運営の民間委託並びに空

港アクセス改善の状況について説明がありまし

た。

　これに対し、中九州横断道路の整備について、

委員から、ＴＳＭＣ進出に伴う渋滞解消のため早

期完成が必要であるが、国に対してどのように協

力し、要望していくのか、また、県として開通時

期をどのように考えているのかとの質疑があり、

執行部から、用地交渉等を地元と一緒に取り組む

ことで協力するとともに、合志―熊本間及び大津

西―合志間については、なるべく両方同時に工事

を進めてもらうよう国に要望する、また、開通時

期については、具体的には示せないが、事業費の

確保を国にしっかり要望し、早期整備につなげて

いくとの答弁がありました。

　また、委員から、有料道路方式にするかどうか

という整備手法により完成時期が変わってくると

思われるが、現在どのような状況かとの質疑があ

り、執行部から、熊本環状連絡道路も含め、国か

ら有料道路事業活用の検討を行う旨示されてお

り、国としっかり協議を行っていくとの答弁があ

りました。

　これに対し、委員から、早期整備のためには有

料道路方式が有効であることを県民に理解してい

ただくために、しっかり情報発信してほしいとの

意見が出されました。

　次に、熊本都市圏の道路渋滞について、委員か

ら、県民に大きな負荷がかかっており、熊本都市

圏道路は整備を要する必然の社会資本であるとの

認識が必要であり、また、県として、県民に整備

時期の目標を示す必要があると考えるが、どのよ

うに対応していくのかとの質疑があり、執行部か

ら、県民の期待を受け止め、熊本都市圏道路の必

要性や進捗を県民にしっかり説明していく、ま

た、整備時期については、都市計画や環境影響評

価の手続を見据えながら示していく必要があるた

め、できるだけ早期に各手続に着手できるよう取

り組むとの答弁がありました。

　また、阿蘇くまもと空港について、委員から、

ＴＳＭＣ進出により、旅客だけでなく、貨物ター

ミナルとしての役割も担うことになるが、来年度

の航空貨物の実証事業はどのような形で行うのか

との質疑があり、執行部から、チャイナエアライ

ンの台北線を活用する方向で同社と協議を行って

いるとの答弁がありました。

　これに対して、委員から、今後、香港線の活用

や国内の他の空港への貨物輸送の話も出てくると

思われる、県の農産物や半導体製品をどのように

運ぶのかという課題もあり、しっかり取り組んで

ほしいとの意見が出されました。

　さらに、委員から、空港の運用時間延長の検討

状況はどうかとの質疑があり、執行部から、エア

ラインの意向、空港周辺の住民の理解が重要であ

り、今後、必要に応じて地元への説明の機会を設

けるとともに、航空会社の需要も把握していくと

の答弁がありました。

　また、空港アクセス鉄道について、委員から、

県民だけでなく、県外から来られる方の利便性向

上も重要であり、やり遂げなければならないと考

えるが、どのように対応していくのかとの質疑が

あり、執行部から、ＪＲや国との協議、県民総合

運動公園のアクセス改善などの課題を踏まえ、し

っかり取り組むとの答弁がありました。

　これに対して、委員から、アクセス鉄道は、県

外の皆様にも非常に有効な施策であることをＰＲ

する必要があるとの意見が出されました。

　さらに、委員から、国の３分の１の財政支援

は、アクセス鉄道建設の絶対条件なのかとの質疑

があり、執行部から、絶対条件とは考えていな
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い、国にあらゆる工夫を通じての支援を要望し、

鉄道事業許可に向けて全力で取り組むとの答弁が

ありました。

　また、空港アクセス鉄道に関連して、課題とな

っている県民総合運動公園のアクセス改善につい

て、委員から、運動公園の駐車場や周辺道路の実

態を踏まえ、現状の施設設備を最大限活用すると

ともに、駐車場の拡充を含めて、様々な対応を検

討してほしいとの要望がありました。

　次に、熊本都市圏交通に関する件では、執行部

から、熊本都市圏交通施策の主な取組について説

明がありました。

　これに対し、委員から、熊本都市圏総合交通戦

略は、熊本市との協議が大変重要であると考える

が、どのように対応していくのかとの質疑があ

り、執行部から、施策の大半は熊本市との協議が

必要なものであり、今後、熊本市と協議を進め、

早期に着手していくとの答弁がありました。

　また、委員から、パーク・アンド・ライドの取

組の効果はどうなっているのかとの質疑があり、

執行部から、確保している駐車場の稼働率は現在

57％程度、274台が利用しており、今後も一台で

も多く利用してもらうよう、企業への働きかけや

広報活動を徹底するとの答弁がありました。

　以上が本年度審議された主な内容でございます

が、本委員会は、以上のような審議の下、本定例

会をもって付託調査事件の調査を終了し、その任

務を終了することに全会一致をもって決定いたし

ました。

　議員各位におかれましては、本委員会決定のと

おりよろしく御賛同賜りますようよろしくお願い

申し上げます。

　最後に、令和元年６月に設置されて以来、20回

にわたり終始御熱心に御審議いただきました委員

各位並びに御協力いただきました執行部各位に対

し深く感謝申し上げまして、高速交通ネットワー

ク整備推進特別委員長の報告を終わります。

○議長(溝口幸治君)　次に、有明海・八代海再生

及びゼロカーボン社会推進特別委員長の報告を求

めます。

　内野幸喜君。

　　〔内野幸喜君登壇〕

○内野幸喜君　おはようございます。

　有明海・八代海再生及びゼロカーボン社会推進

特別委員会に付託されました調査事件につきまし

て、委員会における調査の経過並びに結果を御報

告申し上げます。

　本委員会は、有明海・八代海の環境の保全、改

善及び水産資源の回復等による漁業の振興に関す

る件並びに2050年県内ＣＯ2排出実質ゼロに向け

た取組に関する件について、本年度、委員会を４

回開催し、審議を行ってまいりました。

　昨年11月には、有明海、八代海における漁業の

振興の参考とするため、広島県において、カキ研

究の現状及びカキの種苗生産施設を調査するとと

もに、2050年県内ＣＯ2排出実質ゼロに向けた取

組への参考とするため、北九州市のエコタウン事

業の取組及び民間事業者のポリエステル製衣料の

樹脂化技術について、また、兵庫県尼崎市の環境

モデル都市選定以降の取組について、また、大阪

府において、民間事業者による水素とＣＯ2から

メタンを生成するメタネーション技術についての

調査を行ってまいりました。

　それでは、本委員会に付託されました調査事件

の審議の内容を要約して御報告申し上げます。

　まず、有明海・八代海の環境の保全、改善及び

水産資源の回復等による漁業の振興に関する件で

は、執行部から、対応状況や取組についての説明

がありました。

　これに対して、令和５年１月の暴風雪に伴うノ
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リ養殖被害について、委員から、ノリ網や養殖支

柱等の資材支援に係る国との協議状況はいかがか

との質疑があり、執行部から、国は、ノリ養殖被

害に対する支援を検討中と聞いており、引き続

き、国、関係市町と連携して対応していくとの答

弁がありました。

　次に、カレニアミキモトイ赤潮対策について、

委員から、今後の被害軽減に向けた検討状況はい

かがかとの質疑があり、執行部から、国に対し

て、カレニアミキモトイ赤潮の発生メカニズムや

予察技術の開発などの対策について要望していく

とともに、国などと連携して調査研究に取り組む

との答弁がありました。

　関連して、委員から、魚類養殖に適した漁場を

探す取組の状況はいかがかとの質疑があり、執行

部から、国の事業を活用して、地元養殖業者のグ

ループによる底質調査など、漁場調査を実施して

いくとの答弁がありました。

　次に、アサリの資源管理について、委員から、

令和４年の水揚げ実績はどうなっているのかとの

質疑があり、執行部から、令和４年実績は96トン

との答弁がありました。

　関連して、委員から、今年、数十年ぶりにアサ

リが取れたとのことで地元が大変喜んでいる、し

かしながら組合員が高齢化し、減少しており、組

合員確保には漁獲量の回復が必要だが、今後どの

ように進めていくのかとの質疑があり、執行部か

ら、稚貝の保護、母貝の育成といった取組を推進

しており、令和４年秋の調査で稚貝の発生を確認

している、今後とも、条例に基づき、資源回復に

つながる取組を進めてまいるとの答弁がありまし

た。

　次に、海岸漂着物の回収について、委員から、

湾奥部に漂着したごみは、船や重機で回収ができ

ず、人力に頼らざるを得ないが、時間が経過する

と沈み、回収が難しくなる、早めに対処してほし

いが、対応はどうしているのかとの質疑があり、

執行部から、海岸は４管理者が所管しているが、

漂流物等の情報の連絡窓口を漁港漁場整備課に一

元化しており、情報があれば、各管理者へ連絡

し、速やかに対策に着手することとしているとの

答弁がありました。

　次に、藻場造成の取組について、委員から、上

天草地域にも海藻類に取り組んでいる漁業者が多

いが、今後、上天草市を整備計画に盛り込んでい

く可能性はあるのかとの質疑があり、執行部か

ら、藻場造成は基本計画に基づき実施している、

漁業者の意向を確認しながら、効果の見込まれる

箇所を選定し、基本計画に盛り込み、事業を進め

ていくとの答弁がありました。

　次に、2050年県内ＣＯ2排出実質ゼロに向けた

取組に関する件では、執行部から、対応状況や取

組についての説明がありました。

　これに対し、くまもとゼロカーボン行動ブック

を活用した環境教育について、委員から、小学５

年生を対象に実施している背景は何かとの質疑が

あり、執行部から、小学５年生が水俣病資料館や

環境センターを訪問する水俣に学ぶ肥後っ子教室

において必ず環境学習を実施しており、その機会

を捉えて、行動ブックを活用した普及啓発を行っ

ているとの答弁がありました。

　次に、再エネ導入の方向性について、委員か

ら、今後どの分野の再エネを増やし、将来どのよ

うな姿に導いていくのかとの質疑があり、執行部

から、2030年度に電力消費量の50％を再エネで賄

うことを目標に、非化石燃料の割合を向上させる

ため、太陽光発電など様々なエネルギー源を活用

することで、今後も着実な再エネ導入推進に取り

組むとの答弁がありました。

　次に、森林環境譲与税の活用について、委員か
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ら、森林整備は、カーボンニュートラルを進める

上で重要であるが、市町村では、森林環境譲与税

の半分が基金に積み立てられている、令和４年度

は、市町村に基金を活用し、事業を進めてほしい

が、県はどのように取り組んでいるのかとの質疑

があり、執行部から、令和４年度は、市町村への

譲与額12億円のうち９割が事業化され、累計で

は、これまでの譲与額の65％が活用された、さら

なる事業化に向け、全市町村長へ状況説明を行

い、有効活用に向けた理解をいただいている、今

後とも、具体的な提案を行い、しっかり対応して

まいるとの答弁がありました。

　以上が本年度審議された主な内容でございます

が、本委員会は、以上のような審議の下、本定例

会をもって付託調査事件の調査を終了し、その任

務を終了することに全会一致をもって決定いたし

ました。

　議員各位におかれましては、本委員会決定のと

おりよろしく御賛同賜りますようお願い申し上げ

ます。

　最後に、令和元年６月に設置されて以来、22回

にわたり終始御熱心に御審議いただきました委員

各位並びに御協力をいただきました執行部各位に

対し深く感謝申し上げまして、有明海・八代海再

生及びゼロカーボン社会推進特別委員長の報告を

終わります。

○議長(溝口幸治君)　最後に、地域対策特別委員

長の報告を求めます。

　緒方勇二君。

　　〔緒方勇二君登壇〕

○緒方勇二君　皆さん、おはようございます。

　地域対策特別委員会に付託されました調査事件

につきまして、委員会における調査の経過並びに

結果を御報告申し上げます。

　本委員会は、新たな地方創生への取組に関する

件及び行政サービスの維持向上に関する件につい

て、本年度におきましては、これまで委員会を４

回開催し、審議を行ってまいりました。

　昨年11月には、山口県のＤＸ推進拠点施設で進

められているデジタル技術による様々な課題解決

に向けた支援の取組を調査しました。

　また、移住希望地として躍進著しい広島県の移

住、定住促進の取組を調査し、併せて島根県にお

いて、民間企業主導による空き家再生と移住促進

による地域再生の取組事例、さらに若者の県内就

職やＵＩターンの促進及び魅力ある地域づくりを

一体的に推進する公益財団法人の取組について調

査を行ってまいりました。

　それでは、本委員会に付託されました調査事件

の審議の内容を要約して御報告申し上げます。

　まず、新たな地方創生への取組に関する件であ

ります。

　ＤＸ関係、移住、定住等関係の施策を中心に審

議を進めました。

　ＤＸ関係については、各定例会を通して、執行

部から、国、県のＤＸ関連施策の動向や状況、情

報通信基盤の整備、市町村との連携などについて

説明が行われ、移住、定住関係では、各定例会を

通して、移住定住推進本部の協議の状況、移住、

定住の促進に向けた各施策の取組状況について説

明が行われました。

　これに対し、委員から、ＤＸ推進に当たり、プ

ログラミング人材が不足しており、大学のＩＴや

ＤＸ関係の教育の間口を広げ、人材を育成する必

要があると思うが、どうなっているのかとの質疑

があり、執行部から、文系、理系にかかわらず、

様々な人材が必要になる、熊本大学、熊本県立大

学、東海大学において、垣根を越えたＤＸ人材育

成の連携強化が図られるなど、取組が進みつつあ

るとの答弁がありました。
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　次に、委員から、通信事業者の公表によれば、

携帯電話、光ファイバーともほぼ全世帯がカバー

されているとのことだが、サービスエリア内でも

つながらないところが多数ある、住民が改善を要

求する手だてはあるのかとの質疑があり、執行部

から、直接の相談窓口はないが、国、自治体、通

信事業者による地域協議会の場などにより、市町

村から優先的にインフラ整備をすべき地区を確認

している、これを踏まえ、事業者に優先的な整備

を求めていきたいとの答弁がありました。

　次に、委員から、県がデータを公開するオープ

ンデータは重要な取組であるが、データ更新はど

のように考えているのか、関連して、国の統計デ

ータ等と連携しているのかとの質疑があり、執行

部から、データは、定期的な更新を行うととも

に、ニーズを把握し、新たなデータの掘り起こし

にも努めていく、国、県、市町村などおのおのが

個別に公開していくこととなるが、データ同士を

組み合わせ活用する情報の提供なども検討する必

要があると考えている、また、来年度構築を予定

しているエリア・データ連携基盤により、様々な

主体のデータの結びつきによる新たなサービス創

造にも取り組みたいとの答弁がありました。

　その他、委員から、ＤＸは、紙文化を中心に生

活してきた者も含めて、全ての者が恩恵を受けら

れるように進めてほしいとの要望がありました。

　次に、移住、定住関係について、委員から、移

住相談が増加しているが、本県への移住者数はど

れくらいか、また、増減をはかるには、移住で転

出する人数の把握が必要と思うが、調査している

のかとの質疑があり、執行部から、令和３年度の

移住者は2,000人を超えており、本年度も、昨年

12月末時点で昨年同月を上回っている、移住によ

る転出者数は、転出理由の確認が難しく、把握で

きていないが、住民基本台帳の移動状況では、社

会減が数年前まで3,000人台であったが、昨年は

300人台まで減少し、大幅な減少を防ぐことがで

きているとの答弁がありました。

　次に、委員から、女性が住みたくなるスタート

アップ事業の調査において、熊本に戻る不安要素

に賃金が安いとあるが、賃金は低くても家賃や生

活経費が安いといった、熊本に住む魅力を打ち出

すべきと思うが、どう対応するのかとの質疑があ

り、執行部から、調査では様々な意見があり、賃

金だけではなく、働きやすさや子育て環境など、

トータルで自分らしい生活をしたい人も多いの

で、女性が働く上でのモデルケースとなるものを

発信し、熊本で暮らし、働くイメージを持ってい

ただけるよう工夫して取り組みたいとの答弁があ

りました。

　次に、委員から、頑張っているものの、人口減

少に歯止めがかからない市町村、あるいはポテン

シャルはあるが、生かし切れていない市町村への

移住を県として誘導していく考えはないのかとの

質疑があり、執行部から、移住希望者のニーズに

沿って紹介するのが基本である、県とともに、市

町村の努力が重要であり、市町村とともに全県的

に推進していきたいとの答弁がありました。ま

た、企業誘致の例では、被災地域への補助率かさ

上げやフードバレーなど、県南振興に力を入れた

例があるとの説明がありました。

　次に、行政サービスの維持向上に関する件であ

ります。

　各定例会を通して、執行部から、市町村の行政

サービスの維持向上支援の取組状況、地域の未来

予測の作成の現状と課題、第33次地方制度調査会

の動きについて説明がなされ、審議を行いまし

た。

　これに対し、委員から、地域の未来予測の作成

を検討していない自治体が38市町村となってい
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る、その理由が、予算、人手が足りない、必要性

が感じられないなどとなっており、少々のことで

は状況は変わらないと思うが、どう対応するのか

との質疑があり、執行部から、市町村の将来に向

けた取組については、県が推進するだけではな

く、市町村が自らの問題として考えていただくこ

とが大事である、引き続き、あらゆる機会を捉え

て市町村の意見を伺うとともに、国や県が考える

課題意識を常に市町村と共有しながら進めていき

たいとの答弁がありました。

　また、委員から、一挙に進むことは望めないと

思うが、少しずつでも進めてほしいとの意見があ

りました。

　以上が本年度審議された主な内容でございます

が、本委員会は、以上のような審議の下、本定例

会をもって付託調査事件の調査を終了することに

全会一致をもって決定いたしました。

　議員各位におかれましては、本委員会決定のと

おりよろしく御賛同賜りますようお願い申し上げ

ます。

　最後に、令和元年６月に設置されて以来、20回

にわたり終始御熱心に御審議いただきました委員

各位並びに御協力いただきました執行部の各位に

対し深く感謝を申し上げまして、地域対策特別委

員長の報告を終わります。

○議長(溝口幸治君)　以上で各特別委員長の報告

は終わりました。

　これより質疑に入ります。

　質疑はありませんか。

　　〔｢なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(溝口幸治君)　質疑なしと認めます。

　次に、討論に入りますが、ただいままで通告は

ありません。よって、討論なしと認めます。

　これより、各特別委員会に付託されております

調査事件について、一括して採決いたします。

　ただいまの各特別委員長の報告のとおり承認す

ることに御異議ありませんか。

　　〔｢異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(溝口幸治君)　御異議なしと認めます。よ

って、各特別委員長の報告のとおり承認すること

に決定いたしました。

　　　　 ――――――――――――

　日程第２　各常任委員長報告

○議長(溝口幸治君)　次に、日程第２、去る８日

の会議において審査を付託いたしました議案第33

号から第72号まで及び請願について、各常任委員

長から審査結果の報告があっておりますので、こ

れを一括して議題といたします。

　ただいまから、各常任委員会における審査の経

過並びに結果について、各常任委員長の報告を求

めます。

　まず、厚生常任委員長の報告を求めます。

　岩本浩治君。

　　〔岩本浩治君登壇〕

○岩本浩治君　厚生常任委員会に付託されました

案件につきまして、委員会における審査の経過並

びに結果を御報告申し上げます。

　本委員会に付託されました案件は、予算関係４

議案、条例等関係３議案及び請願１件でありま

す。

　まず、予算関係議案の概要について申し上げま

す。

　今回提出された健康福祉部の令和５年度当初予

算は、熊本地震及び令和２年７月豪雨、新型コロ

ナウイルス感染症への対応のほか、子ども・子育

て施策の充実等、喫緊の課題への対応に要する経

費等で、予算総額は、一般会計、特別会計合わせ

て4,244億9,700万余であります。

　あわせまして、債務負担行為の設定でありま

す。
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　病院局の令和５年度当初予算は、県立こころの

医療センターの管理運営や設備の更新に要する経

費等で、予算総額は、収益的収支と資本的収支を

合わせて21億2,200万余であります。

　次に、条例等関係議案等についてであります

が、熊本県児童福祉施設の設備及び運営の基準に

関する条例等の一部を改正する条例の制定につい

て外２議案であります。

　議案の審査の過程において論議されました主な

ものを要約して御報告申し上げます。

　まず、委員から、新型コロナウイルス感染症の

感染法上の位置づけが５類に変更されることに伴

い、国から示された方針等を踏まえて準備を進め

ているとのことだが、５類に変更されても医療機

関の対応としてはほぼ変わらず、患者の入院調整

を医療機関同士で行うと、患者の押しつけ合いが

出てくることが懸念されるため、入院調整につい

ては、５類移行後も一定期間は行政が関与すべき

ではないか、今後の取扱いはどうなるのかとの質

疑があり、執行部から、５類移行後の入院調整の

取扱いについて、本年３月10日に政府が決定した

方針においては、軽症については、医療機関同士

で調整を行うが、重症と中等症については、９月

頃まで行政が調整を行い、その後は状況を見なが

ら医療機関同士での調整に移行するとの内容が示

されている、ただし、医療機関同士での調整に苦

慮する事案が生じる等の懸念があることから、国

から県に対して、４月中に入院調整に係る移行計

画を策定するよう求められている、県としては、

国からの説明内容を踏まえて、移行が円滑に進む

よう計画を策定していくとの答弁がありました。

　次に、委員から、子供医療費助成事業につい

て、今回、県において市町村への助成を拡充する

こととなるが、既に子供医療費の助成を15歳まで

としていた市町村における今回の県の助成拡充を

受けての状況を教えてほしいとの質疑があり、執

行部から、現在議会で議論中の市町村もあれば、

全ての市町村において、拡充や一部負担金の廃止

等、何らかの取組が実施される方向と認識してい

るとの答弁がありました。

　関連して、委員から、この子供医療費助成につ

いては、各市町村で差がないことが一番だが、そ

れ以外の支援策の拡充についても議論を進めてほ

しいとの要望がありました。

　次に、委員から、救急医療施設運営費補助につ

いて、医師の不足が言われる中、救命救急センタ

ーの医師やヘリコプター添乗医師の確保について

はどう対応しているかとの質疑があり、執行部か

ら、県内３か所の救命救急センターについては、

救急科が設置され、24時間365日体制で重篤患者

を引き受けることを前提として勤務時間の割り振

りが行われており、初動対応ができている、ま

た、ヘリコプター添乗医師については、病院間搬

送の場合には、搬送先の病院の医師が搭乗し、搬

送元の病院へ患者を迎えに行くという方法が確立

されているとの答弁がありました。

　次に、委員から、地域医療構想推進事業につい

て、厚生労働省が全国436の公立病院を再編統合

の再検証対象としているが、公立病院が病床削減

の中心となっているのではないかとの質疑があ

り、執行部から、国の再検証の対象となる公立病

院は県内に６つあり、既に再検証は完了している

が、病床削減ありきではなく、減床と併せて地域

に根差した医療を提供していく等、地域医療構想

調整会議において、地域の実情に沿って検討して

合意を得た内容で、今後体制整備が進められる予

定であるとの答弁がありました。

　さらに、委員から、新たな感染症の拡大時の対

応の観点から、公立病院の病床数に一定程度余裕

を持たせた医療提供体制が必要であり、地域医療
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構想の一部修正が必要ではないかとの質疑があ

り、執行部から、地域医療構想は、2025年の医療

需要を基に推計し、適切な病床機能を維持してい

くことを目的としており、各地域において、それ

ぞれの実情を踏まえて将来の地域医療をどう確保

していくのか検討する必要がある、新型コロナウ

イルス感染症の対応において、公立病院が果たし

た役割は非常に大きいが、公立病院に対して、将

来の感染症拡大を見据えて、余裕を持った病床の

確保を求めることは難しいと考えるとの答弁があ

りました。

　以上が論議されました主な内容でありますが、

本委員会に付託されました議案については、全員

賛成または多数賛成をもって原案のとおり可決す

ることに決定いたしました。

　なお、請願については、議席に配付の請願委員

会審査報告一覧表のとおりであります。

　最後に、本委員会所管事務の継続審査事件につ

いては、議席に配付のとおり決定いたしました。

　議員各位におかれましては、本委員会の決定の

とおりよろしく御賛同賜りますようお願い申し上

げまして、厚生常任委員長の報告を終わります。

○議長(溝口幸治君)　次に、経済環境常任委員長

の報告を求めます。

　中村亮彦君。

　　〔中村亮彦君登壇〕

○中村亮彦君　経済環境常任委員会に付託されま

した案件につきまして、委員会における審査の経

過並びに結果を御報告申し上げます。

　本委員会に付託されました案件は、予算関係９

議案、条例等関係４議案及び請願１件でありま

す。

　まず、予算関係議案の概要について申し上げま

す。

　今回提出された環境生活部の令和５年度当初予

算は、水俣病問題等への対応のほか、半導体関連

企業の進出に伴う地下水保全対策の強化など、環

境の保全や県民の快適で安心、安全な暮らしの実

現に向けた施策を推進するために要する経費等

で、予算総額は、一般会計、特別会計合わせて

176億1,400万円余であります。

　商工労働部の令和５年度当初予算は、熊本地震

及び令和２年７月豪雨からの創造的復興、新型コ

ロナウイルス感染症への対応のほか、将来に向け

た地方創生の取組として、工業団地の整備や半導

体人材の育成、国内初の半導体３次元積層実装の

量産化実現に向けたプロジェクトに要する経費等

で、予算総額は、一般会計、特別会計合わせて

763億3,500万円余であります。

　観光戦略部の令和５年度当初予算は、スマート

ツーリズムなど新たな観光スタイル確立や本格的

なインバウンド回復に向けた取組、国際スポーツ

大会開催に要する経費等で、予算総額は、27億

9,500万円余であります。

　企業局の令和５年度当初予算は、電気事業、工

業用水道事業及び有料駐車場事業の運営や半導体

関連企業の進出に伴う工業用水の新規給水可能性

調査等に要する経費で、３事業会計の支出予算

総額は、収益的収支、資本的収支合わせて65億

1,900万円余であります。

　労働委員会の令和５年度当初予算は、委員報

酬、労使紛争の審査、調整、あっせんに要する経

費等で、予算総額は、１億1,100万円余でありま

す。

　あわせまして、各部局等関係の債務負担行為の

設定であります。

　次に、条例等関係議案についてでありますが、

熊本県立自然公園条例の一部を改正する条例の制

定について外３議案であります。

　議案の審査の過程において論議されました主な
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ものを要約して御報告申し上げます。

　まず、委員から、ＴＳＭＣ進出に伴う地下水保

全の取組に関連して、ＪＡＳＭでは、地下水を１

日当たり約１万2,000トン取水すると聞くが、そ

のうちどれくらい排水されるのかとの質疑があ

り、執行部から、ＪＡＳＭからは、取水量の７割

以上をリサイクルするとの方針が出されており、

かなり排水量は減ると見込まれるが、施設の導入

前で検討中であるため、具体的な数値は未定との

ことであるとの答弁がありました。

　さらに、委員から、ＪＡＳＭからの排水は、下

水道処理施設で処理された後、坪井川を経由して

有明海に流されるが、どのように処理されるの

か、その際、行政による対応はどのようになって

いるのかとの質疑があり、執行部から、行政によ

る対応については、下水道法や水質汚濁防止法等

による規制があり、排水については、下水道で処

理できない物質は、沈殿などの水処理によって基

準値以下にして下水道へ放流することを確認して

いる、また、下水道から坪井川に排水されるが、

熊本市が坪井川の上代橋や河口で定期的な環境調

査を行っており、県では、熊本市、菊陽町と連携

して、しっかりとこの問題に取り組んでいきたい

との答弁がありました。

　さらに、委員から、漁業者は、ＪＡＳＭから大

量の排水が海に流れてくると思い、不安を感じて

いるのではないか、海への影響がないよう、さら

に熊本市等と連携して監視、調査をしてほしいと

の要望がありました。

　関連して、委員から、環境生活部長の総括説明

の中で、県の地下水保全条例に基づく許可に係る

地下水涵養量について見直すという説明があった

が、どのように見直していくのかとの質疑があ

り、執行部から、現在の地下水涵養指針では、採

取量の１割を目標として地下水涵養に取り組むこ

ととしており、この目標のままでは地下水の収支

バランスを崩すことになりかねないと考えてい

る、県としては、持続的な地下水保全を図るよ

う、学識経験者の意見も聴きながら、来年度当初

から検討していきたいとの答弁がありました。

　次に、委員から、観光戦略部長の総括説明の中

で、県内観光の現状について説明があったが、観

光関連産業の復活は大事なことであり、今後どの

ように取り組むのかとの質疑があり、執行部か

ら、宿泊客数については、コロナ前の水準を確保

できるよう取組を進めていきたい、特に台湾から

のインバウンドについて、誘客の強化を図るた

め、旅行商品の造成、販売への支援、観光レップ

という現地代理人の配置、修学旅行を呼び込むた

めの相談窓口の設置などに加え、県内を周遊して

もらうためのＴＳＭＣ社員等向けモニターツアー

などを実施しながら、しっかりと取り組んでいき

たいとの答弁がありました。

　以上が論議されました主な内容でありますが、

本委員会に付託されました議案については、全員

賛成をもって原案のとおり可決することに決定を

いたしました。

　なお、請願については、議席に配付の閉会中の

継続審査申出一覧表のとおりであります。

　最後に、本委員会所管事務の継続審査事件につ

いては、議席に配付のとおり決定をいたしまし

た。

　議員各位におかれましては、本委員会の決定の

とおりよろしく御賛同賜りますようお願い申し上

げまして、経済環境常任委員長の報告を終わりま

す。

○議長(溝口幸治君)　次に、農林水産常任委員長

の報告を求めます。

　西山宗孝君。

　　〔西山宗孝君登壇〕
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○西山宗孝君　農林水産常任委員会に付託されま

した案件につきまして、委員会における審査の経

過並びに結果を御報告申し上げます。

　本委員会に付託されました案件は、予算関係３

議案及び請願１件であります。

　議案の概要について申し上げます。

　今回提出された農林水産部の令和５年度当初予

算は、熊本地震及び令和２年７月豪雨からの創造

的復興、新型コロナウイルス感染症等への対応に

加え、本県農林水産業が持続的に維持発展できる

よう、環境負荷低減と両立した稼げる農林水産業

の実現のために行う事業に要する経費等で、予算

総額は、一般会計、特別会計合わせて713億9,100

万円余であります。

　あわせまして、債務負担行為の設定でありま

す。

　議案の審査の過程において論議されました主な

ものを要約して御報告申し上げます。

　まず、委員から、くまもと黒毛和牛統一銘柄の

取組について、昨年５月から、東京都の食肉市場

への出荷が前年比約４倍まで増加するなど、統一

ブランドをつくってきた効果が数字として現れて

きている、これは、農業団体や企業がそれぞれ販

売してきたものを一緒にやろうという取組である

が、一体的に取り組む中での問題等について、ど

のように認識しているのかとの質疑があり、執行

部から、首都圏市場への出荷を定着させ、頭数を

増加させること及び高品質のものを出荷できるよ

うな生産面の強化が今後の課題と認識していると

の答弁がありました。

　さらに、委員から、首都圏への出荷はぜひ定着

してもらいたい、そのためには、輸送コストの採

算が取れて、高価格となるよう努力してほしい、

また、熊本の牛肉はおいしいということを海外に

向けても発信してほしいとの要望がありました。

　次に、委員から、県産農林水産物の輸出につい

て、豊富な農産品は本県の強みであり、ＴＳＭＣ

の進出に加え、空港も整備され、海外輸出も含め

た貨物便をつくる必要もあると話があっている

が、農産物の輸出を考えている事業者にとって、

県の輸出担当窓口が分かりにくいのではないかと

の質疑があり、執行部から、輸出については、担

当課である観光戦略部の販路拡大ビジネス課と連

携して取り組んでおり、農産品の輸出を希望する

事業者に関する話があった場合は、すぐに観光戦

略部と農林水産部関係課で共有して対応している

との答弁がありました。

　関連して、委員から、本県には国内トップレベ

ルの農林水産物があるので、むしろ農林水産部が

率先して取り組んでほしいとの要望がありまし

た。

　次に、委員から、森林サービス産業創出事業に

ついて、現在、森林空間を活用してバギー場にし

たり、チェーンソーでレジンテーブルを製作し、

海外への輸出を計画している人もいる、今後こう

した人たちが多く出てくるのではないかと感じて

おり、このような方々に対して、県は支援をして

いく考えはあるのか、また、幅広い林業の担い手

をつくる上で、自己所有の山で木の伐採から出荷

まで自ら行う自伐林家への支援も必要ではないか

との質疑があり、執行部から、森林サービス産業

に係る支援については、市町村や森林組合等が組

織する協議会の中で、地域の様々な声や情報を酌

みながら、地域の雇用などにつなげていきたい、

また、自伐林家への支援については、自伐林家育

成対策などの事業において、小型林業機械の導入

等を支援していくとの答弁がありました。

　次に、委員から、次世代につなぐ森林づくり事

業について、人工林の伐採跡地では、どれくらい

の面積で再造林が可能なのか、また、自伐林家の
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数はどれぐらいあるのかとの質疑があり、執行部

から、国の森林・林業基本計画における将来の森

林の姿を踏まえ、単層林について、伐採跡地の７

割で再造林を目指している、また、自伐林家数

は、統計によるものではないが、100人から150人

程度であるとの答弁がありました。

　関連して、委員から、伐採跡地のうち再造林が

なされない３割の土地については、経済目的に利

用する森林にする必要はないが、災害の可能性を

考えれば、何らかの植栽をする必要があるのでは

ないかとの質疑があり、執行部から、再造林しな

い残りの３割の土地は、天然更新によることにな

るが、森林計画制度上、５年程度たっても一定数

の木が生えてこない場合は植林をすることとなっ

ているとの答弁がありました。

　次に、委員から、フードバレーアグリビジネス

センター推進事業について、当センターの認知度

向上についてはどのように考えているのかとの質

疑があり、執行部から、フードバレー構想策定か

ら10年を迎え、設備投資への助成を活用した企業

は成長しており、フードバレーの会員数も着実に

伸びてきている、６次化等の支援を行うフードバ

レーアグリビジネスセンターの機材の更新やさら

なる周知の在り方について、今後のフードバレー

の展望とともに考えていきたいとの答弁がありま

した。

　さらに、委員から、フードバレー構想推進事業

については、積極的な取組と地域に対するＰＲを

行ってほしいとの要望がありました。

　次に、委員から、農村ＲＭＯ形成推進事業につ

いて、山村地域では、高齢化、人口減少が進み、

生活が困難な状況になってきているので、山村等

で暮らす方々の生活支援も含めて、地域がしっか

り運営できるように指導してほしいとの要望があ

りました。

　以上が論議されました主な内容でありますが、

本委員会に付託されました議案については、全員

賛成をもって原案のとおり可決することに決定い

たしました。

　なお、請願については、議席に配付の請願委員

会審査報告一覧表のとおりであります。

　また、酪農経営の存続に向けた支援を求める意

見書を別途御提案申し上げております。

　最後に、本委員会所管事務の継続審査事件につ

いては、議席に配付のとおり決定いたしました。

　議員各位におかれましては、本委員会の決定の

とおりよろしく御賛同賜りますようお願い申し上

げまして、農林水産常任委員長の報告を終わりま

す。

○議長(溝口幸治君)　次に、建設常任委員長の報

告を求めます。

　楠本千秋君。

　　〔楠本千秋君登壇〕

○楠本千秋君　建設常任委員会に付託されました

案件につきまして、委員会における審査の経過並

びに結果を御報告申し上げます。

　本委員会に付託されました案件は、予算関係５

議案であります。

　議案の概要について申し上げます。

　今回提出された土木部の令和５年度当初予算

は、熊本地震及び令和２年７月豪雨からの創造的

復興のほか、幹線道路ネットワークの整備、交通

安全水準の向上に向けた取組の強化、建設産業に

おける人材の確保、育成に要する経費等で、予算

総額は、一般会計、特別会計等合わせて1,125億

4,700万円余であります。

　あわせまして、債務負担行為の設定でありま

す。

　議案の審査の過程において論議されました主な

ものを要約して御報告申し上げます。
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　まず、委員から、県道大津植木線を含むＴＳＭ

Ｃ周辺の道路は、工事車両の増加もあり、現在で

も一日中渋滞しているが、地元から、新たな企業

が進出することにより、さらに渋滞がひどくなる

のではという心配の声が上がっている、道路行政

に時間がかかることは理解しているが、いつまで

に渋滞を緩和する見通しかとの質疑があり、執行

部から、ＴＳＭＣ周辺の道路については、現在様

々な事業に着手しているが、これらは１年、２年

でできるものではないため、短期的に渋滞を緩和

する対策として、関係機関と連携し、通勤バスの

増便や信号の調整などで対応している、抜本的な

交通渋滞の解消のためには、現在の道路整備計画

を早く実現することが重要と考えており、用地買

収や一部工事の着手などできるところからしっか

りと取り組んでいきたいとの答弁がありました。

　さらに、委員から、限られた人員や財源の中、

住民の負託に応えるだけの事業進捗が図られるの

か不安に感じており、国からの支援や協力を求め

ていく考えはないのかとの質疑があり、執行部か

ら、ＴＳＭＣ周辺の道路整備事業を実施するため

には国の支援が必要だと考えており、国に対して

予算要求をしっかりと行っている、また、国の直

轄事業である中九州横断道路の整備についても、

用地取得を含め、県も協力していくとの答弁があ

りました。

　次に、委員から、今回、中九州横断道路整備の

ため、用地の先行取得費として４億円が計上され

ているが、その事業内容について説明してほしい

との質疑があり、執行部から、この事業は、県が

事業用地について代行買収を行い、その後、国が

県から用地を買い戻すものである、今後の事業ス

ケジュールは、早くて令和５年５月に県と国との

間で契約、協定を締結し、６月から県による代行

買収を開始する予定であり、早期の道路供用開始

に向け、用地取得にしっかりと取り組んでいきた

いとの答弁がありました。

　さらに、委員から、この４億円の内訳は何かと

の質疑があり、執行部から、地権者の数は未定で

あるが、４億円は、合志インターチェンジと西合

志インターチェンジとの区間の買収に必要な経費

であり、その９割の３億6,000万円が用地補償費

となっているとの答弁がありました。

　さらに、委員から、こういった予算は、前向き

に国と話合いをしながらきちっと確保しておかな

いといけない、それが県のやる気を示すことにな

るので、ぜひよろしくお願いしたいとの要望があ

りました。

　次に、委員から、土木部長総括説明において、

交通安全に資する取組の強化として、特に磨耗し

た区画線の引き直しについては、県内全域で集中

的に取り組むとあったが、もう少し具体的に説明

してほしいとの質疑があり、執行部から、道路の

区画線については、市町村や住民から区画線が消

えていると御指摘いただいた箇所について、その

都度、道路パトロール等により摩耗状況を把握

し、優先度の高い箇所から引き直しを行うととも

に、舗装補修工事に伴って更新しているが、区画

線の更新が磨耗の進行に追いついていないという

のが現状である、来年度当初予算の中で、区画線

緊急対策費として３億5,900万円余を計上してお

り、これにより、県管理道路の区画線約8,000キ

ロのうち、磨耗していると推測される区画線875

キロの引き直しを進めていきたいとの答弁があり

ました。

　次に、委員から、五木村振興の財政支援は、長

い歴史の中でいろいろな変遷があったことを踏ま

えて知事が決断され、覚悟を示されたものだと思

う、議会も熊本県五木村振興推進条例を改正し

た、大きな災害が起きた下流域を守るための流水
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型ダム事業であり、県としては、いろいろと負担

をかける五木村に理解を求め、支援していくとい

うことだと思うので、執行部は、県民の様々な意

見に謙虚に耳を傾けながら事業を進めてほしい、

再びあのような災害が起こるかもしれないので、

環境アセスメントなどの手続には時間はかかると

思うが、一刻も早く本体工事を進めるため頑張っ

てもらうとともに、ダムが建設される相良村の振

興についても、早期に県としての支援策をまとめ

てほしいとの要望がありました。

　以上が論議されました主な内容でありますが、

本委員会に付託されました議案については、全員

賛成をもって原案のとおり可決することに決定い

たしました。

　最後に、本委員会所管事務の継続審査事件につ

いては、議席に配付のとおり決定いたしました。

　議員各位におかれましては、本委員会の決定の

とおりよろしく御賛同賜りますようお願い申し上

げまして、建設常任委員長の報告を終わります。

○議長(溝口幸治君)　次に、教育警察常任委員長

の報告を求めます。

　大平雄一君。

　　〔大平雄一君登壇〕

○大平雄一君　教育警察常任委員会に付託されま

した案件につきまして、委員会における審査の経

過並びに結果を御報告申し上げます。

　本委員会に付託されました案件は、予算関係３

議案及び条例等関係７議案であります。

　まず、予算関係議案の概要について申し上げま

す。

　今回提出された教育委員会の令和５年度当初予

算は、第３期くまもと「夢への架け橋」教育プラ

ンに基づき、子供たちの夢を実現する教育を推進

するため、誰一人取り残さない学びの保障、きめ

細かな教育による学力の向上とグローバル人材の

育成、魅力ある学校づくりなどに要する経費等

で、予算総額は、一般会計、特別会計合わせて

1,260億9,300万円余であります。

　警察本部の令和５年度当初予算は、喫緊の治安

課題への対応、変容する社会情勢を踏まえたＤＸ

や業務イノベーションの推進に要する経費等で、

予算総額は、399億3,900万円余であります。

　あわせまして、教育委員会、警察本部関係の債

務負担行為の設定であります。

　次に、条例等関係議案についてでありますが、

熊本県立美術館条例の一部を改正する条例の制定

について外６議案であります。

　議案の審査の過程において論議されました主な

ものを要約して御報告申し上げます。

　まず、委員から、交通安全アドバイザー事業に

ついて、警察本部長の総括説明の中で、自転車が

関与する交通事故の防止に向けた体験型の交通安

全教育を強化するとあったが、この事業は誰を対

象としているのかとの質疑があり、執行部から、

本事業では全ての県民を対象としており、自転車

シミュレーターという機材を積んだ車で専従の交

通安全アドバイザーが各地を回り、参加実践型の

交通安全教育を実施する予定である、また、ＴＳ

ＭＣの社員の方や技能実習生等の海外から転入し

てこられた方に対する日本の交通ルールの周知活

動も行う予定であるとの答弁がありました。

　次に、委員から、交通の安全と円滑の確保事業

において、天草未来大橋が開通したことによる交

通の円滑化に向けた信号制御等のソフト対策はど

のように考えているのかとの質疑があり、執行部

から、天草未来大橋を含む本渡道路が開通したこ

とにより、通過交通の分散化が図られ、天草瀬戸

大橋周辺の交通渋滞は緩和したと聞いている、今

後も、本渡道路周辺における交通渋滞の変化に応

じて、最適な信号制御等に努めていきたいとの答
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弁がありました。

　次に、委員から、スクールロイヤー活用事業に

ついて、昨年、幾つかの学校を訪問し、学校現場

の先生方の話を聞いたが、先生方は、保護者から

のクレームへの対応に負担を感じておられ、その

ことが教員不足につながっているのではないかと

感じた、教職員が一人で抱え込まず、管理職が対

応したり、法律の専門家であるスクールローヤー

を活用しながら対応することが大切と思うが、ス

クールローヤーへの相談実績はどうなっているの

かとの質疑があり、執行部から、この事業におけ

る相談実績は、昨年度は８件であったが、今年度

は26件である、学校や市町村教育委員会から要請

を受け、担当課で日程調整を行い、相談しやすい

体制をつくっているとの答弁がありました。

　さらに、委員から、教職員が保護者のことで問

題を抱え込むことがないように、県の教育委員会

はしっかりと支えるということを教職員にアピー

ルしてほしいとの要望がありました。

　次に、委員から、夜間中学入学希望事前調査の

結果報告について、夜間中学が設置される熊本市

からの入学希望者は、３学年の定員60名に対して

17名となっている、熊本市の人口からするともっ

と多いと思っていたが、情報発信の仕方はどうだ

ったのかとの質疑があり、執行部から、今回の調

査では、熊本市のＬＩＮＥでの広報や県のＳＮＳ

等を活用しての情報発信を行った、入学者の人数

としては、熊本市も多くなると想定しているの

で、今後とも、熊本市教育委員会とも連携して、

さらに夜間中学の周知広報に努めていきたいとの

答弁がありました。

　以上が論議されました主な内容でありますが、

本委員会に付託されました議案については、全員

賛成をもって原案のとおり可決することに決定い

たしました。

　最後に、本委員会所管事務の継続審査事件につ

いては、議席に配付のとおり決定いたしました。

　議員各位におかれましては、本委員会の決定の

とおりよろしく御賛同賜りますようお願い申し上

げまして、教育警察常任委員長の報告を終わりま

す。

○議長(溝口幸治君)　最後に、総務常任委員長の

報告を求めます。

　髙島和男君。

　　〔髙島和男君登壇〕

○髙島和男君　総務常任委員会に付託されました

案件につきまして、委員会における審査の経過並

びに結果を御報告申し上げます。

　本委員会に付託されました案件は、予算関係４

議案、条例等関係５議案であります。

　まず、予算関係議案の概要について申し上げま

す。

　今回提出された令和５年度一般会計当初予算

は、平成28年熊本地震、令和２年７月豪雨、新型

コロナウイルス感染症の３つの大きな課題への対

応を最優先としつつ、半導体産業のさらなる集積

に向けた取組や高度情報化、移住、定住の推進な

ど、将来の熊本の発展を見据えて編成されたもの

であります。

　この結果、一般会計当初予算は、前年度と比べ

105億4,600万円余、率にして1.2％の増となる

9,135億8,900万円余であります。

　あわせまして、債務負担行為の設定でありま

す。

　次に、条例等関係議案についてでありますが、

熊本県職員の退職管理に関する条例の一部を改正

する条例の制定について外４議案であります。

　議案の審査の過程において論議されました主な

ものを要約して御報告申し上げます。

　まず、委員から、くまモン使用許可等管理事業
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において、以前に受けていたくまモンの使用許可

を更新する際に、その許可基準等が厳しくなって

いるのではないかとの声を聞くが、そのような実

態はあるのかとの質疑があり、執行部から、くま

モンの使用許可基準等を厳しくしていることはな

いが、改めて許可を受けている事業者の方からも

話を聞いて、適切に対応したいとの答弁がありま

した。

　次に、委員から、令和５年度の当初予算につい

て、半導体のさらなる集積に向けた取組として、

ＴＳＭＣの進出に関係する予算が計上されてい

る、ＴＳＭＣの進出に伴い、県が市町村と意見交

換を実施したと聞いたが、市町村からはどのよう

な意見があったかとの質疑があり、執行部から、

多くの地域で、工業用地、住宅用地整備等の土地

開発や関連企業の誘致、台湾人観光客の誘客、人

材流出への懸念や人材育成、渋滞対策や道路整

備、地下水保全への取組、情報共有などについて

意見があったので、今後、これらの意見を踏まえ

ながら、市町村と連携して取組を進めていきたい

との答弁がありました。

　さらに、委員から、ＴＳＭＣの進出に対する県

北と県南の置かれた状況は異なるが、本県にとっ

てＴＳＭＣの進出はビッグチャンスであることを

県民全体に理解していただく必要があるので、例

えば移住、定住は県南地域を重点化するなど、県

民全体でＴＳＭＣの進出効果について理解が得ら

れるような取組を進めてほしいとの要望がありま

した。

　次に、委員から、地域交通企画調整事業に関連

して、他の政令指定都市では、市の中心部の利便

性がよい場所に野球場やサッカースタジアムを新

設しているところがある、熊本でも同様に、熊本

市内中心部において、イベント等が開催できるス

ポーツ施設の整備などについて、県として何か計

画しているかとの質疑があり、執行部から、今年

度、県内のスポーツ施設の在り方について調査事

業を行っており、その調査結果を踏まえ、県内の

スポーツ施設の在り方について、方向性を取りま

とめていくとの答弁がありました。

　次に、委員から、県のＤＸの取組について、Ｄ

Ｘで業務の効率化を図るためには、情報や公文書

管理の在り方等を整理するなど、多くの課題解消

が必要であり、そのためには一定の予算を確保し

て取り組む必要があると思うが、今回、ＤＸに関

する予算は少ないのではないかとの質疑があり、

執行部から、ＤＸの取組は、予算を拡充しながら

全庁的な取組として進めているところであるとの

答弁がありました。

　さらに、委員から、ＤＸに取り組むに当たり、

ＤＸで何を具体化したいか、ＤＸによって何を目

指すのかといった方向性が明快になっていないと

うまく進まないので、誰かが旗を振って進めるこ

とが重要であり、その視点を踏まえて県のＤＸを

進めてほしいとの要望がありました。

　次に、委員から、データ連携基盤構築等推進事

業において、官民データの相互連携と記載がある

が、行政が民に求めるものは何か、また、本来は

国がこの基盤をつくり、県はそれに合わせていく

べきと思うが、県がこれから取り組むとしても、

後戻りしないのかとの質疑があり、執行部から、

データ連携基盤におけるデータの活用について

は、例えば防災や医療などにおいて、市町村が自

ら保有していたデータの活用に加え、リアルタイ

ムで民間や国、県が持つデータも含めたデータを

活用し、サービスを創造していくことが考えられ

る、また、今回構築する基盤は、デジタル庁が示

す仕様に沿って構築するものであるとの答弁があ

りました。

　次に、委員から、熊本県立大学の運営につい
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て、同大学の白石理事長が「核兵器のない世界」

に向けた国際賢人会議の座長に就任され、世界か

ら注目されているが、これを機会に、大学全体で

平和への認識を深め、国際平和に関する学科の創

設などを行い、それを大学の特色としてアピール

してほしいとの要望がありました。

　以上が論議されました主な内容でありますが、

本委員会に付託されました議案については、全員

賛成をもって原案のとおり可決することに決定い

たしました。

　最後に、本委員会所管事務の継続審査事件につ

いては、議席に配付のとおり決定いたしました。

　議員各位におかれましては、本委員会の決定の

とおりよろしく御賛同賜りますようお願い申し上

げまして、総務常任委員長の報告を終わります。

○議長(溝口幸治君)　以上で各常任委員長の報告

は終わりました。

　これより質疑に入ります。

　質疑はありませんか。

　　〔｢なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(溝口幸治君)　質疑なしと認めます。

　次に、討論に入ります。

　討論の通告があっておりますので、発言を許し

ます。

　なお、発言時間は10分以内でありますので、さ

よう御承知願います。

　山本伸裕君。

　　〔山本伸裕君登壇〕

○山本伸裕君　日本共産党の山本伸裕です。

　まず、議案33号、令和５年度一般会計予算案に

対し、反対意見を述べます。

　知事は、議案説明において、今回の予算は、熊

本地震及び令和２年７月豪雨からの創造的復興を

成し遂げ、新型コロナウイルス感染症による危機

を克服できるよう、これらへの対応を最優先に編

成したと強調されました。しかし、その中身にお

いて、大いに疑問に思う点がございますので、以

下申し述べます。

　まず、令和２年７月豪雨からの復興の問題であ

りますが、被災された皆さんが強く願っておられ

るのは、安心して自宅が再建できるような安全な

まちづくりをしっかり進めてほしいということで

はないでしょうか。

　ところが、この間進められてきた球磨川水系緊

急治水プロジェクトの事業内訳を見て驚くのは、

中流部での河道掘削や引き堤、輪中堤、宅地かさ

上げなどのメニューは列挙されているものの、人

吉市街地における治水対策のメニューがほとんど

存在しないという問題であります。要するに、人

吉市街地の安全の確保は、新たな流水型ダムが完

成することを前提としているために、治水安全度

を向上させる事業に手がつけられないということ

ではないのでしょうか。

　しかし、ダム完成までの10数年もの間、またも

し甚大な洪水被害が発生したら、どうするつもり

なのでしょうか。今急いでやるべきは、ダムを前

提とせず、人吉市街地も対象とした総合的な治水

対策を進めることであります。

　新たな流水型ダムの建設事業費は2,700億円、

熊本県の負担金は800億円規模になることが見込

まれます。こうした予算を凍結し、人吉市街地の

堤防や宅地かさ上げなどの予算に回せば、ダムよ

りはるかに早く安心、安全のまちづくりが進めら

れるのではないでしょうか。

　さらに、災害に強い郷土づくりとして、当初予

算の議案説明において強調されたのは、幹線道路

ネットワークの整備ということでありますけれど

も、災害に強い郷土づくりというのであれば、老

朽化した橋や道路など、生活インフラの改修ある

いは公共施設の改修や耐震化、土砂災害危険区域
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の防災工事など、住民の暮らしに密着した公共事

業の予算のほうこそ拡充すべきであるということ

を訴えるものであります。

　次に、新型コロナウイルス感染症による危機へ

の対応という問題でありますが、医療崩壊や高齢

者施設でのクラスターの多発、救急搬送の困難な

ど、この間の感染爆発の際に浮き彫りになったの

は、医療、介護が感染爆発に耐えられない脆弱な

体制であるということであります。

　その反省を踏まえるならば、検査、治療、予防

接種に対する体制強化を強めること、医療崩壊を

引き起こさないための発熱外来、入院医療、救急

搬送などの体制強化への支援、高齢者施設の入所

者を感染や重症化から守る対策の抜本的強化、さ

らに保健所の新たな増設や正規職員、常勤職員を

増やすための予算拡充などを図るべきであるとい

うことを訴えるものであります。

　また、魅力ある地域づくりについて、喫緊の課

題である熊本都市圏の渋滞緩和のため、新たな高

規格道路３路線の実現に向け、検討に着手すると

のことでありますが、そもそもこれらの整備計画

期間は20年から30年とされており、喫緊の課題で

あると言われた渋滞緩和には役立たないのではな

いでしょうか。

　しかも、高規格道路３路線は、3,000億円から

4,000億円規模の事業費が想定されます。１日25

万台以上が利用している福岡・北九州都市高速道

路でさえ、開通後40年も経過していますが、いま

だ償還対象額の半分も償還していない状況なので

あります。

　さらに、一方では、空港アクセス鉄道建設を進

めていくとなると、両者とも大赤字を抱える大型

開発となってしまうのではないでしょうか。

　渋滞緩和を言うのであれば、自転車が安全に走

行できる道路の整備や公共交通網の整備拡充を進

めることによって、車の通行自体を減らす取組こ

そ進めるべきであります。

　なお、新年度予算編成に際しては、日本共産党

熊本県委員会として、予算要望を提出しておりま

す。

　不要不急の大型開発にストップをかけ、大型開

発優先型の経済政策から、県民の暮らしや中小企

業、農林水産業、環境、歴史、文化を生かした観

光など、優しく強い経済政策への転換を図ること

など、約290項目に上る要望であります。住民の

福祉増進を基本とした予算の拡充を求めるもので

あります。

　次に、請第46号、消費者被害を防止、救済する

ため特定商取引法の抜本的法改正を求める意見書

を政府等に提出することを求める請願についてで

あります。

　迷惑勧誘や通販トラブル、マルチ商法による被

害は後を絶たず、また、社会の変化とともに、昨

今、新たな手口による消費者被害も増えておりま

す。

　これらの被害を予防、救済する上でも、特定商

取引法の2016年改正の際に定められた５年後見直

し規定に基づいた法改正が、切実に求められてお

ります。

　こうした認識は、議員各位におかれましても共

有されているものと思いますが、ところが、委員

会の審査結果は継続とのことであります。

　今期議員の任期は今議会で終了するために、継

続議案は審議未了、廃案ということになってしま

います。請願者からの切実な訴えに、議会として

正面から向き合い、請願は採択されるべきである

ということを訴えるものであります。

　次に、請第47号、物価高騰に見合う老齢基礎年

金等の支給額改善と年金の毎月支給への変更につ

いて国への意見書提出を求める請願についてであ
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ります。

　委員会の審査結果は不採択でありますが、採択

されるべきであります。

　昨今の急激な物価高騰により、年金受給者の生

計は極めて厳しいものになっています。ところ

が、現状でも少ない年金が、マクロ経済スライド

によって、さらに目減りする事態となっており、

これでは暮らしが成り立たない、生きていけない

という悲鳴が上がっています。年金だけでは生活

できない年金受給者が、生活保護を申請する事例

も増加しているといいます。

　請願文の中に書かれてあるように、せめて物価

上昇に見合う年金支給額の改善というのは、ぎり

ぎり最低限どうしても実現しなければならない切

実な願いであろうかと考えます。

　年金の問題と言えば、県議会において思い起こ

されるのは、2018年11月議会で、地方議会議員の

厚生年金への加入を求める意見書が採択されたと

きのことであります。

　私は、その意見書採択の反対討論に立ち、議員

の年金の心配をする前に、国民の誰もが心配しな

くて済むような年金制度の実現を目指して声を上

げるのが議員の務めではないかとの趣旨を申し上

げました。

　私たちは、誰もがいずれ年金に頼らなければな

らない高齢者となるわけであります。暮らせる年

金の実現は、全国民の利益にかなう問題でありま

す。年金生活者の悲痛な声を受け止め、声を上げ

るのが議員の務めではないのかということを私は

再度申し上げ、請願が採択されるよう訴えるもの

であります。

　以上で討論を終わります。

○議長(溝口幸治君)　以上で通告による討論は終

了いたしました。

　これをもって討論を終結いたします。

　これよりまず、議案第34号から第37号まで、第

40号から第44号まで、第46号、第47号、第49号、

第50号、第52号から第54号まで、第56号から第61

号まで及び第63号から第72号までを一括して採決

いたします。

　ただいまの各常任委員長の報告は、各議案とも

原案可決であります。各常任委員長の報告のとお

り原案を可決することに御異議ありませんか。

　　〔｢異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(溝口幸治君)　御異議なしと認めます。よ

って、議案第34号外31件は、原案のとおり可決い

たしました。

　次に、議案第33号、第38号、第39号、第45号、

第48号、第51号、第55号及び第62号を一括して起

立または挙手により採決いたします。

　ただいまの各常任委員長の報告は、各議案とも

原案可決であります。各常任委員長の報告のとお

り原案を可決することに賛成の諸君の起立または

挙手を求めます。

　　〔賛成者起立または挙手〕

○議長(溝口幸治君)　起立または挙手多数と認め

ます。よって、議案第33号外７件は、原案のとお

り可決いたしました。

　次に、請願に対する各常任委員会の審査結果

は、議席に配付の委員会審査報告一覧表のとおり

であります。

　これよりまず、請第45号を採決いたします。

　ただいまの農林水産常任委員長の報告のとおり

決定することに御異議ありませんか。

　　〔｢異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(溝口幸治君)　御異議なしと認めます。よ

って、請第45号は、農林水産常任委員長の報告の

とおり決定いたしました。

　次に、請第47号を起立または挙手により採決い

たします。
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　ただいまの厚生常任委員長の報告のとおり決定

することに賛成の諸君の起立または挙手を求めま

す。

　　〔賛成者起立または挙手〕

○議長(溝口幸治君)　起立または挙手多数と認め

ます。よって、請第47号は、厚生常任委員長の報

告のとおり決定いたしました。

　　〔委員会審査報告書及び請願審査報告書は付

　　　録に掲載〕

　　　　 ――――――――――――

　日程第３　閉会中の継続審査の件

○議長(溝口幸治君)　次に、日程第３、閉会中の

継続審査の件を議題といたします。

　まず、請願について、経済環境常任委員長か

ら、議席に配付の閉会中の継続審査申出一覧表の

とおり申出があっております。

　これより、請第46号を起立または挙手により採

決いたします。

　経済環境常任委員長から申出のとおり、閉会中

の継続審査とすることに賛成の諸君の起立または

挙手を求めます。

　　〔賛成者起立または挙手〕

○議長(溝口幸治君)　起立または挙手多数と認め

ます。よって、請第46号は、経済環境常任委員長

から申出のとおり決定いたしました。

　次に、議会運営委員長及び各常任委員長から事

務調査について、議席に配付の閉会中の継続審査

申出一覧表のとおり申出があっております。

　お諮りいたします。

　議会運営委員長及び各常任委員長から申出のと

おり、閉会中の継続審査とすることに御異議あり

ませんか。

　　〔｢異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(溝口幸治君)　御異議なしと認めます。よ

って、議会運営委員長及び各常任委員長から申出

のとおり決定いたしました。

　　〔閉会中の継続審査申出書及び継続審査申出

　　　一覧表は付録に掲載〕

　　　　 ――――――――――――

　議員提出議案の上程(第１号)

○議長(溝口幸治君)　次に、お諮りいたします。

　議員提出議案第１号が提出されましたので、こ

の際、これを日程に追加し、議題といたしたいと

思います。これに御異議ありませんか。

　　〔｢異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(溝口幸治君)　御異議なしと認めます。よ

って、議員提出議案第１号を日程に追加し、議題

とすることに決定いたしました。

　議員提出議案第１号を議題といたします。

　　 ―――――――――――――――――

　議員提出議案第１号

　　　　性的指向・性自認に関する不当な差別の

　　　　解消を求める意見書

　　上記の議案を、別紙のとおり熊本県議会会議

　規則第14条第１項の規定により提出します。

　　　令和５年３月17日提出

　　　提出者　熊本県議会議員　藤　川　隆　夫

　　　　　　　　　　　　　　　鎌　田　　　聡

　　　　　　　　　　　　　　　城　下　広　作

　熊本県議会議長　溝　口　幸　治　様

　　 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

　　　　性的指向・性自認に関する不当な差別の

　　　　解消を求める意見書

　　近年、ＬＧＢＴＱなど性的マイノリティに対

　する認知が大きく進む一方、日常生活や、就職

　活動を含む職場や学校などの社会生活において

　は、性的指向・性自認を理由とする差別を受

　け、多くの当事者が本来の自分を隠して生きて

　いる現状があるが、不当な差別があってはなら

　ない。
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　　性的マイノリティは、性的指向・性自認をカ

　ミングアウトした場合や、意図せずに知られた

　場合、差別や偏見、ハラスメントにさらされる

　という困難に直面し自死のリスクが高いことも

　指摘されている。また、性のあり方(セクシュ

　アリティ)が本人の同意なく第三者に暴露され

　るアウティングも大きな問題となっており、様

　々な差別言動が頻発し、性的マイノリティの安

　全を脅かしていることから、性的指向・性自認

　を理由とする差別の解消は喫緊の課題となって

　いる。

　　海外では、国や地方公共団体、企業等におい

　て役職を有する者が性的マイノリティであるこ

　とを表明したとしても、差別的な取扱いを受け

　ることなく、その者が持つ能力を十分に発揮す

　ることが歓迎される社会を既に形成している国

　も数多くある。多様な性のあり方や、それぞれ

　の違いを当然のこととして受け入れ、多様な生

　き方を認め合う社会を実現することで、一人一

　人が個性と能力を十分に発揮することができ

　る、活力ある社会の形成に寄与するものとな

　る。

　　よって、国におかれては、性的マイノリティ

　が日常生活や社会生活において、また、同性パ

　ートナーと生活をともにする場合にも、差別的

　な取扱いを受けることがないように適切な措置

　を講ずるとともに、社会全体が性のあり方の多

　様性を受け入れていくことを目指し、性的指

　向・性自認に関する広く正しい理解の増進や、

　性的指向・性自認に関する不当な差別の解消を

　実現するための法整備・環境整備をされるよ

　う、強く要望する。

　　以上、地方自治法第99条の規定により意見書

　を提出する。

　　　令和　年　月　日

　　　　　　　熊本県議会議長　溝　口　幸　治

　衆議院議長　細　田　博　之　様

　参議院議長　尾　辻　秀　久　様

　内閣総理大臣　岸　田　文　雄　様

　総 務 大 臣　松　本　剛　明　様

　法 務 大 臣　齋　藤　　　健　様

　文部科学大臣　永　岡　桂　子　様

　厚生労働大臣　加　藤　勝　信　様

　経済産業大臣　西　村　康　稔　様

　内閣官房長官　松　野　博　一　様

　　 ―――――――――――――――――

○議長(溝口幸治君)　お諮りいたします。

　ただいま議題といたしました議員提出議案第１

号については、議案に対する提出者の説明並びに

委員会付託は省略して会議で議決いたしたいと思

います。これに御異議ありませんか。

　　〔｢異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(溝口幸治君)　御異議なしと認めます。よ

って、そのように取り計らうことに決定いたしま

した。

　これより質疑に入りますが、ただいままで通告

はありません。よって、質疑なしと認めます。

　次に、討論に入りますが、ただいままで通告は

ありません。よって、討論なしと認めます。

　これより、議員提出議案第１号を採決いたしま

す。

　原案のとおり可決することに御異議ありません

か。

　　〔｢異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(溝口幸治君)　御異議なしと認めます。よ

って、議員提出議案第１号は、原案のとおり可決

いたしました。

　　　　 ――――――――――――

　委員会提出議案の上程(第１号)

○議長(溝口幸治君)　次に、お諮りいたします。
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　委員会提出議案第１号が提出されましたので、

この際、これを日程に追加し、議題といたしたい

と思います。これに御異議ありませんか。

　　〔｢異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(溝口幸治君)　御異議なしと認めます。よ

って、委員会提出議案第１号を日程に追加し、議

題とすることに決定いたしました。

　委員会提出議案第１号を議題といたします。

　　 ―――――――――――――――――

　委員会提出議案第１号

　　　　酪農経営の存続に向けた支援を求める意

　　　　見書

　　上記の議案を、別紙のとおり熊本県議会会議

　規則第14条第２項の規定により提出します。

　　　令和５年３月17日提出

　　　提出者　農林水産常任委員会

　　　　　　　委員長　　　　　西　山　宗　孝

　熊本県議会議長　溝　口　幸　治　様

　　 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

　　　　酪農経営の存続に向けた支援を求める意

　　　　見書

　　安全で健やかな国民の食生活に不可欠な牛　

　乳・乳製品の原料となる生乳は、酪農家による

　朝夕の搾乳や給餌作業など年中無休の環境の中

　で生産されている。また、生乳は、ヒトが利用

　できない草資源から生み出されるものであり、

　自給飼料の生産や農作物生産における堆肥の利

　活用を通じ、国土保全や循環型農業の実現に大

　きく寄与している。

　　一方、新型コロナウイルス感染症の蔓延、ロ

　シアのウクライナ侵攻に伴うエネルギー、穀物

　の価格高騰や円安の進展等により、配合飼料等

　あらゆる生産資材が高騰し、生乳需給のバラン

　スが大きく崩れた結果、酪農経営は、危機的な

　状況に追い込まれている。

　　こうした中、国では、補正予算等により飼料

　価格高騰や生乳の需給バランス改善に向けた対

　策、民間団体と連携した牛乳・乳製品の消費拡

　大に向けた「牛乳でスマイルプロジェクト」を

　立ち上げるなど考えうるあらゆる対策を措置し

　た。

　　また、本県においても独自に配合飼料及び粗

　飼料等の価格高騰への支援、広報番組を通じた

　消費拡大対策等に取り組んできたが、危機的な

　経営環境は続いており、引き続き、万全の対策

　を講じていく必要がある。

　　よって、国におかれては、国民生活に不可欠

　な生乳の安定生産に向け、酪農家が安心して経

　営を存続できるよう下記の事項について引き続

　き措置されるよう強く要望する。

　　　　　　　　　　　記

　１　牛乳・乳製品の消費拡大と消費者の理解醸

　　成に向けた取組及び国内生産の牛乳・乳製品

　　の輸出拡大に向けた取組に対し支援するこ　

　　と。

　２　配合飼料価格安定制度の適切な運用及び機

　　能を強化すること。

　３　耕畜連携や飼料生産に係る取組及び水田を

　　含めた飼料基盤における自給飼料生産の維　

　　持・増産の取組に対し支援すること。

　　以上、地方自治法第99条の規定により意見書

　を提出する。

　　　令和　年　月　日

　　　　　　　熊本県議会議長　溝　口　幸　治

　衆議院議長　細　田　博　之　様

　参議院議長　尾　辻　秀　久　様

　内閣総理大臣　岸　田　文　雄　様

　財 務 大 臣　鈴　木　俊　一　様

　農林水産大臣　野　村　哲　郎　様

　内閣官房長官　松　野　博　一　様

　　安全で健やかな国民の食生活に不可欠な牛

　　含めた飼料基盤における自給飼料生産の維

　　　輸出拡大に向けた取組に対し支援するこ

　　と。



－ 192 －

令和５年２月定例会　熊本県議会会議録　第７号（３月 17 日 )

　　 ―――――――――――――――――

○議長(溝口幸治君)　お諮りいたします。

　ただいま議題といたしました議案に対する提出

者の説明は省略いたしたいと思います。これに御

異議ありませんか。

　　〔｢異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(溝口幸治君)　御異議なしと認めます。よ

って、議案に対する提出者の説明は省略すること

に決定いたしました。

　これより質疑に入りますが、ただいままで通告

はありません。よって、質疑なしと認めます。

　次に、討論に入りますが、ただいままで通告は

ありません。よって、討論なしと認めます。

　これより、委員会提出議案第１号を採決いたし

ます。

　原案のとおり可決することに御異議ありません

か。

　　〔｢異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(溝口幸治君)　御異議なしと認めます。よ

って、委員会提出議案第１号は、原案のとおり可

決いたしました。

　　　　 ――――――――――――

　永年勤続議員に対する熊本県議会の表彰並びに

　　知事の感謝状贈呈

○議長(溝口幸治君)　次に、熊本県議会永年勤続

議員に対する熊本県議会の表彰を行います。

　なお、知事蒲島郁夫君から、被表彰議員に対し

感謝状を贈呈したい旨の申出があっておりますの

で、併せてこれを行います。

　被表彰者は、

　20年勤続議員

　　池　田　和　貴　君

　　小早川　宗　弘　君

　　溝　口　幸　治

以上３人であります。

　被表彰者の諸君は演壇の前に出ていただきま

す。

　　〔被表彰者演壇前に出る〕

○議長(溝口幸治君)

　　　表　　彰　　状

　　　　　　　　　　　　池　田　和　貴　様

　あなたは本県議会議員として20年以上にわたり

　県民の負託に応え地方自治発展のため多大の貢

　献をされました　ここにその功績をたたえ表彰

　します

　　　令和５年３月17日

　　　　　　　　　　　　　熊　本　県　議　会

　　〔表彰状及び記念品贈呈〕

　　〔拍手〕

　　 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

○議長(溝口幸治君)

　　　表　　彰　　状

　　　　　　　　　　　　小早川　宗　弘　様

　あなたは本県議会議員として20年以上にわたり

　県民の負託に応え地方自治発展のため多大の貢

　献をされました　ここにその功績をたたえ表彰

　します

　　　令和５年３月17日

　　　　　　　　　　　　　熊　本　県　議　会

　　〔表彰状及び記念品贈呈〕

　　〔拍手〕

　　 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

○副議長(髙野洋介君)

　　　表　　彰　　状

　　　　　　　　　　　　溝　口　幸　治　様

　あなたは本県議会議員として20年以上にわたり

　県民の負託に応え地方自治発展のため多大の貢

　献をされました　ここにその功績をたたえ表彰

　します

　　　令和５年３月17日
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　　　　　　　　　　　　　熊　本　県　議　会

　　〔表彰状及び記念品贈呈〕

　　〔拍手〕

　　 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

○知事(蒲島郁夫君)

　　　感　　謝　　状

　　　　　　　　　　　　池　田　和　貴　様

　あなたは20年以上にわたり熊本県議会議員とし

　て県民の負託に応えよく県勢の発展に寄与され

　ました　その功績はまことに大でありますので

　ここに深く感謝の意を表します

　　　令和５年３月17日

　　　　　　　　　熊本県知事　蒲　島　郁　夫

　　〔感謝状贈呈〕

　　〔拍手〕

　　 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

○知事(蒲島郁夫君)

　　　感　　謝　　状

　　　　　　　　　　　　小早川　宗　弘　様

　あなたは20年以上にわたり熊本県議会議員とし

　て県民の負託に応えよく県勢の発展に寄与され

　ました　その功績はまことに大でありますので

　ここに深く感謝の意を表します

　　　令和５年３月17日

　　　　　　　　　熊本県知事　蒲　島　郁　夫

　　〔感謝状贈呈〕

　　〔拍手〕

　　 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

○知事(蒲島郁夫君)

　　　感　　謝　　状

　　　　　　　　　　　　溝　口　幸　治　様

　あなたは20年以上にわたり熊本県議会議員とし

　て県民の負託に応えよく県勢の発展に寄与され

　ました　その功績はまことに大でありますので

　ここに深く感謝の意を表します

　　　令和５年３月17日

　　　　　　　　　熊本県知事　蒲　島　郁　夫

　　〔感謝状贈呈〕

　　〔拍手〕

　　　　 ――――――――――――

○議長(溝口幸治君)　以上で本日の日程及び会期

日程の全部を終了いたしました。

　これをもって令和５年２月熊本県議会定例会を

閉会いたします。

　　午前11時31分閉会

　　　　 ――――――――――――

○議長(溝口幸治君)　本会議の閉会に当たりまし

て、一言御挨拶を申し上げます。

　２月定例会も、本日をもちまして、無事に全日

程を終了することができました。これもひとえ

に、議員各位並びに蒲島知事をはじめとする執行

部の皆様の御理解と御協力のたまものであり、髙

野副議長共々、心から感謝を申し上げます。

　本定例会では、一般会計予算の総額が県政史上

最大の9,136億円となる令和５年度当初予算をは

じめ、令和４年度補正予算、各種条例案件など、

多数の議案が議決されました。

　今回の当初予算は、蒲島県政４期目の総仕上げ

として、熊本地震及び令和２年７月豪雨からの創

造的復興、新型コロナウイルス感染症対策に加

え、半導体産業のさらなる集積やＤＸ、移住、定

住を推進するものとなりました。

　また、姉妹提携40周年を迎えたモンタナ州との

交流、五木村及び相良村の振興、熊本都市圏交

通、ＴＳＭＣ進出、農業の持続的発展など、様々

な質問が行われ、意見書も、酪農経営の存続に向

けた支援の外１件が可決されました。

　執行部におかれましては、本会議や各委員会に

おける議論を踏まえ、県民の理解を得ながら取り

組んでいただき、十分な成果が上げられるよう期
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待をしております。

　今なお、熊本地震、令和２年７月豪雨災害、そ

して新型コロナウイルス感染症により、大きな影

響を受けている方々もおられます。

　また、有明海、八代海の赤潮や寒波の強風によ

るノリ被害、県産アサリの産地偽装問題なども課

題となっております。

　さらに、ロシアのウクライナ侵攻等による原油

や穀物の国際価格の上昇や円安の進展等を受けた

物価上昇が、県民の生活に与える影響も大きな課

題です。

　一方で、ＴＳＭＣの工場建設や関連企業の進

出、空港アクセス鉄道の整備ルートの決定、空港

新ターミナルビルの開業、本年夏の南阿蘇鉄道の

全線復旧や旧東海大学阿蘇キャンパスの震災ミュ

ージアムのオープンなど、これまでの取組が成果

として現れつつあります。

　県議会としても、地方自治の二元代表制の一翼

を担う責任の下、議会の政策提案能力をさらに高

め、県民の命と暮らしを守るとともに、ＴＳＭＣ

によるビッグチャンスが県全域に波及するよう、

様々な課題に精いっぱい取り組んでまいります。

　いよいよ、我々県議会議員は、４月に任期満了

となります。

　今回勇退される磯田毅議員におかれましては、

これまでの県勢発展への御尽力に深く敬意を表し

ますとともに、これからも御健勝で、変わらぬ御

指導、御鞭撻をお願い申し上げます。

　次の選挙に出馬される議員各位におかれまして

は、選挙を通じて県民の皆様方のお考えや地域の

課題をしっかり酌み取っていただき、再びこの議

場で活発な議論が交わされることを楽しみにして

おります。

　また、退職される職員の皆様におかれまして

は、長年にわたる本県発展への献身的な取組に深

く敬意を表するとともに、今後、それぞれのステ

ージに進まれても、大所高所からアドバイスをい

ただきますようにお願いをいたします。

　最後になりましたが、議長に就任して１年と１

日が過ぎました。髙野副議長をはじめ議員各位並

びに蒲島知事をはじめ執行部の皆様方の御協力に

より、円滑な議事運営を行うことができました。

ここに重ねて感謝を申し上げ、閉会の御挨拶とい

たします。

　ありがとうございました。(拍手)

　　午前11時35分
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